
第８ 災害救助に関する資料
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人口数
（人）

人口数
（人）

 令和2.10.1
（国勢調査）

①被害
世帯数

②被害
世帯数

 令和2.10.1
（国勢調査）

①被害
世帯数

②被害
世帯数

　徳島市 252,391 100 50 　神山町 4,647 30 15

　鳴門市 54,622 80 40 　那賀町 7,367 40 20

　小松島市 36,149 60 30 　牟岐町 3,743 30 15

　阿南市 69,470 80 40 　美波町 6,222 40 20

　吉野川市 38,772 60 30 　海陽町 8,358 40 20

　阿波市 34,713 60 30 　松茂町 14,583 40 20

　美馬市 28,055 50 25 　北島町 22,745 50 25

　三好市 23,605 50 25 　藍住町 35,246 60 30

　勝浦町 4,837 30 15 　板野町 13,042 40 20

　上勝町 1,380 30 15 　上板町 11,384 40 20

　佐那河内村 2,058 30 15 　つるぎ町 7,715 40 20

　石井町 24,833 50 25 　東みよし町 13,622 40 20

徳島県 719,559 1,000

（備考）被害世帯数は、住家の滅失した世帯（全壊、全焼、流失）を標準とし、半壊等は1/2、

　　　　床上浸水等は1/3とみなして換算する。

      　①は、災害救助法施行令第１条第１項第１号による市町村の区域内の人口に応じた

　　　　世帯数。

      　②は、災害救助法施行令第１条第１項第２号による徳島県の区域内の被害世帯数が

　　　　1,000世帯以上である場合の市町村の区域内の人口に応じた世帯数。

適用世帯数
（世帯）

適用世帯数
（世帯）

８－１　災害救助法の適用基準

市町村別 市町村別
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８－３ 災害救助法による救助の実施機関

１ 災害救助法による救助は、国の責任において行われるものであるが、その実施に

ついては、県の法定受託事務とされている。

２ 市町村長は、救助に関して知事から委任を受けた応急対策について実施する。

３ 知事から市町村長への委任については、災害救助法が適用された都度、委任する

事務の内容及び当該事務を行う期間を市町村長に通知する。

４ なお、市町村長へ委任することとなる事務の内容は、次のとおりである。

救 助 実 施 内 容 実 施 機 関 備 考

１ 避難所の設置 市町村

２ 応急仮設住宅の供与 県、市町村

３ 炊き出しその他による食品の給与 市町村

４ 飲料水の供給 市町村

５ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 市町村

６ 医療及び助産 県、市町村

７ 被災者の救出 市町村

８ 被災した住宅の応急修理 市町村

９ 学用品の給与 県、市町村

10 埋葬 市町村

11 遺体の捜索 市町村

12 遺体の処理 市町村

13 障害物の除去 市町村

※「実施機関」欄の記載は、災害時の標準的な実施体制であり、災害の規模や緊急

性等に応じて県と市町村が連携して実施するものとする。
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８－４ 災害救助法により県の行う医療助産を日本赤十

字社徳島県支部に委託するについての協定書

徳 島 県 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 日 本 赤 十 字 社 徳 島 県 支 部 （ 以 下

「 乙 」 と い う 。） と は 、 非 常 災 害 に 際 し 、 災 害 救 助 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 １ １ ８ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ３ ２ 条 の 規 定 に 基 づ い て 、

県 が 行 う 医 療 及 び 助 産 の 応 急 救 助 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結

す る 。

第 １ 条 法 第 ３ ２ 条 の こ の 協 定 に 基 づ く 応 急 救 助 を 委 託 す る 場 合 は 、

甲 が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め た と き に 限 る も の と す る 。

( 1 ) 法 を 適 用 し 、 医 療 及 び 助 産 の 応 急 援 助 を 必 要 と す る と き 。

( 2 ) 乙 に 対 し 、 法 第 ２ ５ 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 救 助 又 は 応 急 の

措 置 を 指 示 し た と き 。

第 ２ 条 医 療 は 、 災 害 に よ り 傷 い を 受 け 、 又 は 疾 病 に か か り 、 若 し

く は 災 害 の た め 継 続 し て 療 養 す る こ と が で き な い 者 に 対 し て 、 次

の 各 号 に 定 め る 範 囲 に お い て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 医 療 期 間

は 、 災 害 発 生 の 日 か ら １ ４ 日 以 内 、 死 体 の 処 理 は 、 同 じ く １ ０ 日

以 内 と す る 。

( 1 ) 診 察

( 2 ) 薬 剤 又 は 治 療 材 料 の 支 給

( 3 ) 処 置 、 手 術 そ の 他 の 治 療 及 び 施 術

( 4 ) 死 体 の 処 理 の う ち

ア 死 体 の 洗 浄 ・ 縫 合 及 び 消 毒 等 の 処 置

イ 検 案

第 ３ 条 助 産 は 、 災 害 発 生 の 日 の 以 前 又 は 以 後 ７ 日 以 内 に 分 娩 し た

者 に 対 し て 、 次 の 各 号 に 定 め る 範 囲 に お い て 行 う も の と す る 。

( 1 ) 分 娩 の 介 助

( 2 ) 分 娩 前 、 分 娩 後 の 処 置

( 3 ) 脱 脂 綿 、 ガ ー ゼ そ の 他 の 衛 生 材 料

第 ４ 条 甲 は 、 医 療 及 び 助 産 の 応 急 救 助 の た め 、 乙 が 負 担 し た 費 用

に 対 し 、 法 第 ３ ４ 条 の 規 定 の 範 囲 内 に お い て 、 こ れ を 補 償 す る も

の と す る 。 た だ し 、 日 本 赤 十 字 社 徳 島 県 支 部 の 災 害 救 助 計 画 に 基

づ き 、 乙 に お い て 負 担 す る 費 用 は こ の 限 り で は な い 。

第 ５ 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 の 費 用 は 、 乙 が 負 担 す る も の

と す る 。

( 1 ) 第 ２ 条 た だ し 書 に 規 定 す る 期 間 を 超 え て 医 療 又 は 死 体 の 処 理

を 行 っ た と き 。
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( 2 ) 第 ３ 条 に 規 定 す る 災 害 発 生 の 日 の 以 前 又 は 以 後 ７ 日 を 超 え て

分 娩 し た 者 に 助 産 を 行 っ た と き 。

第 ６ 条 乙 は 、 医 療 及 び 助 産 の 実 施 に つ い て 、 甲 の 指 示 に 従 う も の

と す る 。

第 ７ 条 こ の 協 定 書 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 が あ る と き は 、 そ の

都 度 甲 乙 両 者 の 協 議 に よ り 、 こ れ を 定 め る も の と す る 。

第 ８ 条 こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、 平 成 １ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 平 成 １ ３

年 ６ 月 ３ ０ 日 ま で に 間 と す る 。 た だ し 、 期 間 満 了 の １ か 月 前 ま で

に 、 甲 乙 双 方 い ず れ か か ら 異 議 申 し 出 の な い 場 合 は 、 期 間 満 了 の

翌 日 か ら 向 こ う ３ 年 間 更 新 す る も の と し 、 以 後 満 了 の と き も 同 様

と す る 。

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、 こ の 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 両

者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。

平 成 １ ０ 年 ７ 月 １ 日

甲 徳 島 県

徳 島 県 知 事 圓 藤 寿 穂

乙 徳 島 県 徳 島 市 庄 町 ３ 丁 目 １ ２ － １

日 本 赤 十 字 社 徳 島 県 支 部

支 部 長 圓 藤 寿 穂

代 理 人

徳 島 県 徳 島 市 庄 町 ３ 丁 目 １ ２ － １

日 本 赤 十 字 社 徳 島 県 支 部

事 務 局 長 宮 本 清
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第９ 医療・防疫に関する資料
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床

鴨
島
病
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
内
原
４
３
２
番
地

医
療
法
人

浅
野
登

0
8
8
3
-
2
4
-
6
5
6
5

1
7
8

1
7
8

川
島
病
院

徳
島
市
北
佐
古
一
番
町
１
－
３
９

医
療
法
人

西
内
健

0
8
8
-
6
3
1
-
0
1
1
0

1
2
3

1
2
3

き
た
じ
ま
田
岡
病
院

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
川
久
保
３
０
番
地
１

医
療
法
人

里
見
淳
一
郎

0
8
8
-
6
9
8
-
1
2
3
4

1
4
6

5
2

1
9
8

木
下
病
院

徳
島
市
南
末
広
町
４
－
７
０

医
療
法
人

木
下
　
成
三

0
8
8
-
6
2
2
-
7
7
0
0

4
4

5
0

9
4

協
立
病
院

徳
島
市
八
万
町
橋
本
９
２
－
１

医
療
法
人

吉
嶋
　
淳
生

0
8
8
-
6
6
8
-
1
0
7
0

6
0

2
6
6

3
2
6

国
民
健
康
保
険
勝
浦
病
院

勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
棚
野
字
竹
国
１
３
－
２

市
町
村

小
西
康
備

0
8
8
5
-
4
2
-
2
5
5
5

6
0

6
0

小
松
島
金
磯
病
院

小
松
島
市
金
磯
町
１
０
－
１
９

医
療
法
人

加
藤
　
好
包

0
8
8
5
-
3
3
-
1
2
1
1

4
7

4
7

小
松
島
病
院

小
松
島
市
田
浦
町
字
近
里
８
３
番
１
１

医
療
法
人

福
本
　
常
雄

0
8
8
5
-
3
3
-
2
2
8
8

9
2

9
2

近
藤
内
科
病
院

徳
島
市
西
新
浜
町
１
丁
目
６
番
２
５
号

医
療
法
人

近
藤
　
彰

0
8
8
-
6
6
3
-
0
0
2
0

5
5

5
5

桜
木
病
院

美
馬
市
脇
町
木
ノ
内
３
７
６
３
番
地

医
療
法
人

小
林
　
良
二

0
8
8
3
-
5
2
-
2
5
8
3

3
5

1
5
0

1
8
5

む
つ
み
ホ
ス
ピ
タ
ル

徳
島
市
南
矢
三
町
３
－
１
１
－
２
３

医
療
法
人

小
谷
泰
教

0
8
8
-
6
3
1
-
0
1
8
1

2
8
3

2
8
3

城
南
病
院

徳
島
市
丈
六
町
行
正
２
７
－
１

医
療
法
人

田
口
　
浩
資
郎

0
8
8
-
6
4
5
-
0
1
5
7

1
6
7

1
6
7

鈴
江
病
院

徳
島
市
佐
古
八
番
町
４
－
２
２

医
療
法
人

三
好
　
康
敬

0
8
8
-
6
5
2
-
3
1
2
1

4
2

4
2

住
友
内
科
病
院

徳
島
市
安
宅
２
－
３
－
５

医
療
法
人

住
友
　
辰
次

0
8
8
-
6
2
2
-
1
1
2
2

3
2

3
2

碩
心
館
病
院

小
松
島
市
江
田
町
字
大
江
田
４
４
の
１

医
療
法
人

矢
野
　
勇
人

0
8
8
5
-
3
2
-
3
5
5
5

6
0

2
2

8
2

第
一
病
院

徳
島
市
新
浜
本
町
１
－
７
－
１
０

医
療
法
人

利
光
　
秀
文

0
8
8
-
6
6
3
-
1
1
2
2

3
0
8

3
0
8

T
A
O
K
A
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
城
東
町
２
丁
目
７
－
９

医
療
法
人

橋
本
　
台

0
8
8
-
6
2
2
-
5
5
5
6

3
2
2

3
2
2

た
お
か
内
科
病
院

徳
島
市
城
東
町
２
丁
目
７
－
６
１

医
療
法
人

田
岡
　
良
章

0
8
8
-
6
2
5
-
2
5
5
0

3
0

3
0

田
岡
病
院

徳
島
市
万
代
町
４
丁
目
２
番
地
２

医
療
法
人

吉
岡
　
一
夫

0
8
8
-
6
2
2
-
7
7
8
8

1
6
5

4
5

2
1
0

た
ま
き
青
空
病
院

徳
島
市
国
府
町
早
淵
字
北
カ
シ
ヤ
５
６
番
地
１

医
療
法
人

滝
下
　
佳
寛

0
8
8
-
6
4
2
-
5
0
5
0

6
0

4
0

1
0
0

玉
眞
病
院

阿
南
市
宝
田
町
荒
井
２
０
番
地

医
療
法
人

神
田
　
光
則

0
8
8
4
-
2
3
-
0
5
5
1

4
2

4
2

那
賀
町
立
上
那
賀
病
院

那
賀
郡
那
賀
町
小
浜
１
３
７
番
地
の
１

市
町
村

鬼
頭
　
秀
樹

0
8
8
4
-
6
6
-
0
2
1
1

4
0

4
0

つ
る
ぎ
町
立
半
田
病
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
中
薮
２
３
４
－
１

市
町
村

中
園
　
雅
彦

0
8
8
3
-
6
4
-
3
1
4
5

1
2
0

1
2
0
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一
般

療
養

精
神

結
核

感
染
症

計
医
療
機
関
名

所
在
地

開
設
区
分

医
療
機
関

の
管
理
者

電
話
番
号

病
　
　
　
　
　
床

手
束
病
院

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
４
３
４

医
療
法
人

手
束
　
典
子

0
8
8
-
6
7
4
-
0
0
2
4

4
0

5
3

9
3

寺
沢
病
院

徳
島
市
津
田
西
町
１
丁
目
２
番
３
０
号

医
療
法
人

寺
沢
　
敏
秀

0
8
8
-
6
6
2
-
5
3
1
1

4
2

4
6

8
8

天
満
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
１
丁
目
５
番
地
１

医
療
法
人

吉
田
　
健
三

0
8
8
-
6
3
2
-
1
5
2
0

5
5

5
5

藤
内
整
形
外
科
病
院

三
好
郡
東
み
よ
し
町
中
庄
１
０
１
１
の
３

医
療
法
人

藤
内
　
守

0
8
8
3
-
8
2
-
3
6
7
7

5
0

5
0

東
洋
病
院

徳
島
市
北
島
田
町
１
－
１
６
０
－
２

医
療
法
人

清
水
　
寛

0
8
8
-
6
3
2
-
7
7
7
7

5
0

5
0

徳
島
健
生
病
院

徳
島
市
下
助
任
町
４
－
９

生
活
協
同
組
合

佐
々
木
　
清
美

0
8
8
-
6
2
2
-
7
7
7
1

1
8
6

1
8
6

徳
島
県
鳴
門
病
院

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
小
谷
３
２
番

地
方
独
立
行
政
法
人

邉
見
　
達
彦

0
8
8
-
6
8
3
-
0
0
1
1

3
0
7

3
0
7

徳
島
県
立
海
部
病
院

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
杉
谷
２
６
６

都
道
府
県

浦
岡
　
秀
行

0
8
8
4
-
7
2
-
1
1
6
6

1
0
2

4
4

1
1
0

徳
島
県
立
中
央
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
１
丁
目
１
０
－
３

都
道
府
県

葉
久
　
貴
司

0
8
8
-
6
3
1
-
7
1
5
1

3
9
0

6
0

5
5

4
6
0

徳
島
県
立
三
好
病
院

三
好
市
池
田
町
シ
マ
８
１
５
－
２

都
道
府
県

住
友
　
正
幸

0
8
8
3
-
7
2
-
1
1
3
1

2
0
6

8
6

2
2
0

徳
島
市
民
病
院

徳
島
市
北
常
三
島
町
２
丁
目
３
４
番
地

市
町
村

三
宅
秀
則

0
8
8
-
6
2
2
-
5
1
2
1

3
3
5

3
3
5

徳
島
赤
十
字
ひ
の
み
ね
総
合
療
育

セ
ン
タ
ー

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
４
－
１

日
本
赤
十
字
社

中
津
　
忠
則

0
8
8
5
-
3
2
-
0
9
0
3

1
4
4

1
4
4

徳
島
赤
十
字
病
院

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ
口
１
０
３
番
地

日
本
赤
十
字
社

後
藤
哲
也

0
8
8
5
-
3
2
-
2
5
5
5

4
0
5

4
0
5

徳
島
大
学
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
２
丁
目
５
０
番
地
の
１

国
立
大
学
法
人

香
美
　
祥
二

0
8
8
-
6
3
1
-
3
1
1
1

6
4
3

4
1

8
6
9
2

徳
島
平
成
病
院

徳
島
市
伊
賀
町
３
丁
目
１
９
－
２

医
療
法
人

清
水
英
治

0
8
8
-
6
2
3
-
8
6
1
1

5
1

5
1

徳
島
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
４
８
番
地

個
人

桝
田
　
勝
仁

0
8
8
5
-
3
2
-
8
8
3
3

4
6

4
6

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

徳
島
病
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
敷
地
１
３
５
４
番
地

独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構

西
野
洋

0
8
8
3
-
2
4
-
2
1
6
1

3
0
0

3
0
0

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

東
徳
島
医
療
セ
ン
タ
ー

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
大
向
北
１
－
１

独
立
行
政
法
人

国
立
病
院
機
構

木
村
　
秀

0
8
8
-
6
7
2
-
1
1
7
1

3
1
0

2
0

3
3
0

冨
田
病
院

海
部
郡
美
波
町
西
河
内
字
月
輪
１
２
９
－
４

医
療
法
人

阿
部
司
郎

0
8
8
4
-
7
7
-
0
3
6
8

1
4
4

1
4
4

永
尾
病
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
大
須
賀
６
６
－
２

医
療
法
人

永
尾
　
仁

0
8
8
3
-
6
2
-
2
0
1
2

3
3

3
3

中
洲
八
木
病
院

徳
島
市
中
洲
町
１
－
３
１

医
療
法
人

日
浅
　
匡
彦

0
8
8
-
6
2
5
-
3
5
3
5

1
0
5

1
0
5

中
瀬
病
院

徳
島
市
応
神
町
古
川
字
戎
子
野
９
７
－
１

医
療
法
人

小
島
　
聖

0
8
8
-
6
6
5
-
0
8
1
9

4
5

4
5

成
田
病
院

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
２
５
７
６
番
地

医
療
法
人

藤
野
　
晴
彦

0
8
8
3
-
5
2
-
1
2
5
8

5
8

5
8

鳴
門
シ
ー
ガ
ル
病
院

鳴
門
市
瀬
戸
町
堂
浦
字
阿
波
井
５
７
番
地

社
会
福
祉
法
人

福
永
　
明
広

0
8
8
-
6
8
8
-
0
0
1
1

2
3
6

2
3
6
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一
般

療
養

精
神

結
核

感
染
症

計
医
療
機
関
名

所
在
地

開
設
区
分

医
療
機
関

の
管
理
者

電
話
番
号

病
　
　
　
　
　
床

鳴
門
山
上
病
院

鳴
門
市
鳴
門
町
土
佐
泊
浦
字
高
砂
２
０
５
－
２
９

医
療
法
人

國
友
　
一
史

0
8
8
-
6
8
7
-
1
2
3
4

9
0

9
0

南
海
病
院

鳴
門
市
鳴
門
町
土
佐
泊
浦
字
高
砂
５

医
療
法
人

川
端
　
正
義

0
8
8
-
6
8
7
-
0
3
1
1

3
0
1

3
0
1

虹
の
橋
病
院

徳
島
市
中
島
田
町
３
丁
目
６
０
番
地
１

医
療
法
人

竹
内
　
尚

0
8
8
-
6
3
3
-
0
8
0
0

3
0

3
0

6
0

博
愛
記
念
病
院

徳
島
市
勝
占
町
惣
田
９

医
療
法
人

大
串
　
文
隆

0
8
8
-
6
6
9
-
2
1
6
6

5
7

1
5
3

2
1
0

橋
本
病
院

徳
島
市
中
常
三
島
町
３
丁
目
２
２
－
１

医
療
法
人

橋
本
　
拓
也

0
8
8
-
6
2
6
-
1
5
6
7

5
7

5
7

八
多
病
院

徳
島
市
八
多
町
小
倉
７
６

医
療
法
人

杉
本
　
順
子

0
8
8
-
6
4
5
-
2
2
3
3

2
2
1

2
2
1

羽
ノ
浦
整
形
外
科
内
科
病
院

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
芝
生
４
０
－
１
１

医
療
法
人

小
川
　
恭
弘

0
8
8
4
-
4
4
-
6
1
1
1

4
0

4
0

浜
病
院

板
野
郡
藍
住
町
矢
上
字
北
分
９
５

医
療
法
人

浜
　
昭
造

0
8
8
-
6
9
2
-
2
3
1
7

4
0

4
0

林
病
院

徳
島
市
大
原
町
千
代
ヶ
丸
山
３
０
－
２
０

医
療
法
人

林
　
健
司

0
8
8
-
6
6
3
-
1
1
8
8

8
0

8
0

原
田
病
院

阿
南
市
富
岡
町
あ
石
１
４
－
１

医
療
法
人

原
田
　
晃

0
8
8
4
-
2
2
-
0
9
9
0

1
2
6

1
2
6

眉
山
病
院

徳
島
市
西
二
軒
屋
町
２
－
３
９
－
２

医
療
法
人

後
藤
田
　
康
夫

0
8
8
-
6
2
5
-
7
6
6
5

9
2

9
2

日
比
野
病
院

徳
島
市
寺
島
本
町
東
２
丁
目
１
４

医
療
法
人

日
比
野
　
敏
行

0
8
8
-
6
5
4
-
5
5
0
5

4
2

4
2

福
田
整
形
外
科
病
院

徳
島
市
南
内
町
１
丁
目
３
４
番
地

医
療
法
人

福
田
　
精
一

0
8
8
-
6
2
2
-
4
5
9
7

6
0

6
0

ホ
ウ
エ
ツ
病
院

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
八
幡
神
社
下
南
１
３

０
番
地
３

医
療
法
人

十
亀
　
徳

0
8
8
3
-
5
2
-
1
0
9
5

6
5

6
5

北
條
病
院

三
好
市
池
田
町
マ
チ
２
５
２
６
－
７

個
人

北
條
　
文
彦

0
8
8
3
-
7
2
-
0
0
0
7

6
0

6
0

ほ
の
ぼ
の
ホ
ス
ピ
タ
ル

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
群
恵
２
１
６
－
１

医
療
法
人

鈴
木
　
和
人

0
8
8
-
6
9
9
-
5
1
5
1

2
1
6

2
1
6

松
永
病
院

徳
島
市
南
庄
町
４
丁
目
６
３
番
地
１

医
療
法
人

松
永
　
茂
樹

0
8
8
-
6
3
2
-
3
3
2
8

2
7

2
7

松
村
病
院

徳
島
市
川
内
町
鶴
島
１
６
２

医
療
法
人

新
居
　
大

0
8
8
-
6
6
5
-
3
2
3
3

5
6

5
6

三
加
茂
田
中
病
院

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
１
８
８
３
－
４

医
療
法
人

田
中
　
勉

0
8
8
3
-
8
2
-
3
7
0
0

1
0
9

1
0
9

水
の
都
記
念
病
院

徳
島
市
北
島
田
町
１
丁
目
４
６
番
地
１
１

医
療
法
人

佐
々
木
　
克
哉

0
8
8
-
6
3
2
-
9
2
9
9

8
0

8
0

そ
よ
か
ぜ
病
院

徳
島
市
名
東
町
２
－
６
５
０
－
３
５

医
療
法
人

岡
田
　
健

0
8
8
-
6
3
1
-
5
1
3
5

2
5
2

2
5
2

美
波
町
国
民
健
康
保
険
美
波
病
院

海
部
郡
美
波
町
田
井
１
０
５
番
地
１

市
町
村

本
田
　
壮
一

0
8
8
4
-
7
8
-
1
3
7
3

5
0

5
0

三
野
田
中
病
院

三
好
市
三
野
町
芝
生
１
２
４
２
－
６

医
療
法
人

田
中
　
健

0
8
8
3
-
7
7
-
2
3
0
0

9
9

9
9

美
摩
病
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
４
９
７

医
療
法
人

長
江
　
浩
朗

0
8
8
3
-
2
4
-
2
9
5
7

3
7

6
0

9
7

美
馬
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

美
馬
市
美
馬
町
字
沼
田
７
５
番
地

医
療
法
人

谷
口
　
博
美

0
8
8
3
-
6
3
-
2
0
2
6

6
0

6
0

-837-



一
般

療
養

精
神

結
核

感
染
症

計
医
療
機
関
名

所
在
地

開
設
区
分

医
療
機
関

の
管
理
者

電
話
番
号

病
　
　
　
　
　
床

宮
本
病
院

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
古
庄
古
野
神
４
番
地
１
４

医
療
法
人

宮
本
　
英
之

0
8
8
4
-
4
4
-
4
3
4
3

4
8

4
8

三
好
市
国
民
健
康
保
険
市
立
三
野

病
院

三
好
市
三
野
町
芝
生
１
２
７
０
－
３
０

市
町
村

宮
田
　
淳
也

0
8
8
3
-
7
7
-
2
3
2
3

6
0

6
0

森
岡
病
院

徳
島
市
八
万
町
大
野
５
－
１

医
療
法
人

森
岡
　
将
臣

0
8
8
-
6
3
6
-
3
7
3
7

5
2

5
2

杜
の
ホ
ス
ピ
タ
ル

阿
南
市
見
能
林
町
築
溜
１
の
１

医
療
法
人

高
坂
要
一
郎

0
8
8
4
-
2
2
-
0
2
1
8

1
1
4

1
1
4

保
岡
ク
リ
ニ
ッ
ク
論
田
病
院

徳
島
市
論
田
町
大
江
６
番
地
の
１

医
療
法
人

保
岡
　
宏
彰

0
8
8
-
6
6
3
-
3
1
1
1

4
7

4
7

ゆ
う
あ
い
ホ
ス
ピ
タ
ル

三
好
郡
東
み
よ
し
町
中
庄
７
２
８
番
地
１

医
療
法
人

多
田
　
克

0
8
8
3
-
8
2
-
1
1
0
0

2
2
0

2
2
0

芳
川
病
院

板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
群
恵
２
７
８
番
地
の

８
医
療
法
人

芳
川
　
博
哉

0
8
8
-
6
9
9
-
5
3
5
5

4
0

4
0

善
成
病
院

徳
島
市
佐
古
三
番
町
７
－
３

医
療
法
人

善
成
　
務

0
8
8
-
6
2
2
-
1
2
1
2

5
4

5
4

吉
野
川
医
療
セ
ン
タ
ー

吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島
字
西
知
恵
島
１
２
０
厚
生
（
医
療
）
農
業
協

同
組
合
連
合
会

橋
本
　
寛
文

0
8
8
3
-
2
6
-
2
2
2
2

2
9
0

2
9
0

吉
野
川
病
院

板
野
郡
北
島
町
高
房
字
八
丁
野
西
３
６
－
１
３

医
療
法
人

永
廣
　
信
治

0
8
8
-
6
9
8
-
6
1
1
1

1
1
5

1
1
5

リ
バ
ー
サ
イ
ド
の
ぞ
み
病
院

徳
島
市
中
徳
島
町
２
丁
目
９
７
－
１

医
療
法
人

佐
々
木
　
奉
文

0
8
8
-
6
1
1
-
1
7
0
1

4
0

4
0

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
大
神
子
病
院

徳
島
市
大
原
町
大
神
子
１
９

医
療
法
人

吉
田
　
成
二

0
8
8
-
6
6
2
-
1
0
1
4

1
5
2

1
5
2
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１　災害拠点病院
　（１）基幹災害拠点病院
圏域 医療機関名 所在地 電話番号
東部Ⅰ 徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10−3 088-631-7151

　（２）地域災害拠点病院（１０箇所）
圏域 医療機関名 所在地 電話番号

徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111
徳島市民病院 徳島市北常三島町2丁目34 088-622-5121

東部Ⅱ 徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32 088-683-0011
東部Ⅲ 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222

徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103 0885-32-2555
阿南医療センター 阿南市宝田町川原6番地1 0884-28-7777
徳島県立海部病院 海部郡牟岐町中村字杉谷266番地 0884-72-1166
海陽町国民健康保険海南病院 海部郡海陽町四方原字広谷16-1 0884-73-1355

西部Ⅰ つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田字中薮234−1 0883-64-3145
西部Ⅱ 徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815−2 0883-72-1131
　※圏域：救急医療圏

２　ＤＭＡＴ指定医療機関
圏域 医療機関名 所在地 電話番号

徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10−3 088-631-7151
徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111
徳島市民病院 徳島市北常三島町2丁目34 088-622-5121
田岡病院 徳島市万代町4丁目2-2 088-622-7788
徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32 088-683-0011
独立行政法人国立病院機構
東徳島医療センター

板野郡板野町大寺字大向北1-1 088-672-1171

東部Ⅲ 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222
徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103 0885-32-2555
阿南医療センター 阿南市宝田町川原6番地1 0884-28-7777
徳島県立海部病院 海部郡牟岐町中村字杉谷266番地 0884-72-1166
海陽町国民健康保険海南病院 海部郡海陽町四方原字広谷16-1 0884-73-1355
ホウエツ病院 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3 0883-52-1095
つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田字中薮234−1 0883-64-3145
徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815−2 0883-72-1131
三好市国民健康保険市立三野病院 三好市三野町芝生1270−30 0883-77-2323

　※圏域：救急医療圏

３　救急告示医療機関
　（１）二次救急医療機関
圏域 医療機関名 所在地 電話番号

徳島市民病院 徳島市北常三島町2丁目34 088-622-5121
田岡病院 徳島市万代町4丁目2-2 088-622-7788
水の都記念病院 徳島市北島田町1丁目46番11 088-632-9299
手束病院 名西郡石井町石井字石井434 088-674-0024
松永病院 徳島市南庄町4丁目63-1 088-632-3328
協立病院 徳島市八万町寺山13−2 088-668-1070
博愛記念病院 徳島市勝占町惣田9 088-669-2166
中洲八木病院 徳島市中洲町1丁目31 088-625-3535
川島病院 徳島市北佐古1番町6-1 088-631-0110
徳島健生病院 徳島市下助任町4丁目9 088-622-7771
天満病院 徳島市蔵本町1丁目5-1 088-632-1520
沖の洲病院 徳島市城東町1丁目8番8号 088-622-7111
たまき青空病院 徳島市国府町早淵字北カシヤ56番地1 088-642-5050

東部Ⅰ

南部Ⅰ

南部Ⅱ

西部Ⅰ

西部Ⅱ

９－２　救急病院等一覧表

東部Ⅰ

南部Ⅰ

南部Ⅱ

東部Ⅰ

東部Ⅱ
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圏域 医療機関名 所在地 電話番号
徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32 088-683-0011
兼松病院 鳴門市撫養町斎田字大堤54 088-685-4537
小川病院 鳴門市撫養町斎田字北浜99 088-686-2322
稲次病院 板野郡藍住町笠木字西野50-1 088-692-5757
独立行政法人国立病院機構
東徳島医療センター

板野郡板野町大寺字大向北1-1 088-672-1171

浦田病院 板野郡松茂町広島字南ハリ13 088-699-2921
きたじま田岡病院 板野郡北島町鯛浜字川久保30-1 088-698-1234
吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222
美摩病院 吉野川市鴨島町上下島497 0883-24-2957
阿波病院 阿波市市場町市場字岸ノ下190-1 0883-36-5151
阿南医療センター 阿南市宝田町川原6番地1 0884-28-7777
原田病院 阿南市富岡町あ石14−1 0884-22-0990
国民健康保険勝浦病院 勝浦郡勝浦町大字棚野字鴻畑13-2 0885-42-2555
江藤病院 小松島市大林町字北浦２１番地１ 0885-37-1559
羽ノ浦整形外科内科病院 阿南市羽ノ浦町宮倉芝生４０番地の１１ 0884-44-6111
美波町国民健康保険美波病院 海部郡美波町田井105-1 0884-78-1373
徳島県立海部病院 海部郡牟岐町中村字杉谷266番地 0884-72-1166
海陽町国民健康保険海南病院 海部郡海陽町四方原字広谷16-1 0884-73-1355
ホウエツ病院 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3 0883-52-1095
成田病院 美馬市脇町字拝原2576 0883-52-1258
つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田字中薮234−1 0883-64-3145
三好市国民健康保険市立三野病院 三好市三野町芝生1270−30 0883-77-2323
三加茂田中病院 三好郡東みよし町加茂1883-4 0883-82-3700

　（２）三次救急医療機関（救命救急センター等）
圏域 医療機関名 所在地 電話番号

徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10−3 088-631-7151
徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111
徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノ口103 0885-32-2555
徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815−2 0883-72-1131

　※圏域：救急医療圏

全県

東部Ⅱ

東部Ⅲ

南部Ⅱ

西部Ⅰ

西部Ⅱ

南部Ⅰ
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９－３ 市町村別救急自動車・（患者輸送車）保有状況
(平成26.4.1現在)

市町村 種別 台数 定置場所 所有者 備考

徳島市 救急自動車 2 徳島市東消防署 徳島市 088-656-1195

〃 2 〃 〃 勝占分署 088-669-3700

〃 2 〃 〃 川内分署 088-665-4072

〃 1 〃 〃 津田出張所 088-663-4233

〃 2 〃 西消防署 088-631-0119

〃 1 〃 〃 国府出張所 088-642-7077

消 鳴門市 〃 3 鳴門市消防署 鳴門市 088-684-1334

〃 1 〃 〃 大麻分署 088-689-1098

小松島市 〃 2 小松島市消防署 小松島市 08853-3-1200

阿南市 〃 2 阿南市消防署 阿南市 0884-22-3847

〃 1 〃 〃 南出張所 0884-27-1574

防 〃 1 〃 〃 西出張所 0884-23-1198

吉野川市 〃 1 徳島中央広域連合東消防署 徳島中央広域連 0883-26-1190

〃 2 〃 西消防署 合 0883-42-2029

阿波市 〃 1 〃 中消防署 088-695-2149

美馬市 〃 4 美馬市消防署 美馬市 0883-52-3025

機 〃 1 〃 木屋平出張所 0883-68-2100

〃 3 美馬西部消防組合消防署 美馬西部消防組 0883-63-2214

つるぎ町 〃 1 〃 一宇出張所 合 0883-67-2938

三好市 〃 1 みよし広域連合池田消防署 みよし広域連合 0883-72-0117

〃 1 〃 西消防署 0883-86-1119

関 〃 1 〃 祖谷分署 0883-88-5551

東みよし町 〃 2 〃 東消防署 0883-79-2195

石井町 〃 2 名西消防組合石井消防署 名西消防組合 088-674-6788

神山町 〃 1 〃 神山消防署 088-676-1199

那賀町 〃 2 那賀町消防署 那賀町 0884-62-1119

〃 1 〃 上流出張所 〃 0884-67-0625

美波町 〃 1 海南消防署 日和佐出張所 0884-77-0999

牟岐町 〃 2 〃 牟岐出張所 海部消防組合 0884-72-0999

海陽町 〃 1 海南消防署 0884-73-0999

北島町 〃 1 板野東部消防組合第１消防署 板野東部消防組 088-698-9904

藍住町 〃 2 〃 第２消防署 合 088-692-2424

板野町 〃 2 板野西部消防組合消防署 板野西部消防組合 088-672-0198

未 勝浦町 患者輸送車 1 勝浦町役場 勝浦町 0885-42-2511

常 上勝町 〃 1 上勝町役場 上勝町 0885-46-0111

備 佐那河内村 〃 1 (有)佐那河内村観光タクシー 佐那河内村 088-679-2111

計 救急車 51

患者輸送車 3
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１　透析施設
施設名 住所 電話

住友内科病院 徳島市安宅2丁目3-5 088-622-1122
沖の洲病院 徳島市城東町1丁目8-8 088-622-7111
田岡病院 徳島市万代町4丁目2-2 088-622-7788
赤沢医院 徳島市川内町沖島68-1 088-665-3091
徳島市民病院 徳島市北常三島2丁目34 088-622-5121
徳島健生病院 徳島市下助任町4丁目9-1 088-622-7771
川島病院 徳島市北佐古一番町1-39 088-631-0110
川島透析クリニック 徳島市北佐古一番町6-1 088-634-0200
徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10-3 088-631-7151
小倉診療所 徳島市蔵本町2-27 088-632-1151
徳島大学病院 徳島市蔵本町3丁目18-15 088-633-7184
たまき青空病院 徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1 088-642-5050
亀井病院 徳島市八万町寺山231 088-668-1177
協立病院 徳島市八万町橋本92-1 088-668-1070
藍住　たまき青空クリニック 板野郡藍住町住吉字千鳥ヶ浜110-5 088-678-7727
鳴門川島クリニック 鳴門市大津町段関字西68-5 088-683-0810
徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32 088-683-0011
岩朝病院 鳴門市撫養町立岩字元地280 088-685-8855
小川病院 鳴門市撫養町斎田字北浜99 088-686-2322
徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノロ103 0885-32-2555
ライフクリニック 小松島市赤石町14-27 0885-37-1811
小松島金磯病院 小松島市金磯町10-19 0885-33-1211
阿南医療センター 阿南市宝田町川原6-1 0884-28-7777
阿南川島クリニック 阿南市羽ノ浦町岩脇神代地80-1 0884-44-6556
玉真病院 阿南市宝田町荒井20 0884-23-0551
お山のクリニック 那賀郡那賀町大久保字大西3-2 0884-62-1030
牟岐診療所 海部郡牟岐町大字中村字山田25-1 0884-72-2856
海べのクリニック 海部郡美波町奥河内字井ノ上13-2 0884-70-5885
独立行政法人国立病院機構
東徳島医療センター

板野郡板野町大寺字大向北1-1 088-672-1171

小松泌尿器科 板野郡藍住町東中富字朏傍示15-1 088-692-1277
矢野医院 板野郡藍住町矢上字西160-102 088-692-4411
藍住川島クリニック 板野郡藍住町徳名字前須西98-11 088-692-0110
浦田病院 板野郡松茂町広島字美波ハリ13 088-699-2921
中山医院 阿波市吉野町柿原ノタ原42 088-696-4662
阿波病院 阿波市市場町市場字岸ノ下190-1 0883-36-5151
吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120 0883-26-2222
鴨島川島クリニック 吉野川市鴨島町飯尾字福井396-3 0883-24-8551
つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田字中藪234-1 0883-64-3145
脇町川島クリニック 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南39-2 0883-55-0110
三加茂田中病院 三好郡東みよし町加茂1883-4 0883-82-3700
三木医院 三好市三野町芝生1027 0883-77-3900
徳島県立三好病院 三好市池田町シマ815-2 0883-72-1131

２　ペースメーカー施設（体外ペースメーキングを実施する施設）
医療機関名 所在地 電話番号

徳島大学病院 徳島市蔵本町2丁目50-1 088-631-3111
徳島県立中央病院 徳島市蔵本町1丁目10-3 088-631-7151
徳島赤十字病院 小松島市小松島町字井利ノロ103 0885-32-2555

９－４　特定施設に係る医療機関一覧表
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９－５ 県備蓄医薬品等供給体制図

県内の医薬品卸売販売業者の基本的な機能・ネットワークが維持されなくなっ

た場合，原則として発災後７２時間は，県の統制の下，各圏域の災害拠点病院

等に供給を行う。

なお，この機能・ネットワークが回復した場合は，速やかに各医療機関から

医薬品卸売販売業者への発注を再開する。

県内で調達が困難な場合は，厚生労働省及び他の都道府県に医薬品等の供給

を要請する。

要請：

供給：

医療機関・医療救護所

市町村
災害対策本部

郡市医師会
徳島県
薬剤師会

徳島県
災害対策支部
（保健所）

災害拠点病院
徳島県災害対策本部
(保健福祉部薬務班)

国，
他の自治体

県内製薬企業 医薬品卸業者

県内製薬会社
県外の拠点

医薬品卸業者
県外の拠点

要請

要請

供給（携行）

供給 供給

要請

要請

供給

支援要請

支援

要請

支援

要請
要請

要請

供給供給

供給

要請要請

要請

連携
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９－６ 県備蓄医薬品等の備蓄場所一覧

１． 医薬品

備蓄場所 所在地 電話番号

１ (株)アスティス 徳島営業部 徳島市川内町平石夷野 224-30 088-666-0600

２ 四国アルフレッサ(株)
徳島営業部

徳島市川内町平石夷野 224-29 088-665-3111

３ (株)よんやく 徳島営業部 板野郡北島町鯛浜字中須
4-2

088-697-0222

４ (株)幸耀 徳島営業部 徳島市川内町加賀須野 463-23 088-665-3131

５ 四国アルフレッサ(株)
徳島第一支店徳島西部出張所

美馬郡つるぎ町貞光字小山北
89-6

0883-63-6111

６ (株)よんやく 徳島西部支店 美馬市美馬町字養泉 14-1 0883-55-2166

７ 県立海部病院 海部郡牟岐町中村字杉谷266 0884-72-1166

８ 海陽町立海南病院 海部郡海陽町四方原字広谷
16-1

0884-73-1355

９ 美波町国民健康保険美波病院 海部郡美波町田井105-1 0884-73-1373

10 県立中央病院 徳島市蔵本１丁目 10-3 088-631-7151

11 徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷32 088-683-0011

12 県立三好病院 三好市池田町シマ 815-2 0883-72-1131

13 徳島大学病院 徳島市蔵本町2-50-1 088-631-3111

14 徳島市民病院 徳島市北常三島町2-34 088-622-5121

15 つるぎ町立半田病院 美馬郡つるぎ町半田中藪
234-1

0883-64-3145

16 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知
恵島120

0883-26-2222

17 阿南医療センター 阿南市宝田町川原6番地1 0884-28-7777
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２． 防疫用薬剤、衛生材料

備蓄場所 所在地 電話番号

１ 東部保健福祉局（徳島保健所） 徳島市新蔵町3丁目 80 088-652-5151

２ 鳴門総合サービスセンター 鳴門市撫養町立岩七枚128 088-685-3141

３ 小松島県民サービスセンター 小松島市堀川町 1-27 0885-32-2135

４ 南部総合県民局阿南庁舎 阿南市富岡町あ王谷46 0884-24-4152

５ 南部総合県民局（阿南保健所） 阿南市領家町野神 319 0884-22-0072

６ 南部総合県民局（美波保健所） 海部郡美波町奥河内字弁財天
17-1

0884-74-7343

７ 東部保健福祉局（吉野川保健
所）

吉野川市鴨島町鴨島 106-2 0883-24-1114

８ 西部総合県民局（美馬保健所） 美馬市穴吹町穴吹字明連23 0883-52-1017

９ 西部総合県民局（三好保健所） 三好市池田町マチ 2542-4 0883-72-1122

10 薬学会館 徳島市中洲町1丁目58 088-655-1100
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①〈保管場所〉　（株）よんやく　徳島営業部　　板野郡北島町鯛浜字中須４番地２　　　℡088-697-0222

令和2年3月31日現在
分　類 薬　　　効 商　 品　 名 メーカー名 規格・容量 数量

注射薬 抗生物質製剤 ファーストシン静注用　１ｇ 武田 １０瓶 15
抗生物質製剤 エクサシン注射液２００ 旭化成 ２ｍｌ×１０管 4
抗生物質製剤 スルペラゾン静注用１ｇ ﾌｧｲｻﾞｰ １０瓶 4
抗生物質製剤 セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ 大塚 「オーツカ」１ｇキット×１０ 2
鎮痛剤 レペタン注　０．２ｍｇ 大塚 １ｍｌ×１０管 1
止血剤 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ 田辺三菱 ２０ｍｌ×５０管 1
強心剤 ネオフィリン注　２５０ｍｇ エーザイ １０ｍｌ×１０管 1
ホルモン剤 サクシゾン静注用　５００ｍｇ 武田 ５瓶 3
ホルモン剤 ソル・メドロール静注用　４０ｍｇ ﾌｧｲｻﾞｰ ５瓶 2
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ　０．５％ ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ １０ｍｌ×１０管 3
昇圧剤 アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 テルモ ＰＦ－０１ＡＤ　１ｍｌ×１０ 2
昇圧剤 ノルアドリナリン注　１ｍｇ 第一三共 １ｍｌ×１０管 7
輸液製剤 ヴィーンＤ輸液（ＦＣ） 扶桑薬品 ５００ｍｌ×２０瓶 1
輸液製剤 ソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ２００ｍｌ×２０ 2
輸液製剤 ソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ５００ｍｌ×２０ 4
輸液製剤 ラクテックＧ輸液　ソフトＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 0
輸液製剤 大塚糖液　５％　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０ 1
輸液製剤 大塚糖液　５％　ＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 0
輸液製剤 大塚糖液　２０％　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０ 1
輸液製剤 大塚糖液　５０％　ＢＡＧ 大塚 ２００ｍｌ×２０ 2
輸液製剤 ポタコールＲ輸液　ソフトＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 3
輸液製剤 大塚生食注　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０管 1
輸液製剤 大塚生食注　ＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 1
解熱鎮痛剤 メチロン注　２５％ 第一三共 ２ｍｌ×５０管 1
抗ヒスタミン剤 ポララミン注　５ｍｇ 高田製薬 １ｍｌ×５０管 1
利尿剤 ラシックス注　２０ｍｇ 日医工 ２ｍｌ×５０管 1
解毒剤 メイロン静注　７％（局方） 大塚 ２０ｍｌ×５０管 1
抗てんかん剤 フェノバール注射液　１００ｍｇ 第一三共 １ｍｌ×１０管 1
精神神経用剤 セルシン注射液　１０ｍｇ 武田 ２ｍｌ×１０管 6
冠動脈拡張剤 ニトロール注　５ｍｇ ｴｰｻﾞｲ １０ｍｌ×１０管 1
不整脈剤 リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 テルモ ＰＦＮ０５ＬＤ２　５ｍｌ×１０ 1

内服薬 抗生物質製剤 トミロン錠　１００ 大正富山 Ｈ　１００錠 30
抗生物質製剤 ジョサマイシン錠　２００ｍｇ LTLﾌｧｰﾏ Ｈ　１００錠 7
抗菌剤 オゼックス錠　１５０ 大正富山 Ｈ　１００錠 10
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレン錠　２５ｍｇ ノバルティス Ｈ　１００錠 30
精神安定剤 デパス錠　０．５ｍｇ 田辺三菱 Ｈ　５００錠 1
精神神経用剤 メンドンカプセル　７．５ｍｇ アボットJ Ｈ　１００ｃｐ 1
総合感冒剤 ピーエイ配合錠 田辺三菱 Ｈ　１０００錠 1
鎮咳薬 ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ ５００ｍｌ 3
消化器官用剤 プリンペラン錠　５ アステラス Ｈ　１００錠 7
止しゃ剤・整腸剤 ロペミンカプセル　１ｍｇ ヤンセンファーマ Ｈ　１００ｃｐ 6
利尿剤 ラシックス錠　２０ｍｇ 日医工 Ｈ　１００錠 3
下剤 プルゼニド錠　１２ｍｇ 田辺三菱 Ｈ　１０００錠 3
血管拡張剤 フランドル錠　２０ｍｇ アステラス Ｈ　１００錠 6
不整脈剤 インデラル錠　１０ｍｇ アストラゼネカ Ｈ　１００錠 8
ビタミン剤 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田 Ｈ　１０００錠 1
鎮けい剤 ダイピン錠　１ｍｇ 第一三共 Ｈ　１００錠 3
降圧剤 アムロジンＯＤ錠　５ｍｇ 大日本 Ｈ　７００錠 9
降圧剤 ディオバン錠　８０ｍｇ ノバルティス Ｈ　１４０錠 9
降圧剤 タナトリル錠　５ｍｇ 田辺三菱 Ｈ　１００錠 4
糖尿病用剤 ダオニール錠　２．５ｍｇ ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ｈ　１００錠 5
糖尿病用剤 ベイスンＯＤ錠 ０．２ 武田 Ｈ　５００錠 16
糖尿病用剤 ジャヌビア錠　５０ｍｇ　（割線錠） ＭＳＤ Ｈ　１００錠 4
糖尿病用剤 グルファスト錠　１０ｍｇ キッセイ Ｈ　１００錠 3
抗血栓剤 バイアスピリン錠　１００ｍｇ バイエル Ｈ　５００錠 1
抗血栓剤 パナルジン錠１００ｍｇ ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ｈ　１００錠 4
抗血栓剤 プラビックス錠　７５ｍｇ ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ｈ　１４０錠 2
抗凝固剤 プラザキサカプセル７５ｍｇ ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ Ｈ　１１２ｃｐ 3
喘息・気管支拡張剤 シングレア錠　１０ｍｇ ＭＳＤ Ｈ　１００錠 1
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠　１００ｍｇ 田辺三菱 Ｈ　１００錠 2

９－６　備蓄場所ごとの県備蓄医薬品等の品目及び数量

-846-



抗アレルギー剤 アレグラ錠　６０ｍｇ ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ Ｈ　１００錠 2
消化性潰瘍治療剤 タケプロンＯＤ錠　３０ｍｇ 武田 Ｈ　１００錠 16
腸疾患治療剤 ビオフェルミンＲ錠 武田 Ｈ　５００錠 7
腸疾患治療薬 ミヤＢＭ錠 ﾐﾔﾘｻﾝ Ｈ　１０００錠 1
心疾患用剤(血管拡張） ニトロペン舌下錠　０．３ｍｇ 日本化薬 Ｈ　１００錠 1
去痰剤 ムコダイン錠　５００ｍｇ 杏林製薬 Ｈ　６３０錠 1
鎮暈薬 トラベルミン配合錠 エーザイ Ｈ　１００錠 1
抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００ｍｇ 協和発酵キリン Ｈ　１００錠 6
解熱鎮痛剤 カロナール錠　２００ｍｇ あゆみ製薬 Ｈ　１００錠 1

外用剤他 殺菌･消毒剤 ５％フェルマジン液 シオエ ５００ｍｌ 15
殺菌･消毒剤 オキシドール　（シオエ） シオエ ５００ｍｌ 7
殺菌･消毒剤 ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ ２５０ｍｌ 7
殺菌･消毒剤 消毒用エタノール　（シオエ） シオエ ５００ｍｌ 60
外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏　０．１％ ＭＳＤ １０ｇ×１０ 7
抗生物質軟膏 リンデロン－ＶＧ軟膏　０．１２％ 塩野義 ５ｇ×１０ 5
シップ剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 大鵬薬品工業 ２０ｇ×５×１００袋 1
心疾患用剤(血管拡張） フランドルテープ　４０ｍｇ アステラス １００枚 3
喘息・気管支拡張 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 大塚製薬 ５ｍｌ×１０ 7
喘息・気管支拡張 アドエア１００デイスカス２８吸入用 ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ ２８ブリスター×１ 10
気管支拡張貼付剤 ホクナリンテープ　２ｍｇ ﾏｲﾗﾝEPD ７０枚 12
気管支拡張貼付剤 ホクナリンテープ　０．５ｍｇ ﾏｲﾗﾝEPD ７０枚 1
含嗽剤 イソジンガーグル液　７％ 塩野義 ３０ｍｌ×５０ 5
目薬 人工涙液マイティア点眼液 武田 ５ｍｌ×５０ 10
抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ薬 リレンザ　５ｍｇ GSK ４ブリスター×５、吸入器×１ 48
表面局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー８％ ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ ８０ｇ 3
坐剤 ダイアップ坐剤４ 高田製薬 ５０個 1
坐剤 ダイアップ坐剤６ 高田製薬 ５０個 1
坐剤 ナウゼリン坐剤　１０ 協和発酵キリン ２０個 2
坐剤 ナウゼリン坐剤　３０ 協和発酵キリン ２０個 2
シリンジ 輸液セット　ＴＩ－Ｕ２００Ｌ０７ テルモ TI-U200L07  50本 7
輸液セット テルフュージョン輸液セット テルモ ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ　５０入 4
シリンジ シリンジ　針なしＳＳ２０ＥＳＺ テルモ ２０×５０Ｐ 4
シリンジ シリンジ　針なしＳＳ１０ＥＳＺ テルモ １０×１００Ｐ 1
シリンジ シリンジ　針なしＳＳ－０５ＳＺ テルモ ５ｍｌ×１００Ｐ 1
シリンジ ディスポ針ＳＢ　２２Ｇ×１．１／４ テルモ ＮＮ－２２３２Ｓ　１００Ｐ 2
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②〈保管場所〉　　（株）よんやく  徳島西部支店　　　美馬市美馬町字養泉１４－１　　　℡0883-55-2166
令和2年3月31日現在

分　類 薬　　　効 商　 品　 名 メーカー名 規格・容量 数量
注射薬 抗生物質製剤 ファーストシン静注用　１ｇ 武田 １０瓶 5

利尿剤 ラシックス注　２０ｍｇ 日医工 ２ｍｌ×５０管 1
ホルモン剤 サクシゾン静注用　５００ｍｇ 武田 ５瓶 1
止血剤 アドナ注（静脈用）１００ｍｇ 田辺三菱 ２０ｍｌ×５０管 1
抗生物質製剤 エクサシン注射液２００ 旭化成 ２ｍｌ×１０管 2
解熱鎮痛剤 メチロン注　２５％ 第一三共 ２ｍｌ×５０管 1
昇圧剤 ノルアドリナリン注　１ｍｇ 第一三共 １ｍｌ×１０管 3
抗ヒスタミン剤 ポララミン注５ｍｇ 高田製薬 １ｍｌ×５０管 1
強心剤 ネオフィリン注　２５０ｍｇ エーザイ １０ｍｌ×１０管 1
抗てんかん剤 フェノバール注射液　１００ｍｇ 第一三共 １ｍｌ×１０管 1
鎮痛剤 レペタン注　０．２ｍｇ 大塚 １ｍｌ×１０管 1
解毒剤 メイロン静注　７％（局方） 大塚 ２０ｍｌ×５０管 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ　０．５％ ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ １０ｍｌ×１０管 1
輸液製剤 大塚生食注　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０管 1
輸液製剤 大塚糖液　５０％　ＢＡＧ 大塚 ２００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 大塚糖液　５％　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０ 1
輸液製剤 大塚糖液　５％　ＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 ソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ２００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 ソリタ－Ｔ３号輸液 陽進堂 ５００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 大塚生食注　ＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 ポタコールＲ輸液　ソフトＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 1
輸液製剤 大塚糖液　２０％　ツイスト 大塚 ２０ｍｌ×５０ 1
輸液製剤 ラクテックＧ輸液　ソフトＢＡＧ 大塚 ５００ｍｌ×２０ 1

内服薬 ビタミン剤 ２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 武田 Ｈ　１０００錠 1
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレン錠　２５ｍｇ ノバルティス Ｈ　１００錠 10
下剤 プルゼニド錠　１２ｍｇ 田辺三菱 Ｈ　１０００錠 1
抗生物質製剤 トミロン錠　１００ 大正富山 Ｈ　１００錠 10
抗菌剤 オゼックス錠　１５０ 大正富山 Ｈ　１００錠 5
不整脈剤 インデラル錠　１０ｍｇ アストラゼネカ Ｈ　１００錠 4
利尿剤 ラシックス錠　２０ｍｇ 日医工 Ｈ　１００錠 1
止しゃ剤・整腸剤 ロペミンカプセル　１ｍｇ ヤンセンファーマ Ｈ　１００ｃｐ 2
精神神経用剤 メンドンカプセル　７．５ｍｇ アボットJ Ｈ　１００ｃｐ 1
血管拡張剤 フランドル錠　２０ｍｇ アステラス Ｈ　１００錠 2
抗生物質製剤 ジョサマイシン錠　２００ｍｇ LTLﾌｧｰﾏ Ｈ　１００錠 3
消化器官用剤 プリンペラン錠　５ アステラス Ｈ　１００錠 3
総合感冒剤 ピーエイ配合錠 田辺三菱 Ｈ　１０００錠 1
鎮けい剤 ダイピン錠　１ｍｇ 第一三共 Ｈ　１００錠 1
鎮咳・去たん剤 ライトゲン配合シロップ 帝人ファーマ ５００ｍｌ 1

外用剤他 目薬 人工涙液マイティア点眼液 武田 ５ｍｌ×５０ 4
殺菌･消毒剤 ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ニプロファーマ ２５０ｍｌ 3
含嗽剤 イソジンガーグル液　７％ 塩野義 ３０ｍｌ×５０ 2
外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏　０．１％ ＭＳＤ １０ｇ×１０ 3
殺菌･消毒剤 消毒用エタノール　（シオエ） シオエ ５００ｍｌ 20
殺菌･消毒剤 オキシドール　（シオエ） シオエ ５００ｍｌ 3
殺菌･消毒剤 ５％フェルマジン液 シオエ ５００ｍｌ 5
シリンジ シリンジ　針なしＳＳ２０ＥＳＺ テルモ ２０×５０Ｐ 2
シリンジ ディスポ針ＳＢ　２２Ｇ×１．１／４ テルモ ＮＮ－２２３２Ｓ　１００Ｐ 1
輸液セット テルフュージョン輸液セット ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ　５０入ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ　５０入 2
シップ剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 大鵬薬品工業 ２０ｇ×５×１００袋 1
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③<保管場所>　　（株）アスティス徳島営業部　　　徳島市川内町平石夷野２２４番地３０　　　℡088-666-0600

令和2年3月31日現在
分類 薬効 商   品   名 メーカー名 規格・容量 数量

注射薬 抗生物質製剤 モダシン静注用 １Ｇ ＧＳＫ １Ｇ×１０Ｖ 36
抗生物質製剤 パニマイシン注射液 １００ＭＧ Ｍeijis １０Ａ 8
鎮痛剤 レペタン注 ０．２ＭＧ 大塚製薬 １ＭＬ×１０Ａ 3
止血剤 アドナ注 (静脈用） ニプロＥＳ １００ＭＧ　２０×５０Ａ 2
止血剤 トランサミン注 ５％ 第一三共 ５ＭＬ×１０Ａ 12
強心剤 ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ注300 ｴ-ｻﾞｲ エーザイ 15%  2MLX10A 5
強心剤 ネオフィリン ２５０ＭＧ エーザイ １０ＭＬＸ１０Ａ 2
ホルモン剤 ソル・コーテフ５００ＭＧ ファイザー ５Ｖ 7
局所麻酔剤 キシロカイン ポリアンプ ｱｽﾍﾟﾝ １％１０ＭＬ×１０Ａ 7
昇圧剤 ボスミン注   １ＭＧ ０．１％ 第一三共 １ＭＬ×２０Ａ 4
昇圧剤 ノルアドリナリン注 １ＭＧ ｱﾙﾌﾚｯｻ ０．１％ １ＭＬＸ１０Ａ 10
輸液製剤 ＫＮ３号輸液 大塚製薬 ２００ＭＬ×２０ 5
輸液製剤 ＫＮ３号輸液 大塚製薬 ５００ＭＬ×２０ 3
輸液製剤 ラクテックＧ輸液 大塚製薬 ５００ＭＬ×２０ 2
輸液製剤 大塚糖液 ５％ 大塚製薬 ２０ＭＬ×５０Ａ 3
輸液製剤 大塚糖液２０％ 大塚製薬 ２０ＭＬ×５０Ａ 3
輸液製剤 大塚糖液５０％ 大塚製薬 ２００ＭＬ×２０ 5
輸液製剤 ポタコールＲ 輸液 大塚製薬 ５００ＭＬ×２０ 8
輸液製剤 大塚生食注 大塚製薬 ２０ＭＬ×５０Ａ 3
解熱鎮痛剤 ｱｾﾘｵ静注液1000 ﾊﾞｯｸﾞ テルモ AL-B10020A1 100MLX20 2
抗ヒスタミン剤 ヒベルナ注２５ＭＧ 田辺三菱 2.5%　１ＭＬ×５０Ａ 1
抗ヒスタミン剤 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5 高田製薬 5  1MLX10A 5
利尿剤 ラシックス注 ２０ＭＧ 日医工 ２ＭＬ×５０Ａ 2
解毒剤 メイロン 静注 ７％ 大塚製薬 ２０ＭＬ×５０Ａ 2
抗てんかん剤 フェノバール １００ＭＧ 第一三共 １ＭＬ×１０Ａ 2

内服薬 抗生物質製剤 トミロン錠  １００ＭＧ 富士富山化学 Ｐ１００Ｔ 1
抗生物質製剤 トミロン錠  １００ＭＧ 富士富山化学 Ｐ５００Ｔ 14
抗生物質製剤 クラリス錠２００ 大正製薬 ５００T 1
抗菌剤 レボフロキサシン５００ＭＧDSEP 第一三共 ５００ＭＧ　Ｐ１００Ｔ 10
抗菌剤 クラビット錠 ５００ＭＧ 第一三共 １００Ｔ 3
解熱鎮痛消炎剤 ロキソニン錠  ６０ＭＧ 第一三共 １０００Ｔ 3
解熱鎮痛消炎剤 ﾍﾟｵﾝ錠80 ゼリア新薬 80  PTP 1000T 1
精神神経用剤 エリスパン錠 ０．２５ＭＧ 大日本住友 １００Ｔ 1
精神神経用剤 セレナール 錠 ｱﾙﾌﾚｯｻ １０ＭＧ　１００Ｔ 2
総合感冒剤 ピーエイ錠 ニプロＥＳ １０００Ｔ 2
解熱･ 鎮痛 カロナール細粒 ２０％ あゆみ製薬 １００Ｇ 10
去痰剤 ムコダイン錠５００ＭＧ 杏林製薬 ６３０Ｔ 1
消化器官用剤 メトクロプラミド錠 ５ＭＧ　ﾀｶﾀ 高田製薬 5  PTP  100T 10
消化器官用剤 プリンペラン錠 ５ＭＧ 日医工 5  PTP  100T 5
鎮けい剤 ブスコパン錠 １０ＭＧ ｻﾉﾌｨ １０ＭＧ　１００Ｔ 3
鎮けい剤 ブチルスコポラミン臭化物錠ﾂﾙﾊﾗ 日医工 １０ＭＧ  １００Ｔ 10
止しゃ剤･整腸剤 キョウベリン錠 １００ 日本化薬 １００Ｔ 7
止しゃ剤･整腸剤 ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1 沢井製薬 ｢ｻﾜｲ｣ PTP  100CAP 4
利尿剤 ラシックス錠 ２０ＭＧ 日医工 １００Ｔ 5
下剤 プルゼニド錠 １２ＭＧ 田辺三菱 １０００Ｔ 1
下剤 センノシド錠12MG｢ファイザー｣ ファイザー １０００Ｔ 1
血管拡張剤 ニトロールＲ カプセル ２０ＭＧ エーザイ １００Ｐ 11
不整脈剤 インデラル錠 １０ＭＧ ｱｽﾄﾗ・ｾﾞﾈｶ １００Ｔ 13
ビタミン剤 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ錠25 ｢ﾄ-ﾜ｣ 東和薬品 25  PTP  100T 20

外用薬 殺菌･消毒剤 ヒビテン液 ５％ 大日本住友 ５００ＭＬ 16
殺菌･消毒剤 5%グルコン酸クロルヘキシジン 日医工 ５００ＭＬ 20
殺菌･消毒剤 オキシドール 山善製薬 ５００ＭＬ 8
殺菌･消毒剤 オキシドール ﾌｧｲｻﾞｰ ５００ＭＬ 10
殺菌･消毒剤 イソジン液 １０％ 塩野義 ２５０ＭＬ 8
殺菌･消毒剤 ポビドンヨード外用液10%｢ﾏｲﾗﾝ｣ ファイザー ２５０ＭＬ 10
殺菌･消毒剤 消毒用エタノール ポリ 山善製薬 ５００ＭＬ 70
殺菌･消毒剤 消毒用エタノール ﾌｧｲｻﾞｰ ５００ＭＬ 60
外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏 ０．１％ 高田製薬 １０G×１０ 15
シップ剤 ＭＳ冷シップ「タイホウ」 三笠製薬 １０ＫＧ 2
含嗽剤 イソジンガーグル液  ７％ 塩野義 ３０ＭＬ×５０ 6
目薬 クラビット 点眼液 ０．５％ 参天製薬 ５ＭＬ×５０ 8
口内炎 アフタゾロン口腔内軟膏０．１％ あゆみ製薬 ５Ｇ×１０ 2
輸液セット 輸液セット ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ０７　 テルモ ５０入り 11
シリンジ シリンジ Ｇ ２０ＭＬ ＪＭＳ ２２Ｇ１ １／４　５０入 11
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シリンジ シリンジ １ＭＬ　針なし　ＳＳ０１Ｔ テルモ １００本入り 1
<慢性疾患>

降圧剤 アムロジンＯＤ錠 ５ＭＧ 大日本住友 ７００Ｔ 12
降圧剤 ディオバン錠８０ＭＧ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ １４０Ｔ 8
降圧剤 タナトリル錠５ＭＧ 田辺三菱 １００Ｔ 7
糖尿病用剤 ダオニール錠２．５ＭＧ ｻﾉﾌｨ １００Ｔ 5
糖尿病用剤 ジャヌビア錠５０ＭＧ ＭＳＤ １００Ｔ 4
糖尿病用剤 グルファスト錠１０ＭＧ キッセイ １００Ｔ 7
心疾患用剤(血管拡張)フランドルテープ  ４０ アステラス １００枚 1
心疾患用剤(血管拡張)ニトロペン舌下錠　０．３ＭＧ 日本化薬 １００Ｔ 3
抗血栓剤 バイアスピリン錠 バイエル ５００Ｔ 1
抗血栓剤 パナルジン錠 ｻﾉﾌｨ １００Ｔ 6
抗血栓剤 プラビックス錠７５ＭＧ ｻﾉﾌｨ １４０Ｔ 2
抗凝固剤 プラザキサカプセル７５ＭＧ ベーリンガ １１２ＣＰ 4
喘息･気管支拡張 メプチンエアー１０ＵＧ 大塚製薬 ５ＭＬ×１０ 2
喘息･気管支拡張 シングレア錠１０ＭＧ ＭＳＤ １００Ｔ 1
喘息･気管支拡張 テオドール錠１００ＭＧ 田辺三菱 １００Ｔ 3
喘息･気管支拡張 アドエア１００ディスカス ＧＳＫ ２８Ｂ×１キット 10
喘息･気管支拡張 ホクナリンテープ２ＭＧ ﾏｲﾗﾝＥＰＤ ７０枚 2
抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００ 協和キリン １００Ｔ 6
抗アレルギー剤 アレグラ錠６０ＭＧ ｻﾉﾌｨ １００Ｔ 2
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④<保管場所>　　四国アルフレッサ（株）徳島営業部　　　徳島市川内町平石夷野224-29　　℡.088-665-3111

令和2年3月31日現在
分類 薬効 商品名 メーカー名 規格･容量 数量

注射薬 抗生物質製剤 パニマイシン注射液100mg Meiji Seika ファルマ10管 3
解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液30mg 丸石製薬 1mL×10管 1
止血剤 トランサミン注5% 第一三共 5mL×50管 3
強心剤 ネオフィリン注250mg エーザイ 10mL×10管 1
副腎ホルモン剤 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 アルフレッサファーマ2mL×10管 7
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ1% アスペンジャパン 10mL×10管 2
昇圧剤 ノルアドリナリン注1mg アルフレッサファーマ1mL×10管 5
輸液製剤 ユエキンキープ輸液 光 200ml×20袋 2
輸液製剤 ソルデム3A輸液 テルモ 500ml×20袋 1
輸液製剤 光糖液5%　（ブドウ糖） 光 100mL×10瓶 5
輸液製剤 ハルトマン輸液pH8「NP」 ニプロ 500ml×20袋 3
輸液製剤 生理食塩液「マイラン」 ファイザー  100mL1瓶×10瓶(プラスチックボトル) 6
輸液製剤 生理食塩液「ヒカリ」 光 500ml×20瓶 1
解熱剤 スルピリン注射液250mg「日医工」 日医工 1mL×50管 1
抗ヒスタミン剤 ポララミン注5mg 高田製薬 1mL×50管 1
利尿剤 ラシックス注20mg 日医工 2mL×50管 1
解毒剤 メイロン静注7%　ﾌﾟﾗ 大塚製薬 20mL×50管 1
鎮静・抗けいれん剤 フェノバール注射液100mg 第一三共 1mL×10管 1

内服薬 抗生物質製剤 セフゾンカプセル100mg LTLファーマ 100Ｐ 20
合成抗菌剤 クラビット錠500mg 第一三共 50Ｔ 4
解熱鎮痛消炎剤 ロキソニン錠60mg 第一三共 100Ｔ 20
精神神経用剤 メイラックス錠1mg Meiji Seika ファルマ100Ｔ 1
鎮咳・鎮痛・解熱剤 カフコデN配合錠 ファイザー 1000Ｔ 1
鎮咳・鎮痛・解熱剤 カフコデN配合錠 ファイザー 100Ｔ 2
解熱鎮痛消炎剤 カロナール細粒20% あゆみ 100g 6
消化器官用剤 プリンペラン錠5 日医工 500Ｔ 1
鎮けい剤 コリオパン錠10mg エーザイ 100Ｔ 2
止しゃ剤 ロペミンカプセル1mg ヤンセン 100Ｐ 4
利尿剤 ラシックス錠20mg 日医工 100Ｔ 2
下剤 プルゼニド錠12mg 田辺三菱 1000Ｔ 1
血管拡張剤 ニトロールRカプセル20mg エーザイ 100Ｐ 4
血管拡張剤 アムロジンOD錠5mg 大日本住友 700Ｔ 8
血管拡張剤 ニトロペン舌下錠0.3mg 日本化薬 100Ｔ 1
不整脈用剤 リスモダンカプセル100mg サノフィ 100Ｐ 1
ビタミン剤 ビタメジン配合カプセルB25 第一三共 1000Ｐ 1
血圧降下剤 ディオバン錠80mg ノバルティス 140Ｔ 11
血圧降下剤 タナトリル錠5 田辺三菱 100Ｔ 4
糖尿病用剤 ダオニール錠2.5mg サノフィ 100Ｔ 7
糖尿病用剤 ジャヌビア錠50mg ＭＳＤ 100Ｔ 4
糖尿病用剤 グルファスト錠10mg キッセイ 100Ｔ 3

内服薬 抗血小板剤 バイアスピリン錠100mg バイエル 500Ｔ 1
抗血小板剤 パナルジン錠100mg サノフィ 100Ｔ 5
抗血小板剤 プラビックス錠75mg サノフィ 140Ｔ 2
抗凝固薬 プラザキサカプセル75mg 日本ベーリンガー 112Ｐ 2
アレルギー用薬 シングレア錠10mg ＭＳＤ 100Ｔ 1
アレルギー用薬 アレグラ錠60mg サノフィ 100Ｔ 5
気管支拡張剤 テオドール錠100mg 田辺三菱 100Ｔ 2
抗てんかん剤 デパケンR錠200mg 協和発酵キリン 100Ｔ 5
去たん剤 ムコダイン錠500mg 杏林 630Ｔ 3
鎮暈剤 トラベルミン配合錠 エーザイ 100Ｔ 2
消化性潰瘍用剤 ムコスタ錠100mg 大塚 1050T 1
不整脈用剤 メインテート錠2.5mg 田辺三菱 100T 5
催眠鎮静剤 マイスリー錠5mg アステラス 700T 1

外用薬等 殺菌消毒剤 ステリクロン液5 健栄 500ml 10
殺菌消毒剤 オキシドール「ケンエー」 健栄 500ml 5
殺菌消毒剤 イソジン液10% 塩野義 250ml 5
殺菌消毒剤 消毒用エタノール「ケンエー」 健栄 500ml 40
外用抗菌薬 フシジンレオ軟膏2% 第一三共 10g×10本 5
パップ剤 MS冷シップ「タイホウ」 大鵬薬品工業 （20g×5枚）×100 1
含嗽剤 イソジンガーグル液7% 塩野義 30ml×50本 4
眼科用剤 サンコバ点眼液0.02% 参天 5ml×10本 5
眼科用剤 ラクリミン点眼液0.05% 参天 5ml×10本 1
輸液セット 輸液セット ニプロ ISA-100A21Z 50入 3
シリンジ シリンジ DS ニプロ 20mL 22GX1 1/4R50個 3
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血管拡張剤 フランドルテープ40mg アステラス 100枚 1
気管支拡張剤 メプチンエアー10μg吸入100回 大塚 5ml×10本 2
気管支拡張剤 ホクナリンテープ2mg マイランEPD 70枚 3
呼吸器官用薬 アドエア100ディスカス28吸入用 グラクソ・スミスクライン 28ﾌﾞﾘｽﾀｰ×1 10
呼吸器官用薬 シムビコートタービュヘイラー60吸入 アストラゼネカ 60吸入1キット 50
口腔粘膜用剤 アフタゾロン口腔用軟膏0.1% あゆみ 5g×10 1
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⑤<保管場所>　四国アルフレッサ（株）徳島第一支店徳島西部出張所　美馬郡つるぎ町貞光字小山北89-6　℡.0883-63-6111

令和2年3月31日現在
分類 薬効 商品名 メーカー名 規格･容量 数量

注射薬 抗生物質製剤 セフメタゾン静注用1g アルフレッサファーマ1g×10瓶 10
抗生物質製剤 パニマイシン注射液100mg Meiji Seika ファルマ10管 3
解熱鎮痛消炎剤 ソセゴン注射液30mg 丸石製薬 1mL×10管 1
止血剤 トランサミン注5% 第一三共 5mL×50管 3
強心剤 ネオフィリン注250mg エーザイ 10mL×10管 1
副腎ホルモン剤 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 アルフレッサファーマ2mL×10管 7
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ1% アスペンジャパン 10mL×10管 2
昇圧剤 ノルアドリナリン注1mg アルフレッサファーマ1mL×10管 5
輸液製剤 ユエキンキープ輸液 光 200ml×20袋 2
輸液製剤 グルアセト35注 共和クリティケア 500ml×20瓶 3
輸液製剤 ヴィーンD輸液 扶桑 500ml×20瓶 1
輸液製剤 光糖液5%　（ブドウ糖） 光 100mL×10瓶 5
輸液製剤 ハルトマン輸液pH8「NP」 ニプロ 500ml×20袋 3
輸液製剤 生理食塩液「マイラン」 ファイザー  100mL1瓶×10瓶(プラスチックボトル) 6
輸液製剤 生理食塩液「ヒカリ」 光 500ml×20瓶 1
解熱剤 スルピリン注射液250mg「日医工」 日医工 1mL×50管 1
抗ヒスタミン剤 ポララミン注5mg 高田製薬 1mL×50管 1
利尿剤 ラシックス注20mg 日医工 2mL×50管 1
解毒剤 メイロン静注7%　ﾌﾟﾗ 大塚製薬 20mL×50管 1
鎮静・抗けいれん剤 フェノバール注射液100mg 第一三共 1mL×10管 1

内服薬 抗生物質製剤 セフゾンカプセル100mg LTLファーマ 100Ｐ 20
合成抗菌剤 クラビット錠500mg 第一三共 50Ｔ 4
解熱鎮痛消炎剤 ロキソニン錠60mg 第一三共 100Ｔ 20
精神神経用剤 メイラックス錠1mg Meiji Seika ファルマ100Ｔ 1
鎮咳・鎮痛・解熱剤 カフコデN配合錠 ファイザー 1000Ｔ 1
鎮咳・鎮痛・解熱剤 カフコデN配合錠 ファイザー 100Ｔ 2
解熱鎮痛消炎剤 カロナール細粒20% あゆみ製薬 100g 6
消化器官用剤 プリンペラン錠5 日医工 500Ｔ 1
鎮けい剤 コリオパン錠10mg エーザイ 100Ｔ 2
止しゃ剤 ロペミンカプセル1mg ヤンセン 100Ｐ 4
利尿剤 ラシックス錠20mg 日医工 100Ｔ 2
下剤 プルゼニド錠12mg 田辺三菱 1000Ｔ 1
血管拡張剤 ニトロールRカプセル20mg エーザイ 100Ｐ 4
不整脈用剤 リスモダンカプセル100mg サノフィ 100Ｐ 1
ビタミン剤 ビタメジン配合カプセルB25 第一三共 1000Ｐ 1

外用薬等 殺菌消毒剤 ステリクロン液5 健栄 500ml 10
殺菌消毒剤 オキシドール「ケンエー」 健栄 500ml 5
殺菌消毒剤 イソジン液10% 塩野義 250ml 5
殺菌消毒剤 消毒用エタノール「ケンエー」 健栄 500ml 40
外用抗菌薬 フシジンレオ軟膏2% 第一三共 10g×10本 5
パップ剤 MS冷シップ「タイホウ」 大鵬薬品工業 （20g×5枚）×100 1
含嗽剤 イソジンガーグル液7% 塩野義 30ml×50本 4
眼科用剤 サンコバ点眼液0.02% 参天 5ml×10本 5
輸液セット 輸液セット ニプロ ISA-100A21Z 50入 3
シリンジ シリンジ DS ニプロ 20mL 22GX1 1/4R50個 3
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⑥<保管場所>　　（株）幸燿　徳島営業部　　徳島市川内町加賀須野463-23　　℡.088-665-3131

令和2年3月31日現在
分　類 薬　効 商品名 メーカー名 規格・容量 数量

内服薬 喘息・気管支拡張剤 シングレア錠10mg MSD PTP　100T 2
糖尿病用剤 ジャヌビア錠50mg MSD PTP　100T 7
消化器官用剤 プリンペラン錠 日医工 5mg　500T 1
血管拡張剤 ニトロールRカプセル20mg エーザイ 20mg　100P 4
不整脈剤 ミケラン錠5mg 大塚 5mg　500T 1
糖尿病用剤 グルファスト錠１０ｍｇ キッセイ PTP　100T 3
去痰薬 ムコダイン錠500mg 杏林 PTP　 630T 1
抗てんかん剤 デパケンＲ錠２００mg 協和発酵キリン PTP　100T 5
抗アレルギー剤 アレグラ錠６０ｍｇ サノフィ PTP　100T 2
糖尿病用剤 ダオニール錠２.５ｍｇ サノフィ PTP　100T 4
抗血栓剤 プラビックス錠７５ｍｇ サノフィ PTP　 140T 3
抗血栓剤 パナルジン錠100mg サノフィ PTP　100T 4
鎮けい剤 ブスコパン錠10mg サノフィ 10mg　1000T 1
下剤 センノシド錠12mg「JD」 ジェイドルフ 12mg　1000T 1
抗生物質製剤 フロモックス錠100mg 塩野義 PTP　100T 50
総合感冒剤 PL配合顆粒 塩野義 1ｇ×1000包 1
解熱鎮痛消炎剤 カロナールシロップ2% あゆみ 500mL 16
抗生物質製剤 クラビット錠500mg 第一三共 500mg　100T 3
抗生物質製剤 クラリス錠200 大正 200mg　100T 4
降圧剤 アムロジンOD錠5mg 大日本住友 PTP 700T 2
ビタミン剤 ジセタミン錠25 高田 25mg　1000T 1
降圧剤 タナトリル錠５ｍｇ 田辺三菱 PTP　100T 4
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠１００ｍｇ 田辺三菱 PTP　100T 1
利尿剤 ラシックス錠20mg 日医工 20mg　100T 2
心疾患用剤 ニトロペン舌下錠　０.３ｍｇ 日本化薬 PTP　100T 1
頻尿治療薬 ブラダロン錠２００ｍｇ 日本新薬 PTP　500T 1
抗血栓剤 プラザキサカプセル７５ｍｇ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ PTP  112P 1
降圧剤 ディオバン錠80mg ノバルティス PTP 140T 8
解熱鎮痛消炎剤 ボルタレン錠25mg ノバルティス 25mg　1000T 4
精神神経用剤 メイラックス錠1mg MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ 100T 2

注射薬 βブロック剤 インデラル注2ｍｇ アストラゼネカ 2mL×10A 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ1% アスペンジャパン 1％　10mL×10A 5
強心剤 ネオフィリン注PL250mg エーザイ 10×10A 5
輸液製剤 大塚生食注 大塚 20×50A 2
輸液製剤 大塚糖液5％ 大塚 500mL×20 1
輸液製剤 大塚糖液20％ 大塚 20×50A 2
輸液製剤 大塚糖液5％ 大塚 20×50A 2
輸液製剤 大塚糖液50％ 大塚 200mL×20 4
鎮痛剤 レペタン注0.2mg 大塚 0.2mg　10A 2
輸液製剤 KN３号輸液 大塚 200mL×20 3
輸液製剤 KN3号輸液 大塚 500mL×20 3
輸液製剤 メイロン静注７％ 大塚 7％　20×50A 1
輸液製剤 ラクテックG輸液 大塚 500mL×20 2
輸液製剤 ポタコールR輸液 大塚 500mL×20 4
抗生物質製剤 トブラシン注60mg ジェイドルフ 60mg　10A 6
抗生物質製剤 フルマリンキット静注用1ｇ 塩野義 1ｇ×10キット 29
抗生物質製剤 フルマリン静注用1ｇ 塩野義 1ｇ×10V 2
抗てんかん剤 フェノバール注射液100mg 第一三共 1％　1×10A 1
止血剤 トランサミン注5% 第一三共 5％　5×50A 2
昇圧剤 ノルアドリナリン注1mg アルフレッサファーマ 1mg　1×10A 10
抗ヒスタミン剤 ポララミン注5mg 高田 5mg　1×50A 1
止血剤 アドナ注(静脈用）100mg ニプロES 100mg　20mL×50A 1
止血剤 アドナ注(静脈用）50mg ニプロES 50ｍｇ　10mL×50A 2
副交感神経抑制剤 アトロピン注0.05％シリンジ テルモ 1mL×10S 3
自律神経・鎮痙剤 静注用マグネゾール20mL 鳥居 20mL×10A 1
ホルモン剤 水溶性ハイドロコートン注射液500mg 日医工 500mg　5V 4
利尿剤 ラシックス注20mg 日医工 20mg　2×50A 1
強心剤 アミノフィリン注250mg「NP」 ニプロファーマ 10mL×50A 1
抗生物質製剤 スルピリン注250mg「NP」 ニプロファーマ 25％　1×50A 1
鎮痙剤 ブスコパン注射液 サノフィ 20mg　1mL×50A 1
ホルモン剤 ソル・メドロール静注用125mg ファイザー 5V 4

外用剤他 外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏0.1% 高田 10g×10 10
心疾患用剤 フランドルテープ40mg アステラス 100枚 1
喘息・気管支拡張剤ホクナリンテープ２ｍｇ マイランEPD 70枚 2
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喘息・気管支拡張剤メプチンエアー　１０μg 大塚 5mL×10本 4
気管支拡張薬 メプチン吸入液0.01% 大塚 30mL 10
喘息・気管支拡張剤フルティフォーム50エアゾール56吸入 杏林 1個 10
気管支拡張薬 ベネトリン吸入液0.5% ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ 30mL 10
点眼薬 サンコバ点眼液0.02% 参天 5mL×50 19
シップ剤 MS冷シップ「タイホウ」 大鵬 10kg 2
殺菌・消毒剤 5％マスキン液 丸石 500mL 20
殺菌・消毒剤 消毒用エタノール 丸石 500mL 80
殺菌・消毒剤 オキシドール消毒用液「マルイシ」 丸石 500mL 10
殺菌・消毒剤 イソジン液10% 塩野義 250mL 10
含嗽剤 イソジンガーグル液7% 塩野義 30mL×50 4
注射針 DS注射針22G1・1/4RB トップ 100本 7
注射針 DS注射針18G1・1/2RB トップ 100本 3
シリンジ（針なし） プラシリンジ針なし2.5mL トップ 2.5mL×100本 1
シリンジ（針なし） プラシリンジ針なし10mL トップ 10mL×100本 1
シリンジ（針なし） プラシリンジ針なし20mL トップ 20mL×50本 7
輸液セット 輸液セットTIS2-52 トップ 50入 6
注射針 翼状針　22G×3/4 ニプロ 50本 1
注射針 フローマックス18G×1・1/2RB ニプロ 100本 1
注射針 フローマックス22G×1・1/2RB ニプロ 100本 2
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⑦<保管場所>　　県立海部病院　海部郡牟岐町大字中村字杉谷266　　℡.0884-72-1166

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

ヨード系殺菌・消毒剤 ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 250ml×1本 ファイザー 40
点眼剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼0.5%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 5mL×10本 ファイザー 6
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 アストラゼネカ 4
昇圧剤 ノルアドリナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 2
抗血栓剤 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ75mg「SANIK」 100錠 日医工サノフィ 4
抗凝固剤 エリキュース錠2.5mg 100T ファイザー 2
糖尿病用剤 シュアポスト錠0.5mg 100錠 大日本住友 2
点眼剤 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」 5ml×10本 ファイザー 2
不整脈剤 リドカイン静注用 ２％ｼﾘﾝｼﾞ 5ml×10本 テルモ 2
副交感神経 アトロピン注 0.05％ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 2
含嗽薬 ポピドンヨード含嗽用液7%｢YD｣ 30ml×50本 陽進堂 3
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×10A ベーリンガー 1
整腸剤 ミヤBM錠 500錠 ミヤリサン 1
消化管用剤 レバミピド錠100mg「オーツカ」 100錠 大塚製薬 2
降圧剤 メインテート錠　2.5mg 100錠 田辺三菱 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 2
冠動脈拡張剤 ニトロール点滴静注50mgバック 100ml×10筒 エーザイ 1
心疾患用剤 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 140枚 エルメッドエーザイ 1
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 2
糖尿病用剤 グリメピリドOD錠1mg「EMEC」 100錠 EMEC 2
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠 100mg 100錠 田辺三菱 2
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロールテープ2mg「HMT」 70枚 久光 2
消化性潰瘍治療剤 ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 100錠 沢井 2
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠 100錠 エーザイ 2

不整脈剤
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワ
イ」

100Cp 沢井 2

輸液(小児用開始液) YDソリタ-T1　200ml 20本 陽進堂 2
消毒用エタノール エコ消エタ 500ml×1本 ヨシダ 40
降圧剤 イミダプリル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 100錠 大原薬品 5
血管拡張剤 アイトロール錠20mg 100錠 トーアエイヨー 3
糖尿病用剤 ジャヌビア錠 50mg 100錠 MSD 2
喘息・気管支拡張剤 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「KM」 100錠 杏林製薬 2
坐剤 アンヒバ坐剤小児用 100mg 50個 マイランEPD 2
坐剤 アンヒバ坐剤小児用 200mg 50個 マイランEPD 2

糖尿病用剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リ
リー」

300単位×2キット リリー 5

オキシドール オキシドール 500ml×1本 丸石 11
喘息・気管支拡張剤 メプチンエアー10μg吸入100 5ml×10本 大塚 2
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚 4
坐剤 ダイアップ坐剤 6mg 50個 高田製薬 2
外用軟膏剤 プロペト 500g 丸石 4
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 2
輸液 大塚糖液5%　100mL 10本 大塚 4
去痰薬 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 100錠 東和 1
抗てんかん バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」 100錠 東和 2
外用軟膏剤 ルリクールVG軟膏　5g 5g×10本 東和 6
抗アレルギー剤 エバスチンOD錠10mg「アメル」 100錠 共和薬品 1
殺菌・消毒剤 ヘキザック水Ｒ 0.05％ 500ml×1本 ヨシダ 10
殺菌・消毒剤 テキサント消毒液6% 500g×1本 シオエ製薬 2
マクロライド系抗生剤 クラリスロマイシン錠200「MEEK」 100錠 小林化工 9
セフェム系抗生剤 フロモックス錠　100mg 100T 塩野義 10
セフェム系抗生剤 ケフレックスカプセル　250mg 100Cp 塩野義 14
セフェム系抗生剤 スルバシリン静注用1.5mg 10V Meiji Seikaファルマ 3

セフェム系抗生剤
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグオーツ
カ 生食100mL付

10袋 大塚 1

セフェム系抗生剤 セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」 10V ケミックス 4
解熱鎮痛 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 100錠 エルメッドエーザイ 20
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 100g あゆみ製薬 1
解熱鎮痛 カロナール錠200mg 100T 昭和薬化 1
解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
精神神経剤 エチゾラム錠0.5mg「SW」 100錠 沢井 10
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 藤永 1
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田 12
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止血 アドナ注50mg 10ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 2
止血 トランサミン注 ５％ 5ml×10Ａ 第一三共 5
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 1
利尿剤 フロセミド錠20mg「テバ」 100錠 テバ 2
利尿剤 ラシックス注 20mg 2ml×50本 サノフィ 2
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 10mL×10A アストラゼネカ 5
昇圧剤 アドレナリン注 0.1％ ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 4
不整脈剤 インデラル錠10mg 100T アストラゼネカ 1
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義 20
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 ベーリンガー 3
消化管用剤 プリンペラン錠 ５mg 100錠 アステラス 10
消化管用剤 ナウゼリンＯＤ錠10mg 100T 協和発酵キリン 1
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 100Cp ヤンセンファーマ 2
止瀉剤 ロペラミド錠1mg「EMEC」 100Cp ヤンセンファーマ 1
下剤 センノシド錠12mg「トーワ」 100錠 東和 20
点眼剤 クラビット点眼液0.5% 5mL×50本 参天製薬 2
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 2
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 4
輸液 ソルアセトF輸液 500mL×20本 テルモ 1
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚 3
維持液 ソルデム3A輸液 500mL 20袋 大塚 2
維持液 ソルデム3A輸液 200mL 30袋 大塚 2
外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏0.1% 10g×10本 1
輸液 大塚生食　細口開栓 500mL×20本 大塚 4
輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚 6
ホルモン剤 ソル・メドロール点滴静注500mg 5V ファイザー 4
ホルモン剤 注射用ソル・メルコート500mg 5V 富士製薬 0
糖尿病用剤 ノボラピッド注フレックスペン 3mL×2本 ノボ 2
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V リリー 2
抗生剤 パニマイシン注射液100mg 2mL×10A Meiji Seikaファルマ 4
鎮痛剤 レペタン注0.2mg 10A 大塚製薬 2
輸液 メイロン 7% 20mL 20mL×50本 大塚 4
降圧剤 アムロジピンＯＤ錠5mg 700T Meiji Seikaファルマ 1
降圧剤 バルサルタン錠80mg「DSEP」 100T 第一三共エスファ 3
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 700錠 バイエル 0
抗血栓剤 シロスタゾールＯＤ錠100mg「ﾀｶﾀ」 100T 高田製薬 1
糖尿病用剤 ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 100錠 マイラン 1
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アストラゼネカ 2
鎮咳薬 フスタゾール錠 10mg 100錠 田辺三菱 10
ビタミン剤 ビタメジンカプセルB25 100T Meiji Seikaファルマ 10
湿布剤 ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 70枚 日医工 10
輸液 生食溶解液キットＨ　100mL 100ml×10本 ニプロ 8
輸液 グルアセト35注 500mL×20本 1
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20袋 大塚 1
リンゲル液 ヴィーンD輸液500mL 20袋 扶桑 6

輸液セット
テルフュージョン輸液セット
ＴＩ－Ｕ２５０Ｐ０７

50本 テルモ 3

シリンジ
ＪＭＳシリンジＧ20mL 22G ×1 1/4　ＪＳ
－Ｓ２０Ｓ２２３２Ｒ

50本 ＪＭＳ 3

ｶﾘｳﾑ吸着剤 アーガメイトゼリー25ｇ 25ｇ×60個 アステラス 6
抗生剤 サワシリン錠250mg 100錠 LTLファーマ 10
ホルモン剤 プレドニン錠5mg 500錠 塩野義製薬 1
抗不安剤 セルシン注射液10mg 10A 武田テバ 1
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⑧<保管場所>　　海陽町立海南病院　　海部郡海陽町四方原字広谷16-1　　℡.0884-73-1355

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

ヨード系殺菌・消毒剤 ポピラール消毒液10％ 250ml×1本 丸石製薬 28
キノロン系抗菌剤 レボフロキサシン錠250ｍｇ「DSEP」 100錠 第一三共エスファ 4
解熱鎮痛 カロナール錠200 100錠 あゆみ製薬 2
精神神経剤 デパス錠 0.5mg 100錠 田辺三菱 2
止血 トランサミン10％　10ｍｌ 10ml×10Ａ 第一三共 2
昇圧剤 ボスミン注１ｍｇ 1ml×20A 第一三共 1
血管拡張剤 アイトロール錠20mg 100錠 アステラス 2
不整脈剤 リスモダンカプセル50ｍｇ 100Cp サノフィ 2
副交感神経 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 1ml×10本 田辺三菱 2
抗てんかん デパケンＲ錠 200mg 100錠 協和キリン 2
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 2
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×50A サノフィ 1
消化管用剤 ナウゼリンＯＤ錠10ｍｇ 100錠 協和キリン 2
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 100Cp ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 2
下剤 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg「セイコー｣ 500錠 扶桑薬品 1
点眼剤 タリビッド点眼液 5ml×10本 参天製薬 4
坐剤 カロナール坐剤 200mg 50個 あゆみ製薬 2
消化管用剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義製薬 5
消化管用剤 レバミピドOD錠 100mg「明治」 100錠 Meiji Seikaファルマ 2
点眼剤 サンピロ点眼液1％ 10本 参天製薬 2
輸液 テルモ生食　100mL 30本 テルモ 2
輸液 テルモ糖注5%　100mL 30本 テルモ 2
ホルモン剤 ソルメドロール　500mg 5V ファイザー 2
糖尿病用剤 ランタス注ソロスター 300単位×2本 サノフィ 2
セフェム系抗生剤 セフゾンカプセル 100mg 100Cp アステラス 0
解熱鎮痛 ロキソニン錠 60mg 100錠 第一三共 16
解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 1
止血 アドナ静注50ｍｇ 10ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 2
利尿剤 ラシックス錠 20mg 100錠 日医工 7
利尿剤 ラシックス注 20mg 2ml×50本 日医工 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 5ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 4
昇圧剤 ノルアドレナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 2
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg 10ml×10A エーザイ 2
不整脈剤 ワソラン静注5mg 2ml×10本 エーザイ 2
輸液(小児用開始液) ＹＤソリタｰＴ１号輸液200ml｢陽進堂｣ 20本 陽進堂 2
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 2
心疾患用剤 フランドルテープ 40mg 350枚 トーアエイヨー 1
整腸剤 ビオフェルミン配合散 1ｇｘ600g ビオフェルミン 1
坐剤 アンヒバ坐剤 100mg 50個 マイランEPD 2
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 2
オキシドール オキシドール消毒用液「マルイシ」 500ml×1本 丸石製薬 2
消毒用エタノール 消毒用エタノール 500ml×1本 丸石製薬 20
マクロライド系抗生剤 クラリス錠 200mg 100錠 大正富山医薬品 6

セフェム系抗生剤
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「ｵｰﾂ
ｶ」

10袋 大塚製薬工場 2

総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義 2
含嗽薬 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ7%｢ﾏｲﾗﾝ｣ 30ml×50本 ファイザー 2
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 2
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 2
坐剤 ダイアップ坐剤 4mg 50個 高田 2
外用軟膏剤 白色ワセリン 500g 丸石製薬 4
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 2
抗ヒスタミン ポララミン注5ｍｇ 1ml×10管 高田製薬 1
オキシドール オキシドール消毒用液「マルイシ」 500ml×1本 丸石製薬 8
消毒用エタノール 消毒用エタノール 500ml×1本 丸石製薬 30
殺菌・消毒剤 ｸﾘｹﾞﾝ液5w/o％「ｴﾋﾞｽ」 500ml×1本 兼一薬品工業 60
セフェム系抗生剤 スルペラゾン静注用 １g 10V ファイザー 6
輸液 大塚生食注500mL 20袋 大塚 3
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚 5
維持液 ソリタＴ３号輸液 500mL 20袋 陽進堂 5
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維持液 ソリタＴ３号輸液 200mL 20袋 陽進堂 5
抗生物質 硫酸アミカシン注射液100mg 10A 日医工 5
輸液 ヴィーンＤ 20本 扶桑 4
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚 3
輸液セット 輸液ｾｯﾄ NIA-20IE･00Z PVCフリー 50本 ニプロ 6
シリンジ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼﾘﾝｼﾞ5ml 針なし 100本 トップ 2
シリンジ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼﾘﾝｼﾞ20ml 針なし 50本 トップ 2
注射針 注射針 18G×1 1/2 100本 トップ 2
注射針 注射針 22G×1 1/4 100本 トップ 1
ｶﾘｳﾑ吸着剤 アーガメイトゼリー25ｇ 25ｇ×60個 アステラス 6
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⑨<保管場所>　　美波町国民健康保険美波病院　　海部郡美波町田井１０５番地１　　℡0884-78-1373
令和2年3月31日現在

薬　効 商　品　名 メーカー名 規格・容量 数量
殺菌・消毒剤 「エビス」クリゲン液５％ 500ml×1本 マイラン 20
ｶﾘｳﾑ吸着剤 アーガメイトゼリー25ｇ 25ｇ×60個 アステラス 6

抗生剤
アミカシン硫酸塩注射液
100mg「ＮikＰ」

10A 日医工ファーマ 5

輸液 ヴィーンD輸液 500mL×20本 扶桑 5
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚製薬 5
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚製薬 5
オキシドール オキシドール「マルイシ」 500ml×1本 丸石 8
消毒用エタノール 消毒用エタノール「マルイシ」 1000ml×1本 マルイシ 30
セフェム系抗生剤 スルペラゾン静注用１ｇ 10V ファイザー 11
維持液 ソリタ-Ｔ３号輸液　200mL 20本 陽進堂 4
維持液 ソリタ-Ｔ３号輸液　500mL 20袋 陽進堂 5

注射針
注射針　SB　18G×1 1/2
NN-1838S

100本 ニプロ 2

注射針
注射針　SB　22G×1 1/4
NN-2232S

100本 ニプロ 1

シリンジ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ20ml SS-20ESZ 針なし 20ml×50本 テルモ 2
シリンジ ﾃﾙﾓｼﾘﾝｼﾞ5ml SS-05SZ 針なし 5ml×100本 テルモ 2

輸液セット
ﾆﾌﾟﾛ輸液セット ISA-100A21Z
(ﾀｺ管 針付 21G)

50入 ニプロ 3

ヨード系殺菌・消毒剤 ポピラール液　10% 250ml×1本 丸石 8
ホルモン剤 プレドニン錠5mg 100錠 塩野義 1
抗不安剤 セルシン注射液5mg 10A 武田テバ 1
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⑩<保管場所>　　県立中央病院　　徳島市蔵本１丁目10-3　　℡.088-631-7151

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

維持液 ＫＮ３号輸液ソフトバッグ 500mL×20本 大塚製薬 5
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義 2
輸液(小児用開始液) ＹＤソリタＴ１ 200mL 20本 陽進堂 2
血管拡張剤 アイトロール錠20mg 100錠 トーアエイヨー 2
解熱鎮痛 アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」 500g 東和薬品 1
輸液 アドナ注50mg 50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 3
副交感神経 アトロピン注 0.05％ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 5
糖尿病用剤 アマリール 1mg錠 100錠 サノフィ 4
降圧剤 アムロジピンOD錠5mg「明治」 700錠 Meiji Seikaファルマ 1
坐剤 アンヒバ坐剤 100mg 50個 マイランEPD 2
坐剤 アンヒバ坐剤 200mg 50個 マイランEPD 2

糖尿病用剤
インスリングラルギンBS注ミリオペン「リ
リー」

300単位×2本 サノフィ 5

不整脈剤 インデラル注2mg 2mg 2mL×10A 大日本住友 1
精神神経剤 エチゾラム錠0.5mg「SW」 100錠 サワイ 5
降圧剤 エナラプリル錠5MEEK 100錠 小林化工 2
抗凝固剤 エリキュース錠2.5mg 100錠 ファイザー 1
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 1
輸液 大塚糖液5%　100mL 10本 大塚 4
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 1
オキシドール オキシドール 500ml×1本 ヨシダ 10
湿布剤 カトレップパップ70mg 100袋 帝國製薬 1
去痰薬 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 100錠 東和薬品 1
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 5
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 10ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 5
マクロライド系抗生剤 クラリスロマイシン錠200「MEEK」 100錠 明治製菓 6
輸液 グルアセト35注 500mL×20本 1
糖尿病用剤 グルファスト錠 10mg 100錠 キッセイ薬品 1
抗血栓剤 クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 140錠 日医工サノフィ 2
喘息・気管支拡張剤 シムビコートタービュヘイラー30吸入 1個 アステラス 20
糖尿病用剤 ジャヌビア錠 50mg 100錠 MSD 2
消毒用エタノール 消毒用エタノールIP 500mL 健栄 50
シリンジ シリンジ（針なし）SS20ESZ 20ml×50本 テルモ 1

セフェム系抗生剤
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オー
ツカ」

10袋 大塚製薬 9

セフェム系抗生剤 セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 100Cp 東和薬品 14

セフェム系抗生剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」

100T 塩野義 5

セフェム系抗生剤 セフタジジム静注用1g「マイラン」 10V マイラン 5
下剤 センノシド錠12mg「サワイ」 100錠 沢井 6
維持液 ソルデム３A　500mL 20袋 テルモ 2
糖尿病用剤 ダオニール錠2.5mg 2.5mg×100T サノフィ 1
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロールテープ 2mg「HMT」 70枚 テルモ 2
点眼剤 ティアバランス点眼液0.1% 5ml×10本 千寿製薬 1
注射針 ﾃﾞｨｽﾎﾟ注射針 ﾌﾛｰﾏｯｸｽ 18G×1 1/2RB 100本 ニプロ 1
注射針 ﾃﾞｨｽﾎﾟ注射針 ﾌﾛｰﾏｯｸｽ 22G×1 1/2RB 100本 ニプロ 2
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠 100錠 エーザイ 1
止血 トランサミン注 ５％ 5ml×10Ａ 第一三共 5
冠動脈拡張剤 ニトロール注5mg 5mg 10mL×10A エーザイ 1
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 2
昇圧剤 ノルアドレナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 2
降圧剤 バルサルタン錠80mg「DSEP」 140錠 第一三共ｴｽﾌｧ 4
抗てんかん バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 100錠 東和薬品 2
整腸剤 ビオフェルミンＲ錠 100錠 ビオフェルミン製薬 2
降圧剤 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 100錠 東和薬品 1
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 5
糖尿病用剤 ヒューマログ注ミリオペン 3mL×2本 5

抗アレルギー剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トー
ワ」

100錠 東和 1

抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 5
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 日本ベーリンガー 2
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×10A 日本ベーリンガー 5
セフェム系抗生剤 フルマリンキット静注用1g 1g×10ｷｯﾄ 塩野義 1
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利尿剤 フロセミド錠40mg「NP」 100錠 ニプロ 2
利尿剤 フロセミド注20mg「日医工」 2ml×50本 日医工 1
糖尿病用剤 ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 100錠 東和 4
昇圧剤 ボスミン注1mg 1mL×20本 第一三共 1
ヨード系殺菌・消毒剤 ポビドンヨード外用液10%「マイラン」 250ml ファイザー 20
含嗽薬 ポビドンヨード含嗽用液7%「YD」 30ml×50本 陽進堂 2
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 2
殺菌・消毒剤 マスキン水0.05％ 500ml×1本 丸石製薬 40
輸液 メイロン 7% 20mL 7% 20mL×50本 1
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 2
鎮咳薬 メジコン錠15mg 100錠 塩野義 1
解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
消化管用剤 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 100錠 テバ 2
喘息・気管支拡張剤 メプチンエアー10μg吸入100 5ml×10本 大塚製薬 1
喘息・気管支拡張剤 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「KM」 100錠 MSD 2
輸液セット 輸液セット（ISA-601E00Z） 50入 ニプロ 2
輸液セット 輸液セット（ISP-601E00P） 50入 ニプロ 5
喘息・気管支拡張剤 ユニフィルLA錠200mg 100錠 大塚製薬 2
リンゲル液 ラクテックＤ輸液 500mL 20袋 大塚工場 3
消化性潰瘍治療剤 ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」 100錠 武田テバ 1
不整脈剤 リドカイン静注用 ２％ｼﾘﾝｼﾞ 5ml×10本 テルモ 2
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 5
消化管用剤 レバミピド錠 100mg　「ｵｰﾂｶ」 500錠 大塚製薬 1
鎮痛薬 レペタン注 0.2mg×10A 大塚製薬 2
キノロン系抗菌剤 レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」 50錠 第一三共 8
点眼剤

レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイ
ザー」

5ml×10本 ファイザー 4
解熱鎮痛 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 100錠 エルメッドエーザイ 16
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 100Cp ヤンセンファーマ 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 2
心疾患用剤 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 100枚 エルメッドエーザイ 2
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 1
輸液 大塚生食注 500mL 500mL×20本 大塚 3
輸液 大塚糖液20％ 20mL 50管 大塚 1
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20本 大塚 2
ホルモン剤 注射用ソル・メルコート500mg 5本 富士製薬工業 2
外用軟膏剤 白色ワセリン 500g 4
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⑪<保管場所>　　県鳴門病院　鳴門市撫養町黒崎字小谷32番　　℡.088-683-0011

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

維持液 ＫＮ３号輸液　200mL ソフトバッグ 20袋 大塚 7
維持液 ＫＮ３号輸液ソフトバッグ 500mL×20本 大塚製薬 2
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義製薬 2
輸液(小児用開始液) YDソリタ-T1号輸液200mL 20本 陽進堂 2
昇圧剤 アドレナリン注 0.1％ ｼﾘﾝｼﾞ「テルモ」 1ml×10本 テルモ 2
副交感神経 アトロピン注 0.05％ｼﾘﾝｼﾞ「テルモ」 1ml×10本 テルモ 2
抗生物質 アミカシン硫酸塩注100mg「NP」 10A ニプロ 5
降圧剤 アムロジピンOD錠5mg「EMEC」 100錠 エルメッドエーザイ 1
坐剤 アンヒバ坐剤 100mg 100個 マイランEPD 1
坐剤 アンヒバ坐剤 200mg 100個 マイランEPD 1
糖尿病用剤 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBSﾐﾘｵﾍﾟﾝ「ﾘﾘｰ」 300単位×2本 サノフィ 2

糖尿病用剤 インスリングラルギンBSミリオペン「ﾘﾘｰ」 300単位×2本 リリー 2

維持液 ヴィーンD輸液500mL 20本 興和創薬 5
精神神経剤 エチゾラム錠0.5mg「SW」 100錠 沢井 2

降圧剤
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイ
ザー」

100錠 ファイザー 1

輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚 4
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 2
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚 5
輸液 大塚糖液5%　100mL 10本 大塚 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚 8
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 2
オキシドール オキシドール「ヨシダ」 500ml×1本 ヨシダ 23
抗アレルギー剤 オロパタジン塩酸塩OD錠「トーワ」 100錠 東和薬品 1

止血剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注
液100mg「日医工」

20ml×50管 日医工 2

去痰薬 カルボシステイン錠250mg「ﾄｰﾜ」 100錠 東和薬品 1
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 100g あゆみ製薬 2
降圧剤 カンデサルタン錠8mg「あすか」 100錠 あすか製薬 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ1％10mL 10ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 4
マクロライド系抗生剤 クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」 100錠 Meiji Seikaファルマ 6
糖尿病用剤 グリメピリド錠1mg「EMEC」 100錠 エルメッドエーザイ 1
抗血栓剤 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 140錠 日医工サノフィ 1
点眼剤 サンピロ点眼液1％ 10本 参天製薬 2
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アステラス 1
糖尿病用剤 ジャヌビア錠 50mg 100錠 MSD 1
消毒用エタノール 消毒用エタノール 500ml×1本 ヨシダ 50
殺菌・消毒剤 スクラビインS4％ 500ml×1本 サラヤ 36
セフェム系抗生剤 セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」 １０V アステラス 5
セフェム系抗生剤 セフォン静注用1ｇ 10V 日医工 4
セフェム系抗生剤 セフジニルカプセル100mg「日医工」 100Cp 日医工 14
下剤 センノシド錠12mg「ﾄｰﾜ」 1000錠 東和 1
維持液 ソリタT3　500mL 20本 味の素ファルマ 5
ホルモン剤 ソル・メドロール静注用500mg 5V ファイザー 2
ホルモン剤 ソル・メルコート500mg 5V 富士製薬工業 2
坐剤 ダイアップ坐剤 4mg 50個 高田製薬 2
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロールテープ2mg「HMT」 70枚 久光製薬 1
喘息・気管支拡張剤 テオロング錠100mg 100錠 エーザイ 1

シリンジ
テルモシリンジロックタイプ10mL
シリンジ（針なし）ＳＳ１０ＬＺ

100本 テルモ 1

シリンジ
テルモシリンジロックタイプ2.5mL
シリンジ（針なし）ＳＳ０２ＬＺ

100本 テルモ 1

シリンジ テルモシリンジロックタイプ20mL 50本 テルモ 2
注射針 テルモ注射針 18G×1 1/2 100本 テルモ 3
注射針 テルモ注射針 21G  ＮＮ－２１３８Ｓ 100本 テルモ 1
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠 100錠 エーザイ 1
止血 トランサミン注10％10mL 10ml×50Ａ 第一製薬 1
糖尿病用剤 ナテグリニド錠90mg「日医工」 100錠 日医工 1
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg シリンジ 10ml×10筒 エーザイ 2
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 10
昇圧剤 ノルアドレナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル薬品 1
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外用軟膏剤 白色ワセリン 500g ファイザー 4
抗てんかん バルプロ酸Na徐放B錠200mg「ﾄｰﾜ」 100錠 東和 2
整腸剤 ビオフェルミンＲ錠 100錠 ビオフェルミン製薬 2
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本イーライリリー 2
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 2
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 日本ベーリンガ 2
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×50A 日本ベーリンガ 1
鎮咳薬 フスタゾール錠 10mg 100錠 田辺三菱 1
抗凝固剤 プラザキサカプセル 75mg 112Cp 日本ベーリンガー 1
心疾患用剤 フランドルテープ 40mg 100枚 トーアエイヨー 1
血管拡張剤 フランドル錠20mg 100錠 トーアエイヨー 2
利尿剤 フロセミド錠20mg「NP」 100錠 ニプロ 2
利尿剤 フロセミド注射液20mg「日医工」 2ml×50本 日医工 1
糖尿病用剤 ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」 100錠 日医工 1
ヨード系殺菌・消毒剤 ポピドンヨード液10％「マイラン」 250ml×1本 マイラン 20
ヨード系殺菌・消毒剤 ポピドンヨード液10％「マイラン」 250ml×1本 マイラン 8
含嗽薬 ポビドンヨ－ドガーグル液7％「明治」 30ml×50本 Meiji Seikaファルマ 2
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 MSD 2
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 2
降圧剤 メインテート錠　2.5mg 100錠 田辺三菱 1
解熱鎮痛 メチロン注25％2mL 2ml×50A 第一三共 2
消化管用剤 メトクロプラミド錠5mg「テバ」 100錠 武田テバ 2
喘息・気管支拡張剤 メプチンスイングヘラー10μ吸入100回 5ml×5本 大塚製薬 2
喘息・気管支拡張剤 モンテルカスト錠10mg 100錠 キョウリンリメディオ 1
輸液セット 輸液ｾｯﾄ ISA-100A21Z 50本 ニプロ 6
消化性潰瘍治療剤 ランソプラゾールOD錠15mg「ﾄｰﾜ」 100錠 東和薬品 1
不整脈剤 リスモダンR錠150mg 100T サノフィ 2
不整脈剤 リドカイン静注用 ２％ｼﾘﾝｼﾞ「テルモ」 5ml×10本 テルモ 2
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義 6
消化管用剤 レバミピド錠100mg「オーツカ」 100錠 大塚 2
キノロン系抗菌剤 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 50錠 第一三共 8

点眼剤 レボフロキサシン点眼液1.5％「わかもと」 5ml×5本 わかもと 8

解熱鎮痛 ロキソプロフェンNa錠６０mg「EMEC」 1000錠 エルメッドエーザイ 2
止瀉剤 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「ﾌｿｰ」 100Cp 扶桑 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 マイランＥＰＤ 2
点眼剤 人工涙液マイティア点眼液 5ml×10本 千寿 1
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20本 大塚 1
翼付針 翼付針（ｾｰﾌﾀｯﾁPSVｾｯﾄ）22G　3/4" 50本 ニプロ 1
輸液セット 輸液セットISA-200CP　22STZ 6
抗不安剤 セルシン注　10mg 2ml×10本 1
ホルモン剤 プレドニゾロン錠ﾀｹﾀﾞ　5mg 500錠 1
消化管用剤 ランソプラゾールOD錠15mg「武田ﾃﾊﾞ」 100錠 1
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⑫<保管場所>　　県立三好病院　三好市池田町シマ815-2　　℡.0883-72-1131

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義 2
輸液(小児用開始液) ＹＤソリタｰＴ１号輸液200ml｢陽進堂｣ 20本 陽進堂 2
止血 アドナ注 100mg 10ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 2
昇圧剤 アドレナリン注 0.1％ ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 2
副交感神経 アトロピン注 0.05％ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 2
降圧剤 アムロジピンOD錠5mg「明治」 700錠 Meiji Seikaファルマ 1
坐剤 アンヒバ坐剤小児用 100mg 50個 マイランEPD 2
坐剤 アンヒバ坐剤小児用 200mg 50個 マイランEPD 2
血管拡張剤 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 100錠 沢井 2
リンゲル液 ヴィーンD輸液500mL 20袋 扶桑 2
精神神経剤 エチゾラム錠0.5mg「SW」 100錠 サワイ 2

降圧剤
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイ
ザー」

100錠 ファイザー 2

輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚 4
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚 2
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚 4
輸液 大塚糖液5%　100mL 10本 大塚 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚 4
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 2
オキシドール オキシドール「ヨシダ」 500ml×1本 吉田 10
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 100g あゆみ製薬 2

外用軟膏剤
眼科用・一般軟膏基剤プロペト(白色ﾜｾﾘﾝ）
100g（丸石製薬・チューブ）

100g 丸石製薬 20

局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ2% 10ML×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 4
マクロライド系抗生
剤

クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」 100錠 Meiji Seikaファルマ 6
糖尿病用剤 グリメピリド錠OD1mg「日医工」 100錠 日医工 2
抗血栓剤 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 100錠 日医工サノフィ 2
点眼剤 サンピロ点眼液 2% 10本 参天製薬 2
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アストラゼネカ 2
糖尿病用剤 ジャヌビア錠 50mg 140錠 MSD 2
心疾患用剤 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg「EMEC｣ 140枚 トーアエイヨー 1
消毒用エタノール 消毒用エタノール「ヨシダ」 500ml×1本 吉田 50
糖尿病用剤 スターシス錠90mg 100錠 アステラス 2
セフェム系抗生剤 セファゾリンNa注射用1g「NP」 10袋 ニプロ 4
セフェム系抗生剤 セフジニルカプセル100mg「JG」 100Cp 日本ジェネリック 14
下剤 センノシド錠12mg「サワイ」 100錠 沢井 6
維持液 ソルデム3A 200mL 30袋 ﾃﾙﾓ 4
維持液 ソルデム3A 500mL 20袋 ﾃﾙﾓ 4
坐剤 ダイアップ坐剤 4mg 50個 高田製薬 2
ホルモン剤 注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500 5V 富士製薬工業 2
セフェム系抗生剤 注用ワイスタール1gバックS 10V ニプロ 4
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロールテープ2mg「久光」 70枚 久光 2
喘息・気管支拡張剤 テオロング錠100mg 100錠 エーザイ 2
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠 100錠 エーザイ 2
止血 トランサミン注10% 2.5ml 2.5ml×50Ａ 第一三共 1
糖尿病用剤 トレシーバ注フレックスタッチ 300単位×2本 ノボ 2
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg シリンジ 10ml×10筒 エーザイ 2
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×30管 エーザイ 1
昇圧剤 ノルアドレナリン注1mg 1ml×10A 第一三共 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 700錠 バイエル 1
降圧剤 バルサルタン80mg「DSEP」 140錠 第一三共ｴｽﾌｧ 2
抗てんかん バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 100錠 東和薬品 2
点眼剤 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ﾌｧｲｻﾞｰ」 5ml×10本 ファイザー 2
整腸剤 ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠630錠/箱(東亜薬品） 630錠 東亜薬品 2
糖尿病用剤 ヒューマリンR注（1000単位/10ml） 10ml×1V リリー 2
抗アレルギー剤 フェキソフェナジン塩酸塩60mg「SANIK」 100錠 日医工 2
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 2
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 日本ベーリンガー 2
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×50A 日本ベーリンガー 1
鎮咳薬 フスタゾール錠 10mg 100錠 田辺三菱製薬 2
抗凝固剤 プラザキサカプセル 75mg 112Cp 日本ベーリンガーインゲルハイム 2
利尿剤 フロセミド錠40mg「NP」 100錠 ニプロ 2
利尿剤 フロセミド注射液20mg「日医工」 2ml×50本 日医工 1
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含嗽薬 ポピドンヨード含漱用液７％ 30ml×50本 陽進堂 2
ヨード系殺菌・消毒
剤

ポピヨドン液10% 250ml×1本 吉田 40
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 2
殺菌・消毒剤 マスキン液（5W/V%) 500ml×1本 丸石：大阪 40
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 2

不整脈剤
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワ
イ」

100Cp 沢井 2

解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
消化管用剤 メトクロプロミド錠5mg「テバ」 100錠 武田テバ 2
喘息・気管支拡張剤 メプチンスイングヘラー10μg 5ml×5本 大塚 4
喘息・気管支拡張剤 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg「KM」 100錠 杏林 2
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚 6
消化性潰瘍治療剤 ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」 100錠 武田テバ 2
不整脈剤 リドカイン静注用 ２％ｼﾘﾝｼﾞ 5ml×10本 テルモ 2
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義 6
消化管用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 500錠 大塚 1
キノロン系抗菌剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg「DSEP」 50錠 第一三共エスファ 8

点眼剤
レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイ
ザー」

5ml×10本 ファイザー 4

解熱鎮痛 ロキソプロフェン錠「EMEC」60mg 1000錠 エルドメットエーザイ 1
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 100Cp ヤンセンファーマ 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 2
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⑬<保管場所>　　徳島大学病院　徳島市蔵本町２－５０－１　　℡.088-631-3111

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

殺菌・消毒剤 0.05W／V％マスキン水 500ml×1本 丸石製薬 20
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×1000包 塩野義 1
血管拡張剤 アイトロール錠２０㎎ 1000錠 トーアエイヨー 1
止血 アドナ注 100mg 20ml×50管 田辺製薬販売 1
昇圧剤 アドレナリン注 0.1％ ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 1
副交感神経 アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 1ml×10本 田辺三菱製薬 1
糖尿病用剤 アマリール 1mg錠 100錠 日医工 1
降圧剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 100錠 あすか製薬 1
消毒用エタノール エコ消エタ消毒液 500ml×1本 吉田製薬 25
降圧剤 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 100錠 ファイザー 10
輸液 大塚生食注　100mL 20袋 大塚製薬工場 2
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚製薬工場 1
輸液 大塚糖液5%　250mL 10本 大塚 2
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚製薬工場 2
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚 1
オキシドール オキシフル液３％ 500ml×1本 第一三共 5
去痰薬 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 1000錠 東和薬品 1
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 500g あゆみ製薬 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 10ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 1
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
喘息・気管支拡張剤 キプレス錠１０ 100錠 杏林製薬 1
点眼剤 クラビット点眼液 0.5％ 5ml×10本 参天製薬 2
マクロライド系抗生剤 クラリシッド錠２００ｍｇ 100錠 マイランEPD 3
糖尿病用剤 グルファスト錠 10mg 100錠 キッセイ薬品 1
抗血栓剤 ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg「ｻﾜｲ」 500錠 沢井製薬 1
点眼剤 サンピロ点眼液 2% 10本 参天製薬 1
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アステラス 1
糖尿病用剤 ジャヌビア錠 50mg 100錠 MSD 1
セフェム系抗生剤 セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 10袋 ニプロ 2
セフェム系抗生剤 セフォセフ静注用1g 10V 沢井製薬 2
セフェム系抗生剤 セフジニルカプセル100mg「ファイザー」 100Cp ファイザー 7
下剤 センノシド錠１２ｍｇ「セイコー」 1000錠 扶桑薬品 1
輸液(小児用開始液) ソルデム１輸液　200mL×30袋 30袋 テルモ 1
維持液 ソルデム３Ａ輸液　２００ml 30袋 テルモ 2
維持液 ソルデム３Ａ輸液　５００ml 20袋 テルモ 2
ホルモン剤 ソルメドロール　500mg 5V ファイザー 1
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠 100mg 100錠 田辺三菱 1
抗てんかん デパケンＲ錠 200mg 1000錠 協和キリン 1
中枢性制吐・鎮暈薬 ドラマミン50ｍｇ 100錠 陽進堂 1
止血 トランサミン注 ５％ 5ml×50Ａ 第一三共 1
冠動脈拡張剤 ニトロール注　５mg 10ml×10管 エーザイ 1
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 1
昇圧剤 ノルアドレナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 1
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 1
外用軟膏剤 白色ワセリン 500g 丸石製薬 2
降圧剤 バルサルタン錠80mg「サンド」 140錠 サンド 1
整腸剤 ビオフェルミンＲ散 1000g ビオフェルミン 1
降圧剤 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」100T 東和薬品 1
抗アレルギー剤 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 100錠 日医工サノフィ 1
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 日本ベーリンガー 1
鎮けい薬 ブスコパン注 20mg 1ml×10A サノフィ 1
鎮咳薬 フスタゾール錠 10mg 1000錠 田辺三菱製薬 1
抗凝固剤 プラザキサカプセル 75mg 112Cp ベーリンガー 1
心疾患用剤 フランドルテープ 40mg 100枚 トーアエイヨー 1
利尿剤 フロセミド錠２０㎎「ＮＰ」 100錠 ニプロ 1
糖尿病用剤 ベイスン錠０．２ 500錠 武田テバ 1
喘息・気管支拡張剤 ホクナリンテープ 2mg 70枚 マイラン 1
含嗽薬 ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 30ml×50本 ファイザー（株） 1
ヨード系殺菌・消毒剤 ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 250ml×1本 ファイザー 20
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 1
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚 1
解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 1
消化管用剤 メトクロプラミド錠5mg「タカタ」 1000錠 高田製薬 1
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喘息・気管支拡張剤 メプチンエアー10μg吸入100 5ml×10本 大塚 1
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚製薬工場 2
利尿剤 ラシックス注 20mg 2ml×50本 日医工 1

消化性潰瘍治療剤
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田ﾃ
ﾊﾞ」

500錠 武田テバ薬品 1

不整脈剤 リスモダンカプセル 100mg 100Cp サノフィ 1
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義 3
消化管用剤 レバミピド錠100mg「ﾀﾅﾍﾞ」 500錠 田辺製薬販売 1
キノロン系抗菌剤 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg「DSEP」 100錠 第一三共エスファ 2
解熱鎮痛 ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 1000錠 エルメッドエーザイ 1
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 500Cp ヤンセンファーマ 1
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 1
不整脈剤 静注用キシロカイン２％ 5ml×10本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 1
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⑭<保管場所>　　徳島市民病院　徳島市北常三島町２丁目３４　　℡.088-622-5121

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

維持液 ＫＮ３号輸液 ５００ｍＬ 500mL×20本 大塚製薬 2
総合感冒剤 PL配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義製薬 2

坐剤
アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ
「ＪＧ」

100個 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 1

坐剤
アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ
「ＪＧ」

100個 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 1

止血
アドナ注（静脈用）１００ｍｇ　０.５％２
０ｍＬ

20ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 2

副交感神経
アトロピン硫酸塩注０．５mg「フソー」１
ｍL

1ml×50A 扶桑薬品 1

慢性期 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 100錠 武田テバファーマ 1
血管拡張剤 イソコロナールＲカプセル２０ｍｇ 100Cp 日医工 2

糖尿病用剤
インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン
「リリー」３００単位ｷｯﾄ

2ｷｯﾄ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 2

慢性期 エクア錠５０ｍｇ 100錠 H ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ･ﾌｧｰﾏ 1
精神神経剤 エチゾラム錠０.５ｍｇ「SW」 100錠 H 沢井 2

慢性期
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「Ｃ
Ｈ」

100錠 H 日本ジェネリック 1

オキシドール オキシドール シオエ ５００ｍＬ 500ml×1本 シオエ 10

慢性期
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

100錠 H 第一三共エスファ 1

慢性期 カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 100錠 H 武田テバファーマ 1
解熱鎮痛 カロナール錠２００ｍｇ 100錠 あゆみ製薬 2
局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー８％ ８０ｇ 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 4
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ１％　１０ｍＬ 10ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 2

マクロライド系抗生剤
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「マイラ
ン」

100錠 H ファイザー 6

慢性期 グリメピリド錠１ｍｇ「NP」 100錠 H ニプロ 1
慢性期 クロピドグレル錠75ｍｇ「サワイ」 100錠 沢井製薬 3
点眼剤 サンピロ点眼液１％　５ｍＬ 5ml×10 参天製薬 2

不整脈剤
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「タ
ナベ」

100錠 H 三菱ウェルファーマ 2

慢性期 シムビコートタービュヘイラー６０吸入 1ｷｯﾄ アステラス 1
慢性期 シングレア錠１０ｍｇ 100錠 H MSD 1
糖尿病用剤 スターシス錠９０mg 100錠 ｱｽﾃﾗｽ製薬 1

セフェム系抗生剤
セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ
「オーツカ」

10ｷｯﾄ 大塚製薬工場 4

セフェム系抗生剤 セフォセフ静注用１ｇ 10瓶 沢井製薬(株) 4

セフェム系抗生剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「ＹＤ」

100錠 H 陽進堂 14

下剤 センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 100錠 H 沢井製薬(株) 6
ホルモン剤 ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 5V ファイザー 2
輸液(小児用開始液) ソルデム１輸液　２００ｍＬ 30袋 ﾃﾙﾓ 2
維持液 ソルデム３Ａ輸液　２００ｍＬ 30袋 ﾃﾙﾓ 4
維持液 ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ 20袋 ﾃﾙﾓ 4
坐剤 ダイアップ坐剤４ｍｇ 50個 高田製薬 2
慢性期 テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 100錠 H 沢井製薬(株) 1
輸液 テルモ生食　５００ｍＬ 20袋 ﾃﾙﾓ 4
慢性期 トラベルミン配合錠 100錠 H エーザイ 1
止血 トランサミン注５％　５ｍＬ 5ml×50Ａ 第一三共 1
消化管用剤 ドンペリドン錠１０ｍｇ「タイヨー」 100錠 H 武田テバファーマ 2
冠動脈拡張剤 ニトロール注５ｍｇ/１０ｍＬ 10ml×10筒 エーザイ 2

強心剤
ネオフィリン注２５０ｍｇ　２．５％１０
ｍＬ

10ml×10管 エーザイ 2

昇圧剤 ノルアドレナリン注１ｍｇ １ｍＬ 10管 第一三共 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠１００ｍｇ 700錠 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 1

抗てんかん
バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トー
ワ」

100錠　Ｈ 東和薬品株式会社 2

降圧剤
ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「テ
バ」

100錠 H 武田テバファーマ 1

慢性期 ヒューマリンＲ注 １００単位/ｍＬ 10ｍｌ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 2

慢性期
フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ 「三
和」

100錠 H 三和化学研究所 1

抗てんかん フェノバール注射液１００ｍｇ 1ｍＬ 1ml×10A 第一三共 2
鎮けい薬 ブスコパン注２０ｍｇ ２％１ｍＬ 10管 ｻﾉﾌｨ 5
鎮咳薬 フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ 100錠 三菱ウェルファーマ 1
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鎮けい薬
ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツ
ルハラ」

100錠 H 鶴原製薬 2

利尿剤 フロセミド錠２０「武田テバ」 100錠 H 武田テバファーマ 2
利尿剤 フロセミド注２０mg「トーワ」 2ml×50本 東和薬品 1
点眼剤 ベガモックス点眼液０.５％ ５ｍＬ 5ml×10 日本ｱﾙｺﾝ 4

消化管用剤
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１
２％「トーワ」

5g×10本 東和薬品株式会社 6

慢性期 ホクナリンテープ２mg 70枚　 ﾏﾙﾎ 1
慢性期 ボグリボースOD錠０.３ｍｇ「マイラン」 100錠 H ファイザー 1
昇圧剤 ボスミン注１ｍｇ １ｍＬ 1ml×20本 第一三共 1
維持液 ポタコールＲ 500mL×20本 2

含嗽薬
ポビドンヨードガーグル液７％「明治」３
０ｍＬ

30mL×50本 Meiji Seikaファルマ 2

ヨード系殺菌・消毒剤
ポビドンヨード外用液１０％「明治」２５
０ｍＬ

250mL 日東ﾒﾃﾞｨｯｸ 40

抗ヒスタミン ポララミン注５mg　０.５％１ｍＬ 1ml×10管 高田製薬 2
殺菌・消毒剤 マスキン水０.０５％５００ｍＬ 500mL 丸石製薬 40
輸液 メイロン静注７％ ２５０ｍＬ 10袋 大塚製薬工場 2
慢性期 メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 5ｍｌｘ10 大塚製薬 1
リンゲル液 ラクテックＧ輸液　５００ｍＬ 20袋 大塚製薬工場 6
整腸剤 ラックビー錠 100錠 H 興和創薬 2
慢性期 ランソプラゾールOD錠１５ｍｇ「日医工」 500錠 H 日医工 1

不整脈剤
リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」
（５ｍＬ）

5ml×10本 ﾃﾙﾓ 2

消化管用剤 レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 500錠 H 沢井製薬(株) 1

キノロン系抗菌剤
レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥ
Ｐ」

50錠 H 第一三共ｴｽﾌｧ株式会社 8

解熱鎮痛
ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「武田テ
バ」

100錠 H 武田テバファーマ 16

止瀉剤
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイ
ヨー」

100Cp H 武田テバファーマ 2

血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 エーザイ 2
消毒用エタノール 消毒用エタノール「マルイシ」 500mL 丸石製薬 40

心疾患用剤
硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコ
ク」

100枚 日医工 1

輸液 大塚生食注１００ｍＬ 10瓶 大塚製薬 4
輸液 大塚生食注ツイスト　２０ｍＬ 50管 大塚製薬工場 2
輸液 大塚糖液５％　５００ｍＬ 20袋 大塚製薬 4
輸液 大塚糖液５％１００ｍＬ 10瓶 大塚製薬 4
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20袋 大塚 1
輸液 大塚糖液５０％　２０ｍＬ 50管 大塚製薬工場 2

ホルモン剤
注射用ソル・メルコート１２５　１２５ｍ
ｇ(溶解液付)

5瓶 富士製薬工業 2

外用軟膏剤 白色ワセリン 500ｇ シオエ 4
抗不安剤 セルシン注５ｍｇ 10管 武田テバ 1
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⑮<保管場所>　　吉野川医療センター　吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島１２０　　℡.0883-26-2222

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×1000包 塩野義 1
輸液(小児用開始液) ＹＤソリタＴ1号輸液　200mL 20本 陽進堂 2
降圧剤 アジルバ錠 20mg 500錠 武田 2
止血 アドナ注 100mg 20ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 2
昇圧剤 アドレナリン注 0.1％ ｼﾘﾝｼﾞ 1ml×10本 テルモ 2
副交感神経 アトロピン硫酸塩注0.5mg「ﾀﾅﾍﾞ」 1ml×10A ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 10
糖尿病用剤 アマリール 1mg錠 500錠 サノフィ 1
降圧剤 アムロジピンOD錠5mg「サワイ」 700錠 沢井製薬 1
抗アレルギー剤 アレグラ錠 60mg 500錠 サノフィ 1
坐剤 アンヒバ坐剤小児用100mg 100個 マイランEPD 1
坐剤 アンヒバ坐剤小児用200mg 100個 マイランEPD 1
含嗽薬 イソジンガーグル液7％ 30ml×50本 塩野義 2
抗凝固剤 エリキュース錠2.5mg 140錠 ファイザー 2
オキシドール オキシドール消毒用液「ﾏﾙｲｼ」 500ml×1本 丸石 10
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 100g あゆみ製薬 2
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ1％ 5ml×10A アスペンジャパン 2
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 アスペンジャパン 4
喘息・気管支拡張剤 キプレスOD錠10mg 200錠 杏林 1
糖尿病用剤 グラクティブ錠 50mg 500錠 小野薬品 1
キノロン系抗菌剤 クラビット錠250mg 500錠 第一三共 1
点眼剤 クラビット点眼液 0.5％ 5ml×10本 参天 4
マクロライド系抗生剤 クラリス錠200mg 500錠 大正製薬 2
糖尿病用剤 グルファスト錠 10mg 500錠 キッセイ 1
セフェム系抗生剤 ケフレックスカプセル250mg 100Cp 共和 14
点眼剤 サンピロ点眼液 2% 10本 参天 2
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アステラス 2
不整脈剤 静注用キシロカイン2％ 5ml×10A アスペンジャパン 2
消毒用エタノール 消毒用エタノール「NP」 500ml×1本 ニプロファーマ 50
セフェム系抗生剤 スルペラゾンキット静注用1g 10ｷｯﾄ ファイザー 4
輸液 生理食塩液PL「ﾌｿｰ」20ml 50管 扶桑 2

セフェム系抗生剤 セファゾリンNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ「ｵｰﾂｶ」 1ｇキットX10 大塚製薬 4

精神神経剤 セルシン注射液10mg 10A 武田テバ薬品 1
下剤 センノシド錠12mg「ｾｲｺｰ」 1000錠 扶桑 6
ホルモン剤 ソル・コーテフ注射用100mg 5V ファイザー 2
坐剤 ダイアップ坐剤 4mg 50個 高田製薬 2
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠 100mg 500錠 田辺三菱 1
抗てんかん デパケンＲ錠 200mg 1000錠 協和キリン 1
精神神経剤 デパス錠 0.5mg 1000錠 田辺三菱 1
中枢性制吐・鎮暈薬 ドラマミン錠50mg 100錠 陽進堂 2
止血 トランサミン注 ５％ 5ml×10Ａ 第一三共 2
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg シリンジ 10ml×10筒 エーザイ 2
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×30管 エーザイ 2
消化性潰瘍治療剤 ネキシウムカプセル20mg 500Cp 第一三共 1
昇圧剤 ノルアドリナリン注 １mg 1ml×10A アルフレッサファーマ 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 2

点眼剤
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1％「日
点」

5ml×10本 日本点眼 3

整腸剤 ビオフェルミンＲ錠 500錠 ビオフェルミン 1
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本イーライリリー 2
抗てんかん フェノバール注射液 100mg 1ml×10A 第一三共 2
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 100錠 サノフィ 2
鎮咳薬 フスタゾール錠 10mg 100錠 ニプロＥＳファーマ 2

鎮けい薬
ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ
「NP」

1ml×10筒 ニプロファーマ 2

輸液 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注5%「フソー」200mL 20本 扶桑 4
輸液 ブドウ糖注50％PL「ﾌｿｰ」20ml 50管 扶桑 2
抗血栓剤 プラビックス錠 75mg 700錠 サノフィ 1
血管拡張剤 フランドル錠20mg 100錠 アステラス 2
心疾患用剤 フランドルテープ 40mg 350枚 アステラス 1
消化管用剤 プリンペラン錠 ５mg 500錠 アステラス 1
ホルモン剤 プレドニン錠5mg 500錠 塩野義製薬 1
外用軟膏剤 プロペト 500g 丸石 6
糖尿病用剤 ベイスンOD錠0.3mg 500錠 武田テバ 1
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喘息・気管支拡張剤 ホクナリンテープ 2mg 350枚 マイランEPD 1
ヨード系殺菌・消毒剤 ポビドンヨード外用液10％「ﾏｲﾗﾝ」 250ml×1本 ファイザー 40
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 2
殺菌・消毒剤 マスキン液（5W/V％)5% 500ml×1本 丸石 40
消化管用剤 ムコスタ錠 100mg 500錠 大塚 2
去痰薬 ムコダイン錠250mg 2100錠 杏林 1
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚工場 2
降圧剤 メインテート錠5mg 500錠 田辺三菱 1
解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
喘息・気管支拡張剤 メプチンスイングヘラー10μg吸入100回分 5ml×5本 大塚製薬 4
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚工場 4
利尿剤 ラシックス錠 20mg 1000錠 日医工 1
利尿剤 ラシックス注 20mg 2ml×50A 日医工 1
糖尿病用剤 ランタスXR注ソロスター 300単位×2本 サノフィ 2
不整脈剤 リスモダンカプセル 100mg 100Cp サノフィ 2
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義 6
降圧剤 レニベース錠 ５ 700錠 MSD 1
解熱鎮痛 ロキソニン錠 60mg 3150錠 第一三共 1
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 100Cp ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 2
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 1000錠 エーザイ 1
輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚工場 4
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚工場 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚工場 4
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20袋 大塚 1
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⑯<保管場所>　　阿南医療センター　阿南市宝田町川原６番地１　　℡.0884-28-7777
令和2年3月31日現在

種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

維持液 ＫＮ３号輸液　500mL 500mL×20袋 大塚製薬 2
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×1000包 塩野義 1
副交感神経 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ」 5ml×50本 ニプロ 1
降圧剤 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 500錠 ｹﾐﾌｧ 1
坐剤 アルピニー坐剤100 100個 久光製薬 1
坐剤 アルピニー坐剤200 100個 久光製薬 1

糖尿病用剤
インスリングラルギンBS注ミリオペン｢リ
リー｣

300単位×2本 リリー 2

精神神経剤 ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢JG｣ 1000錠 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 1
輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚製薬 4
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚製薬 2
輸液 大塚糖液5%　100mL 10本 大塚製薬 4
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚製薬 2
オキシドール オキシドール消毒用液｢ﾏﾙｲｼ｣ 500ml×1本 丸石製薬 10

止血
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注
液100mg「日医工」

20ml×50管 日医工 2

去痰薬 ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢JG｣ 500錠 日本ジェネリック 1
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 100g あゆみ製薬 2
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 5ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
局所麻酔剤 キシロカインポンプスプレー８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 4
糖尿病用剤 グラクティブ錠50mg 500錠 小野薬品 1
キノロン系抗菌剤 クラビット錠 500mg 100錠 第一三共 4
点眼剤 クラビット点眼液1.5% 5ml×10本 参天製薬 4
マクロライド系抗生剤 クラリシッド錠200mg 500錠 マイランEPD 2
糖尿病用剤 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢FFP｣ 500錠 共創未来ﾌｧｰﾏｰ 1
輸液 グルアセト35注 500mL×20本 ニプロ 1
糖尿病用剤 グルファストOD錠 10mg 500錠 キッセイ薬品 1
抗血栓剤 クロピドグレル錠75mg「EE」 140錠 ｴﾙﾒｯﾄﾞｴｰｻﾞｲ 2
外用軟膏剤 ゲンタシン軟膏0.1% 10g×10本 高田製薬 4
ホルモン剤 サクシゾン注射用100ｍｇ 5V 武田テバファーマ 4
点眼剤 サンピロ点眼液 2% 10本 参天 2
喘息・気管支拡張剤 ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入 1個 アステラス 2
心疾患用剤 硝酸ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞﾃｰﾌﾟ40mg｢ｻﾜｲ｣ 100枚 沢井製薬 1
消毒用エタノール 消毒用エタノール 500ml×1本 丸石製薬 50
喘息・気管支拡張剤 ｼﾝｸﾞﾚｱOD錠10mg 60錠 MSD 4
点眼剤 人工涙液マイティア点眼液 5ml×10本 千寿 2
殺菌・消毒剤 ステリクロンW液0.5 500ml×1本 ケンエー 40
セフェム系抗生剤 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣ 10袋 大塚 4

セフェム系抗生剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ
「CH」

100T 長生堂 14

下剤 ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ｾｲｺｰ｣ 1000錠 扶桑薬品 1
維持液 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液200mL 30袋 ﾃﾙﾓ 4
維持液 ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液500mL 20袋 ﾃﾙﾓ 4
坐剤 ダイアップ坐剤10mg 50個 高田製薬 2
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロール2mg「日医工」 350枚 日医工 1
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠 100mg 100錠 田辺三菱 2
抗てんかん デパケンＲ錠 200mg 1000錠 協和キリン 1
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠 100錠 エーザイ 2
止血 トランサミン注 ５％ 5ml×50Ａ 第一三共 1
血管拡張剤 ニトロールＲカプセル 20mg 100Cp ｴｰｻﾞｲ 10
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg 10ml×10筒 ｴｰｻﾞｲ 2
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 2
昇圧剤 ノルアドリナリン注 １％ 1ml×10A 第一三共 2
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 2
外用軟膏剤 白色ワセリン 500g 丸石製薬 4
降圧剤 ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg｢日医工｣ 700錠 日医工 1
殺菌・消毒剤 ﾋﾋﾞﾃﾝｸﾞﾙｺﾈｰﾄ液20％ 500ml×1本 大日本住友 40
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 2
抗アレルギー剤 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 500錠 ケミファ 1
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 2
鎮けい薬 ブスコパン錠 10mg 1000錠 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 1
鎮咳薬 フスタゾール糖衣錠 10mg 1000錠 ニプロ 1

鎮けい薬
ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医
工」

1ml×50A 日医工 1
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抗凝固剤 プラザキサカプセル 75mg 112Cp 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 2
消化管用剤 プリンペラン錠 ５mg 1000錠 アステラス 1
利尿剤 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 1000錠 武田テバファーマ 1
利尿剤 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液20mg「日医工」 2ml×50本 日医工 1
糖尿病用剤 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.3mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 500錠 ケミファ 1
昇圧剤 ボスミン注1mg 1ml×20本 第一三共 1
維持液 ポタコールＲ 500mL×20袋 大塚工場 2
ヨード系殺菌・消毒剤 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ液10％｢明治｣ 250ml×1本 Meiji Seikaファルマ 40
含嗽薬 ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｶﾞｰｸﾞﾙ液7%｢明治｣ 30ml×50本 Meiji Seikaファルマ 2
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 2
整腸剤 ミヤBM錠 500錠 ﾐﾔﾘｻﾝ製薬 1
輸液 メイロン 7% 250mL 10袋 大塚製薬工場 2
降圧剤 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5mg 280錠 田辺三菱 1

ホルモン剤 ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa500mg「ｻﾜｲ」 5V サワイ 2

解熱鎮痛 メチロン注 25％ 1ml×50A 第一三共 2
喘息・気管支拡張剤 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｯﾄﾞｴｱｰ10μg吸入100 5ml×10本 大塚 2
喘息・気管支拡張剤 ﾒﾌﾟﾁﾝｷｯﾄﾞｴｱｰ5μg吸入100 2.5ml×10本 大塚 2
リンゲル液 ラクテックＧ輸液 500mL 20袋 大塚製薬工場 6
消化性潰瘍治療剤 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 500錠 ｹﾐﾌｧ 1
糖尿病用剤 ランタスXR注ソロスター 300単位×2本 ｻﾉﾌｨ 2
不整脈剤 ﾘｽﾓﾀﾞﾝR錠150mg 100錠 サノフィ 2
輸液(小児用開始液) ﾘﾌﾟﾗｽ1号輸液200mL 20袋 扶桑薬品 2
降圧剤 レニベース錠 ５ 100錠 MSD 2
消化管用剤 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣ 500錠 ﾆﾌﾟﾛ 2
解熱鎮痛 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣ 1000錠 三和化学 2
止瀉剤 ロペミンカプセル １mg 500Cp ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ 1
セフェム系抗生剤 ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ 10ｷｯﾄ ニプロ 4
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 1000錠 ｴｰｻﾞｲ 1
血管拡張剤 ワソラン錠 40mg 100錠 ｴｰｻﾞｲ 2
不整脈剤 静注用キシロカイン２％ 5ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚製薬 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚製薬 4
輸液 大塚糖液５０％ 200mL 20袋 大塚 1
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⑰<保管場所>　　つるぎ町立半田病院　美馬郡つるぎ町半田中藪２３４－１　　℡.0883-64-3145

令和2年3月31日現在
種別 医薬品名 規格 メーカー 数量

殺菌・消毒剤 5％マスキン液 500ml×1本 マルイシ 20
総合感冒剤 ＰＬ配合顆粒 1ｇ×100包 塩野義 1
輸液(小児用開始液) YDソリタ-Ｔ１号輸液　200mL 20本 陽進堂 2
維持液 YDソリタ-Ｔ３号Ｇ輸液　500mL 20袋 陽進堂 4
維持液 YDソリタ-Ｔ３号輸液　200mL 20本 陽進堂 4
鎮咳薬 アストミン錠10mg「ｵｰﾌｧﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ」 100錠 オーシャンパシフィック 2
喘息・気管支拡張剤 アドエア250ﾃﾞｨｽｶｽ28ＢＬ 1個 GSK 2
止血 アドナ注 100mg 20ml×50管 ﾆﾌﾟﾛESﾌｧｰﾏ 1
降圧剤 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「あすか」 100錠 あすか製薬 2
坐剤 アルピニー坐剤　100mg 100個 久光製薬 1
坐剤 アルピニー坐剤　200mg 100個 久光製薬 1
抗凝固剤 イグザレルト錠10mg 100錠 バイエル 2
ヨード系殺菌・消毒剤 イソジン液10% 250ml×1本 塩野義 20
精神神経剤 エチゾラム錠0.5mg「JG」 100錠 日本ジェネリック 1
降圧剤 ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg「ｻﾜｲ」 100錠 沢井 2
輸液 大塚生食注　100mL 10本 大塚製薬工場 2
輸液 大塚生食注 20mL 50管 大塚製薬 1
輸液 大塚生食注 500mL 20袋 大塚製薬工場 4
輸液 大塚糖液５％ 500mL 20袋 大塚製薬工場 4
輸液 大塚糖液50％ 20mL 50管 大塚製薬工場 1
オキシドール オキシフル3％ 500ml×1本 第一三共 5
去痰薬 カルボシステイン錠250mg「テバ」 100錠 武田テバファーマ 2
解熱鎮痛 カロナール細粒 20％ 360包 あゆみ製薬 1
局所麻酔剤 キシロカイン注ポリアンプ １％ 10ml×10A ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 1
局所麻酔剤 キシロカインﾎﾟﾝﾌｽﾌﾟﾚｰ ８% 80g×1本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 2
糖尿病用剤 グラクティブ錠50mg「小野」 100錠 小野薬品 2
点眼剤 クラビット点眼液1.5％（5ml/瓶） 5ml×10本 参天製薬 2
マクロライド系抗生剤 クラリスロマイシン錠200ｍｇ「ﾀﾅﾍﾞ」 100錠 田辺製薬販売 3
糖尿病用剤 グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 100錠 ﾄｰﾜ 2
糖尿病用剤 グルファスト錠10mg 100錠 キッセイ薬品 2
抗血栓剤 クロピトグレル錠 25mg「SANIK」 100錠 日医工 2
消毒用エタノール 消毒用エタノール「マルイシ」 1000ml×1本 マルイシ 25
喘息・気管支拡張剤 シングレアOD錠 10mg 60錠 MSD 4
セフェム系抗生剤 セファゾリンNa点滴静注1gバッグ「ｵｰﾂｶ」 10袋 大塚製薬工場 2
下剤 センノシド錠12mg「サワイ」 100錠 沢井 3
維持液 ソルデム3輸液 500mL×20本 テルモ 2
ホルモン剤 ソルメドロール　500mg 5V ファイザー 1
坐剤 ダイアップ坐剤 4mg 50個 高田製薬 1
抗アレルギー剤 タリオンOD錠 10mg 100錠 田辺三菱 2
喘息・気管支拡張剤 ツロブテロールテープ 2mg 70枚 久光 2
喘息・気管支拡張剤 テオドール錠 100mg 100錠 田辺三菱 2
抗てんかん デパケンＲ錠 200mg 100錠 協和キリン 1
中枢性制吐・鎮暈薬 トラベルミン配合錠「エーザイ」 100錠 エーザイ 2
止血 トランサミン注 10％ 10ml×10Ａ 第一三共 1
糖尿病用剤 トレシーバー注フレックスタッチ 300単位×2本 ノボ 1
血管拡張剤 ニトロールＲカプセル 20mg 100Cp エーザイ 1
冠動脈拡張剤 ニトロール注 ５mg 10ml×10A エーザイ 1
強心剤 ネオフィリン注 250mg 10ml×10管 エーザイ 1
昇圧剤 ノルアドレナリン注 １mg 1ml×10A 第一三共 1
抗血栓剤 バイアスピリン錠 100mg 500錠 バイエル 2
降圧剤 バルサルタン錠80ｍｇ「JG」 140錠 日本ジェネリック 2
整腸剤 ビオフェルミンR錠「タケダ」 100錠 武田 1
糖尿病用剤 ヒューマリンＲ注100単位/ml 10ml×1V 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 1
抗てんかん フェノバール注 100mg 1ml×10A 第一三共 1
鎮けい薬 ブスコパン注（20mg/1ml） 1ml×10A サノフィ 5

鎮けい薬
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハ
ラ」

100錠 鶴原製薬 1

消化管用剤 プリンペラン錠5mg「アステラス」 100錠 アステラス 1
利尿剤 フロセミド錠 20mg「NP」 100錠 ニプロ 1
利尿剤 フロセミド注射液 20mg 2ml×50A 武田テバファーマ 1
外用軟膏剤 プロペト 500g 丸石製薬 2
血管拡張剤 ベラパミル塩酸塩　40mg「タイヨー」 100錠 武田テバファーマ 1
糖尿病用剤 ボグリボースOD錠 0.3mg「サワイ」 100錠 沢井 2
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昇圧剤 ボスミン注1mg 1ml×20本 第一三共 1
リンゲル液 ポタコールＲ 500mL×20本 大塚製薬工場 6
含嗽薬 ポピロンガーグル 30ml×50本 シオエ 1
抗ヒスタミン ポララミン注 ５mg 1ml×10管 高田製薬 1

マイジェクター注射針付シリンジ　1目盛2
単位

 27G（0.4mm）×1/2（13mm）280入 テルモ 1

セフェム系抗生剤 メイアクトMS錠100mg「明治」 100T Meiji Seikaファルマ 7
輸液 メイロン 7% 250mL 10本 大塚製薬工場 2
降圧剤 メインテート5mg「田辺」 100T 田辺三菱 2

不整脈剤 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ＪＧ」 100Cp 日本ジェネリック 1

解熱鎮痛 メチロン注25％（250mg/1ml）「第一三共」 1ml×50A 第一三共 1

喘息・気管支拡張剤 メプチンエアー10μg吸入100 5ml×10本 大塚 2
消化性潰瘍治療剤 ランソプラゾールＯＤ錠 15mg 100錠 ケミファ 2
副交感神経 硫酸アトロピン注射液　0.5mg 1ml×50本 田辺三菱 1
外用軟膏剤 リンデロンＶＧ軟膏 5g 5g×10本 塩野義 3
消化管用剤 レバミピド錠「オーツカ」 100錠 大塚製薬工場 1
キノロン系抗菌剤 レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」 100錠 第一三共エスファ 2
解熱鎮痛 ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 100錠 エルドメット 8
止瀉剤 ロペミンカプセル1mg 100Cp ヤンセンファーマ 1
セフェム系抗生剤 ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ 10キット ニプロ 2
心疾患用剤 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 100枚 日医工 1
不整脈剤 静注用キシロカイン２％ 5ml×10本 ｱｽﾍﾟﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ 1
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令和２年４月現在

ア  防疫用薬剤
品名 数量

塩化ベンザルコニウム
（逆性石鹸液）

５，５００本

イ  衛生材料
品名 数量

２８６個
１１個

１３７０個
１５個

伸縮包帯 ６８５個
救急絆創膏 １２１個

三角巾 ２７５個
骨折セット ７セット
弾性包帯 ４８個
伸縮包帯 ４８個

頸椎固定用装具 ４８個
１６個
２個

１６個
３２個
１６個
１６個

外科ハサミ １５本

防疫用薬剤及び衛生材料

脱脂綿

ガーゼ

３種
１０巻/箱（３種）
１０巻/箱（３種）

約２０人分／セット

６巻/箱（５０mm）
１２巻/箱（２５mm）

６巻/包（指用）
６巻/包（腕用）

指固定装具

固定用装具

テープ

５％　５００ｍL／本

規格

規格

５００ｇ
１００ｇ
３００枚
１０ｍ

９０mm×９０mm×１３０cm
１９mm×７２mm×１００枚

６２mm×４ｍ

フィンガー
スタンダード
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災害時医薬品等備蓄供給実施要綱

（目 的）

第１条 この要綱は，災害時における人命救助に万全を期するため，災害時に必要な医

薬品，防疫用薬剤及び衛生材料等（以下「災害時医薬品等」という。）を備蓄すると

ともに，その円滑な供給を図るため必要な事項を定めるものとする。

（災害時医薬品等の備蓄等）

第２条 県は，地域防災計画の被害想定等に合わせ，必要となる災害時医薬品等を徳島

県医薬品卸業協会（以下「卸業協会」という。）及び災害拠点病院等医療機関等の協

力を得て備蓄するものとする。

２ 前項に基づき備蓄する災害時医薬品等の備蓄場所等は，次のとおりとする。

（1）備蓄場所（別紙１）

ア 医薬品

卸業協会の各会員営業所（６か所）

災害拠点病院等医療機関（１２か所）

イ 防疫用薬剤及び衛生材料

徳島県保健所（６か所）

鳴門総合サービスセンター

小松島県民サービスセンター

一般社団法人徳島県薬剤師会

(2) 種類及び備蓄量

別紙２に定めるとおりとする。

（指定備蓄者）

第３条 県は，備蓄場所ごとに災害時医薬品等を備蓄する者（以下「指定備蓄者」とい

う。）を指定し，保管管理を依頼するものとする。

２ 指定備蓄者は，その管理責任者を定め，災害時医薬品等を適切に保管管理するもの

とする。

（保管管理）

第４条 災害拠点病院等医療機関の指定備蓄者は，医薬品を良好な状態で，かつ，可能

な限りランニング備蓄で保管管理するものとする。

２ 卸業協会の各会員営業所の指定備蓄者は，医薬品を流通在庫を活用する流通備蓄に

より保管管理するものとする。

（供給要請等）

第５条 県は，災害等の発生に際し，医薬品の供給の必要があると認められるとき，又

は市町村，関係医療機関等からの要請があったときは，災害時医薬品等供給要請書（様

式一）により卸業協会に対し，供給の要請を行うものとする。ただし，緊急やむを得

ない場合等においては，口頭により要請できるものとする。

２ 卸業協会の各会員営業所の指定備蓄者は，速やかに県が指定する場所に医薬品を供

給しなければならない。ただし，道路閉鎖等の理由により，県が指定する場所に供給

9-7
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することが困難なときは，これを県に依頼することができる。

３ 卸業協会の各会員営業所の指定備蓄者は，医薬品を供給したときは，災害時医薬品

等供給報告書（様式二）を，速やかに卸業協会を経由して知事に提出するものとする。

（災害時医薬品等の代価の支払）

第６条 供給を受けた災害時医薬品等の代価の支払については，原則として，供給を要

請した県，市町村又は関係医療機関が負担するものとする。

（流通備蓄状況報告）

第７条 卸業協会の各会員営業所の指定備蓄者は，毎年３月３１日現在及び９月３０日

現在における流通備蓄医薬品の備蓄状況について災害時医薬品等備蓄状況報告書（様

式三）を知事と卸業協会に提出するものとする。

（備蓄状況の調査）

第８条 県は，必要に応じて指定備蓄者の備蓄状況を調査できるものとする。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

この要綱は，平成８年１０月１日から適用する。

この要綱は，平成１４年６月６日から適用する。

この要綱は，平成１９年８月２９日から適用する。

この要綱は，平成２０年８月２０日から適用する。

この要綱は，平成２９年４月２０日から適用する。

この要綱は，令和２年４月１日から適用する。

この要綱は，令和２年９月１４日から適用する。

この要綱は，令和３年３月２５日から適用する。
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 【別紙１】

１　医薬品
・卸売販売業（６か所）

① 　株式会社アスティス　徳島営業部

② 　四国アルフレッサ株式会社　徳島営業部

③ 　株式会社よんやく　徳島営業部

④ 　株式会社幸燿　徳島営業部

⑤ 　四国アルフレッサ株式会社　徳島西部出張所

⑥ 　株式会社よんやく　徳島西部支店

・医療機関（１２か所）

① 　徳島県立中央病院               

② 　地方独立行政法人徳島県鳴門病院                 

③ 　徳島大学病院               

④ 　徳島市民病院               

⑤ 　徳島県厚生農業協同組合連合会吉野川医療センター         

⑥ 　徳島県厚生農業協同組合連合会阿南医療センター           

⑦ 　徳島県立三好病院               

⑧ 　つるぎ町立半田病院               

⑨ 　美波町国民健康保険美波病院             

⑩ 　徳島県立海部病院               

⑪ 　海陽町立海南病院           

⑫ 　日本赤十字社徳島赤十字病院

２　防疫用薬剤，衛生材料  
 ・保健所等（９か所）

① 　徳島保健所

② 　鳴門総合サービスセンター

③ 　小松島県民サービスセンター

④ 　阿南保健所

⑤ 　美波保健所

⑥ 　吉野川保健所

⑦ 　美馬保健所

⑧ 　三好保健所

⑨ 　一般社団法人徳島県薬剤師会

災害時医薬品等 備蓄場所一覧
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【別紙２】

１　医薬品　
　 　備蓄量は初動期医薬品を計10,000人分，慢性期医薬品を計10,000人分とする。

　　※備蓄場所毎の品目及び数量は、

　　　 別途「災害時医薬品等備蓄供給実施要綱第２条第２項に基づく備蓄品目リスト」に定めるものとする。

　　ア　初動期(計10,000人分）

種　別 剤　形
　輸液製剤 　注射剤

　注射剤
　錠剤・カプセル剤

　抗インフルエンザ薬 　吸入用剤
　糖尿病用剤 　注射剤

　注射剤
　坐剤（小児用等）
　シロップ剤（小児用等）
　細粒剤（小児用等）
　錠剤・カプセル剤

　鎮痛剤 　注射剤
　錠剤・カプセル剤
　注射剤
　注射剤
　錠剤・カプセル剤
　注射剤
　錠剤・カプセル剤
　貼付剤
　舌下錠

　強心剤 　注射剤
　止血剤 　注射剤
　ホルモン剤 　注射剤
　抗アレルギー剤 　注射剤
　鎮咳剤 　シロップ剤

　注射剤
　錠剤・カプセル剤
　坐剤
　錠剤・カプセル剤
　散剤

　下剤 　錠剤・カプセル剤
　注射剤
　坐剤（小児用等）
　錠剤・カプセル剤
　注射
　錠剤・カプセル剤
　顆粒剤・細粒剤
　錠剤・カプセル剤

　ビタミン剤 　錠剤・カプセル剤
　昇圧剤 　注射剤

　スプレー剤
　液剤

　副交感神経抑制剤 　注射剤
　軟膏剤
　抗生物質軟膏剤

　眼科用剤 　点眼剤
　含嗽剤 　－
　殺菌・消毒剤 　－

　シリンジ
　注射針
　輸液セット

　血管拡張剤

　止瀉剤・整腸剤

　抗てんかん剤

　鎮静剤・精神神経剤

　消化管用剤

　総合感冒剤

　局所麻酔薬

　外用剤

　医療用品

　利尿剤

災害時医薬品等 種類及び備蓄量一覧

　抗生剤

　解熱鎮痛消炎剤

　抗不整脈剤
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【別紙２】

　　イ　慢性期(計10,000人分）

種　別 剤　形

　糖尿病用剤 　錠剤・カプセル剤

　降圧剤 　錠剤・カプセル剤

　抗血栓剤・抗凝固剤 　錠剤・カプセル剤

　ホルモン剤 　錠剤・カプセル剤

　抗アレルギー剤 　錠剤・カプセル剤

　錠剤・カプセル剤

　シロップ剤

　消化管用剤 　錠剤・カプセル剤

　錠剤・カプセル剤

　貼付剤

　吸入用剤

　解熱鎮痛消炎剤 　湿布・パップ剤

　 頻尿治療薬 　錠剤・カプセル剤

　中枢性制吐・鎮暈剤 　錠剤・カプセル剤

　カリウム吸着剤 　経口用ゼリー剤

　 外用剤 　口腔内用軟膏剤

　眼科用剤 　点眼剤

２  防疫用薬剤
　　備蓄量は計11,000人分とする。

品　名 規　格

　塩化ベンザルコニウム
　（逆性石鹸液）

　１０％　５００ｍL／本

３  衛生材料
　　備蓄量は計5,500人分とする。

品　名 規　格

　１０ｍ

　３００枚

　１００ｇ

　５００ｇ

　伸縮包帯 　６２mm×４ｍ

　救急絆創膏 　１９mm×７２mm×１００枚

　三角巾 　９０mm×９０mm×１３０cm

　骨折セット 　約２０人分／セット

　弾性包帯 　１０巻/箱（３種）

　伸縮包帯 　１０巻/箱（３種）

　頸椎固定用装具 　３種

　スタンダード

　フィンガー

　６巻/包（腕用）

　６巻/包（指用）

　１２巻/箱（２５mm）

　６巻/箱（５０mm）

　外科ハサミ 　－

　ガーゼ

　脱脂綿

　指固定装具

　固定用装具

　テープ

　鎮咳剤・去痰剤

　喘息･気管支拡張剤
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９－８ 災害時に必要な医薬品等の確保等に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と徳島県医薬品卸業協会会長 程野 克史（以下「乙」という。）

とは，災害時医薬品等備蓄供給実施要綱（以下「要綱」という。）に基づく流通在庫を活用した

備蓄医薬品等（以下「流通備蓄医薬品等」という。）の確保及び災害時に必要な医薬品等（以下

「災害時医薬品等」という。）の供給等に関し，次のとおり協定を締結する。

（流通備蓄医薬品等の確保）

第１条 乙の会員は，要綱第２条に基づき甲が指定する流通備蓄医薬品等を確保する。また,乙は，

流通備蓄医薬品等を乙の会員が常時備蓄するよう管理する。

２ 前項に定める流通備蓄医薬品等の品目等を変更する場合は， 甲乙協議して見直しを行う。

３ 乙の会員は， 流通備蓄医薬品等の在庫状況について，年２回，甲及び乙へ報告する。

４ 甲及び乙は，前項の報告を取りまとめ，流通備蓄医薬品等が確保されていることを確認する。

（要 請）

第２条 甲は，災害時医薬品等の確保を図るため，乙に対し，乙の会員が保有する医薬品等の

供給を要請することができる。

（要請の方法）

第３条 甲は，災害時医薬品等の供給の要請を，乙に対して文書により行うものとする。ただ

し，文書により要請する時間のないときは口頭で要請し，その後速やかに文書を交付するも

のとする。

２ 前項ただし書の場合にあっては，乙は，甲の意思を確認の上，第４条に規定する措置を講

ずるものとする。

（医薬品等の供給）

第４条 乙は，甲から要請のあった災害時医薬品等について，その保有する範囲内において供

給に応ずるとともに，要請に満たないときは，直ちに供給体制を整えるものとする。

２ 乙は，前項の災害時医薬品等の供給の処理状況について，甲に連絡するものとする。

（引渡し）

第５条 災害時医薬品等の引渡し場所，時刻等については，甲が指定するものとし，甲の職員

又は甲の指定する者が確認の上，引き取るものとする。

（価 格）

第６条 災害時医薬品等の価格は，災害発生前の平常時に通常取引されている価格とする。ま

た，甲は，引き取った災害時医薬品等の実費及び搬送に係る実費を負担するものとする。
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（代金の支払）

第７条 甲は，引き取った災害時医薬品等の代金を速やかに乙又は乙の会員に支払うものとす

る。

（有効期限）

第８条 甲又は乙が文書によりこの協定の終了を通知しない限り，この協定の効力は，継続す

る。

（協 議）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは，その都度，甲と

乙とが協議して定めるものとする。

附 則

１ この協定は，令和２年４月１日から適用する。

２ 平成１４年６月６日に甲乙両者の間で締結した災害時に必要な医薬品等の確保に関する協

定書（以下「旧協定書」という。）は，令和２年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，

失効前に旧協定書第３の規定により要請した医薬品等の供給等については，この協定書の規

定を適用する。

この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両名記名押印の上，各自その

１通を保有するものとする。

令和２年３月２５日

甲 徳島県

徳島県知事 飯泉 嘉門

乙 徳島県徳島市中洲町１丁目５８

徳島県医薬品卸業協会

会 長 程野 克史

-884-



災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人徳島県薬剤師会（以下「乙」
という。）とは，災害医療救護に必要な医薬品等の確保を図るため，次のとお
り協定を締結する。

（趣旨）
第１条 この協定は，徳島県で地震等による大規模災害が発生し，甲が必要な
医薬品等を確保するに当たり，通常の方法では確保が困難な場合，乙から必
要な医薬品等の提供を受けることについて必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条 この協定において大規模災害とは，災害対策基本法（昭和３６年法律
第２２３号）第４０条第１項の規定による甲の地域防災計画に基づく医療救
護活動が必要となるような大規模災害又は甲乙が特に必要と認めた災害の場
合とする。

（要請）
第３条 甲は，大規模災害時において医薬品等が必要となった場合，乙の会員
が保管する医薬品等の提供を要請できるものとする。

２ 乙は，甲から前項の要請を受けたときは，これに協力するものとする。

（要請の方法）
第４条 前条の要請は，書面により行うものとする。ただし，書面により要請
する時間がないときは，口頭により要請し，事後速やかに書面を交付するも
のとする。

２ やむを得ない事情により，甲が乙と連絡が取れない場合は，甲は乙の会員
に対して直接要請することができるものとする。

（要請に基づく乙の措置）
第５条 乙は，第３条の規定に基づいて甲から要請を受けたときは，乙の会員
と連携して，速やかに可能な範囲内で供給に応じるとともに，要請に満たな
いときは代替医薬品供給等を検討し，その措置状況を甲に連絡するものとす
る。

（医薬品等の受取）
第６条 医薬品等の引渡しは，原則として，乙又は乙の会員が指定する場所で，
甲が指定した者等が品目及び数量を確認の上，受け取るものとする。

（医薬品等の価格）
第７条 医薬品等の価格は，災害発生前の価格とする。ただし，災害発生後に
おいて，運搬等の流通経費が大きく変動した場合は，甲乙が協議して定める
ものとする。

9-9
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（代金の支払）
第８条 提供を受けた医薬品等の代金は，当該医薬品を災害救助法に基づく救
助に使用した場合は甲が，それ以外の場合にあっては，提供を受けた者が負
担するものとする。

（取扱窓口）
第９条 この協定の取扱窓口は，甲にあっては保健福祉部薬務課，乙にあって
は，乙の事務局とする。

２ 甲及び乙は，毎年度当初にそれぞれの取扱窓口の連絡担当者及び連絡手段
について，相互に確認するものとする。

（その他）
第１０条 この協定を実施するための必要な事項は，別に定めるものとする。

（有効期間）
第１１条 この協定の有効期間は１年間とする。
２ 前項の期間満了の日の３０日前までに，甲又は乙のいずれからもこの協定
終了の意思表示がない場合は，更に１年間有効期間を延長するものとし，以
後この例によるものとする。

（協議）
第１２条 この協定に定めのない事項は，必要の都度，甲乙が協議して定める
ものとする。

この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両者記名押印
の上，各自その１通を保有するものとする。

平成２８年３月１０日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市中洲町１丁目５８番地
一般社団法人徳島県薬剤師会

会 長 水 口 和 生

9-9
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災害時における医療機器等の調達業務に関する協定書 

 

徳島県（以下「甲」という。）と徳島県医療機器協会 理事長 大島浩輔（以下「乙」とい

う。）とは，災害医療救護に必要な医療機器等の確保を図るため，次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は，次に掲げる場合において，医療機器等を調達する必要があると認めるときは，

乙に対し，徳島県医療機器協会（以下「協会」という。）の会員が保有する医療機器等の

供給を要請することができるものとする。 

（１）県内に災害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。 

（２）県外の災害救助のため，国又は他の都道府県から，医療機器等の調達のあっせんを

要請されたとき。 

（３）その他知事が特に必要と認めるとき。 

 

（医療機器等の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する医療機器等の範囲は，協会の会員が保有する医療機器等で，

災害医療救護活動に必要となる医療機器等，甲が必要とし，乙が了解したものとする。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は，書面により行うものとする。ただし，書面により要請する時間の

ないときは，口頭により要請し，事後速やかに書面を交付するものとする。 

２ やむを得ない事情により，甲が乙と連絡が取れない場合は，甲は直接，協会の会員に対

して要請することができるものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置等） 

第４条 乙は第１条の規定に基づき，甲から要請を受けたときは，速やかに協会の会員が保

有する範囲内において供給に応じるとともに，要請に満たないときは，代替品供給，一般

社団法人日本医療機器販売業協会への支援要請等を検討し，その措置の状況を甲に連絡す

るものとする。 

 

（医療機器等の引渡し） 

第５条 医療機器等の引渡し場所については，甲が指定するものとし，当該指定場所におい

て，甲の指定した者等が品目及び数量を確認の上，甲は乙からの引渡しを受けるものとす

る。 

 

（搬送態勢の確保） 

第６条 医療機器等の搬送については，乙が行うものとする。ただし，乙の搬送経路の確保

及び交通規制区域以内の通行等について，甲は監督官庁との調整など必要な措置を講じる

ものとする。 

 

（医療機器等の価格） 

第７条 医療機器等の取引価格は，災害発生前の平時に通常取引されている価格（乙が引渡

しのため輸送を行った場合は，その輸送費を含む）とする。ただし，災害発生後において，

乙等の仕入価格又は運搬等の流通経費が大きく変動した場合は，甲乙が協議して定める。 

9-10
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（代金の支払） 

第８条 第２条の規定に基づいて受け取った医療機器等の代金は，当該医療機器等を災害救

助法に基づく救助に使用した場合は甲が，それ以外の場合にあっては，提供を受けた者が

負担するものとする。 

 

（訓練への参加） 

第９条 乙は，甲が行う災害訓練等に関し，甲の要請に基づき参加協力するものとする。 

 

（取扱窓口） 

第１０条 この協定の取扱窓口は，甲にあっては保健福祉部薬務課，乙にあっては，協会の

事務局とする。 

２ 甲及び乙は，毎年度当初に，それぞれの取扱窓口の連絡担当者及び連絡手段等について，

相互に確認するものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この協定を実施するための必要な事項は，別に定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は，協定締結の日から１年間とする。 

２ 前項の期間満了の日の３０日前までに，甲又は乙のいずれからもこの協定終了の意思表

示がない場合は，更に１年間有効期間を延長するものとし，以後この例によるものとする。 

 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項は，必要の都度，甲乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両名記名押印の上，各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

平成２８年３月１０日 

 

           甲  徳 島 県 

 

徳島県知事  飯 泉  嘉 門 

 

 

 

           乙  徳島県徳島市応神町応神産業団地４－３０ 

  徳島県医療機器協会 

 

理 事 長  大 島  浩 輔 
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９－１１ 災害・事故等時の医療救護に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と社団法人徳島県医師会（以下「乙」という。）とは、

災害・事故等（以下「災害等」という。）時における医療救護活動に関し、次のとおり協

定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、徳島県地域防災計画に基づき、甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定める。

（計画）

第２条 乙は、医療救護活動を円滑に実施するため、甲と協議し、医療救護班の編成、派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時医療救護計画を作成し、毎年これに検討を

加え、必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は、前項の規定により災害時医療救護計画を作成し、又は修正したときは、これを

甲に提出するものとする。

３ 第１項に規定する医療救護班の構成は、１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名

（医療救護活動）

第３条 甲は、徳島県地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認めた

場合は、乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。

２ 乙は、甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成、派遣し、医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は、前項の規定によるほか、大規模災害時等において情報、通信等の途絶により甲

からの派遣要請がない場合にあっては、自らの判断により医療救護班を派遣することが

できる。

４ 乙は、前項の規定により医療救護班を派遣した場合は、速やかに甲にその旨を報告す

るものとする。

（医療救護班の活動場所）

第４条 医療救護班は、甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において、医療救護活動を実施するものとする。

（業務）

第５条 医療救護班の業務は次のとおりとする。

(1) 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務）

(2) 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定

(3) 重症者の応急処置及び中等症者に対する処置

(4) 転送困難な傷病者及び避難所等における軽症者に対する医療

(5) 助産

(6) 死亡の確認及び遺体の検案への協力
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(7) その他医療救護に関すること

（指揮命令）

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定する者が行

うものとする。

（医薬品の補給等）

第７条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、医療救護班の輸送、通信の確保等、医療救護

活動が円滑にできる必要な措置を講ずるものとする。

（医療費等）

第８条 医療救護所等、第４条に規定する活動場所における患者（被災者）の医療・助産

費は無料とする。

２ 後方支援施設における医療・助産費は、原則として患者（被災者）負担とする。

（費用弁償等）

第９条 甲の要請に基づき、乙が医療救護等を実施した場合に要する次の費用は、甲が負

担するものとする。

(1) 医療救護班の編成及び派遣に要する経費

(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合は、その実費

(3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助金

２ 前項に規定する費用弁償等の額については、災害救助法に基づく政令・規則の例によ

る。

（調整）

第10条 乙は、市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療助産対策が円滑に実施され

るよう、郡市医師会に対し必要な調整を行うものとする。

２ 乙は、会員が自主的に各地域における防災訓練等に参加するよう、指導するものとす

る。

（求償権）

第11条 第８条及び第９条の規定は、災害等の発生に係る責任者（債務者）に対する求償

権を放棄するものではない。

（細則）

第12条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定めるものとする。

（協議）

第13条 前各条に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。

（期間）

第14条 この協定の有効期間は、平成16年11月１日から平成21年10月31日までとする。た

だし、期間満了の１ヶ月前までに、いずれも相手方に対し当協定の破棄の通知がなされ
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ないときは、期間満了翌日から向こう５年間更新するものとし、以後満了の時も同様と

する。この協定の締結を称するため、この協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。

（旧協定書）

第15条 平成６年６月１日付けで締結した災害・事故等時の医療救護に関する協定書につ

いては、この協定の締結をもって廃止するものとする。

平成16年11月１日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 社団法人 徳島県医師会

会長 中 川 利 一
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９－１４ 大規模災害時における災害支援活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人徳島県理学療法士会（以下「乙」とい

う。）は，大規模災害時における災害支援活動に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，大規模災害が発生した場合，甲の要請により乙が甲に協力して実施

する災害支援活動に関して必要な事項を定める。

（災害支援）

第２条 甲は，災害時において甲が行う災害支援活動に必要があると認めた場合は，乙に

協力を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの協力要請を受けた場合は，速やかに災害支援班を編制，派遣し，甲が

指示する場所において災害支援活動を実施するものとする。

（業務）

第３条 災害支援班の業務は，理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第 137 号）
に規定された業務とする。

（指揮命令）

第４条 災害支援班に係る指揮命令及び災害支援活動の連絡調整は，甲が指定する者が行

うものとする。

（連絡責任者の指定）

第５条 協力要請の手続を円滑に行うため，甲乙両者は事前に連絡責任者及び副連絡責任

者を定め文書で報告するものとする。

（医療費等）

第６条 第２条に規定する活動場所における被災者の医療費等は，無料とする。

（費用弁償等）

第７条 この協定による災害支援班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した衛生材料等の実費）については，災害救助法施行細則（昭和３８

年徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に補償するものとする。

２ この協定に基づき災害支援活動に従事する職員がこの協定に基づき行う災害支援活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原
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因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

（細則）

第８条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，これ

を決定するものとする。

（期間）

第９条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協定

の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知が

なされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時も

同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年１２月２５日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島市上八万町西山９１０

一般社団法人徳島県理学療法士会

会 長 中 村 武 司
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９－１５ 大規模災害時における災害支援活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人徳島県作業療法士会（以下「乙」とい

う。）は，大規模災害時における災害支援活動に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，大規模災害が発生した場合，甲の要請により乙が甲に協力して実施

する災害支援活動に関して必要な事項を定める。

（災害支援）

第２条 甲は，災害時において甲が行う災害支援活動に必要があると認めた場合は，乙に

協力を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの協力要請を受けた場合は，速やかに災害支援班を編制，派遣し，甲が

指示する場所において災害支援活動を実施するものとする。

（業務）

第３条 災害支援班の業務は，理学療法士及び作業療法士法（昭和 40 年法律第 137 号）
に規定された業務とする。

（指揮命令）

第４条 災害支援班に係る指揮命令及び災害支援活動の連絡調整は，甲が指定する者が行

うものとする。

（連絡責任者の指定）

第５条 協力要請の手続を円滑に行うため，甲乙両者は事前に連絡責任者及び副連絡責任

者を定め文書で報告するものとする。

（医療費等）

第６条 第２条に規定する活動場所における被災者の医療費等は，無料とする。

（費用弁償等）

第７条 この協定による災害支援班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した衛生材料等の実費）については，災害救助法施行細則（昭和３８

年徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に補償するものとする。

２ この協定に基づき災害支援活動に従事する職員がこの協定に基づき行う災害支援活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原
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因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

（細則）

第８条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，これ

を決定するものとする。

（期間）

第９条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協定

の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知が

なされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時も

同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年１２月２５日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島市大原町大神子１９

一般社団法人徳島県作業療法士会

会 長 岩 佐 英 志
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９－１６ 災害時における薬剤師の医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と社団法人徳島県薬剤師会（以下「乙」という。）は，

災害発生時における薬剤師の医療救護活動に関し,次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づく医療救護活動に係る乙の協力に関し,

必要な事項を定める。

（派遣要請）

第２条 甲は,医療救護活動に伴う服薬指導及び医薬品の管理等を実施する必要が生じた

場合は,乙に対し,薬剤師の派遣を要請するものとする。

２ 乙は，前項の規定により甲から要請を受けた場合には，直ちに薬剤師で構成する班(以

下「薬剤師班」という。)を編成し，災害現場等に設置する医療救護所及び医薬品の集

積所等に派遣するものとする。

３ 第１項の規定による要請は，原則として文書をもって行うこととする。ただし，災

害の状況により緊急を要する場合は，口頭をもって行うことができる。

（薬剤師班の業務）

第３条 薬剤師班は，甲又は市町村が設置する医療救護所及び医薬品等の集積所等にお

いて医療救護活動を行うものとする。

２ 薬剤師班の業務は，次のとおりとする。

（１）医療救護所における服薬指導及び調剤

（２）医療救護所及び医薬品の集積所等における医薬品等の仕分け及び管理

（指揮命令）

第４条 薬剤師班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は，甲が指定する者が行

うものとする。

（医薬品の備蓄・輸送）

第５条 薬剤師班は，原則として甲が提供する医薬品等を使用するものとする。

２ 医薬品等の輸送は，原則として甲が指定する者が行うものとする。

(費用弁償等）

第６条 甲の要請に基づき，乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は，甲

が負担するものとする。

（１）薬剤師班の編成及び派遣に要する経費

（２）薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し，疾病にかかり，又は死亡し

た場合の扶助金

２ 前項の規定による費用弁償等の額については，甲乙協議の上，別に定めるものとす

る。
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（訓練）

第７条 乙は，甲から要請があった場合は，甲が実施する訓練に参加するものとする。

（細目協定）

第８条 この協定を実施するための必要な事項については，別に定めるものとする。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は，甲乙協議の上，

定めるものとする。

（有効期間）

第１０条 この協定の有効期間は，平成１９年２月１３日から平成２４年２月１２日ま

でとする。ただし，この協定の有効期間の終了する１か月前までに，甲又は乙から何

らの申出がない場合は，有効期間は更に１年間更新されるものとし,以降もまた同様と

する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自その

１通を保有するものとする。

平成１９年２月１３日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市中洲町１丁目５８番地

社団法人徳島県薬剤師会

会 長 南 博
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災害・事故等時における歯科医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と社団法人徳島県歯科医師会（以下「乙」という ）は，。
災害・事故等時（以下「災害等時」という｡)における歯科医療救護活動に関し，次のとお
り協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲が行う歯科医療救護活動に対する

乙の協力に関し，必要な事項を定めるものとする。

（計画）
第２条 乙は，歯科医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，歯科医療救護班の

編成，派遣その他歯科医療救護活動の実施に関する災害時医療救護計画を作成し，毎年
これに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は，前項の規定により災害時医療救護計画を作成し，又は修正しかときは，これを
甲に提出するものとする。

， 。３ 第１項に規定する歯科医療救護班の構成は １班当たり原則として次のとおりとする
（１）歯科医師
（２）歯科衛生士又は歯科技工土等
（３）連絡要員

（歯科医療救護活動）
第３条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，歯科医療救護活動を実施する必要があると

認めた場合は，乙に対し歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
２ 乙は，甲から要請を受けた場合は，直ちに歯科医療救護班を編成，派遣し，歯科医療

救護活動を実施するものとする。
３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において情報，通信等の途絶に

より甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により歯科医療救護班を派遣
することができる。

４ 乙は，前項の規定により歯科医療救護班を派遣した場合は，速やかに甲にその旨を報
告するものとする。

（歯科医療救護班の活動場所）
第４条 歯科医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が

指示する場所において，歯科医療救護活動を実施するものとする。

（業務）
第５条 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。

（１）歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
（２）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
（３）避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導
（４）検視・検案に際しての法歯学上の協力
（５）その他医療救護に関すること

（指揮命令）
第６条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び歯科医療救護活動の連絡調整は，甲が指定す

る者が行うものとする。

（医薬品の補給等）
第７条 甲は，医薬品及び衛生材料の補給，歯科医療救護班の輸送，通信の確保等，歯科

医療救護活動が円滑にできる必要な措置を講ずるものとする。

（医療費等）
第８条 医療救護所等，第４条に規定する活動場所における患者（被災者）の医療費は無

料とする。
２ 後方支援施設における医療費は，原則として患者（被災者）負担とする。
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（費用弁償等）
第９条 甲の要請に基づき，乙が医療救護等を実施した場合に要する次の費用は，甲が負

担するものとする。
（１）歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費
（２）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合は，その実費

, ,(３) 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において負傷し 疾病にかかり
又は死亡した場合の扶助金

２ 前項に規定する費用弁償等の順については，災害救助法に基づく政令・規則の例によ
る。

(調整）
第１０条 乙は，郡市歯科医師会に対し，歯科医療救護活動が円滑に行われるよう，必要

な調整を行うものとする。

(訓練)
第１１条 乙は，甲から要請があった掛合は，甲が実施する訓練に参加するものとする。

(求償権)
第１２条 第８条及び第９条の規定は，災害等の発生に係る責任者(債務者)に対する求

債権を放棄するものではない。

(細目)
第１３条 この協定を実施するために必要な事項については，別に定めるものとする。

(協議)
第１４条 前各条に定めない事項については，甲乙協議の上，決定するものとする。

(有効期間)
第１５条 この協定の有効期間は，平成２０年２月７日から平成２５年２月６日までとす

る。ただし，期間満了の圭か月前までに 甲又は乙から何らか申し出がない場合は，期
間満了の口の翌日から更に１年間更新するものとし，以後これと同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自その１
通を保有するものとする。

平成２０年２月７日

甲 徳 島 県

徳島県知事

乙 徳島県徳島市北田宮１丁目８番６５号

社団法人 徳島県歯科医師会

会 長
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災害・事故等時の医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と社団法人徳島県看護協会（以下「乙」とい
う。）は、災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動
に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は，徳島県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づ
き，甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し，必要な事項を定めるもの
とする。

（計画）
第２条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，看護班の編成，
派遣その他医療救護活動の実施に関する災害時医療救護計画を作成し，毎年こ
れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は，前項の規定により災害時医療救護計画を作成し，又は修正したときは，
これを甲に提出するものとする。

（医療救護活動）
第３条 甲は，防災計画に基づき，医療救護活動を実施する必要があると認めた
場合は，乙に対し看護班の派遣を要請するものとする。

２ 乙は，甲から要請を受けた場合は，直ちに看護班を編成，派遣し，医療救護
活動を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において情報，通信等
の途絶により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により看護
班を派遣することができる。

４ 乙は，前項の規定により看護班を派遣した場合には，速やかに甲にその旨を
報告するものとする。

（看護班の活動場所）
第４条 看護班は，甲が災害現場等に設置する避難所等その他甲が指示する場所
において，医療救護活動を実施するものとする。

（看護班の業務）
第５条 看護班の業務は，次のとおりとする。
（１）傷病者の避難所等における応急看護及び看護
（２）その他必要な事項

（指揮命令）
第６条 看護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は，甲が指定する者
が行うものとする。

（看護班の輸送等）
第７条 甲は，看護班の搬送，通信の確保及びその他医療救護活動の円滑な実施
について必要な措置を講ずる。

（医薬品等の供給）
第８条 現場において医療従事者が使用する医薬品等については，当該看護班が
携行するもののほか，市町村長又は避難所等の管理者が必要な措置を講ずる。

（報告）
第９条 乙は，派遣した看護班の医療救護活動を記録し，甲に報告するものとす
る。

２ 乙は，派遣した医療従事者に事故等が発生したときは，甲に報告するものと
する。

（費用弁償等）
第10条 甲の要請に基づき，乙が派遣した看護班が救護活動を実施した場合に要
する次の費用は，甲が負担するものとする。
（１）看護班の派遣に要する費用
（２）医療従事者が，医療救護活動において負傷し，疾病にかかり，又は死亡

した場合の扶助金
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２ 前項に規定する費用弁償等の額については，災害救助法に基づく政令・規則
の例による。

（訓練）
第11条 乙は，甲から要請があった場合は，甲が実施する訓練に参加するものと
する。

（求償権）
第12条 第10条の規定は，災害等の発生に係る責任者（債務者）に対する求償権
を放棄するものではない。

（細目）
第13条 この協定に定めるもののほか，この協定を実施するために必要な事項は，
別に定めるものとする。

（協議）
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは，甲
と乙とが協議して定めるものとする。

（有効期間）
第15条 この協定の有効期間は，平成２０年２月１２日から平成２５年２月１１
日までとする。ただし，期間満了の１か月前までに，甲又は乙から何らか申し
出がない場合は，期間満了の日の翌日から更に１年間更新するものとし，以後
これと同様とする。

この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両者記名押印
の上，各自その１通を保有するものとする。

平成２０年２月１２日

甲 徳 島 県

徳島県知事

乙 徳島県徳島市北田宮１丁目３２９番地１８

社 団 法 人 徳島県看護協会

会 長
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災害時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人徳島県助産師会（以下「乙」という。）とは，

災害時における医療救護活動（以下「医療救護活動」という。）に関し，次のとおり協定を締結

する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき，甲の要請に

より乙が甲に協力して実施する医療救護活動に関して必要な事項を定める。

（助産師の派遣）

第２条 甲は，防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し助産師の派遣を要請するものとする。

２ 乙は，前項の要請を受けた場合は，速やかに助産師を派遣し，甲が指示する場所において，医療

救護活動を実施するものとする。

（助産師の業務）

第３条 乙が派遣する助産師の業務は，次のとおりとする。

(1) 妊産婦に対するケア及び保健指導

(2) 分娩の介助

(3) じょく婦及び乳幼児に対するケア及び保健指導

(4) その他必要な事項

（指揮命令）

第４条 この協定に基づき助産師が行う医療救護活動に係る指揮命令及び連絡調整は，甲が指定

する者が行うものとする。

（助産師の移動手段）

第５条 甲は，医療救護活動が円滑に実施できるよう，助産師の移動手段について，必要な措置

を講ずる。

（医薬品等の供給）

第６条 災害救助法による救助の際，乙が派遣する助産師が使用する医薬品等は，当該助産師が

携行するものとする。

（費用弁償等）

第７条 この協定による助産師の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務手当，旅費，使

用した医薬品等実費）については，災害救助法施行細則（昭和38年徳島県規則第37号）の例により，

甲が乙に補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動又は訓

練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険法（昭和22年法律

第50号），又は地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基づく申請の手続きを行うものと

する。
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３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原因となっ

た第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙に対して「災害に伴

う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭和39年徳島県条例第64号）」

に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として支給することができる。

（細目）

第８条 この協定を実施するために必要な事項は，別に定める。

（協議）

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じた場合は，甲乙協議の上，定める

ものとする。

（期間）

第10条 この協定書の有効期間は，協定の日から起算して1年間とする。ただし，この協定の有

効期間満了の１ヶ月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知がなされな

いときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自その１通を保

有するものとする。

平成２６年３月１１日

甲 徳 島 県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市沖浜東３丁目７１

一般社団法人徳島県助産師会

会 長 小 島 泰 代
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９－２０ 徳島県災害拠点病院の災害時等の医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と徳島県（以下「乙」という。）は、災害・事故等時（災

害時等）における医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、徳島県地域防災計画に基づき、甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害拠点病院の責務）

第２条 乙は、災害拠点病院としての役割を自覚し、その機能の整備充実に努力するとと

もに、災害時等においては、別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき、災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し、甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

（災害拠点病院の主たる業務）

第３条 乙は、医療救護活動にあたり、以下の事項を主たる業務とする。

(1) 可能な限りの傷病者受入

(2) 自己完結型の医療救護班派遣

(3) 重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備

(4) 広域患者搬送への対応

(5) 医療物資等の確保供給活動

(6) 災害医療情報の収集・発信

(7) その他、医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は、徳島県地域防災計画に基づき、必要に応じて、乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は、速やかに医療救護班を編成、派遣し、医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は、前項の規定による場合のほか、大規模災害時等において、情報、通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては、自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 乙が、前項の規定により医療救護班を派遣した場合には、速やかに甲に報告し承認を

受けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は、甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は、１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は、甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において、医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は、

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は、原則として乙が行うこととするが、交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は、医療救護活動を円滑に実施するため、甲と協議し、医療救護班の編成、派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し、毎年こ

れに検討を加え、必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理、及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は、日ごろから災害に備え、職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに、甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり、乙が要した経費（日当、時間外勤務

手当、旅費、使用した薬剤・治療材料、破損した医療器具等の実費）については、徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により、甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、乙は、労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号）、又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）に
基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合、又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合、甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療、助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 条）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は、同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、これ

を決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は、協定の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の１か月前までに、甲、乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは、期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし、以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有す
る。

平成 1９年２月１日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県

徳島県病院事業管理者 塩 谷 泰 一
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と 日本赤十字社徳島県支部（以下「乙」という｡）は，

災害・事故等時（以下「災害等時」という｡）における医療救護活動「以下「医療救護活

動」という｡）に関し，次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害拠点病院の責務)

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

(災害拠点病院の主たる業務)

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

( )可能な限りの傷病者受入1
( )自己完結型の医療救護班派遣2
( )重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備3
( )広域患者搬送への対応4
( )医療物資等の確保供給活動5
( )災害医療情報の収集・発信6
( )その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項7

(医療救護班の派遣)

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

( )医 師 １名1
( )看護師 ２名2
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（ ）連絡要員 １名3
６ 甲は，乙が実施する医療救護活動については，日本赤十字社の特性に鑑み，その自主

性を尊重するものとする。

(医療救護班の活動場所)

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

(指揮命令)

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

(医療救護哀の輸送等)

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他聚

急を要する場合は甲が行うものとする。

(平時の準備)

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し 医療救護班の編成，派;
遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 年法律第 号 ，又は地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号）22 50 42 121）

に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対しで「災害に伴う応急措置の業務に従事した考に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号 」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として）

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と
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いう｡）を締結している病院について，災害救助法（昭和 年法律第 条）第 条22 118 32
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。

(協議)

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

(期間)

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有す

る。

平成１９年７月１０日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市庄町３丁目１２２番地１

日本赤十字社徳島県支部

支 部 長 飯 泉 嘉 門

代理人

徳島県徳島市庄町３丁目１２番地１

日本赤十字社徳島県支部

事 務 局 長 鎌 田 啓 三
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と 健康保険鳴門病院（以下「乙」という｡）は，災害・

事故等時 （以下「災害等時」という｡）における医療救護活動（以下「医療救護活動」と,
いう｡）に関し，次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害拠点病院の責務)

第２条 乙は，災害拠点病院としでの役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

(災害拠点病院の主たる業務)

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

( )可能な限りの傷病者受入1
( )自己完結型の医療救護班派遣2
( )重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備3
( )広域患者搬送への対応4
( )医療物資等の確保供給活動5
( )災害医療情報の収集・発信6
( )その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項7

(医療救護班の派遣)

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動'
を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

( )医 師 １名1
( )看護師 ２名2
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( )連絡要員 １名8

(医療救護班の活動場所)

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は道雄所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を｡実施するものとする。

(指揮命令)

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

(医療救護班の輸送等)

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

(平時の準備)

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 との協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 年法律第 号 ，又は地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号）22 50 42 121）

に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号 」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として）

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう｡）を締結している病院について，災害救助法（昭和 年法律第 条）第 条22 118 32
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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(協議)

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

(期間)

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有す

る。

平成１９年７月１０日

甲 徳島県

徳 島県 知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番地１

健康保険鳴門病院

院 長 増 田 和 彦
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）とＪＡ徳島厚生連吉野川医療センター（以下「乙」とい

う。）は，災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医

療救護活動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害拠点病院の責務）

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害時等においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

（災害拠点病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 可能な限りの傷病者受入

(2) 自己完結型の医療救護班派遣

(3) 重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備

(4) 広域患者搬送への対応

(5) 医療物資等の確保供給活動

(6) 災害医療情報の収集・発信

(7) その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名
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(3) 連絡要員 １名

（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８年徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に補償す

るものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，死亡し，疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，乙

は，労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭
和 42年法律第 121号）に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 条）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２７年５月４日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島１２０

ＪＡ徳島厚生連 吉野川医療センター

院 長 橋 本 寬 文
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と つるぎ町立半田病院（以下「乙」という｡）は，災

害・事故等時（以下「災害等時」という｡）における医療救護活動（以下「医療救護活

動」という｡）に関し，次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害拠点病院の責務)

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

(災害拠点病院の主たる業務)

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

( )可能な限りの傷病者受入1
( )自己完結型の医療救護班派遣2
( )重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備3
( )広域患者搬送への対応4
( )医療物資等の確保供給活動5
( )災害医療情報の収集・発信6
( )その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項7

(医療救護班の派遣)

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

( )医 師 １名1
( )看護師 ２名2
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（ ）連絡要員 １名3

(医療救護班の活動場所)

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

(指揮命令)

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

(医療救護班の輸送等)

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

(平時の準備)

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に開する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体鱗の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 年法律第 号 ，又は地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号）22 50 42 121）

に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と蕗める場合，甲は乙

に対して「災吉に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号 」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として）

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう｡）を締結している病院について，災害救助法（昭和 年法律第 条）第 条22 118 82
に基づく契約に該当する活動をした場合は，間契約を優先適用するものとする。
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(協議)

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

(期間)

第１１条 この協定の有効期間は，協定め日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有す

る。

平成１９年７月１０日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中薮２３４番地１

つるぎ町立半田病院

病院事業管理者 三 村 經 夫
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と 海陽町立海南病院（以下「乙」という｡）は，災害・

事故等時（以下「災害等時」という｡）における医療救護活動（以下「医療救護活動」と

いう｡）に関し，次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害拠点病院の責務)

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

(災害拠点病院の主たる業務)

第 条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。3
（ ）可能な限りの傷病者受入1
（ ）自己完結型の医療救護班派遣2
（ ）重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備3
（ ）広域患者搬送への対応4
（ ）医療物資等の確保供給活動5
（ ）災害医療情報の収集・発信6
（ ）その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項7

(医療救護班の派遣)

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

（ ）医 師 １名1
（ ）看護師 ２名2
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( )連絡要員 １名3

(医療救護班の活動場所)

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

(指揮命令)

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

(医療救護班の輸送等)

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

(平時の準備)

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 年法律第 号 ，又は地方公務員災害補償法（昭和 年法律第 号）22 50 42 121）

に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号 」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として）

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう｡）を締結している病院について，災害救助法（昭和 年法律第 条）第 条22 118 32
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。

9-25

-926-



(協議)

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

(期間)

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有す

る。

平成１９年７月１０日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６番地１

海陽町立海南病院

院 長 小 原 卓 爾

9-25

-927-



災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と阿南医療センター（以下「乙」という。）は，災害・事

故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」とい

う。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害拠点病院の責務）

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害時等においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動に当たるものとする。

（災害拠点病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動に当たり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 可能な限りの傷病者受入れ

(2) 自己完結型の医療救護班派遣

(3) 重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備

(4) 広域患者搬送への対応

(5) 医療物資等の確保供給活動

(6) 災害医療情報の収集・発信

(7) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

9-26
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(3) 連絡要員 １名

（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８年徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に補償す

るものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，死亡し，疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，乙

は，労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号），又は地方公務員災害補償法

（昭和４２年法律第１２１号）に基づく申請の手続を行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭和

３９年徳島県条例第６４号）の規定に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金とし

て支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約を締結している病

院について，災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第１６条に基づく契約に該当す

る活動をした場合は，当該契約を優先適用するものとする。

9-26
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙両者協議の上，

これを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各 1 通を保
有する。

令和元年５月１日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県阿南市宝田町川原６番地１

阿南医療センター

院 長 玉 置 俊 晃

9-26
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９－２８ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と 徳島大学病院（以下「乙」という。）は，災害・事故

等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」とい

う。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害拠点病院の責務）

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害時等においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

（災害拠点病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 可能な限りの傷病者受入

(2) 自己完結型の医療救護班派遣

(3) 重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備

(4) 広域患者搬送への対応

(5) 医療物資等の確保供給活動

(6) 災害医療情報の収集・発信

(7) その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名
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(3) 連絡要員 １名

（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 条）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年４月５日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地１

徳島大学病院

病 院 長 安 井 夏 生
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９－２９ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と 徳島市民病院（以下「乙」という。）は，災害・事故

等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」とい

う。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害拠点病院の責務）

第２条 乙は，災害拠点病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力するとと

もに，災害時等においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害拠点

病院間はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護活

動にあたるものとする。

（災害拠点病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 可能な限りの傷病者受入

(2) 自己完結型の医療救護班派遣

(3) 重篤救急患者の救命医療を行える診療機能の整備

(4) 広域患者搬送への対応

(5) 医療物資等の確保供給活動

(6) 災害医療情報の収集・発信

(7) その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

-934-



(3) 連絡要員 １名

（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設設

備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 条）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年４月５日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市北常三島町２丁目３４番地

徳島市民病院

徳島市病院事業管理者 露 口 勝
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９－３０ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と田岡病院（以下「乙」という。）は，災害・事故等時

（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」という。）に

関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動にあたるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名

-937-



（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年１１月１日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市万代町４丁目２番地２

医療法人倚山会 田岡病院

院 長 吉 岡 一 夫

-939-



９－３１ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）とホウエツ病院（以下「乙」という。）は，災害・事故等

時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」という。）

に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動にあたるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動にあたり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うにあたっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日ごろから災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動にかかる訓練を

自主的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣にあたり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島

県災害救助法施行細則（昭和３８．６．４徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に

補償するものとする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙

に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭

和３９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として

支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各 1 通を保有す
る。

平成２４年１１月１日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南１３０番地３

医療法人芳越会 ホウエツ病院

院 長 林 秀 樹
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９－３２ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）とＪＡ徳島厚生連阿波病院（以下「乙」という。）は，災

害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活

動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条

例（昭和 39 年徳島県条例第 64 号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金と
して支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その 1 通を
保有するものとする。

平成２５年９月１７日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下１９０－１

ＪＡ徳島厚生連 阿波病院

院 長 藤 原 晴 夫
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９－３３ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と那賀町立上那賀病院（以下「乙」という。）は，災害・

事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活動」と

いう。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条

例（昭和 39 年徳島県条例第 64 号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金と
して支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その 1 通を
保有するものとする。

平成２５年９月１７日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県那賀郡那賀町小浜１３７－１

那賀町立上那賀病院

院 長 鬼 頭 秀 樹
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９－３４ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と三好市国民健康保険市立三野病院（以下「乙」とい

う。）は，災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医

療救護活動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条

例（昭和 39 年徳島県条例第 64 号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金と
して支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その 1 通を
保有するものとする。

平成２５年９月１７日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県三好市三野町芝生１２７０番地３０

三好市国民健康保険 市立三野病院

院 長 中 西 嘉 巳
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９－３５ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター（以下

「乙」という。）は，災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動

（以下「医療救護活動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条

例（昭和 39 年徳島県条例第 64 号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金と
して支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その 1 通を
保有するものとする。

平成２５年９月１７日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県板野郡板野町大寺字大向北１－１

独立行政法人国立病院機構 東徳島医療センター

院 長 長 瀬 教 夫
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９－３６ 災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と独立行政法人国立病院機構徳島病院（以下「乙」とい

う。）は，災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医

療救護活動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動にあたり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送にあたる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続きを行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条

例（昭和 39 年徳島県条例第 64 号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金と
して支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約（以下「契約」と

いう。）を締結している病院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第 32 条
に基づく契約に該当する活動をした場合は，同契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙協議の上，こ

れを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その 1 通を
保有するものとする。

平成２５年９月１７日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県吉野川市鴨島町敷地１３５４番地

独立行政法人国立病院機構 徳島病院

院 長 足 立 克 仁
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災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という｡）と，徳島県（以下「乙」という｡）とは，徳島ＤＭＡＴ運用

計画（以下「運用計画」という｡）第５条第２項に基づき，次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

(派遣要請等)

第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島ＤＭＡＴが出動し医療救護活動を行う

必要が生じたときは，乙に対して徳島ＤＭＡＴの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島ＤＭＡＴの出動が可能と判断したときには，徳島Ｄ

ＭＡＴを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島ＤＭＡＴを出動させた

ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

。４ 前項の規定により甲が承認した徳島ＤＭＡＴの出動は 甲の要請に基づく出動とみなす,

(指揮命令系統等)

第３条 乙が出動させた徳島ＤＭＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す

る者が行う。

２ 徳島ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のＤ

ＭＡＴ受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島ＤＭＡＴの活動をする者の身分については，乙の管理

下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島ＤＭＡＴは次の活動を行うものとする。

（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島ＤＭＡＴは，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に

対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島ＤＭＡＴは，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確

保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島ＤＭＡＴの

活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴが，前条に定める活動を実施した場

合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島ＤＭＡＴの出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一

義的に甲が乙に対して弁償するものとする。

9-37
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(災害救助法適用時の実費弁償)

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの隊員が，災害救助法第２４条の規

定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

(待機に係る費用)

第７条 徳島ＤＭＡＴの待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とす

るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの隊員が，その業務に従事し

たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは 「災，

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号 」に定めるところによりその損害を補償するものとする。）

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの活動における事故等に対応する

ため損害賠償保険に加入するものとする。

(体制の整備)

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島ＤＭＡＴの出動体制

の整備に努めるものとする。

(協議)

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため 本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。, ,

平成２１年 ７月３１目

甲 徳 島 県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳 島 県

徳島県病院事業管理者 塩 谷 秦 一
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

徳島県（以下「甲」という｡）と，日本赤十字社徳島県支部長（以下「乙」という｡）と
は，徳島 運用計画（以下「運用計画」という｡）第５条第２項に基づき，次のとおりDMAT
協定を締結する。

（目的）
第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命
率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）
第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行うDMAT

必要が生じたときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT
２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT

を出動させる。DMAT
３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を出動させたDMAT

ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。
， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

（指揮命令系統等）
第３条 乙が出動させた徳島 に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT

る者が行う。
２ 徳島 が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のDMAT

受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT
３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT

下にあるものとする。

（活動）
第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動
（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）
（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）
２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT

対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す
る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確DMAT
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）
第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 が，前条に定める活動を実施した場DMAT

合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。
（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費
（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費
２ 被災した市町村又は他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，
甲が乙に対して徳島 の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一DMAT
義的に甲が乙に対して弁償するものとする。

（災害救助法適用時の実費弁償）
第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT

定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行
令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。
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(待機に係る費用)
第７条 徳島 の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT

るものとする。

(損害補償)
第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT

たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは，｢災
害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和３９年徳島県
条例第６４号)｣に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）
第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT

の整備に努めるものとする。

(協議)
第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)
第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。,

平成２１年７月３１日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市庄町３丁目１２番地１

日本赤十字社徳島県支部

支 部 長 飯 泉 嘉 門

代理人

徳島県徳島市庄町３丁目１２番地１

日本赤十字社徳島県支部

事務局長 三 木 章 男
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

徳島県（以下「甲」という｡）と，健康保険鳴門病院長（以下［乙］という｡）とは，徳

島 運用計画（以下「運用計画」という｡）第５条第２項に基づき，次のとおり協定をDMAT
締結する。

(目的)

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

(派遣要請等)

第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行うDMAT
必要が生じたときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT
を出動させる。DMAT

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を出動させたDMAT
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

(指揮命令系統等)

第３条 乙が出動させた徳島 に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT
る者が行う。

２ 徳島ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の

受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT
３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT

下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確DMAT
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 が，前条に定める活動を実施した場DMAT
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島 の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一DMAT
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義的に甲が乙に対して弁償するものとする。

(災害救助法適用時の実費弁償)

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

(待機に係る費用)

第７条 徳島 の待機に要する費用は ･県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT ,
るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは 「災，

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号 」に定めるところによりその損害を補償するものとする。）

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT
ため損害賠償保険に加入するものとする。

(体制の整備)

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT
の整備に努めるものとする。

(協議)

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため 本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。, ,

平成２１年７月３１日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番

健康保険鳴門病院

院 長 増 田 和 彦
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災害派遣医療チーム（DMAT）の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と，阿南医療センター（以下「乙」という。）とは，徳島 DMAT
運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 DMAT が出動し医療救護活動を行う必要が生じた
ときは，乙に対して徳島 DMATの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 DMAT の出動が可能と判断したときには，徳島
DMATを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 DMAT を出動させた
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

４ 前項の規定により甲が承認した徳島 DMATの出動は，甲の要請に基づく出動とみなす。

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 DMAT に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す
る者が行う。

２ 徳島 DMAT が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の
DMAT受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 DMAT の活動をする者の身分については，乙の管理
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 DMATは次の活動を行うものとする。
(１）消防機関等と連携し，情報収集伝達，トリアージ，救急医療等を行うこと。（現場活動）

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと。（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと。（病院支援）

２ 徳島 DMAT は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る。（広域医療搬送）

３ 徳島 DMAT は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲及び乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 DMAT
の活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT が，前条に定める活動を実施した場
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等からの要請に基づき，甲が乙に対して徳島 DMAT の
出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一義的に甲が乙に対して弁償する

ものとする。
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（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，災害救助法（昭和２２年
法律第１１８号）第７条の規定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，同法

第１８条及び災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第５条の定めるところによ

り費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 DMAT の待機に要する費用は，甲からの要請の有無にかかわらず乙の負担と
するものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，その業務に従事し
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の活動における事故等に対応する
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応が取れるよう，組織内の連絡，徳島 DMAT の出動体制
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙両者が協議して定めるものとする。

（適用）

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各１通を保有

する。

令和元年５月１日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県阿南市宝田町川原６番地１

阿南医療センター

院 長 玉 置 俊 晃
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

DMAT徳島県 以下 甲 という｡ と 徳島大学病院長 以下 乙 という｡ とは 徳島（ 「 」 ） ， （ 「 」 ） ，

（ 「 」 ） ， 。運用計画 以下 運用計画 という｡ 第５条第２項に基づき 次のとおり協定を締結する

(目的)

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

(派遣要請等)

第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行うDMAT
必要が生じたときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT
ＤＭＡＴを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を出動させたDMAT
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

(指揮命令系統等)

第３条 乙が出動させた徳島 に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT
る者が行う。

２ 徳島 が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のDMAT
受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確DMAT
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 が，前条に定める活動を実施した場DMAT
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島ＤＭＡＴの出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一

義的に甲が乙に対して弁償するものとする。
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(災害救助法適用時の実費弁償)

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

(待機に係る費用)

第７条 徳島 の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT
るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは 「災，

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号 」に定めるところによりその損害を補償するものとする。）

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT
ため損害賠償保険に加入するものとする。

(体制の整備)

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT
の整備に努めるものとする。

(協議)

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。,

平成２１年７月３１日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市蔵本町２丁目５０番地１

徳島大学病院

病 院 長 香 川 征
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災害派遣医療チーム（DMAT）の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と，JA徳島厚生連吉野川医療センター（以下「乙」という。）
とは，徳島 DMAT運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき，次のとお
り協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 DMAT が出動し医療救護活動を行う必要が生じた
ときは，乙に対して徳島 DMATの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 DMAT の出動が可能と判断したときには，徳島
DMATを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 DMAT を出動させた
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

４ 前項の規定により甲が承認した徳島 DMATの出動は，甲の要請に基づく出動とみなす。

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 DMAT に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す
る者が行う。

２ 徳島 DMAT が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の
DMAT受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 DMAT の活動をする者の身分については，乙の管理
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 DMATは次の活動を行うものとする。
(１）消防機関等と連携し，情報収集伝達，トリアージ，救急医療等を行うこと（現場活動）

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 DMAT は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る。（広域医療搬送）

３ 徳島 DMAT は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 DMAT の
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT が，前条に定める活動を実施した場
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村または他都道府県等からの要請に基づき，甲が乙に対して徳島 DMAT
の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一義的に甲が乙に対して弁償す
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るものとする。

（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，災害救助法（昭和２２年
法律第１１８条）第２４条の規定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，同

法第３３条及び同法施行令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 DMAT の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とす
るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，その業務に従事し
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，「災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）」に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の活動における事故等に対応する
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 DMAT の出動体制
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

（適用）

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。

平成２７年５月４日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島１２０

JA徳島厚生連 吉野川医療センター

院 長 橋 本 寬 文
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

徳島県知事（以下「甲」という｡）と，医療法人倚山会田岡病院長（以下「乙」という｡）

とは，徳島 運用計画（以下「運用計画」という｡）第５条第２項に基づき，次のとおDMAT
り協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療教護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行うDMAT
必要が生じたときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT
２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT

を出動させるDMAT
３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を出動させたDMAT

ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT
る者が行う。

２ 徳島 が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のDMAT
受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従本す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については 自ら確DMAT ,
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 が，前条に定める活動を実施した場DMAT
合に要する次の経費は，甲が’弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村または他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島 の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一DMAT
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義的に甲が乙に対して弁償するものとする。

(災害救助法適用時の実費弁償)

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 の特機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT
るものとする。

（損害補償）

第８条，甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは 「災，

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号 」に定めるところによりその損害を補償ずるものとする。）

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるも のとする。,

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため 本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。, ,

平成２３年９月９日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市万代町４丁目２－２

医療法人倚山会 田岡病院

院 長 吉 岡 一 夫
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

徳島県（以下「甲」という｡）と，つるぎ町立半田病院（以下「乙」という｡）とは，徳

島 運用計画（以下「運用計画」という｡）第５条第２項に基づき，次のとおり協定をDMAT
締結する。

(目的)

第１条 との協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

(派遣要請等)

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行う必要が生じたDMAT
ときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT
を出動させる。DMAT

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を 出動させたDMAT
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

(指揮命令系統等)

第３条 乙が出動させた徳島 に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT
る者が行う。

２ 徳島 が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のDMAT
受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確DMAT
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 が，前条に定める活動を実施した場DMAT
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるものりほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村または他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島 の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一DMAT
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義的に甲が乙に対して弁償するものとする。

（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

(特機に係る費用)

第７条 徳島 の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT
るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは 「災，

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号 」に定めるところによりその損害を補償するものとする。）

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT
ため損害賠償保険に加入するものとする。

(体制の整備)

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示が

ない限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため 本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。, ,

平成２４年３月１９日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県美馬郡つるぎ町半田字中薮２３４番地１

つるぎ町立半田病院

病 院 事 業 管 理 者 沖 津 修
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災害派遣医療チーム（ ）の出動に関する協定書DMAT

DMAT徳島県 以下 甲 という｡ と 徳島市民病院 以下 乙 という｡ とは 徳島（ 「 」 ） ， （ 「 」 ） ，

（ 「 」 ） ， 。運用計画 以下 運用計画 という｡ 第５条第２項に基づき 次のとおり協定を締結する

(目的)

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症め軽減を図ることを目的とする。

(派遣要請等)

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 が出動し医療救護活動を行う必要が生じたDMAT
ときは，乙に対して徳島 の出動を要請するものとする。DMAT

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 の出動が可能と判断したときには，徳島DMAT
を出動させる。DMAT

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 を出動させたDMAT
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

， 。４ 前項の規定により甲が承認した徳島 の出動は 甲の要請に基づく出動とみなすDMAT

(指揮命令系統等)

第３条 乙が出動させた徳島 に対す右指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定すDMAT
る者が行う。

２ 徳島 が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県のDMAT
受入れに係る体制の中で活動するものとする。DMAT

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 の活動をする者の身分については，乙の管理DMAT
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 は次の活動を行うものとする。DMAT
（ ） ， ， ， （ ）１ 消防機関等と連携し 情報収集伝達 トリアージ 救急医療等を行うこと 現場活動

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者にDMAT
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る （広域医療搬送）。

３ 徳島 は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確DMAT
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 のDMAT
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 ･が，前条に定める活動を実施した場DMAT
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村または他都道府県等（以下「要請元」という｡）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島 の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一DMAT
義的に甲が乙に対して弁償するものとする。
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(災害救助法適用時の実費弁償)

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，災害救助法第２４条の規DMAT
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

(特機に係る費用)

第７条 徳島 の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とすDMAT
るものとする。

(損害補償)

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の隊員が，その業務に従事しDMAT
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは，｢災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和３９年徳島県

条例第６４号)｣｡に定める ところによりその損害を補償するものとすさ)。J
２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 の活動における事故等に対応するDMAT

ため損害賠償保険に加入するものとする。

(体制の整備)

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 の出動体制DMAT
の整備に努めるものとする。

(協議)

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

(適用)

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため 本書２通を作成し，甲乙記名押印の上 各１通を保有する。, ,

平成２４年３月１９日

甲 徳 島 県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市北常三島町２丁目３４番地

徳島市民病院

徳島市病院事業管理者 露 口 勝
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災害時における医療ガス等の供給に関する協定書

徳島県（以下｡「甲」という｡）と一般社団法人日本産業・医療ガス協会四国地域本部医

療ガス部門徳島県支部（以下「乙」という｡）は，徳島県内及び四国４県において災害が

発生し，又は災害が発生するおそれがある場合における災害救助に必要な医療ガス等の供

給に関し，次のとおり協定を締結する。

（要請）

第１条 甲は，次に掲げる場合において，医療ガス等を調達する必要があると認めたとき

は，乙に加入する医療ガス販売業者（以下「会員会社」という｡）の所有する医療ガス

等の供給について，乙に対して協力を要請することができる。

（１）徳島県内において地震，風水害その他の災害が発生し，又は発生するおそれが
あるとき。

（２)徳島県以外における災害救助等のため国又は関係都道府県知事から供給を要請,
されたとき。

（医療ガス等の範囲）
第２条 甲が乙に供給を要請する医療ガス等は，次に掲げるもののうち，乙の会員会社が

所有する医療ガス等とする。

（１）医療用酸素，医療用亜酸化窒素，医療用窒素，医療用二酸化炭素，医療用液化酸

素，医療用液化窒素，滅菌ガス

（２）医療用ガス配管設備，在宅酸素療法等，甲が指定するガス供給機器等

（要請の方法）

第３条 第１条に定める要請は，別途定める様式により書面で行うものとする。

ただし，緊急を要する場合は，口頭により要請することができる。

２ 甲から乙への要請経路は，別途定める｡

（要請に基づく乙の措置）

第４条 乙が第１条に定める要請を受けたときは，乙は，乙の会員会社が所有する医療ガ

ス等を，甲に優先的に供給するよう積極的に努めるものとする。

２ 乙から甲への報告経路は，別途定める。

（価格）

第５条 医療ガス等の取引価格は，災害発生直前における適正な価格を基準として，甲乙

協議の上，定めるものとする。

（引渡し）

第６条 医療ガス等の引渡場所は，甲が指定するものとし，当該医療ガス等の搬送は甲又

はこの指定する者が行うものとする。

２ 乙は，甲の要請により会員会社に車同等で搬送させる場合は，必要により甲に誘導車

両の派遣及び車両通行許可証の交付等を依頼できるものとする。
３ 前項の場合において，甲は，甲の指定する引渡場所に職員又は甲の指定する者を派遣

し，医療ガズ等を確認した上で引渡しを受けるものとする。

ただし，県外への搬送を要蹟した場合は除く。

（連絡責任者及び連絡方法等 。）
第７条 第１条に定める要請に関する連絡の責任者として，甲は徳島県保健福祉銘菓務諜

長を，乙は一般社団法人日本産業･医療ガス協会四国地域本部医療ガス部門徳島県支部

長をそれぞれ指定するものとする。

２ 甲及び乙は，それぞれの連絡責任者との間で連絡がとれない場合に備えて，あらかじ
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め第３条第２項の要請経路に基づいて協議し 定めておくものとする。,
３ 乙は，前項の要請経路（連絡先及び医療ガス等の供給体制並びに会員会社連絡網）に

ついて，年 回見直した上で，毎年，甲に提出するものとする。1
４ 甲及び乙は，連絡用機器（災害時優先電話等）について協議し，迅速に連絡し合える

ものを選定するものとする。

（代金の支払）
第８条 甲が引渡しを受けた医療ガス等の代金は，災害発生による混乱が沈静化した後，

速やかに乙に支払うものとする。

（連絡員の派遣）

第９条 大規模な災害のため，電話等による通信が困難な場合等は，甲の要請により，乙
は，甲が設置する災害対策本郎等に連絡員を派遣するものとする。

（連絡協議会への参加）

第 ０条 甲が災害対策等の協議会を設置した場合は，甲の要請により乙は参加するもの1
とする。

（防災訓練への参加）

， ， 。第１１条 乙は 甲が行う防災訓練等に関し 甲の要請に基づき参加協力するものとする

（協議）
， ，第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは その都度

甲と乙とが協議しで定めるものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定の有効期間は，協定締結の日から１年間とする。
前項の期間満了日の３０日前までに，甲又は乙のいずれからも協定終了の意思表示が

ない場合には，さらに１年間有効期間を延長するものとし，以後この例によるものとす

る。

この協定の成立を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自
１通を保有する。

平成２４年３月２２日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市北田宮１－８－７４

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

四国地域本部 医療ガス部門 徳島県支部

支 部 長 今 川 雅 博
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９－４８ 防疫用機材保有数

 令和4年4月1日現在

電動 電動 車載 背負式 肩掛式 手動

市 町 村 名 粉対応 液対応 粉・液対応 その他 噴霧機 煙霧機 煙霧機 噴霧機 噴霧機 噴霧機

徳 島 市 0 2 0 0 0 4 0 0 0 7

鳴 門 市 0 1 0 0 1 0 0 1 4 17

小 松 島 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿 南 市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉 野 川 市 11 3 0 0 3 0 (3) 11 (3) 2

阿 波 市 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

美 馬 市 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0

三 好 市 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

市 計 11 7 0 0 4 4 3 18 17 26

勝 浦 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

上 勝 町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

佐那河内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石 井 町 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

神 山 町 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

那 賀 町 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

牟 岐 町 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

美 波 町 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6

海 陽 町 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10

松 茂 町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

板 野 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上 板 町 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

つ る ぎ 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東みよし町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町 村 計 0 3 0 0 15 0 0 6 5 19

合 計 11 10 0 0 19 4 3 24 22 45

※（　　）は再掲

動力噴霧機
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９－５０ 火葬場一覧表
平成３１年４月１日現在

名 称 設 置 者 所 在 地 炉数 管轄保健所

徳島市立葬斎場 徳島市（住民課） 徳島市川内町鈴江西92 １０ 徳島
088-665-0429 088-621-5132

徳島行道株式会社 徳島行道株式会社 徳島市不動西町２丁目 ４ 徳島
088-631-0430 088-652-2867 1525

鳴門市火葬場 鳴門市（市民課） 鳴門市撫養町木津字江田 ４ 徳島
088-686-3065 088-684-1135 21

小松島市葬斎場 小松島市(環境衛生ｾﾝﾀｰ) 小松島市田野町字赤石北 ３ 徳島
0885-35-1059 0885-32-8290 64-1

阿南市葬斎場 阿南市（葬祭場） 阿南市富岡町西池田51-3 ５ 南部総合県民局保健福
0884-22-0623 0884-22-0623 祉環境部(阿南)

吉野川市斎場 吉野川市（環境衛生課） 吉野川市鴨島町知恵島 ３ 吉野川
0883-24-2739 0883-22-2230 2137-1

阿北火葬場 阿北火葬場管理組合 阿波市市場町香美字西原 ４ 吉野川
0883-36-4132 0883-36-4132 15-1

美馬市葬斎場 美馬市（市民・人権課） 美馬市脇町字西赤谷 ３ 西部総合県民局保健福
0883-52-1393 0883-52-8001 2678-2 祉環境部(美馬)

池田火葬場 三好市（市民課） 三好市池田町字ヤマダ ３ 西部総合県民局保健福
0883-72-0969 0883-72-7609 519-1 祉環境部(三好)

祖谷火葬場 三好市(東祖谷総合支所) 三好市東祖谷山釣井 ２ 西部総合県民局保健福
0883-88-5079 0883-88-2212 490-3 祉環境部(三好)

美波町由岐斎場 美波町（由岐支所） 海部郡美波町木岐1000-1 １ 南部総合県民局保健福
0884-78-2212 祉環境部(美波)

美波町日和佐斎場 美波町（住民福祉課） 海部郡美波町日和佐浦 １ 南部総合県民局保健福
0884-77-0094 0884-77-3613 444-3 祉環境部(美波)

牟岐斎場 牟岐町（住民福祉課） 海部郡牟岐町大字中村字 １ 南部総合県民局保健福
0884-72-0195 0884-72-3414 大戸80-5 祉環境部(美波)

那佐葬場 海陽町（保健衛生課） 海部郡海陽町鞆浦字那佐 １ 南部総合県民局保健福
0884-73-0004 0884-73-4154 41-7 祉環境部(美波)

宍喰斎場 海陽町（保健衛生課） 海部郡海陽町久保字板取 １ 南部総合県民局保健福
0884-76-3241 0884-73-4154 243-144 祉環境部(美波)

美馬西部共立火葬場 美馬西部共立火葬場組合 美馬郡つるぎ町貞光字せ ３ 西部総合県民局保健福
0883-62-2349 0883-62-3111 せらぎ1 祉環境部(美馬)

三好東部火葬場 三好東部火葬場管理組合 三好郡東みよし町西庄字 ３ 西部総合県民局保健福
0883-82-2452 0883-79-5340 末石63-1 祉環境部(三好)
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９－５１ 大災害発生時の食品衛生対策実施要領

１ 目 的

地震、洪水等の災害により大勢の被災者が発生し、自力による食料の確保や調理が困難な状況が生じた

場合、地元市町村や周辺住民による救援措置のみならず、全県的或いは全国的な救援活動が行われること

になる。この際、市町村、ボランティア等による炊出しやうどん等の現地調理或いは営業活動類似行為や

救援食品の送付等が行われることが想定される。

災害時の混乱で、これらの活動に対する事前の指導等は不可能に近い状況が想定されるとともに通信手

段、交通手段の途絶等により組織的指揮系統の混乱が予想され、被災地では食品衛生監視員の臨機応変の

対応が必要となる場合も想定される。

このため、徳島県地域防災計画に定めるもののほか、大きな災害が発生したときの一時的混乱状態が終

息するまでの間の食品衛生監視員の対応方法の基本を定め、食品衛生対策の推進を図ることを目的とする。

２ 食品衛生法の適用等

食品の確保が最優先されることから、食品衛生法の適用については被災状況を考慮し、食品の表示、許

可、届出等については必要に応じ柔軟に対処すること。

なお、以下の対策については、被害の状況、食品衛生監視員の動員状況を勘案し、衛生対策の優先順位

を判断し実施すること。

３ 食品衛生対策

食品の集積所、炊出し所等の所在地、弁当の発注状況等の情報の収集に努め、衛生対策を推進すること。

(1) 救援食品については、ダンボール箱等の外箱に日付表示がされた保存性のあるもの又は食中毒発生の

危険性の少ないものを要請するよう指導すること。また、保管、配布に当たっては、直射日光の当たら

ない涼しい所に保管するとともに日付管理を徹底して先入れ、先出しを行うよう指導すること。

(2) 気温の高い時期にあっては、おにぎりは調製後速やかに食べるものを除いては、あらかじめ焼いたも

の（ただし、衛生的な全自動式の機械で一貫して調製、包装されたものを除く。）を要請するよう指導

すること。

(3) 炊出し、現地調理等が行われる場合にあっては、気温等を勘案し食中毒発生の可能性の少ない食品に

限るよう要請するとともに、当該施設の調理従事者に対する衛生対策を指導すること。

(4) 多量の弁当の発注が行われる場合にあっては、必要に応じ営業者に対し衛生対策を指導すること。

(5) 被災者に対し、早期喫食を促す必要がある場合には、市町村等の協力を要請し周知すること。

４ 食中毒発生時の対応

避難所等で救援食品が原因と考えられる食中毒が発生した場合、通常の食中毒処理対応を行っていては

被災者等に大きなパニックが生じるおそれがある。このためには、調査方法、情報公開等を迅速かつ適正

に行う必要があり、次の点に留意し処理すること。
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(1) 関係機関との連絡

ア 徳島県災害対策本部運営規程第１０条第２項に規定された班長に対し、発生状況、調査状況等につ

いてできる限り密接な連絡を取ること。

イ 市町村等の避難所の運営管理機関と密接な連絡を取り、情報の収集、周知等につとめること。

(2) 調査等

ア 集団食中毒の発生したとき又はその疑いが生じたときの調査は、避難所の運営管理機関の協力の下

実施すること。

イ 必要に応じ調査等の一部を省略し、再発防止対策を優先すること。

ウ 前記以外の場合にあっては、疑わしい食品の検査、有症者の調査を実施するとともに、疑わしい施

設の衛生指導を実施すること。

(3) 周知等

ア 集団食中毒の発生したとき又はその疑いが生じたときは、被災者等に対し避難所の運営管理機関の

協力のもと、救援食品の保管、配布、喫食について衛生管理の徹底を指導すること。

イ 集団食中毒の発生等についての記者発表は、原則として徳島県災害対策本部において行うこととす

るが、動員体制、通信体制等を考慮してやむをえない場合は現地において報道関係者の取材に応じる

等の対応をすること。

ウ 調査の結果、食中毒でないことが判明した場合には、申し立て者に十分その旨を説明するとともに

必要に応じ避難所の運営管理機関と協力して、避難者の不安を解消する措置を講じること。
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災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定

（ 「 」 ） （ 「 」 ） ，徳島県 以下 甲 という｡ と社団法人徳島県獣医師会 以下 乙 という｡ は

災害時における動物救護活動に係る支援について，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県域において大規模災害が発生した場合において，甲から

乙に支援を要請し，動物の福祉及び被災者支援のため，迅速な動物救護活動を行う

ことを目的とする。

（動物救護活動の定義）

第２条 この協定における動物救護活動は，徳島県動物愛護推進協議会設置要綱に基

づき設置された徳島県動物愛護推進協議会（以下「推進協議会」という｡）が主体

となって行う被災動物の救護活動とする。

（支援の要請）

第３条 甲は，第１条の目的を達成するために必要が生じた場合は，乙に対して次の

支援を要請するものとする。

（１） 負傷した動物の保護収容及び治療

（２） 飼い主の不明な動物の個体識別の補助

（３） 被災した動物の健康相談，一時保管

（４） その他の救護活動に必要な措置

２ 前項の要請は，別記様式１の文書で行うものとし，緊急を要する場合には，電話

またはその他の方法により要請し，事後に文書を送付するものとする。

（支援の実施）

第４条 乙は，前条の要請を受けたときは，乙のできうる範囲で支援を実施するもの

とする。

２ 支援は，ボランティア活動を基本とする。

（支援の実施場所）

第５条 乙は，推進協議会が設置する仮設救援センター及び乙の会員が保有する施設

において，支援を実施するものとする。

（支援の終了）

第６条 甲は，災害が終息し支援を継続する必要性がないと認められる場合は，乙と

協議して支援の終了を決定する。

9-52
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(支援実績の報告等 )

第７条 乙は，支援を終了したときは，別記様式２により甲に実績報告を行うものと

する。

２ また，支援活動記録を作成するとともに，記録写真及び関係書類等を添えて，推

進協議会に引き継ぐ。

(連絡責任者 )

第８条 この協定に関する連絡責任者は，甲にあっては保健福祉部生活衛生課長，乙

にあっては会長の職にある者とする。

(経費負担 )

第９条 支援の実施にあたり必要な経費及び物資等は，甲を通じ，別表１の団体で構

成された緊急災害時動物救援本部｣に支援を要請する。

(協議 )

第１０条 この協定に関し，定めのない事項については，必芦の都度，甲及び乙が協

議して決定する。

(協定の有効期間 )

第１１条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から申し出がない限り継

続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保

有するものとする。

平成２３年 月 日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 社団法人徳島県獣医師会

会 長 塩 本 泰 久

9-52
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別表１

構成団体 所 在 地

7-8-1財団法人日本動物愛護協会 東京都港区南青山

（本部事務局） 南青山ファーストビル 階6

TEL : 03-3409-1822 FAX : 03-3409-1868

8-1-8公益社団法人日本動物福祉協会 東京都品川区西五反田

中村量ビル 階4

TEL : 03-5740-8856 FAX : 03-5496-0930

8-1公益社団法人日本愛玩動物協会 東京都新宿区信濃町

TEL:03 3355-7855 FAX:03-3355-7880一

1-1-1社団法人日本獣医師会 東京都港区南青山

新青山ビル西館 階23

TEL:03-3475-1601

9-52
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別記様式１

第 号

年 月 日

様

徳 島 県 知 事

支 援 要 請 書

災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定第３条の規定に基づき，次

のとおり協力を要請します。

所属

要請担当者 職氏名

連絡先電話番号

口頭要請日時 年 月 日（ ） 時 分頃

要請理由

要請内容

履行の場所

履行の期間 期間： 年 月 日～ 年 月 日

備 考

9-52
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別記様式２

年 月 日

徳島県知事様

印

支 援 実 績 報 告 書

災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定第６条の規定に基づき，次

のとおり報告します。

要請担当者 所属

職氏名

口頭要請日時 年 月 日（ ） 時 分頃

文書要請日 年 月 日付け 第 号

文書番号

支援実施内容

従事者氏名 従事者氏名

連絡先電話番号

履行の場所

履行の期間 期間： 年 月 日～ 年 月 日

備 考

9-52
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災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定

徳島県（以下「甲」という｡）と株式会社貴志商店（以下「乙」という｡）は，災害

時における動物救護活動に係る支援について，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県域において大規模災害が発生した場合において，甲から

乙に支援を要請し，迅速な動物救護活動を行うために必要な飼料及び資材の円滑な

確保を行うことを目的とする。

（動物救護活動の定義）

第２条 この協定における動物救護活動は，徳島県動物愛護推進協議会設置要綱に基

づき設置された徳島県動物愛護推進協議会（以下「推進協議会」という｡）が主体

となって行う被災動物の救護活動とする。

（支援の要請）

第３条 甲は，第１条の目的を達成するために必要が生じた場合は，乙に対して次の

支援を要請するものとする。

（１） 動物救護活動に伴う飼料及びゲージをはじめとする資材の提供

（２） 甲が指定する場所への提供飼料及び資材の配達

（３） その他必要とする支援

２ 前項の要請は，別記様式１の文書で行うものとし，緊急を要する場合には，電話

またはその他の方法により要請し，事後に文書を送付するものとする。

（支援の実施）

第４条 乙は，前条の要請を受けたときは，乙のできうる範囲で支援を実施するもの

とする。

（支援の終了）

第５条 甲は，災害が終息し支援を継続する必要性がないと認められる場合は，乙と

協議して支援の終了を決定する。

（支援実績の報告）

第６条 乙は，支援を終了したときは，別記様式２により甲に実績報告を行うものと

する。

9-53

-988-



(連絡責任者 )

第７条 この協定に関する連絡責任者は，甲にあっては保健福祉部生活衛生課長，乙

にあっては代表取締役社長の職にある者とする。

(経費負担 )

第８条 支援の実施にあたり必要な経費等は，甲を通じ，別表１の団体で構成された

｢緊急災害時動物救援本部｣に支援を要請する。

(協議 )

第９条 この協定に関し，定めのない事項については，必要の都度，甲及び乙が協議

して決定する。

(協定の有効期間 )

第１０条 この協定は，締結の日から効力を発し，甲又は乙から申し出がない限り継

統する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保

有するものとする。

平成２３年 月 日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市大道三丁目４２番地２

株式会社貴志商店

代表取締役社長 貴 志 泰 則
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別表１

構 成 団 体 所 在 地

7-8-1財団法人日本動物愛護協会 東京都港区南青山

（本部事務局） 南青山ファーストビル 階6

TEL 03-3409-1822 FAX : 03-3409-1868：

8-1-8公益社団法人日本動物福祉協会 東京都品川区西五反田

中村屋ビル 階4

TEL : 03 5740-8856 FAX : 03-5496-0930一

8-1公益社団法人日本愛玩動物協会 東京都新宿区信濃町

TEL:03-3355-7855 FAX:03-3355-7880

1-1-1社団法人日本獣医師会 東京都港区南青山

新青山ビル新館 階23

TEL 03-3475-1601：
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別記様式１

第 号

年 月 日

様

徳島県知事

支 援 要 請 書

災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定第３条の規定に基づき，次

のとおり協力を要請します。

所属

要請担当者 職氏名

連絡先電話番号

口頭要請日時 年 月 日（ ） 時 分頃

要請理由

要請内容

履行の場所

履行の期間 期間： 年 月 日～ 年 月 日

備 考
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別記様式２

年 月 日

徳島県知事様

印

支 援 実 績 報 告 書

災害時における動物救護活動に係る支援に関する協定第６条の規定に基づき、次

のとおり報告します。

要請担当者 所属

職氏名

口頭要請日時 年 月 日 （ ） 時 分頃

文書要請日 年 月 日付け 第 号

文書番号

支援実施内容

従事者氏名 従事者氏名

連絡先電話番号

履行の場所

履行の期間 期間 年 月 日～ 年 月 日:

備 考
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９－５４ 災害時における相互応援に関する協定書

（趣旨）

第１条 徳島県(以下「甲」という。)と徳島県老人福祉施設協議会，徳島県老人

保健施設協議会，日本認知症グループホーム協会徳島県支部，徳島県知的障害

者福祉協会，徳島県身体障害者療護施設協議会，徳島県児童養護施設協議会（以

下総称して「乙」という。)とは，災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第

223号）第２条第１号に規定する災害が発生した場合において，甲による調整

の下に，乙に加入する社会福祉施設等(以下「社会福祉施設等」という。）で，

相互応援活動を迅速かつ円滑に実施するとともに，福祉避難所を拠点とした災

害時要援護者の応援活動を推進するため，次のとおり協定を締結する。

（応援内容）

第２条 社会福祉施設等が実施する応援の内容は，次のとおりとする。

（１）被災施設への生活物資等の提供及び応援職員の派遣

（２）被災施設の入所(児)者の受入，又は被災施設の入所(児)者を受け入れた

施設への応援職員の派遣

（３）福祉避難所の事前指定への協力，又は福祉避難所への応援職員の派遣

（４）その他，必要と認められる事項

（応援の要請）

第３条 応援を必要とする社会福祉施設等が，前条に掲げる応援を要請しようと

するときは，甲に対し，次に掲げる事項を明らかにした文書をもって行うもの

とする。ただし，緊急を要する場合等においては，口頭により行い，その後速

やかに文書で通知するものとする。

（１）被災等の状況

（２）必要とする応援の内容及び数量

（３）応援を必要とする期間

（４）応援を必要とする社会福祉施設等への経路

（５）前各号に掲げるもののほか必要な事項

（応援の実施）

第４条 甲は，応援の要請を受けたときは，乙及び市町村等と連携し，最適の支

援体制を構築するよう努めるものとする。

２ 甲は，社会福祉施設等に対して応援の要請をするときは，前条各号に掲げる

事項を記載した文書をもって行うものとする。ただし，緊急を要する場合は口

頭により通知し，その後速やかに文書を送付するものとする。
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（終了の報告）

第５条 応援を受けた社会福祉施設等は，この協定に基づく応援業務が終了した

ときは，次に掲げる事項の実績を文書で甲に報告するものとする。

（１）応援を行った施設等の名称

（２）提供を受けた応援の内容及び数量

（３）応援活動の実施期間（人的応援の場合）

（指揮及び連絡調整）

第６条 社会福祉施設等がこの協定に基づき実施する応援活動に係る指揮及び連

絡調整は，知事の指定する者が行う。

(費用負担）

第７条 この協定に基づく業務に要する費用については，職員を派遣した場合に

派遣元に支弁される費用を除き，原則として，応援を要請した者が負担するも

のとする。

なお，費用負担に疑義が生じた場合は，応援を要請した者と応援を実施した

者の協議により決定するものとする。

（情報交換等）

第８条 この協定に基づく応援活動を効果的に実施するため，社会福祉施設等は，

毎年度当初に次の事項を甲に報告するものとする。

（１）受入可能な被災者等の人数

（２）被災者の応援のために派遣可能な職員の職種及び人数

（３）提供可能な物資等の数量

２ 甲は，前項の情報を乙に対して提供するものとする。

３ 甲及び乙は，これらの情報を，この協定の目的の範囲内で使用する限りにお

いて，相手の承諾を得ることなく利用できるものとする。

(連絡窓口）

第９条 この協定の取決めを円滑に実施するため，甲においては各施設所管課に，

乙においては各施設種別協議会事務局に連絡窓口を置くものとする。

(その他)

第１０条 この協定の有効期限は，協定締結の日から１年間とする。ただし，こ

の協定の有効期限終了前１か月前までに，甲乙いずれからも何らかの意思表示

がされないときは，期間終了の翌日から１年間この協定を更新するものとし，

以降同様とする。

この協定の締結を証するため，本書７通を作成し，甲乙それぞれ記名押印の上，

各自その１通を保有するとともに，乙はその構成員に対し，協定書の写しを交付

するものとする。
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平成２４年６月１日

甲 徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島市中昭和町1-2 (福）徳島県社会福祉協議会内

徳島県老人福祉施設協議会

会 長 中 村 博 彦

名西郡石井町高原字桑島561-1 老人保健施設喜久寿苑内

徳島県老人保健施設協議会

会 長 手 束 昭 胤

徳島市下町本丁59-26 グループホームやまもも荘内

日本認知症グループホーム協会徳島県支部

支部長 武 久 一 郎

三好郡東みよし町西庄字浪内49-1 障害者支援施設博愛ヴィレッジ内

徳島県知的障害者福祉協会

会 長 加 藤 和 輝

美馬市脇町字小星672-2 障害者支援施設小星園内

徳島県身体障害者療護施設協議会

会 長 松 野 一 郎

徳島市中昭和町1-2 (福）徳島県社会福祉協議会内

徳島県児童養護施設協議会

会 長 山 口 憲 志
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南海トラフ巨大地震等における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。），特定非営利活動法人アムダ（以下「乙」という。）及び株式会社阿

波銀行（以下「丙」という。）は，南海トラフ巨大地震等の大規模災害時（以下「災害時」とい

う。）における医療救護活動に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき，甲の要請により

乙が甲に協力して実施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（計画）

第２条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時医療救護計画を作成し，毎年これに検討を

加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は，前項の規定により災害時医療救護計画を作成し，又は修正したときは，これを

甲及び丙に提出するものとする。

（医療救護活動）

第３条 甲は，防災計画に基づき，医療救護活動を実施する必要があると認めた場合は，

乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。

２ 乙は，甲から要請を受けた場合は，直ちに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合の他，災害時において情報，通信等の途絶により甲から

の派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣することができ

る。

４ 乙は，前項の規定により医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲にその旨を報告

するものとする。

（医療救護班の活動場所）

第４条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する避難所等その他甲が指示する場所にお

いて，医療救護活動を実施するものとする。

（医療救護班の主たる業務）

第５条 乙は，医療救護活動に当たり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者の避難所等における応急処置及び医療

(2) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（医薬品等の供給）

第８条 現場において医療救護班が使用する薬品等については，当該医療救護班が携行す

るもののほか，市町村長又は避難所等の品質管理者が必要な措置を講ずる。
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（報告）

第９条 乙は，派遣した医療救護班の医療救護活動を記録し，甲に報告するものとする。

２ 乙は，派遣した医療救護班に事故等が発生したときは，甲に報告するものとする。

（医療救護活動に必要な経費）

第１０条 丙は，乙から医療救護活動を実施するために必要となる経費について，融資の

要請を受けた場合は，事前に合意している範囲で優先的に融資を行うよう努めるものと

する。ただし，丙は乙の信用状況等を審査の上，融資の決定を行うことができる。

（費用補償等）

第１１条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務手当，

旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，徳島県災害救助法

施行細則（昭和３８年徳島県規則第３７号）の例により，甲が乙に補償するものとする。

２ 災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は

乙に対して「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭和３

９年徳島県条例第６４号）」に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として支給するこ

とができる。

（協議）

第１２条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙丙協議の上，これを決

定するものとする。

（期間）

第１３条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。また，この協定

の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙，丙いずれも相手方に対し当協定の破棄の通

知がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の

時も同様とする。ただし，甲乙丙間の信頼を損なう事情が発生したときは，当協定を破

棄することができる。

この協定の締結を証するため，本書３通を作成し，甲乙丙記名押印の上，各自その 1 通を保有す
る。

平成２７年２月３日

甲 徳島県

徳島県知事 飯泉 嘉門

乙 岡山県岡山市北区伊福町三丁目３１番１号

特定非営利活動法人アムダ

アムダグループ代表 菅波 茂

丙 徳島県徳島市西船場町二丁目２４番地の１

株式会社阿波銀行

代表取締役頭取 岡田 好史
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災害・事故等時における医療救護活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と美波町国民健康保険美波病院（以下「乙」という。）は，

災害・事故等時（以下「災害等時」という。）における医療救護活動（以下「医療救護活

動」という。）に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，徳島県地域防災計画に基づき，甲の要請により乙が甲に協力して実

施する医療救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。

（災害医療支援病院の責務）

第２条 乙は，災害医療支援病院としての役割を自覚し，その機能の整備充実に努力する

とともに，災害等時においては，別に定める医療救護活動マニュアル等に基づき，災害

拠点病院はもとより他の医療機関とも連携し，甲の要請又は自らの判断により医療救護

活動に当たるものとする。

（災害医療支援病院の主たる業務）

第３条 乙は，医療救護活動に当たり，以下の事項を主たる業務とする。

(1) 傷病者受入及び搬送に当たる等地域における必要な医療救護活動

(2) 必要に応じた自己完結型の医療救護班派遣

(3) 必要に応じた応急用資器材等の確保供給活動

(4) 災害医療情報の収集・発信

(5) その他，医療救護活動に当たり甲が要請する事項

（医療救護班の派遣）

第４条 甲は，徳島県地域防災計画に基づき，必要に応じて，乙に対し医療救護班の派遣

を要請するものとする。

２ 乙は前項の要請を受けた場合は，速やかに医療救護班を編成，派遣し，医療救護活動

を実施するものとする。

３ 乙は，前項の規定による場合のほか，大規模災害等時において，情報，通信等の途絶

により甲からの派遣要請がない場合にあっては，自らの判断により医療救護班を派遣す

ることができるものとする。

４ 前項の規定により乙が医療救護班を派遣した場合には，速やかに甲に報告し承認を受

けるものとする。甲の承認を得た乙の処置は，甲の要請に基づくものとみなす。

５ 第１項に規定する医療救護班の構成は，１班当たり原則として次のとおりとする。

(1) 医 師 １名

(2) 看護師 ２名

(3) 連絡要員 １名

9-56
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（医療救護班の活動場所）

第５条 医療救護班は，甲が災害現場等に設置する医療救護所又は避難所その他甲が指示

する場所において，医療救護活動を実施するものとする。

（指揮命令）

第６条 乙が当協定に基づく医療救護活動を行うに当たっての指揮命令及び連絡調整は，

甲が指定する者が行うこととする。

（医療救護班の輸送等）

第７条 医療救護班の輸送は，原則として乙が行うこととするが，交通路の遮断その他緊

急を要する場合は甲が行うものとする。

（平時の準備）

第８条 乙は，医療救護活動を円滑に実施するため，甲と協議し，医療救護班の編成，派

遣その他医療救護活動の実施に関する災害時病院救護活動マニュアルを作成し，毎年こ

れに検討を加え，必要に応じてこれを修正するものとする。

２ 乙は災害等時に必要な資機材や医薬品の維持管理，及び患者の多発生時に備えた施設

設備の整備に努めるものとする。

３ 乙は，日頃から災害に備え，職員の参集体制の整備や医療救護活動に係る訓練を自主

的に行うとともに，甲から要請があった訓練に参加するものとする。

（費用補償等）

第９条 この協定による医療救護班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した薬剤・治療材料，破損した医療器具等の実費）については，災害

救助法施行細則（昭和 38 年徳島県規則第 37 号）の例により，甲が乙に補償するもの
とする。

２ この協定に基づき医療救護活動に従事する職員がこの協定に基づき行う医療救護活動

又は訓練のため負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保険

法（昭和 22 年法律第 50 号），又は地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）
に基づく申請の手続を行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合において，又は

災害の原因となった第三者からの賠償など他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，

甲は乙に対して災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例

（昭和 39年徳島県条例第 64号）の規定に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金
として支給することができる。

４ 災害救助法による医療，助産及び死体の処理に関する業務委託契約を締結している病

院について，災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）第１６条に基づく契約に該当する
活動をした場合は，当該契約を優先適用するものとする。
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（協議）

第１０条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については，甲乙両者協議の上，

これを決定するものとする。

（期間）

第１１条 この協定の有効期間は，協定の日から起算して１年間とする。ただし，この協

定の有効期間満了の１か月前までに，甲，乙いずれも相手方に対し当協定の廃棄の通知

がなされないときは，期間満了翌日から向こう１年間更新するものとし，以後満了の時

も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自その 1
通を保有するものとする。

平成２８年６月２８日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県海部郡美波町田井１０５番地１

美波町国民健康保険美波病院

院 長 本 田 壮 一
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災害派遣医療チーム（DMAT）の出動に関する協定書

徳島県知事（以下「甲」という。）と，医療法人芳越会ホウエツ病院長（以下「乙」とい

う。）とは，徳島 DMAT 運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき，次
のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき，徳島 DMAT が出動し医療救護活動を行う
必要が生じたときは，乙に対して徳島 DMATの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 DMAT の出動が可能と判断したときには，徳島
DMATを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 DMAT を出動させた
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

４ 前項の規定により甲が承認した徳島 DMATの出動は，甲の要請に基づく出動とみなす。

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 DMAT に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す
る者が行う。

２ 徳島 DMAT が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の
DMAT受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 DMAT の活動をする者の身分については，乙の管理
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 DMATは次の活動を行うものとする。
(１）消防機関等と連携し，情報収集伝達，トリアージ，救急医療等を行うこと（現場活動）

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと（病院支援）

２ 徳島 DMAT は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る。（広域医療搬送）

３ 徳島 DMAT は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 DMAT の
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT が，前条に定める活動を実施した場
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村または他都道府県等（以下「要請元」という。）からの要請に基づき，

甲が乙に対して徳島 DMAT の出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一
義的に甲が乙に対して弁償するものとする。
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（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，災害救助法第２４条の規
定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，災害救助法第３３条及び同法施行

令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 DMAT の待機に要する費用は，県からの要請の有無に関わらず乙の負担とす
るものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，その業務に従事し
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障害の状態となったときは，「災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）」に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の活動における事故等に対応する
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，徳島 DMAT の出動体制
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙が協議して定めるものとする。

（適用）

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各１通を保有する。

平成２４年 ７月２４日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南 130番地 3

医療法人芳越会 ホウエツ病院

院 長 林 秀 樹
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災害派遣医療チーム（DMAT）の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と，海陽町国民健康保険海南病院（以下「乙」という。）

とは，徳島 DMAT運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき，次のとお
り協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 DMAT が出動し医療救護活動を行う必要が生じた
ときは，乙に対して徳島 DMATの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 DMAT の出動が可能と判断したときには，徳島
DMATを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 DMAT を出動させた
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

４ 前項の規定により甲が承認した徳島 DMATの出動は，甲の要請に基づく出動とみなす。

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 DMAT に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す
る者が行う。

２ 徳島 DMAT が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の
DMAT受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 DMAT の活動をする者の身分については，乙の管理
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 DMATは次の活動を行うものとする。
(１）消防機関等と連携し，情報収集伝達，トリアージ，救急医療等を行うこと。（現場活動）

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと。（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと。（病院支援）

２ 徳島 DMAT は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る。（広域医療搬送）

３ 徳島 DMAT は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲及び乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し，徳島 DMAT
の活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT が，前条に定める活動を実施した場
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等からの要請に基づき，甲が乙に対して徳島 DMAT の
出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一義的に甲が乙に対して弁償する
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ものとする。

（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，災害救助法（昭和２２年
法律第１１８号）第７条の規定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，同法

第１８条及び災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第５条の定めるところによ

り費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 DMAT の待機に要する費用は，甲からの要請の有無にかかわらず乙の負担と
するものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，その業務に従事し
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の活動における事故等に対応する
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応が取れるよう，組織内の連絡，徳島 DMAT の出動体制
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙両者が協議して定めるものとする。

（適用）

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各１通を保有

する。

平成２８年６月２８日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県海部郡海陽町四方原字広谷１６番地１

海陽町国民健康保険海南病院

院 長 小 原 卓 爾
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災害派遣医療チーム（DMAT）の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と，三好市国民健康保険市立三野病院（以下「乙」という。）

とは，徳島 DMAT運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき，次のとお
り協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現場

及び拠点病院等に出動し，迅速な医療救護活動を行うことにより，重篤な救急患者の救命

率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。

（派遣要請等）

第２条 甲は，運用計画に基づき，徳島 DMAT が出動し医療救護活動を行う必要が生じた
ときは，乙に対して徳島 DMATの出動を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの要請を踏まえ，徳島 DMAT の出動が可能と判断したときには，徳島
DMATを出動させる。

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲の要請を受ける前に徳島 DMAT を出動させた
ときは，速やかに甲に報告し，その承認を得なければならない。

４ 前項の規定により甲が承認した徳島 DMATの出動は，甲の要請に基づく出動とみなす。

（指揮命令系統等）

第３条 乙が出動させた徳島 DMAT に対する指揮命令及び活動の連絡調整は，甲が指定す
る者が行う。

２ 徳島 DMAT が被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には，被災都道府県の
DMAT受入れに係る体制の中で活動するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず，徳島 DMAT の活動をする者の身分については，乙の管理
下にあるものとする。

（活動）

第４条 徳島 DMATは次の活動を行うものとする。
(１）消防機関等と連携し，情報収集伝達，トリアージ，救急医療等を行うこと。（現場活動）

（２）被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと。（域内搬送）

（３）災害拠点病院等の指揮下に入り，患者の治療等を行うこと。（病院支援）

２ 徳島 DMAT は，前項の活動のほか，必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者に
対する根治的な治療を目的に，被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事す

る。（広域医療搬送）

３ 徳島 DMAT は，移動，医薬品等の医療資機材の調達，生活手段等については，自ら確
保しながら継続した活動を行うことを基本とする。

４ 甲及び乙は徳島県災害時情報共有システム等を活用して情報を共有し，徳島 DMAT の
活動の後方支援を行う。

（費用弁償等）

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT が，前条に定める活動を実施した場
合に要する次の経費は，甲が弁償するものとする。

（１）乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費

（２）前号に定めるもののほか，この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認め

た経費

２ 被災した市町村又は他都道府県等からの要請に基づき，甲が乙に対して徳島 DMAT の
出動を要請した場合は，前項に定める費用について，第一義的に甲が乙に対して弁償する
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ものとする。

（災害救助法適用時の実費弁償）

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，災害救助法（昭和２２年
法律第１１８号）第７条の規定による救助に関する業務に従事した場合には，甲は，同法

第１８条及び災害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号）第５条の定めるところによ

り費用を弁償するものとする。

（待機に係る費用）

第７条 徳島 DMAT の待機に要する費用は，甲からの要請の有無にかかわらず乙の負担と
するものとする。

（損害補償）

第８条 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の隊員が，その業務に従事し
たために死亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は障がいの状態となったときは，災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）に定めるところによりその損害を補償するものとする。

２ 甲は，甲の要請に基づき乙が出動させた徳島 DMAT の活動における事故等に対応する
ため損害賠償保険に加入するものとする。

（体制の整備）

第９条 乙は，災害時に迅速な対応が取れるよう，組織内の連絡，徳島 DMAT の出動体制
の整備に努めるものとする。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については，そ

の都度甲乙両者が協議して定めるものとする。

（適用）

第１１条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各１通を保有

する。

平成２９年２月２０日

甲 徳 島 県

徳島県知事

乙 徳島県三好市三野町芝生１２７０番地３０

三好市国民健康保険市立三野病院

院 長
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災害時における臨床検査薬等の調達業務に関する協定書 

 

 徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本臨床検査薬卸連合会中国四国

臨床検査薬卸連合会（以下「乙」という。）とは，災害医療救護に必要な臨床検査

薬等の確保を図るため，次のとおり協定を締結する。 
 

（要請） 

第１条 甲は，次に掲げる場合において，臨床検査薬等を調達する必要があると認

めるときは，乙に対し，乙の会員が保有する臨床検査薬等の供給を要請すること

ができるものとする。 
 （１）県内に災害が発生し，又は発生するおそれのあるとき。 
 （２）県外の災害救助のため，国又は他の都道府県から，臨床検査薬等の調達の

あっせんを要請されたとき。 
 （３）その他知事が特に必要と認めるとき。 
 
（臨床検査薬等の範囲） 
第２条 甲が乙に供給を要請する臨床検査薬等の範囲は，乙の会員が保有する臨床

検査薬等で，甲が災害医療救護活動に必要であると認め，乙が了解したものとす

る。 
 
（要請の方法） 

第３条 甲は，原則として，臨床検査薬等調達要請書（様式第１号）により調達要

請を行うものとする。ただし，書面をもって行う時間がないときは，口頭でこれ

を行い，その後速やかに書面により行うものとする。 

 
（要請に基づく乙の措置等） 

第４条 乙は，第１条の規定に基づき，甲から要請を受けたときは，速やかに乙の

会員が保有する範囲内において供給に応じるとともに，保有する臨床検査薬等が

要請のあった数量に満たないときは，代替品の供給又は一般社団法人日本臨床検

査卸連合会への支援要請等を検討し，その措置の状況を甲に連絡するものとする。 
 
（臨床検査薬等の引渡し） 

第５条 臨床検査薬等の引渡しは，甲が指定する場所で行うものとし，当該指定場

所において，甲の指定した者が品目及び数量を確認の上，甲は乙からの引渡しを

受けるものとする。 
２ 乙は，臨床検査薬等を引き渡したときは，速やかに臨床検査薬等引渡報告書（様

式第２号）を甲に提出するものとする。 

 
（臨床検査薬等の輸送） 

第６条 乙は，甲から輸送要請を受けたときは，通常の業務に支障のない範囲にお

いて当該要請に応じるものとする。 

２ 乙は，輸送要請に基づき緊急救援輸送を実施したときは，速やかに甲に報告す

るものとする。 

３ 乙は，緊急救援輸送の運行において，事故が発生したときは，速やかにその状

況を甲に報告しなければならない。 

４ 乙の手配した自動車が事故，故障その他の理由により運行を中断したときは，
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乙は通常の業務に支障のない範囲において速やかに当該自動車を交換してその緊

急救援輸送を継続しなければならない。 

５ 輸送要請に基づき緊急救援輸送に従事した者が，従事したことにより負傷し，

若しくは疾病にかかり，又は死亡した場合において，甲は，次に掲げる場合を除

き，災害に伴う応急措置の業務に従事した者の損害賠償に関する条例（昭和３９

年徳島県条例第６４号）に定めるところにより，その損害を補償するものとする。 

（１）応援に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

（２）当該損害につき，乙又は応援に従事した者が契約する損害保険契約により保

険給付を受けることができる場合 

（３）当該損害が第三者の行為によるものであって，当該第三者から損害賠償請求

を受けることができる場合 

 
（臨床検査薬等の価格） 

第７条 臨床検査薬等の取引価格は，災害発生前の平常時に通常取引されている価

格（乙が引渡しのため輸送を行った場合は，その輸送費を含む。）とする。ただ

し，災害発生後において，乙等の仕入価格又は運搬等の流通経費が大きく変動し

た場合は，甲乙が協議して定める。 
 
（代金の支払） 
第８条 第５条の規定に基づいて甲が受け取った臨床検査薬等の代金は，当該臨床

検査薬等を災害救助法に基づく救助に使用した場合は甲が，それ以外の場合は，

提供を受けた者が，それぞれ負担するものとする。 
 
（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は，協定締結の日から平成２９年３月３１日までとす

る。ただし，この協定の有効期間の終了する１か月前までに，甲又は乙が相手方

に対し別段の意思表示をしないときは，この協定は，期間満了の日の翌日から更

に１年間同一の条件をもって更新するものとし，以後もこれと同様とする。 

  

 （その他） 

第１０条 この協定について疑義のあるとき，又はこの協定に定めのない事項で必

要な事項は，甲乙協議の上，定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，

各自その１通を保有するものとする。 

 

 平成２８年３月１０日 

               甲 徳島県 
 徳島県知事 飯 泉 嘉 門 

 

 

 

                              乙 広島県安芸郡府中町緑ヶ丘 6 番 40 号 

                 一般社団法人日本臨床検査薬卸連合会 
中国四国臨床検査薬卸連合会 

                 会長 木 村   稔  
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大規模災害時における災害支援活動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と公益社団法人徳島県栄養士会（以下「乙」という。）と

は，大規模災害時における災害支援活動に関し，次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は，大規模災害が発生した場合，甲の要請により乙が甲に協力して実施

する災害支援活動に関して必要な事項を定める。

（災害支援）

第２条 甲は，災害時において甲が行う災害支援活動に必要があると認めた場合は，乙に

協力を要請するものとする。

２ 乙は，甲からの協力要請を受けた場合は，速やかに災害支援班を編成，派遣し，甲が

指示する場所において災害支援活動を実施するものとする。

（業務）

第３条 災害支援班の業務は，次のとおりとする。

（１）活動支援拠点及び活動拠点における情報収集，分析

(２) 避難所，給食施設，仮設住宅等における栄養・食生活支援

(３) 円滑な食事提供の運営や食料供給体制の質の確保等に必要な後方支援

(４) その他必要な事項

（指揮命令）

第４条 災害支援班に係る指揮命令及び災害支援活動の連絡調整は，甲が指定する者が行

うものとする。

（移動手段）

第５条 甲は，災害支援活動が円滑に実施できるよう，災害支援班の移動手段について，

必要な措置を講じる。

（費用弁償等）

第６条 この協定による災害支援班の派遣に当たり，乙が要した経費（日当，時間外勤務

手当，旅費，使用した食品の購入に要した費用等実費）については，災害救助法施行細

則（昭和38年徳島県規則第37号）の例により，甲が乙に補償するものとする。

２ この協定に基づき災害支援活動に従事する職員がこの協定に基づき行う災害支援活動

又は訓練のために負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，乙は，労働者災害補償保

険法（昭和22年法律第50号）又は地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基

づく申請の手続を行うものとする。

３ 前項の申請による療養その他の給付若しくは補償を受けられない場合，又は災害の原

因となった第三者からの賠償等他の補償がない場合で甲が必要と認める場合，甲は乙に

対して災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害賠償に関する条例（昭和39

年徳島県条例第64号）に基づき算出して得た額の範囲内の額を扶助金として支給するこ

とができる。
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（協議）

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じた場合は，甲乙協議の上，

定めるものとする。

（適用）

第８条 この協定は，締結の日から適用し，甲又は乙から文書による特段の意思表示がな

い限り，その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，この協定書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自

その１通を保有するものとする。

平成２８年 ２月 １８日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市万代町５丁目７番地の３

公益社団法人 徳島県栄養士会

会 長 髙 橋 保 子
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災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定

（趣旨）

第１条 徳島県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会

（以下「乙」という。）とは，徳島県内に地震，風水害その他による災害が

発生し，又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」という。）に，相互

に協力して避難所等において必要とされる介護用品，衛生用品等の福祉用

具等（以下「福祉用具等」という。）物資を確保することに関して必要な事

項を定めるものとする。

（協力事項の発動）

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は，原則として甲が徳島県災害

対策本部を設置し，乙に対して要請を行ったときをもって発動するものと

する。

（福祉用具等物資供給の協力要請）

第３条 災害時において，甲が福祉用具等の物資を必要とするときには，甲

は，乙に対して福祉用具等物資の供給について協力を要請することができ

る。また，甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう，関係部

署との連絡調整を行うものとする。

（福祉用具等物資供給の協力実施）

第４条 乙は，前条の規定により甲から要請を受けたときは，取り扱う福祉

用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとす

る。

（福祉用具等物資の内容）

第５条 甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は甲乙協議の上，

あらかじめ別表に定めておくものとする。

２ 乙は，甲の要請があったときは，前項により定めた福祉用具等物資以外の

物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。

（福祉用具等物資供給の要請手続）

第６条 甲の乙に対する要請手続は，別紙様式「福祉用具等物資供給要請書

（以下「要請書」という。）をもって行うものとする。ただし，緊急を要す

るときは，口頭，電話等をもって要請し，事後要請書を提出するものとす

る。
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（引渡し）

第７条 福祉用具等物資の引渡し場所は，甲乙協議の上決定するものとし，

当該場所において甲が確認して引き取るものとする。

（福祉用具等物資の適合確認）

第８条 福祉用具等物資の適合確認は甲の要請に対し必要に応じて，乙の福

祉用具専門相談員が，現地の状況や災害時要援護者の状態に合わせて福祉

用具等の適合を確認するものとする。

（福祉用具等物資の運搬）

第９条 福祉用具等物資の運搬は，甲又は乙の指定する者が行うものとする。

また，甲は，必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるも

のとする。

（車両の通行）

第１０条 甲は，乙が物資を運搬又は供給する際には，警察等の関係機関へ

の連絡を行い，乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援する

ものとする。また，甲は，乙が燃料，車両等の輸送手段の確保が困難な場

合には協力を行うものとする。

（配慮事項）

第１１条 甲は，乙に第３条の規定に基づき協力要請を行う場合は，各種警

報，避難勧告その他立入り制限が出されている地域への要請を避けるなど，

輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉用具専門相談員

の生命の安全に配慮するものとする。

（損害の負担）

第１２条 本協定に基づく協力の実施に当たり損害（物資の紛失，福祉用具

等が原因となる事故等）が生じたときは，その賠償の責について甲乙協議

して定めるものとする。

（費用）

第１３条 第３条及び第９条の規定により，乙が供給した福祉用具等物資及

び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は，災害時直前の平常時における適正な価格を基準

とし，甲乙協議の上決定するものとする。
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３ 甲は，前２項の規定に基づき，乙から支払請求書を受理したときは，受

理した日から３０日以内に支払うものとする。ただし，支払期限について

は，甲乙協議の上，４５日を上限として変更することができるものとする。

（情報連絡体制の確認）

第１４条 甲及び乙は，災害時における円滑な協力を図るため，毎年４月３

０日までに同月１日の担当者を文書で報告するものとする。

（平常時の防災活動への協力）

第１５条 乙は，次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよ

う努めるものとする。

（１）甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加

（２）その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力

（有効期間）

第１６条 この協定は，締結の日からその効力を有するものとし，甲又は乙

が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。

（疑義の決定）

第１７条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は，その

都度，甲乙協議の上決定するものとする。本協定の締結を証するため，本

書２通を作成し，甲乙記名押印の上，それぞれ１通を保管する。

平成３１年１月２１日

甲 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

徳島県

徳島県知事 飯泉 嘉門

乙 東京都港区浜松町２丁目７番１５号

一般社団法人 日本福祉用具供給協会

理事長 小野木 孝二
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別表（第５条関係）

介護用品，衛生用品，食事用品，トイレ・おむつ

用品，特殊寝台及び附属品，車いす及び附属品，

福祉用具等物資の内容 床ずれ防止用具，体位変換器，手すり，スロープ，

歩行器，歩行補助杖，移動用リフト，医療関連用

品 等
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別記様式（第６条関係）

要請ＮＯ －

福祉用具等物資供給要請書

年 月 日

一般社団法人 日本福祉用具供給協会

理事長 様

徳島県知事 印

災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定第６条に基づき，以下の

とおり物資の供給を要請します。

１ 緊急に物資供給の必要が生じた理由

２ 供給を必要とする物資の内容

必要とする物資の内容 数量 備考

ベッドセット（マットレス・サイ

ドレール込み）

自走型車いす（普通型）

３ 引渡場所

名 称

担 当 者

電話番号 （ ） 携帯番号 （ ）

４ 連絡先

名 称

担 当 者

電話番号 （ ） 携帯番号 （ ）

9-62
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あ

あ
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第１０ 交通に関する資料
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１０－１ 緊急輸送道路

鳴門北IC

鳴門JCT

土成IC

美馬IC

凡 例

第１次緊急輸送道路

第２次緊急輸送道路

第３次緊急輸送道路

徳島JCT

脇町IC

徳島小松島港

橘港

浅川港

藍住IC

板野IC

徳島IC

徳島沖洲IC

小松島IC（仮称）

阿南IC（仮称）

長生IC（仮称）

鳴門IC

小野IC（仮称）

吉野川SA

新野IC（仮称）

桑野IC（仮称）

徳島飛行場

橘港

小松島飛行場

徳島小松島港

徳島小松島港

徳島JCT

藍住IC

徳島IC

徳島沖洲IC

徳島市中心部

徳島津田IC

徳島津田IC

由岐IC

宍喰IC（仮称）

海部IC（仮称）
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１０－１ 緊急輸送道路

鳴門北IC

鳴門JCT

土成IC

美馬IC

凡 例

第１次緊急輸送道路

第２次緊急輸送道路

第３次緊急輸送道路

徳島JCT

脇町IC

徳島小松島港

橘港

浅川港

藍住IC

板野IC

徳島IC

徳島沖洲IC

小松島IC（仮称）

阿南IC（仮称）

長生IC（仮称）

鳴門IC

小野IC（仮称）

吉野川SA

新野IC（仮称）

桑野IC（仮称）

徳島飛行場

橘港

小松島飛行場

徳島小松島港

徳島小松島港

徳島JCT

藍住IC

徳島IC

徳島沖洲IC

徳島市中心部

徳島津田IC

徳島津田IC

由岐IC

宍喰IC（仮称）

海部IC（仮称）
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　　・　その１（優先的に実施する路線）　９路線
　　・　その２（その１の他，必要に応じて設定する路線）　１５路線

１　緊急交通路設定予定路線その１

番号 路線名 区間

1 高松自動車道 香川県境から鳴門ICまでの間

2 神戸淡路鳴門自動車道 兵庫県境から鳴門ICまでの間

3 徳島自動車道 愛媛県境から鳴門JCTまでの間

4 国道１１号 香川県境からかちどき橋交差点までの間

5 国道５５号 かちどき橋交差点から大林交差点までの間
動々原交差点から高知県境までの間（日和佐道路も含む。）

6 国道１９２号 愛媛県境から本町交差点までの間

7 県道大林津乃峰線 大林交差点から南島交差点

8 県道羽ノ浦福井線 南島交差点から動々原交差点までの間

9 県道徳島引田線 八反田東交差点から徳大薬学部前交差点までの間

２　緊急交通路設定予定路線その２

番号 路線名 区間

1 国道３２号 香川県境から高知県境までの間

2 県道鳴門池田線 鳴門市役所北交差点から三好高校前交差点までの間

3 国道２８号 小鳴門橋南交差点から加賀須野ランプまでの間

4 国道３１８号 香川県境から上下島交差点までの間

5 県道鳴門公園線 中山南交差点からウチノ海総合公園前までの間

6 県道松茂吉野線 新加賀須野ランプから市ノ本交差点までの間

7 県道徳島鳴門線 老門交差点から北常三島交差点までの間

8 県道徳島鴨嶋線 春日橋交差点から知恵島交差点までの間

9 県道徳島環状線 鯛浜交差点から津田本町４丁目交差点までの間

10 県道徳島小松島線 県庁前交差点から大林交差点までの間

11 県道徳島上那賀線 大原交差点から沼江交差点までの間

12 県道阿南勝浦線 岡交差点から沼江交差点までの間

13 国道５５号 大林交差点から江ノ浦交差点までの間

14 国道１９５号 橘西交差点から川口橋北詰交差点までの間

15 県道阿南・鷲敷・日和佐線 川口橋北詰交差点から深瀬交差点までの間

　大地震が発生した場合に，一般通行車両の走行を禁止する緊急交通路設定予定路線として，
以下のとおり指定。

１０－１－２　緊急交通路設定予定路線
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１０－２ 輸送確保に関する責任者及び連絡方法

◎ バ ス 班

四国運輸局徳島運輸支局 各バス会社

バ ス 協 会

◎ 乗 用 車 班

四国自動車無線協会徳島県支部長

（緊急の場合） （宝タクシー（株）） 代表者 森 本 英 克

電話 088-622-5526

鳴板ブロック会長

四国運輸局徳島運輸支局 （(有）松茂タクシー） 代表者 田 村 光 男

電話 088-699-2210

阿南ブロック会長

（橘タクシー（有）） 代表者 山本 英二郎

電話 0884-27-0018

小松島・勝浦ブロック会長

（横瀬観光(有)） 代表者 桑 原 明 生

電話 0885-42-2068

徳島県タクシー協会 海部ブロック会長

（海南観光タクシー(有）） 代表者 福 岡 稔

電話 0884-73-0333

中央ブロック会長

（山瀬観光(有)） 代表者 藤 田 雅 子

電話 0883-42-2129

美馬ブロック会長

（(株)うだつ） 代表者 土 肥 節 子

電話 0883-52-0074

三好ブロック会長

（（有）川口タクシー） 代表者 小 谷 晴 美

電話 0883-86-1221

名東・名西ブロック会長

（(有)川又タクシー） 代表者 和 田 修

電話 088-677-0137

那賀ブロック会長

（相生タクシー（有）） 代表者 奥 田 福 美

電話 0884-62-0102
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（平成27年1月1日現在）

土木事務所名 路線名 予想される事態 同左区域  延長km 迂回路 備考
東部県土整備局 国　193号 山腹崩壊 神山町大中尾 12.50

（徳島） 　　　～吉野川市・名西郡界

国　438号 山腹崩壊 神山町入手橋 8.70
　　　～名西郡・美馬市界

主　徳島環状線 強風・凍結 徳島市新浜本町～末広 2.90 国道55号・他

主　徳島上那賀線 冠水 徳島市飯谷町沖野 0.50

主　徳島上那賀線 冠水 勝浦町沼江① 0.20

主　徳島上那賀線 冠水 勝浦町沼江② 0.20

主　神山鮎喰線 冠水 徳島市鮎喰町２丁目 0.10 堤上道路
（上鮎喰橋ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

主　徳島吉野線 冠水 徳島市上助任町 0.30 堤上道路
（吉野川橋南詰ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

主　徳島吉野線 冠水 徳島市春日３丁目 0.50 堤上道路
（ＪＲｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

主　徳島吉野線 冠水 徳島市北島田町３丁目 0.30 堤上道路
（不動橋ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

主　小松島佐那河内線 冠水 徳島市多家良町宮ノ下 0.50

主　石井神山線 落石 神山町阿野字駒坂 0.10

一　山川海南線 山腹崩壊 神山町大中尾 7.90
　　　～名西郡・那賀郡界

一　神山国府線 冠水 徳島市国府町観音寺 0.10

一　宮倉徳島線 冠水 小松島市田野町宮ノ下 0.50

一　土成徳島線 冠水 徳島市応神町古川 0.30 堤上道路
一　古川長原港線 （吉野川橋北詰ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

一　鮎喰新浜線 冠水 徳島市八万町長谷 0.10

一　大谷西須賀線 冠水 徳島市方上町弁財天 0.30

一　田野勢合線 冠水 小松島市田野町高田～赤石南 0.80

一　新浜勝浦線 落石 徳島市飯谷町杉尾 0.10

１０－３　主要道路交通途絶予想箇所一覧表
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土木事務所名 路線名 予想される事態 同左区域  延長km 迂回路 備考
東部県土整備局 主　徳島引田線 山腹崩壊 板野町大坂 6.80

（徳島） 　　　～鳴門市北灘町

主  徳島北灘線 山腹崩壊 鳴門市北灘町折野 4.70
　　　～大麻町板東

主  徳島北灘線 冠水 鳴門市大麻町目丸 0.20

主　鳴門池田線 冠水 鳴門市大麻町池谷 0.10

一　北島池谷停車場線 冠水 鳴門市大麻町高畑 0.10

一　粟津港線 冠水 鳴門市大津町徳長 0.20

一  大谷櫛木線 山腹崩壊 鳴門市大麻町大谷 1.20
　　　～北灘町櫛木

一　川内大代線 冠水 松茂町広島 0.10

一　瀬戸港線 落石 鳴門市北泊 0.10

一　亀浦港櫛木線 落石 鳴門市小島田 0.07

東部県土整備局 国　１９３号 山腹崩壊 吉野川市山川町向坂 11.60
（吉野川） 　　　～吉野川市・名西郡界

主　津田川島線 冠水 阿波市市場町千田橋 2.00 国道318号
　　～吉野川市川島町川島橋

主　徳島吉野線 冠水 石井町高瀬橋 1.00 石井引田線
六条大橋

主　鴨島神山線 山腹崩壊 吉野川市界～三谷 6.00 神山鮎喰線
  

主　神山川島線 山腹崩壊 吉野川市美郷月野 2.80 二宮山川線

主　志度山川線 山腹崩壊 阿波市阿波町引地～立割 3.00

主　石井引田線 山腹崩壊 上板町泉谷～アーチ堰堤 3.00

主　鳴門池田線 冠水 阿波市阿波町南整理 0.30 船戸切幡上板線

主　石井引田線 冠水 石井町南島橋北詰 0.50

主　神山川島線 落石 吉野川市川島町植桜 0.02

一　井上川田線 冠水 吉野川市山川町北町 0.30 国道193号

一　三ツ木宮倉線 山腹崩壊 吉野川市美郷古土地野々脇峠 11.57
～宮倉

          
一  奥野井阿波山川 山腹崩壊 吉野川市山川町楠根地 6.00
    　　　　停車場線 　　　　　　　～奧川田

一　仁賀木山瀬停車場線 山腹崩壊 阿波市市場町日開谷～平地橋 5.00

一　西麻植下浦線 冠水２箇所 吉野川市鴨島町敷地～山路 1.00

一　市場学停車場線 冠水２箇所 阿波市市場町　香美橋 2.00 市場学(停)線
　　（旧道）   ～吉野川市川島町　学島橋 阿波麻植大橋

一　切幡川島線 冠水１箇所 阿波市市場町　大野島橋 1.00 国道318号

一  鴨島停車場線 冠水 吉野川市鴨島町中郷 0.10

一  牛島停車場線 冠水 吉野川市鴨島町牛島 0.30

一　二宮山川線 落石 吉野川市美郷大野 0.06
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土木事務所名 路線名 予想される事態 同左区域  延長km 迂回路 備考
南部総合県民局 主　羽ノ浦福井線 冠水 阿南市桑野町岡元 0.20
県土整備部
（阿南） 主　阿南那賀川線 冠水 阿南市長生町本庄市 0.10

主　羽ノ浦福井線 冠水 阿南市長生町大津田 0.10

主　由岐大西線 冠水 阿南市福井町大宮 0.40

主　由岐大西線 落石 阿南市椿町八原毛束 0.20

一　和食勝浦線 山腹崩壊 阿南市大井町 0.10

一　大井南島線 山腹崩壊 阿南市熊谷町 0.60

一　勝浦羽ノ浦線 山腹崩壊 阿南市羽ノ浦町萱原～古毛 1.00

一　津乃峰筒崎線 冠水 阿南市内原町大谷 0.50

一　大井南島線 冠水 阿南市熊谷町熊谷 0.50

一　大井南島線 冠水 阿南市加茂町不け 0.50

南部総合県民局 国　193号 山腹崩壊 那賀町沢谷 44.40
県土整備部 道路欠壊       ～那賀町海川霧越峠
（那賀）

国　193号 冠水 那賀町木頭 0.20

国　193号 冠水 那賀町拝宮 0.10

国　195号 山腹崩壊 那賀町小浜 45.80
道路欠壊  ～那賀町木頭北川四ツ足峠

国　195号 冠水 那賀町和食郷字八幡原 0.70

国　193号 冠水 那賀町鮎川字大国 0.20

国　193号 冠水 那賀町木頭出原 0.30

国　193号 冠水 那賀町木頭助 0.20

主　徳島上那賀線 山腹崩壊 那賀郡・勝浦郡界 9.80
道路欠壊 　　～那賀町沢谷（開拓橋）

主　阿南鷲敷日和佐線 冠水 那賀町和食郷字田野 2.20

主　日和佐上那賀線 山腹崩壊 那賀町谷山 4.40
道路欠壊 　　　～那賀郡・海部郡界

主　日和佐上那賀線 落石 那賀町古屋 0.03

主　日和佐上那賀線 落石 那賀町深森 0.05

一　山川海南線 山腹崩壊 那賀郡・名西郡界 3.10
道路欠壊 　　　～那賀町沢谷

一　木沢上那賀線 山腹崩壊 那賀町岩倉 13.10
道路欠壊 　　～那賀町沢谷（沢谷橋）

一　竹ガ谷鷲敷線 落石 那賀町西納 0.05

一　古屋日浦線 落石 那賀町花瀬 0.05 国道195号

一　西納大久保線 落石 那賀町請ノ谷 0.05
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土木事務所名 路線名 予想される事態 同左区域  延長km 迂回路 備考
南部総合県民局 国　193号 山腹崩壊 海陽町神野（神野橋） 18.50
県土整備部 道路欠壊       ～海陽町霧越
（美波）

主　阿南鷲敷日和佐線 山腹崩壊 美波町北河内字本村 0.20

主　日和佐小野線 道路欠壊 美波町後山 4.00

主　由岐大西線 山腹崩壊 美波町伊座利坂 13.00
道路欠壊

主　日和佐上那賀線  山腹崩壊 美波町西河内～山河内 14.00

主　牟岐海南線 山腹崩壊 海陽町小川 4.00
道路欠壊

一  中部山渓轟公園線 山腹崩壊 海陽町カレイ谷 8.00
道路欠壊

一　芥附海部線 落石 海陽町広岡 0.20

一　中部山渓轟公園線 落石 海陽町平井 0.10

一　久尾宍喰浦線 山腹崩壊 海陽町塩深～久尾 10.00
道路欠壊

一　金目宍喰浦線 山腹崩壊 海陽町金目～宍喰浦 1.00 国道55号

一　上皆津奥浦線 山腹崩壊 海陽町相川 8.00
道路欠壊

一　芥附海部線 山腹崩壊 海陽町落合 5.00
道路欠壊

西部総合県民局 国　438号 山腹崩壊 美馬市木屋平川井 29.80
県土整備部 道路欠壊 　　　～美馬市・三好市界
（美馬）

国　438号 山腹崩壊 美馬郡・三好市界 14.10
道路欠壊 　　　～つるぎ町一宇桑平

国　193号 落石 美馬市脇町平間 0.10

国　193号 落石 美馬市脇町西俣名 0.10

国　438号 落石 つるぎ町貞光川見 0.04

国　492号 落石 美馬市穴吹町初草 0.04

主　鳴門池田線 落石 美馬市美馬町坊僧 0.10

一　脇三谷線 冠水 美馬市脇町 脇町橋 2.00 国道193号

一　上蓮小野線 落石 つるぎ町半田下竹 0.05

一　菅生伊良原線 落石 つるぎ町一宇明谷 0.03

一　穴吹塩之江線 落石 美馬市脇町梨子ノ木 0.14

一　小谷西端山線 落石 つるぎ町半田川又 0.03

一　小谷西端山線 落石 つるぎ町半田万才 0.03

一　木地屋赤松線 落石 つるぎ町一宇木地屋 0.06

一　木地屋赤松線 落石 つるぎ町一宇中横 0.03
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土木事務所名 路線名 予想される事態 同左区域  延長km 迂回路 備考
西部総合県民局 国　439号 山腹崩壊 三好市東祖谷菅生見ノ越 42.6
県土整備部 道路欠壊 　　　～徳島県・高知県境
（三好）

国　438号 山腹崩壊 美馬市・三好市界 2.3
道路欠壊 　　　～三好市・美馬郡界

主　山城東祖谷山線 山腹崩壊 三好市池田町出合橋東詰 26.4
道路欠壊 　　　～三好市東祖谷栃の瀬

主　西祖谷山山城線 山腹崩壊 三好市西祖谷山村一宇 8.2
道路欠壊 　　～三好市山城町大歩危橋

主　込野観音寺線 山腹崩壊 三好市池田町込野西小坪尻 10.8
道路欠壊 　　　～徳島県・香川県境

一　白地州津線 山腹崩壊 三好市池田町白地 5.8
道路欠壊 　　～三好市池田町州津

一　勝浦三野線 落石 三好市三野町太刀野山 2.0

一　粟山殿野線 山腹崩壊 三好市山城町中野 0.5

主　三加茂東祖谷山線 落石 三好市東祖谷落合 0.1

一　粟山殿野線 落石 三好市山城町粟山 2.0

一　上名西宇線 落石 三好市山城町上名 2.0
道路欠壊

一　腕山宮石線 山腹崩壊 三好市西祖谷山村下名 5.0
道路欠壊 　　～三好市池田町松尾

一　三縄停車場黒沢線 山腹崩壊 三好市池田町中津川 1.0
　　～三好市池田町漆川
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（令和4年4月1日現在）

橋梁名 路線名 箇所 橋長 m 有効幅員m 荷重制限 t

切谷橋 国　439号 三好市東祖谷菅生 18 3.5 16

おすのうち橋 国　439号 三好市東祖谷樫尾 15 3.5 9

千田橋 主　津田川島線 阿波市市場町千田 229 3.0 9

川島橋 主　津田川島線 吉野川市川島町城山 285 3.0 9

泉谷橋 主　鳴門池田線（旧道） 上板町神宅 49 4.8 12

中央橋 主　鳴門池田線 美馬市脇町脇 23 6.0 12

高瀬橋 主　徳島吉野線 石井町西覚円～上板町高瀬 522 4.0 9

大井橋 主　阿南鷲敷日和佐線 阿南市大井町 15 3.1 16

龍頭橋 国　492号 美馬市木屋平大北 33 4.0 12

白鷺橋 主　阿南小松島線 小松島市立江町江の上 48 4.5 16

西河原橋 主　小松島佐那河内線 徳島市八多町小倉地 26 7.5 18

川又橋 主　阿南相生線 阿南市新野町川又 27 4.0 18

谷山一号橋 主　日和佐上那賀線 那賀町川俣 15 4.0 9

大松川橋 一　宮倉徳島線 小松島市江田町敷地前 169 7.3 16

内浜橋 一　宮倉徳島線 徳島市南二軒屋町３ 15 5.5 16

三ツ合橋 主　松茂吉野線 北島町江口 97 6.0 16

御所大橋 一　宮川内牛島停車場線 阿波市土成町高尾～宮川内 104 4.0 18

下喜来橋 一　船戸切幡上板線 阿波市阿波町下喜来 195 6.5 9

請橋 一　中部山渓轟公園線 海陽町請 36 3.5 15

皆の瀬橋 一　中部山渓轟公園線 海陽町皆ノ瀬 47 3.5 16

第５松尾川橋 一　腕山宮石線 三好市池田町松尾 16 3.5 14

第１松尾川橋 一　腕山宮石線 三好市池田町松尾 15 3.5 14

下名橋 一　腕山宮石線 三好市西祖谷山村下名 33 2.7 14

日比原橋 一　腕山宮石線 三好市西祖谷山村下名 22 3.2 14

新高橋 一　北島池谷停車場線 北島町高房 77 4.5 14

寺谷橋 主　勝浦佐那河内線 佐那河内村下 25 7.0 14

太田橋 一　和田島赤石線 小松島市和田島町 40 7.0 18

広島橋 一　川内大代線 松茂町広島 150 5.8 10

大正橋 一　川内大代線 松茂町中喜来 20 3.1 18

川崎橋 主　徳島北灘線 鳴門市大麻町川崎 147 4.7 10

西地橋 一　平島国府線 石井町高川原 33 6.6 18

鈴川谷橋 一　浦池南原線 阿波市土成町浦池 20 7.0 14

中島橋 一　西麻植下浦線 吉野川市鴨島町中島 22 4.5 18

寄井喜多橋 主　神山川島線 神山町神領字北 55 3.1 12

美濃田大橋 一　昼間辻線 東みよし町昼間～三好市井川町辻 184 3.1 9

水井橋 一　大井南島線 阿南市水井町 161 2.5 9

葛篭橋 一　竹ガ谷鷲敷線 那賀町西納 16 4.7 12

ヲレ合橋 一　木沢上那賀線 那賀町川成 15 4.0 16

海部川橋 一　四方原海部線 海陽町大里 296 4.2 8

上広岡橋 一　芥附海部線 海陽町広岡 21 3.1 16

日野谷橋 一　古屋日浦線 那賀町花瀬 97 3.5 9

高橋 一　半田貞光線 つるぎ町半田小野 258 5.5 12

学島橋 一　市場学停車場線(旧道) 吉野川市川島町児島 362 3.0 9

香美橋 一　市場学停車場線(旧道) 阿波市市場町香美 147 3.0 9

大野島橋 一　切幡川島線 阿波市市場町大野島 228 3.0 9

１０－４　荷重制限橋梁の状況（橋長１５ｍ以上）

-1027-



１０－５ 災害時における交通誘導及び地域の

安全の確保等の業務に関する協定

（協定の趣旨）

第１条 この協定は、徳島県と社団法人徳島県警備業協会（以下「協会」という。）との間

の災害発生時における業務要請に関し、必要な手続等を定めるものとする。

（災害の定義）

第２条 この協定において「災害」とは、自然災害又は人為的災害で、警察等の公的機関の

みでは十分な対処ができない大規模災害をいう。

（業務の要請及び提供）

第３条 徳島県知事（以下「甲」という。）は、徳島県内において災害が発生した場合にお

いて、被害の状況により必要があるときは、徳島県警察本部長（以下「警察本部長」とい

う。）を経由して社団法人徳島県警備業協会会長（以下「乙」という。）に対し、交通誘

導及び被災地並びに避難場所等の警戒活動等被災地域の安全を確保する警備業務（以下

「業務」という。）を要請するものとする。

２ 甲は、前項の業務を要請するときは、当該業務の内容、要請の期間、場所及び出動警備

人員等を明示して行うものとする。

３ 乙は、甲からこの協定に基づく業務の要請を受けたときは、災害の状況、可動能力等に

応じて業務を提供するものとし、警察本部長が別途指定する基準を満たす警備業者に連絡

し、警備員を出動させるものとする。

（費用の負担等）

第４条 この協定に基づき乙が提供した業務に要する費用は、甲が負担するものとする。

２ 前項の費用の額については、労働省発表の最新の賃金構造統計調査結果等を基礎に警備

員の検定に関する規則（昭和６１年国家公安委員会規則）第１条に定める検定資格取得の

有無を考慮して算出した人件費及びその他の必要経費を積算して決定するものとする。

（費用の請求及び支払い）

第５条 乙は業務終了後、警察本部長を経由して甲に対し、出動した警備業者を代表して費

用の支払いを請求するものとする。

２ 甲は前項の請求があったときは、その費用を出動した警備業者に支払うものとする。

（出動警備員の災害補償）

第６条 この協定による業務に従事した警備員が負傷し、又は死亡した場合の災害補償は当

該警備員の使用者たる警備業者の責任において行うものとする。
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（損害の賠償）

第７条 業務に従事した警備員が、当該業務の実施に伴い、第三者に損害を与えた場合の損

害の補償は、使用者たる警備業者の責任において行うものとする。

（訓練等）

第８条 乙は、この協定に基づく業務を円滑に実施するため、甲が実施する防災訓練に参加

するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるものとする。

（広域支援体制の整備等）

第９条 乙は、この協定に基づき、出動要請された警備員が確保できるよう、徳島県以外を

事業区域とする警備業協会と連携を強化し、広域支援協定を締結するなど体制の整備に努

めなければならない。

（協議等）

第 10 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、及びこの協定の実施に関し必要な事項は、

甲が乙と協議して定めるものとする。

（適用）

第 11条 この協定は、平成９年１月１７日から効力を生じるものとする。

甲と乙とは、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１

通を保有する。

平成９年１月１７日

甲 徳島県知事 圓 藤 寿 穂

乙 社団法人徳島県警備業協会会長 堺 昭 治
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１０－６ 災害等における緊急通行車両の通行妨害車両等の排除業務に関する覚書

徳島県警察本部（以下「甲」という。）と社団法人日本自動車連盟四国本部徳島支

部（以下「乙」という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第７６条の３に

規定する警察官の措置命令等（以下「警察官の措置命令等」という。）の権限行使に関

し、次のとおり覚書を締結する。

第１ 協力要請

甲は、警察官の措置命令等の権限行使に関し、必要がある場合、次の事項を乙に

通知して、緊急通行車両等の通行妨害になっている車両等の排除活動について、協

力を要請するものとする。

⑴ 災害等発生の日時、場所及び災害の状況

⑵ 通行妨害車両等の種別及び台数等

⑶ 現場指揮官の官職及び氏名

⑷ 連絡方法、その他必要な事項

第２ 排除活動

乙は、甲から協力要請があった場合は、現場指揮官の指示に従い、所有する車両、

装備等の範囲内で通行妨害車両等の排除活動を行うものとする。

第３ 費用負担

この覚書に基づく乙の活動に係る費用については、乙の負担とする。

第４ 補償

この覚書に基づく活動により、当該活動に従事した乙の職員に損害が生じた場合

は、乙の責任において補償を行うものとする。

第５ 訓練への参加

乙は、この覚書に基づく活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練への参加に努める

ものとする。

第６ 疑義の協議

この覚書に定める事項について疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して決

定するものとする。

第７ 施行

この覚書は、平成１７年５月３１日から施行する。

この覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方の代表者が署名押印の上、

各自１通を保管するものとする。

平成１７年５月３１日

甲 徳島県警察本部

徳島県警察本部長 平 野 和 春 印

乙 社団法人日本自動車連盟四国本部徳島支部

支部長 田 村 英一郎 印
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第１　目的

　徳島県の地域における雪害防止対策に関しては、徳島県地域防災計画に定めるもののほか、この要

綱において豪雪時にとるべき具体的措置を定め、災害を未然に防止し、及び発生した災害の拡大を防

御するものとする。

第２　気象情報の連絡

　県・市町村並びに各関係行政機関は、相互に連絡を密にして、気象台から発表される長期及び短期

の気象情報及び現地観測地点の観測結果等に注意し、常時気象変化のすう勢と現地の正確な状況を認

識するように努めるものとする。

第３　道路除雪対策

　１．県が行う除雪

  （１）除雪する路線名及び区間

　　　　　　県が除雪する路線名及び区間は、次表のとおりとする。

（平成27年1月1日現在）

区間 延長　ｋｍ　

東部県土整備局 国　１９３号 神山町上分経ノ坂～上分大中尾 12.5

徳島庁舎 国　４３８号 徳島市元町１丁目～神山町上分（川井トンネル） 48.5

主　徳島引田線 徳島市蔵本町３丁目～藍住町東中富 7.6

主　徳島（Ｔ）線 徳島市元町１丁目～元町１丁目 0.1

主　徳島吉野線 徳島市東吉野町２丁目～国府町佐野塚 12.7

主　徳島上那賀線 徳島市大原町～上勝町（八重地トンネル） 51.6

主　小松島港線 小松島市小松島町新港～中田町土持 2.3

主　石井神山線 神山町阿野（童学寺トンネル）～神山町中野 15.9

主　神山鮎喰線 神山町鬼篭野～徳島市鮎喰町２丁目 20.7

主　阿南小松島線 小松島市櫛渕町～小松島市赤石 11.8

主　徳島環状線 徳島市国府町府中～徳島市八万町大野 36.9

主　徳島鴨島線 徳島市藍場町２丁目～国府町芝原 11.2

主 　鴨島神山線 神山町梨ノ木峠～神山町本名 8.2

主　小松島佐那河内線 小松島市松嶋町～佐那河内村尾境 12.3

主　松茂吉野線 藍住町東中富～北島町老門 12.1

主　沖ノ洲徳島本町線 徳島市南沖洲４丁目～徳島本町２丁目 1.7

主　勝浦佐那河内線 佐那河内村寺谷～ひよの 8.4

主　勝浦佐那河内線 勝浦町坂本～勝浦町坂本 0.4

主　徳島北灘線 藍住町乙瀬～徳島市不動東町 6.7

主　神山川島線 神山町寄井～鍋岩 12.3

主　阿南勝浦線 勝浦町沼江～小松島市櫛渕町 3.5

一　藍住吉成（Ｔ）線 徳島市応神町吉成～応神町吉成 0.5

一　神山国府線 神山町阿野～徳島市国府町 8.2

主　徳島鳴門線 徳島市東吉野町～北島町中村 6.0

一　宮倉徳島線 小松島市立江町～徳島市応神町古川 14.7

一　土成徳島線 藍住町名田～徳島市応神町古川 10.0

一　大林那賀川阿南線 小松島市坂野町大林～小松島市坂野 4.3

一　佐古（Ｔ）線 徳島市佐古２番町～佐古２番町 0.3

一　蔵本（Ｔ）線 徳島市蔵本町２丁目～蔵本町２丁目 0.2

一　府中（Ｔ）線 徳島市国府町府中～国府町芝原 0.1

一　北島池谷（Ｔ）線 北島町高房～北島町高房 1.5

一　地蔵橋（Ｔ）線 徳島市勝占町西開～中開 0.2

一　中田（Ｔ）線 小松島市中田町中郷～西野 0.4

一　立江（Ｔ）線 小松島市立江町前田～若松 0.3

一　川内埠頭線 徳島市川内町加賀須野～平石 0.8

１０－７　徳島県雪害防止対策要綱

土木事務所名 路線名
除雪区間

備考
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土木事務所名 路線名

除雪区間
備考

東部県土整備局 一　今切港線 北島町牛飼原～北島町江尻 0.7

徳島庁舎 一　沖洲埠頭線 徳島市住吉町６丁目～東吉野町２丁目 2.0

一　徳島港線 徳島市中洲町３丁目～１丁目 0.6

一　鮎喰新浜線 徳島市鮎喰町２丁目～八万町大野 11.5

一　西黒田中村線 徳島市国府町西黒田～中村 5.2

一　西黒田府中線 徳島市国府町西黒田～府中 1.1

一　鬼篭野国府線 神山町鬼篭野～徳島市国府町南岩延 15.1

一　一宮下中筋線 徳島市一宮町～上八万町下中筋 5.3

一　八多法花線 徳島市八多町～八万町法花 9.5

一　大谷西須賀線 徳島市大谷町～西須賀町 1.6

一　新浜勝浦線 徳島市新浜本町～飯谷町 11.6

一　新浜勝浦線 勝浦町大柳～勝浦町横瀬 6.3

一　二条通新港線 小松島市小松島町二条通～新港 0.4

一　花園日開野線 小松島市日開野町～日開野町 0.9

一　田野勢合線 小松島市田野町本村～勢合 2.0

一　和田島赤石線 小松島市和田島町～赤石町 4.0

一　古川長原港線 徳島市川内町平石若宮～米津 4.5

一　川内大代線 徳島市川内町上別宮～加賀須野 4.1

一　富吉久木線 徳島市川内町富吉～久木 2.5

一　桧藍住線 藍住町乙瀬～徳命 4.5

一　第十白鳥線 徳島市国府町竜王～橋本 0.0

一　平島国府線 徳島市国府町敷地～府中 1.8

一　二宮山川線 神山町阿野～松尾 5.2

一　大京原今津南和田津 小松島市坂野町～和田津開町 4.1

一　坂野羽ノ浦線 小松島市坂野町～坂野町 2.4

一　小松島港南小松島（Ｔ）線 小松島港～南小松島停車場 0.6

一　山川海南線 神山町大中尾～雲早トンネル 7.9

一　鶴林寺線 勝浦町生名 1.5

一　徳島小松島線 徳島市万代町～小松島市大林町 13.6

一　鯛浜中村線 北島町鯛浜～高房 3.1

一　鳴門徳島自転車道 5.0

一　阿南徳島自転車道 3.8

主　徳島引田線 板野町川端～鳴門市北灘町碁浦 16.3

主　鳴門公園線 鳴門公園～国道１１号交差点 13.3

主　鳴門公園線 鳴門市鳴門町三ッ石～国道１１号交差点 4.3

主　鳴門池田線 鳴門市大津町吉永～上板町界 15.5

主　石井引田線 板野町矢武～羅漢 3.1

主　松茂吉野線 北島町界～広島 0.7

主　松茂吉野線 藍住町界～上板町界 3.2

主　徳島空港線 徳島空港～国道１１号交差点 3.4

主　徳島鳴門線 鳴門市大麻町姫田～北島町界 2.9

主　鳴門北灘線 鳴門市界～鳴門市北灘町折野 11.8

主　瀬戸撫養線 鳴門市瀬戸町明神～撫養町大桑島 5.3

一　板野川島線 板野町犬伏～上板町界 2.8

一　阿波大宮（Ｔ）線 板野町大坂～大坂 0.6

一　板野（Ｔ）線 板野町大寺～大寺 0.4

一　板東（Ｔ）線 鳴門市大麻町板東～板東 0.3

一　北島池谷（Ｔ）線 鳴門市界～大麻町池谷 3.2

一　瀬戸港線 鳴門市瀬戸町北泊～堂浦 4.2

一　亀浦港櫛木線 鳴門市鳴門町～北灘町 11.0

一　粟津港撫養線 鳴門市里浦町～大津町 5.3

一　粟津港線 鳴門市里浦町～大津町 2.3
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区間 延長　ｋｍ　
土木事務所名 路線名

除雪区間
備考

東部県土整備局 一　長原港線 松茂町住吉～広島 1.4

徳島庁舎 一　古川長原港線 松茂町長原～豊久 3.6

一　川内大代線 松茂町広島～鳴門市大津町 5.2

一　桧藍住線 鳴門市大麻町桧～藍住町界 2.8

一　津慈広島線 鳴門市大麻町～松茂町広島 7.1

一　大谷櫛木線 鳴門市大麻町大谷～北灘町 7.2

一　板野インター線 板野町川端～川端 0.4

一　鳴門徳島自転車道 15.9

東部県土整備局 国　１９３号 吉野川市山川町湯立～吉野川市美郷字倉羅 14.6

吉野川庁舎 国　３１８号 吉野川市鴨島町上下島～阿波市土成町奥御所 14.7

主　津田川島線 阿波市市場町大影～吉野川市川島町城山 19.3

主　志度山川線 阿波市阿波町引地～吉野川市山川町前川 19.4

主　鳴門池田線 上板町椎本～阿波市阿波町西林 33.2

主　徳島吉野線 石井町藍畑～阿波市吉野町柿原 15.5

主　石井神山線 石井町石井～神山町界 1.9

主　徳島鴨島線 石井町高川原～吉野川市鴨島町知恵島 14.6

主　鴨島神山線 吉野川市鴨島町中郷～神山町界 6.9

主　石井引田線 石井町石井～上板町泉谷 14.4

主　松茂吉野線 阿波市吉野町五条～上板町椎本 4.1

主　神山川島線 吉野川市美郷字東山～吉野川市川島町川島 16.1

一　引田滝ノ宮線 上板町神宅東山～北屋敷 1.8

一　板野川島線 上板町佐藤塚～吉野川市鴨島町崎須賀 11.6

一　市場学（Ｔ）線 阿波市市場町市場～吉野川市川島町学 6.8

一　土成徳島線 阿波市土成町成当～上板町高瀬 5.9

一　船戸切幡上板線 吉野川市山川町一理塚～上板町瀬部 27.0

一　石井（Ｔ）線 石井町石井～石井 0.2

一　牛島（Ｔ）線 吉野川市鴨島町牛島～上浦 1.0

一　鴨島（Ｔ）線 吉野川市鴨島町鴨島～鴨島 0.6

一　阿波川島（Ｔ）線 吉野川市川島町川島～川島 0.4

一　阿波土柱線 阿波市阿波町桜ノ岡～桜ノ岡 0.9

一　第十白鳥線 石井町藍畑～石井 3.4

一　高原石井線 石井町高原～石井 2.4

一　平島国府線 石井町高原～徳島市界 5.4

一　高瀬神宅線 上板町瀬部～神宅 3.8

一　宮川内牛島（Ｔ）線 阿波市土成町宮川内～吉野川市鴨島町牛島 9.5

一　浦池南原線 阿波市土成町浦ノ池～土成 4.3

一　切幡川島線 阿波市市場町切幡～吉野川市川島町桑村 5.2

一　川島西麻植（Ｔ）線 吉野川市川島町桑村～西麻植 3.3

一　牛島上下島線 吉野川市鴨島牛島～上下島 3.3

一　西麻植下浦線 吉野川市鴨島町西麻植～石井町浦庄 8.7

一　植桜鴨島線 吉野川市川島町桑村～鴨島町敷地 6.7

一　山川川島線 吉野川市山川町堤内～吉野川市川島町川島 6.7

一　二宮山川線 吉野川市美郷栩谷～吉野川市山川町堤外 16.4

一　仁賀木山瀬（Ｔ）線 阿波市市場町大俣～阿波市阿波町谷島 9.4

一　仁賀木山瀬（Ｔ）線 吉野川市山川町堤外～西久保 0.7

一　船戸山川線 吉野川市山川町川田～堤外 4.5

一　奥野井阿波山川（Ｔ）線 吉野川市山川町奥野井～湯立 12.7

一　井上川田線 吉野川市山川町井上～舟戸 2.8

一　三ツ木宮倉線 吉野川市美郷下林～宮倉 11.6

一　香美吉野線 阿波市市場町香美～阿波市吉野町柿原 6.8

南部総合県民局 国　１９５号 阿南市阿瀬比町～阿南市橘 10.1

阿南庁舎 主　阿南鷲敷日和佐線 阿南市楠根町～阿南市界 12.4
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土木事務所名 路線名

除雪区間
備考

南部総合県民局 主　日和佐小野線 阿南市界～福井町小野 2.3

阿南庁舎 主　由岐大西線 阿南市界～福井町大西 8.0

主　阿南那賀川線 阿南市長生町～那賀川町色ヶ島 8.3

主　阿南小松島線 阿南市阿瀬比町～加茂町 12.8

主　阿南相生線 阿南市橘町～阿南市界 17.5

主　羽ノ浦福井線 阿南市上中町～福井 14.1

主　富岡港線 阿南市福村町～富岡町 4.4

主　阿南勝浦線 阿南市宝田町清水～上大野町持井 6.1

一　阿南羽ノ浦線 阿南市那賀川町大京原～阿南市羽ノ浦町宮倉 5.8

一　宮倉徳島線 阿南市羽ノ浦町宮倉～羽ノ浦町界 0.3

一　大林那賀川阿南線 阿南市那賀川町敷地～中島 8.7

一　羽ノ浦（Ｔ）線 阿南市羽ノ浦町宮倉～宮倉 0.6

一　阿南（Ｔ）線 阿南市富岡町今福寺町～今福寺 0.4

一　見能林（Ｔ）線 阿南市見能林町清水～大作半 0.1

一　阿波橘（Ｔ）線 阿南市津乃峰町東分～東分 0.1

一　新野（Ｔ）線 阿南市新野町信里～花坂 0.1

一　富岡港南島線 阿南市辰己町～上中町 5.5

一　中林港線 阿南市見能林町清水～大作半 1.4

一　蒲生田福井線 阿南市椿町平松～福井町日の地 14.6

一　大京原今津浦和田津線 阿南市那賀川町大京原～小松島市界 4.8

一　坂野羽ノ浦線 阿南市羽ノ浦町界～羽ノ浦町中庄 1.8

一　敷地羽ノ浦線 阿南市那賀川町黒地～阿南市羽ノ浦町中庄 1.2

一　勝浦羽ノ浦線 阿南市羽ノ浦町中島～阿南市羽ノ浦町宮倉 4.9

一　中島古庄線 阿南市那賀川町中島～阿南市羽ノ浦町古庄 3.6

一　蛭子原西の久保線 阿南市那賀川町中島蛭子原～西の久保 1.1

一　大井南島線 阿南市大井町大井～中大野町西条 10.5

一　山口釘打線 阿南市山口町久延～福井町釘打 8.1

一　戎山中林富岡港線 阿南市大潟町～向町 10.4

一　津乃峰筒先線 阿南市津乃峰町東分～内原町筒崎 3.1

一　福井椿泊加茂前線 阿南市福井町大宮～椿町庄田 13.8

一　中島港線 阿南市那賀川町上福井～同中島 1.3

一　小勝島公園線 阿南市橘町鍋浦～阿南市福井町大原 2.7

一　和食勝浦線 那賀町和食～勝浦町界 8.4

南部総合県民局 国　１９３号 那賀町沢谷～那賀町北川（霧越峠） 44.8

那賀庁舎 国　１９５号 那賀町木頭北川（四ツ足峠）～那賀町中山 69.7

主　徳島上那賀線 那賀郡・勝浦郡界～那賀町沢谷（開拓橋） 9.8

主　阿南鷲敷日和佐線 那賀郡・阿南市界～那賀町向原 6.7

主　阿南相生線 那賀町百合谷～那賀町雄 9.3

主　日和佐上那賀線 那賀町谷山～小浜 21.2

一　山川海南線 那賀郡・名西郡界～那賀町沢谷 3.1

一　竹ガ谷鷲敷線 那賀町竹ヶ谷～那賀町阿井 15.1

一　西納大久保線 那賀町西納～大久保 6.8

一　木沢上那賀線 那賀町岩倉～沢谷（沢谷橋） 13.1

一　助上那賀線 那賀町木頭助～那賀町大殿 3.4

一　古屋日浦線 那賀町古屋～那賀町花瀬 14.3

南部総合県民局 国　１９３号 海陽町霧越～相川 29.9

美波庁舎 主　阿南鷲敷日和佐線 美波町界～日和佐町北河内 10.0

主　日和佐小野線 美波町寺前～阿南市界 16.3

主　由岐大西線 美波町西の地～阿南市界 21.8

主　日和佐上那賀線 美波町西河内～阿南市界 22.7

主　牟岐海南線 牟岐町河内～小谷 6.0

主　牟岐海南線 海陽町小川下小谷～終点 5.0
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南部総合県民局 一　牟岐港牟岐（Ｔ）線 牟岐港～牟岐港停車場 1.1

美波庁舎 一　由岐（Ｔ）線 由岐停車場～日和佐小野線交差点 0.2

一　由岐港（Ｔ）線 由岐港～日和佐小野交差点 2.0

一　日和佐港線 日和佐港～日和佐小野交差点 0.4

一　浅川港線 浅川港～国道５５号交差点 1.1

一　日和佐牟岐線 美波町弁財天～牟岐町西ノ山 17.0

一　鞆奥港線 鞆奥港～国道５５号交差点 1.5

一　北河内奥河内線 美波町北河内～美波町奥河内 1.8

一　四方原海部線 海陽町四方原～海陽町奥浦 1.9

一　金目宍喰浦線 海陽町金目～海陽町宍喰浦 3.9

一　船津野根線 海陽町船津字船津～中越 2.9

一　中部山渓轟公園線 海陽町平井～小川 9.6

一　赤松由岐線 美波町赤松～北河内 7.8

一　赤松由岐線 美波町北河内～美波町木岐 4.0

一　日浦野田線 美波町赤松日浦～野田 5.7

一　上皆津奥浦線 海陽町相川～奥浦 16.5

一　芥附海部線 海陽町芥附～小谷 4.9

一　芥附海部線 海陽町櫛川～高園 7.1

一　久尾宍喰浦線 海陽町久尾～久保 18.1

西部総合県民局 国　１９３号 美馬市脇町西俣名～美馬市穴吹町岩手 18.1

美馬庁舎 国　４３８号 美馬市木屋平大北～美馬市美馬町野田ノ井 82.4

国　３７７号 美馬市脇町県境～美馬市脇町西俣名 0.0

主　美馬塩之江線 美馬市美馬町小長谷～美馬市脇町平帽子 12.4

主　鳴門池田線 美馬市脇町拝原～美馬市美馬町境目 20.9

国　４９２号 美馬市穴吹町穴吹～美馬市木屋平川井 30.7

一　多和脇線 美馬市脇町東俣名～西赤谷 10.9

一　穴吹塩之江線 美馬市穴吹町小島～美馬市脇町西大谷 15.3

一　半田貞光線 つるぎ町半田松生～つるぎ町貞光江ノ脇 4.9

一　美馬半田線 美馬市美馬町長畑～つるぎ町半田松生 0.8

一　美馬貞光線 美馬市美馬町～美馬郡つるぎ町貞光 1.4

一　小島（Ｔ）線 美馬市穴吹町三島～三島 0.2

一　貞光（Ｔ）線 つるぎ町貞光馬出～馬出 0.0

一　阿波半田（Ｔ）線 つるぎ町半田中薮 0.4

一　脇三谷線 美馬市脇町脇町～美馬市穴吹町三島 2.7

一　三ツ木宮倉線 美馬市木屋平三ツ木～西野々脇 7.0

一　脇町曽江線 美馬市脇町脇町～曽江名 3.2

一　大谷脇町線 美馬市脇町岩倉～美馬市脇町西大谷 8.9

一　田方穴吹線 美馬市穴吹町田方～口山 7.0

一　端山調子野線 つるぎ町貞光端山～美馬市穴吹町口山調子野 11.9

一　上蓮小野線 つるぎ町半田上蓮～小野 9.2

一　蔭名小野線 つるぎ町半田蔭名～小野 3.3

一　小谷西端山線 つるぎ町半田小谷～高清 10.2

一　小谷西端山線 つるぎ町貞光端山～端山 1.8

一　一宇古宮線 つるぎ町一宇～剪宇 3.5

一　一宇古宮線 美馬市穴吹町古宮～北又 4.2

一　中野木屋平線 つるぎ町一宇中野～奥大野 2.7

一　中野木屋平線 美馬市木屋平太合～太合 4.5

一　菅生伊良原線 つるぎ町一宇大屋内～伊良原 3.1

一　木地屋赤松線 つるぎ町一宇木地屋～赤松 8.7

西部総合県民局 国　４３９号 三好市東祖谷見ノ越～樫尾 42.3

三好庁舎 国　３１９号 三好市山城町茂地～川口 10.0

国　４３８号 三好市界～三好市東祖谷見ノ越 2.3
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区間 延長　ｋｍ　
土木事務所名 路線名

除雪区間
備考

西部総合県民局　 主　丸亀三好線 東みよし町東山～東みよし町昼間 17.0

三好庁舎 主　観音寺池田線 三好市池田町ヤマダ～ウエノ 2.9

主　観音寺佐野線 三好市池田町佐野～佐野 3.1

主　鳴門池田線 三好市三野町清水～三好市池田町東州津 14.3

主　山城東祖谷山線 三好市山城町祖谷口～三好市東祖谷新居屋 33.0

主　三加茂東祖谷山線 東みよし町加茂～三好市東祖谷落合 37.0

主　込野観音寺線 三好市池田町込野～香川県県境 10.8

主　西祖谷山山城線 三好市西祖谷山村後山～徳善 8.4

一　勝浦三野線 三好市三野町中屋東～東川原 7.2

一　大利辻線 三好市池田町出合～宮石 2.7

一　大利辻線 三好市池田町漆川～三好市井川町辻 23.0

一　腕山宮石線 三好市池田町宮石～三好市西祖谷山村瀬戸内 17.2

一　箸蔵（Ｔ）線 三好市池田町州津～州津 0.1

一　大歩危（Ｔ）線 三好市西祖谷山村徳善西～三好市山城町柿野尾 0.2

一　菅生伊良原線 三好市東祖谷菅生～切谷 1.2

一　芝生中庄線 三好市三野町芝生～東みよし町江口 0.8

一　出口太刀野線 東みよし町西庄～三好市三野町太刀野 3.5

一　昼間辻線 三好市三好町昼間～三好市井川町辻 1.2

一　白地州津線 三好市池田町白地～州津 6.0

一　野呂内三縄（Ｔ）線 三好市池田町上野呂内～中西 13.7

一　三縄（Ｔ）黒沢線 三好市池田町中西～漆川 7.8

一　一宇祖谷口（Ｔ）線 三好市山城町下川～下川 0.1

一　粟山殿野線 三好市山城町粟山～西宇 8.7

一　上名西宇線 三好市山城町上名～西宇 6.6

一　三加茂三好線 東みよし町加茂～三好市三好町足代宮の岡 1.2

一　阿波池田（Ｔ）線 三好市池田町サラダ～マチ 0.3

一　腕山花ノ内線 三好市西祖谷山村小祖谷～三好市井川町花ノ内 11.0

合計 2229.0270箇所
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（２）　　凍結防止剤の配置

　　各庁舎が確保しておく凍結防止剤の配置は、次のとおりとし、交通状況又は道路の凍結状況により計画的に散布し、

　交通の確保に努めるものとする。

（平成29年1月1日現在）

土木事務所名 配置箇所 配置先 凍結防止剤数量（袋） 備考

東部県土整備局 徳島市南末広町 末広作業所 350

徳島庁舎 名西郡神山町 神山町役場本庁他神山町７箇所 650

勝浦郡勝浦町 勝浦町役場 90

名東郡佐那河内村 佐那河内村役場 90

小松島市役所 小松島市役所 90

上勝町役場 上勝町役場 90

委託散布業者(建設業者） 徳島庁舎管内６８社 980

管内警察署 60

鳴門市撫養町立岩他 鳴門庁舎他鳴門市３箇所 867

板野郡板野町大寺 板野町役場 20

鳴門庁舎管内 橋梁箇所他 581

東部県土整備局 阿波市土成町宮川内 宮川内ダム管理事務所 100

吉野川庁舎 吉野川市川島町宮島 東部県土整備局吉野川庁舎 530

吉野川庁舎管内 橋梁箇所 347

南部総合県民局 阿南市富岡町 阿南庁舎他阿南市３箇所 300

阿南庁舎 阿南庁舎管内 橋梁箇所 50

南部総合県民局 那賀郡那賀町吉野 那賀庁舎 541

那賀庁舎 那賀郡那賀町平谷 那賀庁舎平谷詰所 539

那賀郡那賀町木頭出原 那賀庁舎出原詰所 66

那賀庁舎管内 橋梁箇所他 206

南部総合県民局 海部郡美波町 美波庁舎 200

美波庁舎 海部郡海陽町 美波庁舎海部詰所 100

西部総合県民局 美馬市脇町 美馬警察署清水駐在所他脇町１４箇所 275

美馬庁舎 美馬市美馬町 三頭トンネル他美馬市美馬町２箇所 180

美馬郡つるぎ町 つるぎ警察署八千代駐在所他つるぎ町１３箇所 325

美馬市穴吹町 美馬警察署宮内駐在所他美馬市穴吹町５箇所 95

美馬市木屋平 西部総合県民局（美馬）木屋平詰所他美馬市木屋平１箇所 110

美馬庁舎管内 橋梁箇所 105

西部総合県民局 三好市池田町上野呂内 小学校他三好市池田町１７箇所 79

三好庁舎 三好郡東みよし町足代 東消防署他東みよし町２箇所 55

三好市三野町東川原 農協三野支所他三好市三野町３箇所 60

三好市山城町大野 駐在所前他三好市山城町８箇所 33

三好市井川町腕山 腕山スキー場倉庫他三好市井川町６箇所 1,408

三好郡東みよし町西庄 西谷バス停他東みよし町２箇所 10

三好市西祖谷山村一宇 県後山倉庫他三好市西祖谷山村２箇所 700

三好市東祖谷下瀬 県東祖谷倉庫他三好市東祖谷３箇所 1,000

三好庁舎管内 橋梁箇所 12

　　　　　計 11,294
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（３）　　　除雪機械投入計画
　　　　ブルドーザ・グレーターその他除雪に使用する建設機械の投入計画は、次のとおりとする。

（平成29年1月1日現在）

土木事務所名 機械種別 台数 運転日数 備考
東部県土整備局 ショベル 32 11 借上
徳島庁舎 グレーター 20 4 　〃

作業車 4 4 県直営
小計 56

東部県土整備局 ショベル 7 7 借上
吉野川庁舎 グレーター 2 2 　〃

作業車 1 1 県直営
小計 10 10

南部総合県民局 グレーター 1 2 借上
阿南庁舎 作業車 2 2 県直営

小計 3
南部総合県民局 ショベル 18 36 借上
那賀庁舎 作業車 3 20 県直営

小計 21
南部総合県民局 ショベル 9 2 借上
美波庁舎 作業車 3 2 県直営

小計 12
西部総合県民局 ショベル 36 60 借上
美馬庁舎 除雪車 1 17 つるぎ町移管

グレーター 7 7 借上
作業車 2 30 県直営
小計 46

西部総合県民局 ショベル 33 60 借上
三好庁舎 グレーター 5 10 借上

作業車 2 20 県直営
小計 40

　　　合　　　計 188
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１０－８ 県有車両数

(令和4.3.31現在)

普通車 小型車

特殊 軽四 乗合 特種 原付 合計

乗用 貨物 乗用 貨物

乗 用 貨 物

115 25 128 335 32 114 73 17 46 1 886
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１０－９ 船 艇 数

基地 船名 ﾄﾝ数 乗組員数 速力 ﾉｯﾄ 連絡先

小松島 よしの 358 25 徳島海上保安部

びざん 209 16 (0885)33-2244

うずかぜ 24 5

徳島海上保安部

美波 あしび 26 5 美波分室

(0884)77-0555

徳島 つるぎ 60 6 41 県漁業調整課

(088)621-2478

船舶電話 090-3026-7943

日和佐 せんば 47 6 37.7 県漁業調整課

(088)621-2478

船舶電話 090-3025-8383

日和佐 とくしま 80 6 13.32 県農林水産総合技術支

援センター水産研究課

(0884)77-1251

徳島 なると 10 2 40 県警察地域課

(088)622-3101
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１０－１０ 徳島飛行場、小松島飛行場周辺における

航空事故の連絡、調整体制に関する協定

徳島県知事、徳島県警察本部長、徳島市長、鳴門市長、小松島市長、阿南市長、那賀川町長、羽ノ浦町長、松

茂町長、北島町長、藍住町長、阿南消防組合管理者、板野東部消防組合管理者、小松島海上保安部長、徳島空港

事務所長、高松防衛施設事務所長、徳島教育航空群司令及び小松島航空隊司令は、徳島飛行場、小松島飛行場周

辺において、航空事故並びに航空事故に伴う災害が発生した場合の連絡調整体制について、次のとおり協定する。

第 １ 章 総 則

（目 的）

第１条 この協定は、徳島飛行場、小松島飛行場周辺において、航空事故並びに航空事故に伴う災害（以下「航

空災害」という。）が発生した場合における関係機関相互の連絡、調整体制について必要な事項を定め、もっ

て応急救助活動等を適切かつ迅速に実施することを目的とする。

第 ２ 章 連絡、調整体制

（関係機関及び連絡先）

第２条 この協定における関係機関とは、徳島県、徳島県警察、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、那賀川町、

羽ノ浦町、松茂町、北島町、藍住町、阿南消防組合、板野東部消防組合、小松島海上保安部、徳島空港事務所、

高松防衛施設事務所、徳島教育航空群及び小松島航空隊をいうものとする。

２ 関係機関相互の連絡、調整先は、別表第１のとおりとする。

３ 関係機関相互の連絡、調整は、連絡責任者を通じて行うものとする。

４ 関係機関は、連絡責任者に異動（変更）があった場合、速やかに徳島教育航空群連絡責任者へ通知するもの

とする。

５ 徳島教育航空群連絡責任者は、前項の通知があった場合、各関係機関に通知するものとする。

（航空災害等発生通報）

第３条 航空災害が発生した場合は、徳島教育航空群及び小松島航空隊の連絡責任者は、直ちに災害発生地を管

轄する警察、消防又は海上保安部等関係機関の連絡責任者に対して通報するものとする。

２ 警察、消防又は海上保安部関係機関の連絡責任者は、航空災害に関する情報を入手した場合は直ちに、徳島

教育航空群及び小松島航空隊の連絡責任者に対して通報するものとする。

３ 航空災害発生通報の連絡系統は、別図、連絡、通報系統図のとおりとする。
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（通報の内容）

第４条 前条の通報を行う場合には、次のうち判明した事項について通報するものとする。

(1) 航空災害の種類（墜落、不時着、器物落下等）

(2) 航空災害の発生時刻及び位置

(3) 当該航空機の特徴（機種、機番号、塗装等）

(4) 当該航空機のとう載物件の状況（燃料、弾薬等）

(5) 乗員及び乗客の状況

(6) その他判明している事項

（現場連絡所の設置）

第５条 関係機関は、協議のうえ必要に応じ、災害現場における応急救助活動等を調整するため、現場連絡所を

設置するものとする。

２ 当該関係機関は、現場連絡所の確保又は提供について、相互に協力するものとする。

（応急救助活動等の分担区分）

第６条 関係機関は、応急救助活動等の実施に際して、相互の保有機能を効果的に発揮するため、別表第２に掲

げる分担区分を標準として、調整を図りつつ活動するものとする。

第 ３ 章 雑 則

（その他）

第７条 この協定に定める以外の事項及びこの協定により難い事項に関しては、その都度、関係機関の調整によ

り処理するものとする。

２ 前項にかかわる連絡、調整及び庶務は、徳島教育航空群が行うものとする。
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附 則

１ この協定は、昭和 54年９月１日から施行する。

２ この協定書は、協定当事者が各１通を保持する。

徳 島 県 知 事 武 市 恭 信

徳 島 県 警 察 本 部 長 手 島 堅 次

徳 島 市 長 山 本 潤 造

鳴 門 市 長 谷 光 次

小 松 島 市 長 麻 植 豊

阿 南 市 長 吉 原 薫

那 賀 川 町 長 島 田 好 一

羽 ノ 浦 町 長 松 崎 一 行

松 茂 町 長 中 川 博 司

北 島 町 長 新 見 基 茂

藍 住 町 長 山 本 勇

阿 南 消 防 組 合 管 理 者 吉 原 薫

板野東部消防組合管理者 中 川 博 司

小 松 島 海 上 保 安 部 長 安 池 清

徳 島 空 港 事 務 所 長 薬 師 川 幸 之 助

高松防衛施設事務所長 橋 本 一 男

徳 島 教 育 航 空 群 司 令 朝 倉 豊

小 松 島 航 空 隊 司 令 田 中 稔
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別紙

連絡責任者 電話番号 内線 連絡責任者等 電話番号 内線

徳島県
とくしまゼロ作
戦課長

088-621-2716 衛視室 088-621-2057
7-088-621-9500
7-088-621-9366(FAX)

徳島県警
察本部

警備課長 088-622-3101 5741 総合当直 088-622-3101
2070・
2071

7-088-621-9561

徳島市 消防局警防課長 088-656-1192 通信指令室 088-656-1190 70-381

消防本部警防課長 088-684-1335 通信指令室 088-685-2009 70-351

総務課長 088-684-1124 宿直室 088-684-1111 70-351**2

消防本部消防署長 0885-32-0119 通信室 0885-32-0119 70-852

総務課長 0885-32-2123 宿直室 0885-32-2111 70-393**1

阿南市 市民安全局長 0884-22-9191 宿直室 0884-22-1111 70-421

那賀川町 （阿南市に合併）

羽ノ浦町 （阿南市に合併）

松茂町 総務課長 088-699-8710 088-699-2111 70-352

北島町 総務課長 088-698-9801 宿直室 088-698-2410 70-384

藍住町 総務企画課長 088-692-2023 宿直警備員又は日直者 088-637-3111 70-385

阿南市消
防本部

情報管制課長 0884-22-1120 情報管制課長 0884-22-1120 70-424

板野東部
消防組合

警防課長 088-699-9977 通信指令室 088-699-4211 70-354

徳島海上
保安部

警備救難課長 0885-33-2244 0885-33-2244 70-396**1

徳島空港
事務所

先任航空管制
情報官

088-699-2980

高松防衛
施設事務
所

高松防衛施設
事務所長

087-831-6336

徳島教育
航空群

運用幕僚 088-699-5111 3213 当直士官 088-699-5111
3222・
3223

70-355

小松島航
空隊

運用幕僚 0885-37-2111 213～217 当直士官 0885-37-2111
223・
224・
225

70-397**1

連絡・調整先一覧(第２条関係)

鳴門市

小松島市

総合情報通信ネットワーク機関名
勤務時間中 勤務時間外
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別表第２

応急救急活動等分担区分（第６条関係）

応急救助
活 動 等 人 命 救 助 財 産 保 護

消火活動

関係機関 救助活動 応急手当
入 院 立入制限

警 備
(輸送、庶務) 交通規制

県 ○ ○ ○

市 ・ 町 ○ ○ ○

警 察 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

消 防 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

海上保安部 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

空港事務所 ○ ○ ○

防 衛 施 設
○ ○ ○

事 務 所

海上自衛隊 ○ ○ ○ ○ ○ ○

注：１ ◎印は、主務機関を示す。

２ ○印は、協力機関を示す。

３ 海上保安部は、海上における活動に限る。
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別 図

連絡、通報系統図（第３条関係）

消 防 機 関 市 町

航 空 隊 (119番）

海 上 自 衛 隊

徳 島 教 育 航 空 群

（又は、小松島航空隊） 県

発 生 現 場

徳島空港事務所

防衛施設事務所

(110番)

警 察 医 師 会

海 上 保 安 部
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１０－１１ 四国管区警察局管内における大規模災害発生時等

の広域交通管制に関する協定

四国管区警察局及び四国管区警察局管内の県警察本部長は、大規模災害発生時等における広

域交通管制に関し、次のとおり協定する。

平成７年１２月６日

四国管区警察局公安部長

警視正 三 栖 賢 治

徳島県警察本部長

警視長 中 村 薫

香川県警察本部長

警視長 今 井 康 容

愛媛県警察本部長

警視長 佐 藤 正 夫

高知県警察本部長

警視長 縄 田 修
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（目 的）

第１条 この協定は、四国管区警察局（以下「管区局」という。）管内で大規模災害が発生し

た場合（発生するおそれがある場合を含む。以下同じ。）において、管区局管内の県警察

（以下「県警察」という。）の的確な広域交通管制及びこれを実施するための相互支援活動

について、必要な事項を定めることを目的とする。

（定 義）

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 大規模災害

災害発生時に県警察が一体となって被災地域内への一般車両（道路交通法（昭和３５年

法律第 105号）第３９条第１項に規定する緊急自動車及び災害応急対策に従事する者が使

用中の車両又は災害応急対策に必要な物資等の緊急輸送に使用中の車両（以下「緊急通行

車両」という。）以外の車両をいう。以下同じ。）の流入規制、う回・誘導及び緊急運行

車両の通行を確保する必要がある地震、津波、その他の自然災害又は人為的事故により発

生した災害をいう。

(2) 広域交通管制

災害発生時に県警察が一体となって被災地域内への一般車両の流入規制、う回・誘導及

び緊急通行車両の通行を確保するために実施する交通規制をいう。

(3) 広域交通管制区域

県警察が広域交通管制を実施するため、県内の活断層の分布状況、河川、低地等の地理

的条件、道路整備状況等を勘案して、大規模災害の発生を想定して設定する区域をいう。

(4) 流入規制要点

県警察が、大規模災害が発生した場合において、発生後直ちに被災県内への一般車両の

流入を禁止するために交通規制を実施する地点をいう。

(5) 緊急交通路

県警察広域交通管制区域において、被災地域内への緊急通行車両の通行を確保するため

に設定した道路及びその区間をいう。

(6) う回路

県警察が、大規模災害が発生した場合において、一般車両の通行を確保するために設定

した道路及びその区間をいう。

(7) 道路確認要員

大規模災害の発生後、直ちに広域交通管制区域内の緊急交通路について、交通の傷害の

有無等について確認を行うために指定された要員をいう。

（支援体制の確立）

第３条 県警察の本部長（以下「本部長」という。）は、隣接する県警察の管内で大規模災害

が発生した場合、広域交通管制を行うため、速やかに必要な体制を確立するものとする。
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（事前指定）

第４条 本部長は、管内の広域交通管制区域、流入規制要点、緊急交通路、う回路及び道路確

認要員をあらかじめ指定しておくものとする。

２ 本部長は、前項の広域交通管制区域等の指定に当たり、事前に四国管区警察局長（以下

「管区局長」という。）に報告し、調整を受けるものとする。

（発生報告）

第５条 本部長は、管内で大規模災害が発生した場合は、直ちに管区局長に報告しなければな

らない。

（協 議 等）

第６条 管区局長は、被災地を管轄する本部長からの報告に基づき、広域交通管制の実施が必

要であると認めるときは、被災地を管轄する県警察及び隣接する県警察と協議するものとす

る。

（緊急交通路等の設定）

第７条 被災地を管轄する本部長は、大規模災害の発生後、直ちに道路交通障害等の有無を確

認し、緊急交通路及びう回路を設定して緊急運行車両及び一般車両の運行の確保に努めなけ

ればならない。

２ 被災地に隣接する本部長は、前項の緊急交通路及びう回路の県境付近において緊急通行車

両及び一般車両の円滑な運行を確保するため、必要な交通対策を実施するものとする。

（細目的事項）

第８条 この協定の実施について必要な細目的事項は、県警察の交通部長が申し合わせること

ができる。

附 則

この協定は、平成８年１月１日から実施する。
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大規模災害発生時における相互協力に関する協定書

（ 「 」 ） （ 「 」 ）徳島県 以下 甲 という｡ と西日本高速道路株式会社四国支社 以下 乙 という｡

は、大規模災害発生時の相互協力について、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 本協定は、大規模災害発生時における災害対策の実施に当たり、相互協力に必要

な事項を定め、もって災害対策の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

（協力の内容）

第２条 大規模災害発生時の相互協力は、次の各号に掲げる内容とし、協力要請された甲

または乙は、関係機関と協議のうえ、自らが行う業務に支障のない範囲において応じる

ものとする。

（１） 道路情報提供施設の相互利用

（２） 緊急開口部を活用した緊急車両の通行

（３） 災害情報の共有

（４） 災害時の防災基地

（５） 災害対策等に係る資機材、物資の提供

（６） その他必要と認められる事項

（協力要請）

第３条 協力を要請する甲または乙は、第２条に定める協力内容を明らかにし、口頭若し

くは電話等で協力を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。

(費用負担)

第４条 第３条に基づく協力に要する費用は、原則として協力を要請した甲又は乙が負担

するものとする。

(情報連絡体制)

第５条 甲及び乙は，大規模災害発生時の協力が円滑に実施されるために、担当部局の名

称及び連絡先を相互に交換するものとする。

(防災訓練等への相互参加)

第６条 甲及び乙は、平常時よりこの協定に基づく大規模災害発生時の災害対策を円滑に

10-12
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実施するため、相互に企画・立案する防災訓練等へ積極的に参画するものとする。

(有効期間)

第７条 本協定の有効期間は調印の日から平成２０年３月３１日までとし、期間満了１

月前までに甲又は乙から申し出がない場合は、１年間有効期間を延長するものとする。

その後もまた同様とする。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有す

る。

平成１９年８月３１日

甲 徳島市万代町１丁目１番地

徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 香川県高松市朝日町４丁目 番３号1

西日本高速道路株式会社

四国支社長 高 橋 誠

10-12
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大規模災害発生時における相互協力に関する変更協定書

（ 「 」 。） （ 「 」 。）徳島県 以下 甲 という と西日本高速道路株式会社四国支社 以下 乙 という

とは、平成１９年８月３１日付けで締結した「大規模災害発生時における相互協力に関す

る協定書 （以下「原協定」という ）の一部を次の通り変更する。」 。

１ 原協定第２条で定める相互協力を。次の各号に掲げる内容に変更する。

（協力の内容）

第２条 大規模災害発生時の相互協力は、次の各号に掲げる内容とし、協力要請された甲

または乙は、関係機関と協議のうえ、自らが行う業務に支障のない範囲において応じる

ものとする。

（１）高速道路施設の拠点等としての活用

（２）緊急開口部を活用した緊急車両の通行

（３）災害対策等に係る式材、物資の提供

（４）災害情報及び道路情報の共有、道路利用者への提供

（５）調査・復旧に関する技術的支援

（６）相互の道路機能の活用

（７）地域の安全性向上に関する取組み

（８）その他必要と認められた事項

本変更協定の締結を証として、本書２通を作成し、甲乙押印の上、各自その１通を保有

するものとする。

平成２４年３月２２日

甲 徳島県徳島市万代町１丁目 番地1
徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 香川県高松市朝日町４丁目１番３号

西日本高速道路株式会社

代表取締役社長 畑 村 雄 二

10-12
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災害時等における相互協力に関する協定

徳島県（以下「甲」という｡）と本州四国連絡高速道路株式会社（以下「乙」という｡）

とは、災害時等における相互協力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という｡）を締

結する。

（目的）

第１条 本協定は、次に掲げる場合における応急対策及び復旧業務の実施にあたり相互協

力に必要な事項を定め、これらの業務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

（１）災害対策基本法（昭和 年法律第 号）第２条第１号に定める災害が発生36 223

した場合

（２）武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に

関する法律（平成 年法律第 号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態15 79

が発生した場合

（３）前２号に定めるもののほか、県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被

害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態が発生した場合

（協力の内容）

第２条 甲及び乙は、神戸淡路鳴門自動車道沿線等の甲の管理する道路（以下「甲管理道

路」という｡）及び神戸淡路鳴門自動車道（以下「乙管理道路」という｡）において、前

条に定める災害等が起こった場合に、次の各号に掲げる措置について相手方から要請さ

れたときは、自らが行う業務に支障のない範囲でこれに応じるものとする。

（１）公共土木施設の土工部、橋梁部及びトンネル部等の大規模構造物の異常、変形

及び損傷等の調査及び復旧に対する技術的支援

（２）甲又は乙が通行止めの段階的、部分的な解除等被災地の早期復旧及び交通手段

の確保等を第一義として実施する措置

（３）甲又は乙が通行止め区間及び別表１に示す緊急開口部を活用した通行を相手方

に要請した車両（以下「要請車両」という｡）の通行

（４）甲管理道路又は乙管理道路の通行規制情報等の提供及び派遣連絡員の受け入れ

（５）応急対策及び復旧業務を実施するために必要となる敷地、施設及び資材の提供

（６）通行止め時の流出 等における利用者への周辺道路情報等の提供IC

（７）その他必要と認められる措置

２ 前項第３号に規定する「要請車両」は次の車両とし、要請車両の通行については原則

として通行者の責により実施するものとする。

35（１）災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する車両で、道路交通法（昭和

年法律第 号）第 条第１項に規定する緊急自動車以外の車両105 39

（２）甲管理道路若しくは乙管理道路の沿道又はその近傍において、国又は地方公共

団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する車両

10-13
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３ 第１項第２号及び第３号の措置に必要となる公安委員会等関係機関への意見聴取又は

協議は､要請者が行うものとし､要請者は必要に応じ被要請者に協力するものとする。

４ 第１項第５号に規定する「資材」の提供を円滑に行うため、甲及び乙は、双方が保有

する資材の種類及び所在を相互に通知するものとする。

５ 第１項第１号、第２号及び第４号から第６号までの措置については、原則として披要

請者の責により実施するものとする。

（協力の要請）

第３条 前条第１項に定める要請は、協力要請書（別記様式第１号）をもって行うものと

する。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速や

かに文書を交付するものとする。

(要請に基づく措置)

第４条 甲及び乙は、要請に応じた措置を実施するとともに、履行した措置の内容を報告

善一(別記様式第２号)により相手方に提出するものとする。

(費用の負担)

第５条 要請を受けた措置の実施に要する費用は､法令その他別に定めがある場合を除き、

原則として要請者が負担するものとする。ただし、第２条第１項第４号に定める協力の

うち、甲管理道路又は乙管理道路の通行規制情報等の提供の実施に係る費用については

被要請者が負担するものとし、第２条第１項第２号、第３号、第６号及び第７号の実施

に係る費用については、実施措置の内容を踏まえ、甲及び乙の協議により負担割合を定

めるものとする。

(連絡責任者の報告)

第６条 甲及び乙は､本協定にかかる連絡責任者を本協定締結後速やかに連絡責任者届(別

記様式第３号)により相手方に報告するものとし、当該連絡責任者に変更があった場

合には、直ちに相手方に報告するものとする。

(有効期間)

第７条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 年３月 日までとする。ただ24 31

し、有効期間が満了する日の３０日前までに甲又は乙の一方から文書をもって協定終了

の意思表示をしない限り、本協定は、有効期間が満了する日の翌日から１年間有効期間

を延長するものとし、以後もまた同様とする。

(協議)

第８条 本協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、甲と乙で

協議して定めるものとする。

10-13
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この協定書の締結を証するため､本書２通を作成し､甲乙記名押印のうえ､各自その１通

を保有するものとする。

平成２３年４月２１日

甲 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 兵庫県神戸市中央区小野柄通４丁目１番 号22

本州四国連絡高速道路株式会社

代表取締役社長 伊 藤 周 雄

10-13
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徳島県と西日本高速道路株式会社との包括的相互協力協定書

徳島県（以下「甲」という ）と西日本高速道路株式会社（以下「乙」という ）とは、相互の。 。

連携協力について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 本協定は甲及び乙が相互に協力して、双方の資源を有効に活用し、徳島県民の安全・安心

の向上及び徳島県内の観光・文化・産業振興等地域社会の活性化、環境保全並びに高速道路及び

サービスエリア・パーキングエリア（以下「高速道路等」という ）における利用者の利便性向。

上及び利用促進並びに技術交流を図ることを目的とする。

（協力事項）

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、

次の事項について連携して取り組むことが可能な案件の検討及び推進に努めるものとする。

（１）防災・災害対策など地域の安全・安心の向上に関すること

（２）観光・文化・産業の振興など地域社会の活性化に関すること

（３）環境保全に関すること

（４）交通安全に関すること

（５）高速道路等の科便性向上・利用促進に関すること

（６）技術交流に関すること

（７）その億本協定の日的に沿うこと

(個別の協議)

、 、 、第３条 甲と乙は 本協定に基づき 個別の案件を連携して実施することについて合意したときは

具体的な推進方法、役割等に関し協議の上、別途取り決めるものとする。

(有効期間)

第４条 本協定の有効期間は平成２３年５月９日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１ヶ月前までに、甲又は乙のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないと

きは、期間満了日の翌日から更に５年間有効とし、以後もまた同様とする。

(その他)

第５条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協

議して定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その１通を保有す

るものとする。

平成２３年５月９日

甲 徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 西日本高速道路株式会社

代表取締役社長 西 村 英 俊

10-14
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四国横断自動車道［徳島］ ～鳴門 ）の徳島市域に設置するIC JCT

津波避難場所に閲する基本協定書

徳島県（以下「甲」という 、徳島市（以下「乙」という｡）及び西日本高速道路株式会社四国。）

支社（以下「丙」という｡）とは、甲と丙が平成１９年８月 日付けで締結した「大規模災害発3 1

生時における相互協力に関する協定書」の趣旨を尊重し、乙が施行する津波避難場所設置工事（以

下「設置工事」という｡）と丙が施行する四国横断自動車道（徳島 ～鳴門 ）建設工事についIC JCT

て、三者が協力して円滑な進捗を図るため、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第１条 本協定は、設置工事の測量、調査及び設計(以下「調査設計等」という｡)、設置工事の施

行並びに設置工事完了後の運用及び維持管理について、その施行区分及び費用負担並びに基本的

事項を定めるとともに設置工事完了後の財産の帰属を定め、もって円滑な事業の遂行を図ること

を目的とする。

(相互協力)

第２条 甲、乙及び丙は、設置工事について十分に協議を行い、相互に協力するものとする。

（位置及び適用範囲）

第３条 本協定の適用位置は別添位置図に示すとおりとし、協定の適用範囲については、別添平面

図のとおりとする。

(適用期間)

第４条 本協定の適用期間は、協定締結の目から津波避難揚所の運用を廃止する日までとする。

(調査設計等)

第５条 調査設計等は、乙が実施するものとする。

２ 前項の調査設計等に要する費用は乙が負担するものとする。

(設置工事の施行)

第６条 設置工事の旅行は、道路法第２４条の規定に基づく道路工事施行承認書を順守し、乙が実

施するものとする。

２ 前項の施行に要する費用は乙が負担するものとする。

（設置工事の施行に係る受委託）

第７条 乙は、設置工事の調査設計等及び設置工事の施行について、別途、協議のうえ丙に委託す

ることが出来る。

10-15
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(財産の帰属)

第８条 設置工事により築造された工事完成物の財産権は、独立行政法人日本高速道路保有・債務

返済機構に帰属するものとする。

(津波避難場所の運用等及び維持管理)

第９条 津波避難場所の運用等及び維持管理については、別途、乙丙協議のうえ協定を締結するも

のとする。

(第三者からの苦情及び損害賠償等)

第１０条 津波避難場所について､第三者からの苦情があった場合は､丙の責に帰する場合を除き、

乙が処理をするものとする。

２ 津波避難場所に関して、第三者からの損害賠償請求があった場合は、丙の責に帰する場合を

除き、乙が対応するものとする。

(関係官公庁等との協議)

、 。第１１条 津波避難場所の設置に必要な関係官公庁等との協議は 甲乙丙協力して行うものとする

(その他)

第１２条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙は別途協

議するものとする。

本協定締結の証として本書３通を作成し、甲、乙及び丙は署名のうえ各自１通を保有する。

平成２３年８月１１日

甲 徳島県徳島市万代町１丁目１番地

徳 島 県

知 事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県徳島市幸町２丁目５番地

徳 島 市

上記代表者 徳島市長 原 秀 樹

丙 香川県高松市朝日町４丁目１番３号

西日本高速道路株式会社

四国支社長 畑 村 雄 二

10-15

-1058-



１０－１６ 徳島空港およびその周辺における消火救難活動に関する協定

徳島空港事務所長および鳴門市長は、徳島空港（以下「空港」という。）およびその周辺における消火救難活

動について、次のとおり協定する。

（目 的）

第１条 この協定は、空港およびその周辺における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の火災又は

それらの発生のおそれのある事態（以下「緊急事態」という。）に際し、徳島空港事務所（以下「甲」という。）

と鳴門市消防本部（以下「乙」という。）が緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止

または軽減を図ることを目的とする。

（区 分）

第２条 空港における緊急事態の消火救難活動は、甲が第１次的にこれにあたり、乙は必要に応じて出動するも

のとする。

２ 空港周辺における緊急事態の消火救難活動は、乙が第１次的にこれにあたり、甲は必要に応じて出動するも

のとする。

（緊急事態の通報）

第３条 空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対してすみやかに通報するものとし、空港周辺に緊急事

態が発生した場合には、乙は甲に対してすみやかに通報するものとする。

２ 前項の通報は、次の事項について電話その他の方法により行う。

(1) 緊急事態の種類

(2) 航空機の機種および搭乗人員

(3) 緊急事態発生の場所および時刻

(4) 消防隊および救急隊の到着すべき場所

(5) その他必要な事項

３ 通報に応じて出動した機関は、現場に到着したときは、すみやかに通報した機関に連絡するものとする。

（費用の負担）

第４条 消火救難活動のために要する費用の負担については、別に両者協議して定めるものとする。

（調査に対する協力）

第５条 甲および乙が消火救難活動を実施するにあたっては、当該航空機の状態、現場における痕跡その他火災

事故等の調査に必要な資料の保存に留意するものとする。

（通 報）

第６条 甲または乙が単独で消火救難活動に従事したときは、すみやかにそのてん末を相互に通報するものとす

る。

（訓 練）

第７条 甲および乙は、協議して緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し、総合訓練を定期的に実

施するものとする。

（資料の交換）

第８条 甲および乙は、空港に発着する航空機、空港における諸施設、相互の消防機器人員等消火救難活動に必

要な資料を交換するものとする。

（その他）

第９条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、甲および乙が協議して定める。

昭和 45年 12月１日
徳島航空事務所

空 港 長 武 居 直 彦

鳴門市長 谷 光 次
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１０－１７ 徳島空港およびその周辺における消火救難活動に関する協定

徳島空港事務所長および板野東部消防組合管理者は、徳島空港（以下「空港」という。）およびその周辺にお

ける消火救難活動について、次のとおり協定する。

（目 的）

第１条 この協定は、空港およびその周辺における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の火災又は

それらの発生のおそれのある事態（以下「緊急事態」という。）に際し、徳島空港事務所（以下「甲」という。）

と板野東部消防組合（以下「乙」という。）が緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害の防

止または軽減を図ることを目的とする。

（区 分）

第２条 空港における緊急事態の消火救難活動は、甲が第１次的にこれにあたり、乙は必要に応じて出動するも

のとする。

２ 空港周辺における緊急事態の消火救難活動は、乙が第１次的にこれにあたり、甲は必要に応じて出動するも

のとする。

（緊急事態の通報）

第３条 空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対してすみやかに通報するものとし、空港周辺に緊急事

態が発生した場合には、乙は甲に対してすみやかに通報するものとする。

２ 前項の通報は、次の事項について電話その他の方法により行う。

(1) 緊急事態の種類

(2) 航空機の機種および搭乗人員

(3) 緊急事態発生の場所および時刻

(4) 消防隊および救急隊の到着すべき場所

(5) その他必要な事項

３ 通報に応じて出動した機関は、現場に到着したときは、すみやかに通報した機関に連絡するものとする。

（費用の負担）

第４条 消火救難活動のために要する費用の負担については、別に両者協議して定めるものとする。

（調査に対する協力）

第５条 甲および乙が消火救難活動を実施するにあたっては、当該航空機の状態、現場における痕跡その他火災

事故等の調査に必要な資料の保存に留意するものとする。

（通 報）

第６条 甲または乙が単独で消火救難活動に従事したときは、すみやかにそのてん末を相互に通報するものとす

る。

（訓 練）

第７条 甲および乙は、協議して緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し、総合訓練を定期的に実

施するものとする。

（資料の交換）

第８条 甲および乙は、空港に発着する航空機、空港における諸施設、相互の消防機器人員等消火救難活動に必

要な資料を交換するものとする。

（その他）

第９条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、甲および乙が協議して定める。

昭和 47年４月１日
徳島航空事務所

空港長 武 居 直 彦
板野東部消防組合

管理者 中 川 武 夫
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１０－１８ 徳島飛行場における消火救難業務に関する協定

徳島空港長（以下「甲」という。）及び徳島教育航空群司令（以下「乙」という。）は、徳島飛行場における民

間機の航空事故及び火災等災害（以下「緊急事態」という。）発生時の消火救難業務について、次のとおり協定

する。

（目 的）

第１条 この協定は、徳島飛行場における緊急事態の発生に際し、甲と乙との緊密な協力のもとに迅速、且つ的

確な消火救難業務を実施し、被害を軽減することを目的とする。

（災害派遣の要請）

第２条 乙が緊急事態を発見した場合は、その状況を甲に通報するとともに、甲の災害派遣要請があったものと

して、適切な措置をとるものとする。

この場合、甲は乙に対して速やかに災害派遣要請の手続きをとるものとする。

２ 緊急事態発生時における甲の乙に対する災害派遣要請は、次の事項を明確にして行うものとする。

(1) 緊急事態の種類

(2) 緊急事態発生の場所

(3) 当該機種

(4) その他必要な事項

（消火救難業務）

第３条 消火救難業務の実施については、乙が別に定める「部署」によるものとする。

２ 事故機の収用に関しては、甲の了解を得るものとする。ただし滑走路上の事故については、事故調査等に必

要な現場処置を除き滑走路の開放を優先するものとする。

３ 消火救難業務及び同訓練の実施によって生じる甲側及び第三者並びに機材等の損傷について、乙はその責め

を負わないものとする。

（立入制限）

第４条 緊急事態発生時における現場への立入りは、次に掲げる者以外禁止するものとする。

(1) 救難、消防関係者

(2) 事故機収容作業関係者

(3) 事故調査関係者

(4) 現場管理関係者

(5) 甲又は乙が必要と認めた者

２ 乙は、飛行場立入りを許可された者に対して、飛行場管理上必要な指示を行うことができるものとする。

（訓 練）

第５条 甲及び乙は、両者協議のもとに立案計画して、消火救難業務に関する総合訓練を適宜に実施するものと

する。

（資料の交換）

第６条 甲及び乙は、消火救難業務を円滑に行うために必要な資料を、あらかじめ提示し、交換するものとする。
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（連絡調整）

第７条 この協定を実施するための甲及び乙の連絡調整は、徳島空港事務所運用課長及び徳島教育航空群運用幕

僚が、これを担当する。

（付 則）

第８条 この協定に定める以外の事項及びこの協定により難い事項に関しては、その都度甲及び乙が協議して処

理するものとする。

２ この協定は、昭和 54年 10月１日から施行する。

３ この協定書は、協定当者が各１通保有する。

徳 島 空 港 長 薬師川 幸之助

徳島教育航空群司令 朝 倉 豊
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１０－１９ 航空機の捜索救難のための情報交換に

関する申し合わせ

航空機の捜索救難及び事故対策業務を円滑に実施するために徳島空港事務所長（以下「Ａ」という。）と小松

島海上保安部長（以下「Ｂ」という。）は、その情報交換について、下記のとおり暫定的に申し合わせる。

Ａ及びＢは遭難航空機の情報を知った時、その他通報を必要と認めたときは、次の要領により、相互に連絡通

報を行うものとする。

１ 通報の時期

(1) 航空事故が発生し、捜索救難を必要とするとき

(2) 拡大通信捜索を開始したとき

(3) その他通報を必要と認めたとき

２ ＡからＢへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 国籍、登録記号、所属、機種、機名、識別上の特徴

(3) 機長名、乗員数及び乗客数

(4) 搭乗者の氏名

(5) 出発地および出発時刻

(6) 飛行方式および飛行経路

(7) 目的地および到着予定時刻

(8) 最後に連絡のあった通過地点、およびその時刻、その時の航空機の状態

(9) 事故の発生地又は発生地と推定される範囲

(10) 持久時間で表された燃料搭載量

(11) 現在までにとられた処置

(12) 今後、特に緊急な援助を必要とする事項

(13) その他の参考事項

３ ＢからＡへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 捜索の状況について

(a) 出動船艇および航空機の名称

(b) 捜索の範囲および方法

(c) 手掛りの状況

(d) その他、必要と認める事項

(3) 救助の状況について

(a) 遭難発見の日時場所

(b) 遭難現場の状況

(c) 救助人命等の状況

(d) その他必要と認める事項

-1063-



４ 情報を取消す場合の通報事項

(1) 取消の日時

(2) 取消の理由

(3) 通報者氏名

５ 情報資料の交換

捜索救難の実施のため利用しうる組織、要員、装備その他の必要な事項に関する情報誌料を相互に交換する

ものとする。

６ 連 絡

連絡は、下記の電話による。

徳島空港事務所

一般加入電話 088-699-2980

小松島海上保安部

一般加入電話 08853-3-2244

08853-3-2245

７ その他

(1) この申し合わせを変更又は取消す場合は、相互に協議するものとする。

(2) この申し合わせは、昭和 50年 5月 15日より実施する。

昭和 50年 5月 15日

徳島空港事務所長 宍 倉 恒 成

小松島海上保安部長 阿 部 秀 明
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１０－２０ 航空機の捜索救難のための情報交換に

関する申し合わせ

航空機の捜索救難及び事故対策業務を円滑に実施するために、徳島空港事務所長（以下「Ａ」という。）と板

野東部消防組合消防本部消防長（以下「Ｂ」という。）は、その情報交換について、下記のとおり暫定的に申し

合わせる。

Ａ及びＢは、遭難航空機の情報を知った時、その他通報を必要と認めたときは、次の要領により、相互に連絡

通報を行うものとする。

１ 通報の時期

(1) 航空事故が発生し、捜索救難を必要とするとき

(2) 拡大通信捜索を開始したとき

(3) その他通報を必要と認めたとき

２ ＡからＢへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 国籍、登録記号、所属、機種、機名、識別上の特徴

(3) 機長名、乗員数及び乗客数

(4) 搭乗者の氏名

(5) 出発地および出発時刻

(6) 飛行方式および飛行経路

(7) 目的地および到着予定時刻

(8) 最後に連絡のあった通過地点、およびその時刻、その時の航空機の状態

(9) 事故の発生地又は発生地と推定される範囲

(10) 持久時間で表された燃料搭載量

(11) 現在までにとられた処置

(12) 今後、特に緊急な援助を必要とする事項

(13) その他の参考事項

３ ＢからＡへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 捜索の状況について

(a) 出動航空機の名称

(b) 捜索の範囲および方法

(c) 手掛りの状況

(d) その他、必要と認める事項
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(3) 救助の状況について

(a) 遭難発見の日時場所

(b) 遭難現場の状況

(c) 救助人命等の状況

(d) その他、必要と認める事項

４ 情報を取消す場合の通報事項

(1) 取消の日時

(2) 取消の理由

(3) 通報者氏名

５ 連 絡

連絡は、下記の電話による。

徳島空港事務所

一般加入電話 088-699-2980

板野東部消防組合消防本部

一般加入電話 088-699-4211

６ その他

(1) この申し合わせを変更又は、取消す場合は、相互に協議するものとする。

(2) この申し合わせは、昭和 50年 5月 20日より実施する。

昭和 50年 5月 20日

徳島空港事務所

所 長 宍 倉 恒 成

板野東部消防組合消防本部

消防長 武 内 博
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１０－２１ 航空機の捜索救難のための情報交換に

関する申し合わせ

航空機の捜索救難及び事故対策業務を円滑に実施するために、徳島空港事務所長（以下「Ａ」という。）と徳

島県警察本部長（以下「Ｂ」という。）は、その情報交換について、下記のとおり暫定的に申し合わせる。

Ａ及びＢは、遭難航空機の情報を知ったとき、その他通報を必要と認めたときは、次の要領により、相互に連

絡通報を行うものとする。

１ 通報の時期

(1) 航空事故が発生し、捜索救難を必要とするとき

(2) 拡大通信捜索を開始したとき

(3) その他通報を必要と認めたとき

２ ＡからＢへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 国籍、登録記号、所属、機種、機名、識別上の特徴

(3) 機長名、乗員数及び乗客数

(4) 搭乗者の氏名

(5) 出発地および出発時刻

(6) 飛行方式および飛行経路

(7) 目的地および到着予定時刻

(8) 最後に連絡のあった通過地点、およびその時刻、その時の航空機の状態

(9) 事故の発生地又は発生地と推定される範囲

(10) 持久時間で表された燃料搭載量

(11) 現在までにとられた処置

(12) 今後、特に緊急な援助を必要とする事項

(13) その他の参考事項

３ ＢからＡへの通報事項

(1) 通報番号、通報日時、通報者氏名

(2) 捜索の状況について

(a) 出動航空機の名称

(b) 捜索の範囲および方法

(c) 手掛りの状況

(d) その他、必要と認める事項
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(3) 救助の状況について

(a) 遭難発見の日時場所

(b) 遭難現場の状況

(c) 救助人命等の状況

(d) その他、必要と認める事項

４ 情報を取消す場合の通報事項

(1) 取消の日時

(2) 取消の理由

(3) 通報者氏名

５ 連 絡

連絡は、下記の電話による。

徳島空港事務所

一般加入電話 088-699-2980

徳島県警察本部

一般加入電話 088-622-3101

６ その他

(1) この申し合わせを変更又は、取消す場合は相互に協議するものとする。

(2) この申し合わせは、昭和 50年 5月 20日より実施する。

昭和 50年 5月 20日

徳島空港事務所所長 宍 倉 恒 成

徳島県警察本部長 大 波 多 三 宣
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徳島小松島港台風・津波等対策委員会規約 

 

(名称) 

第１条 本委員会を徳島小松島港台風・津波等対策委員会(以下「委員会」とい

う)と称する。 

 

(目的) 

第２条 委員会は、徳島小松島港における台風・津波及び発達した低気圧によ

る船舶等の災害を防止し、もって港内の安全確保に寄与することを目的

とする。 

 

(所掌事務) 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につい

て検討し、必要な措置を決定する。 

(1)台風・津波及び発達した低気圧による影響予測に関すること。 

(2)台風・津波及び発達した低気圧の襲来が予測される場合の入出港船舶及

び在泊船舶の動静に関すること。 

(3)台風・津波及び発達した低気圧による災害防止に必要な措置に関するこ

と。 

(4)その他委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

(決定事項の処理) 

第４条 委員会は、決定した事項を徳島小松島港長(以下「港 長」という。)

に具申する。 

  ２  委員会は、港長が前項の具申に基づいて発する勧告等を関係官公庁及

び関係団体等に速やかに通報し、その実施を推進する。 

 

(委員等) 

第５条 委員会は、委員及びオブザーバーで構成する。 

  ２  委員は、総会において関係団体の業種別グループのうちから、各 1 名

程度を推薦により任命する。 

  ３  オブザーバーは、関係官公庁の職員とする。 

 

(委員長) 

第６条  委員会に委員長１名、副委員長１名を置き、委員が互選した者をもっ

て充てる。 

  ２  委員長は、議事その他会務を統括する。 

10-22
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  ３  副委員長は、委員長に事故があったとき、その職務を代行する。 

 

(委員会) 

第７条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、また、港長の要請があったと

き召集する。 

 

(総会) 

第８条 本会の円滑な運営並びに関係者の台風・津波等による災害防止知識の

高揚を図るため、年１回以上、関係団体及びオブザーバーを招集し、総

会を開催する。 

 

(常任委員会) 

第９条 委員長は、緊急の必要があると認めるとき、委員会に代えて、常任委

員会を招集し、第３条に掲げる事項について検討することができる。 

  ２  常任委員会の組織は、委員会委員のうちから委員長が指名した委員、

及び必要なオブザーバー等若干名により構成する。 

  ３  常任委員会の決定事項は委員会の決定事項とみなし、速やかに各委員

に通知する。 

 

(委員等の任期) 

第１０条 委員の任期は３年とし、留任を妨げない。 

 

(実施要領の制定等) 

第１１条 この規約を実施するため、徳島小松島港台風・津波等災害防止措置

実施要領を定める。 

 

(事務局) 

第１２条 委員会の庶務は、徳島海上保安部交通課において所掌する。 

 

 附 則 

昭和４４年  ８月  ５日 施行 

昭和６３年１０月  １日 改正 

平成１６年  ８月  ２日 改正 

平成１９年  ４月  １日  改正 

平成２２年  ７月  ２日  改正 

平成２４年  ６月 ２０日  改正 
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       徳島小松島港台風・津波等災害防止措置実施要領 

 

(目的) 

第１条 この要領は、徳島小松島港台風・津波等対策委員会規約第１１条の規

定に基づき、台風・津波等災害防止措置の実施に関して必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

(台風・津波等災害防止措置の体制区分) 

第２条 台風・津波等災害防止措置の船舶対応内容は、別表１並びに別表２の

とおりとする。 

 

(台風・津波等災害防止措置の実施時期) 

第３条 前条による措置を実施する時期は、台風及び発達した低気圧について

は、それぞれの措置内容を安全・効果的に実施するために必要とする時

間を考慮して決定し、津波については、その特性から通報を伝達するい

とまがないことも想定されるので、各注意報・警報発令時点をもって、

措置内容の開始時期ととらえ、かつ、警報の発令時をもっては港長の避

難勧告が発動されたものとする。 

 

(災害防止措置の連絡方法) 

第４条 事務局から各委員への連絡は、別表３のとおりとする。 

 

(避泊位置の通報) 

第５条 避泊した船舶は、その位置を速やかに港長に通報する。              

通報要領は、別表４のとおりとする。 

 

(避難中の通信手段の確保) 

第６条 避泊した船舶は、無線の常時聴取あるいは船舶電話等、通信手段を確

保する。 

 

(港内仮置木材の措置報告) 

第７条 港内仮置木材の管理者等は、各体制区分における木材の措置状況等を

港長に通報する。 

 

(津波来襲時の船舶措置判断基準) 

第８条 船舶の沖出し、又は港内避泊については、末尾参考事項の各地域の津

波到達時間・高さ、安全海域図、自船の発動にかかる時間・速力を考慮

して判断する。 
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                              別表 １  

台風等災害防止の体制区分、措置内容 

                           

体制区分 台風等の状況 措置内容 

注意喚起 台風又は発達した

低気圧が四国地方に

接近するおそれがあ

ると判断される場合。

 

 在港船舶及び港内仮置の材木を管理す

る者は、台風又は発達した低気圧の動向に

留意し、必要な準備等を整える。 

警戒体制 台風又は発達した

低気圧が四国東部、紀

伊水道に接近するお

それがあると判断さ

れる場合。 

(1) 在港船舶は、台風又は発達した低気

圧の動向に留意し、乗組員の待機、機

関の準備等を整える。 

(2) 港内仮置の木材を管理する者は、貯

木場管理者との調整、その他木材の収

納等流出防止措置を開始する。 

(3) 入港予定船舶(避難勧告時に避難を 

要する船舶。但し、旅客定期航路事業

に従事する船舶を除く。)は入港を見合

わせ、また、木材の水面荷役を中止し、

危険物荷役を調整する。 

 

 

避難勧告 

 

 台風又は発達した

低気圧が徳島県に接

近する公算が極めて

大きいと判断される

場合、或いは徳島小松

島港が重大な影響を

こうむると判断され

る場合。 

 

 

(1) 在港大型船舶は、港長の勧告に基づ

き速やかに避難し、万全の措置をとる。

(2) 貯木場等に収納した木材は、十分な

流出等の防止措置を実施する。 

(3) 在港小型船及び工事作業船等は、港

長の勧告に基づき安全な場所に避難

し、厳重な警戒措置をとる。 

解    除 徳島小松島港が台風

又は発達した低気圧

の影響圏外になった

と判断される場合。 

 

 避難した船舶は再入港する等、適宜の措

置をとる。 
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機
関

使
用

：
錨

泊
し

た
状

態
で

機
関

を
起

動
し

、
必

要
に

応
じ

て
使

用
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
対

応
す

る
。

【
○

：
乗

組
員

等
の

人
命

対
応

】
陸

上
避

難
：
船

舶
で

の
安

全
な

港
外

避
難

を
行

う
余

裕
が

無
い

場
合

、
乗

組
員

等
は

陸
上

の
高

い
場

所
に

避
難

す
る

。
可

能
な

限
り

船
舶

の
流

出
防

止
、

危
険

物
の

安
全

措
置

を
取

る
。

船
内

避
難

：
船

舶
の

港
外

避
難

、
乗

組
員

等
の

陸
上

避
難

を
行

う
余

裕
が

な
い

場
合

、
自

船
の

船
内

に
避

難
す

る
。

可
能

な
限

り
船

舶
の

流
出

防
止

、
危

険
物

の
安

全
措

置
を

取
る

。

小
型

船
：
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
、

漁
船

等
の

う
ち

、
港

内
に

お
い

て
陸

揚
げ

で
き

る
程

度
の

船
舶

（
造

船
所

で
の

陸
揚

げ
は

含
ま

な
い

）
を

い
う

。

※
上

記
の

表
は

標
準

的
な

も
の

で
あ

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
地

域
（
港

）
の

特
性

に
応

じ
た

対
応

策
を

検
討

し
て

お
く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

港
外

避
難

1
m

有
り

有
り

錨
地

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

海
域

の
う

ち
津

波
発

生
時

に
流

速
が

速
く
な

る
可

能
性

の
高

い
海

域
を

予
め

調
査

し
て

お
く

　
気

象
庁

か
ら

発
表

さ
れ

た
大

津
波

警
報

又
は

津
波

警
報

か
ら

津
波

注
意

報
に

切
替

っ
た

場
合

、
「
避

難
勧

告
」
を

解
除

し
、

そ
の

後
の

港
内

の
水

路
の

安
全

が
確

認
さ

れ
る

ま
で

の
間

は
、

港
長

か
ら

、
「
入

出
港

自
粛

勧
告

」
、

「
航

行
制

限
」
、

「
航

泊
禁

止
」
が

発
動

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。

事
業

者
側

で
予

め
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成

平
常

時
か

ら
流

出
防

止
対

策
を

留
意

し
て

お
く
こ

と

小
型

船
で

も
十

分
津

波
に

対
応

で
き

る
海

域
が

港
外

に
存

在
し

、
か

つ
、

避
難

す
る

時
間

的
余

裕
が

あ
る

場
合

は
港

外
避

難
で

も
可

（
漁

船
を

含
む

）

港
外

避
難

津
波

警
戒

体
制

備
　

　
　

考

□
 陸

揚
げ

固
縛

又
は

係
留

強
化

津
波

注
意

報

（
津

波
情

報
の

収
集

、
連

絡
体

制
の

確
保

、
係

留
強

化
等

津
波

対
策

に
留

意
す

る
。

）

事
業

者
側

で
予

め
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成

陸
揚

げ
固

縛
又

は
港

外
避

難
又

は
係

留
強

化

航
行

船

大
型

船
、

中
型

船
小

型
船

（
プ

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト
、

港
外

避
難

港
外

避
難

港
外

避
難

又
は

着
岸

の
う

え
陸

上
避

難

港
外

避
難

又
は

着
岸

の
う

え
陸

上
避

難

小
型

漁
船

等
）

無
し

区
　

分
津

波
予

報
の

種
類

無
し

錨
泊

船
、

浮
標

係
留

船

危
険

物
積

載
船

港
　

　
内

　
　

着
　

　
岸

　
　

船
（
　

□
：
船

舶
対

応
、

○
：
乗

組
員

等
の

人
命

対
応

を
示

す
。

）

大
型

船
、

中
型

船
（
漁

船
を

含
む

）

港
外

避
難

準
備

 （
場

合
に

よ
っ

て
は

港
外

避
難

、
機

関
使

用
）

港
外

避
難

準
備

（
場

合
に

よ
っ

て
は

港
外

避
難

）

 □
荷

役
中

止
・
係

留
強

化
又

は
港

外
避

難
準

備
 □

荷
役

中
止

・
係

留
強

化
又

は
港

外
避

難
準

備

津
波

来
襲

ま
で

の
時

間
的

余
裕

津
波

避
難

勧
告

大
津

波
警

報

（
発

令
と

同
時

に
港

長
の

避
難

勧
告

発
動

と
す

る
。

)

津
波

警
報

（
発

令
と

同
時

に
港

長
の

避
難

勧
告

発
動

と
す

る
。

)

巨
大

1
0
m

超
、

1
0
m

、
5
m

高
い

3
m

1
0
-
2
3
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別表 ３ 

               災害防止措置の連絡方法 

 

体制区分 連絡手段 連絡方法 

注意喚起 Ｆネット又は

電話 

 別紙徳島小松島港台風・津波等情報連絡系統（以下

「連絡系統」という）に基づいて通知する。 

 警戒体制 Ｆネット又は

電話 
 「連絡系統」に基づいて通報する。 

旗りゅう信号 

（津波、台風

等） 

  国際信号「ND」（津波が来る見込みである。貴船

は適当な予防策をとられたい。）又は「YD3」（風は、

強くなる見込みである。）を巡視船艇に掲揚する。 

ホームページ  徳島海上保安部ホームページにて掲載する。 

避難勧告  Ｆネット又は

電話 
 「連絡系統」に基づいて通報する。 

旗りゅう信号 

（津波、台風

等） 

 国際信号「ND」（津波が来る見込みである。貴船は

適当な予防策をとられたい。）又は「VL」（台風が近

づいている。あなたは、適当な警戒手段をとられた

い。）を巡視船艇に掲揚する。 

ホームページ 

 
 徳島海上保安部ホームページにて掲載する。 

 解除 
  

Ｆネット又は

電話 
 「連絡系統」に基づいて通報する。 

注意

喚起

を除

く 

 

旗りゅう信号 

（津波、台風

等） 

 国際信号「UN」（貴船は、直ちに入港してよい。）

を巡視船艇に掲揚する。 

ホームページ  徳島海上保安部ホームページにて掲載する。 

 

※ ・連絡手段が「Ｆネット又は電話」の場合、平日の昼間（0900～1700 の間）は、 

Ｆネット、それ以外の日時又はＦネットに不具合が発生した際は電話により通報する

ことを原則とする。 

・津波に関する通報は、津波来襲に間に合わない場合がある。 

徳島海上保安部ホームページアドレス 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/05kanku/tokushima/ 
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別表 ４ 

避泊位置の通報依頼 

 

通報手段 通報先 通報内容 

無線 

(ＶＨＦ) 

こうべほあん 

（CH16） 宛先；徳島小松島港長 

１ 船名 

２ 投錨時刻 

３ 投錨位置（緯度経度又は著名物標からの方位、距

離） 

４ 常時聴取可能な無線電話周波数及び船舶電話番号 

５ その他必要な事項 

船舶電話 
徳島海上保安部 

（0885-32-0431） 

ＦＡＸ 
徳島海上保安部 

（0885-32-0947） 
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徳島県域の高速道路区域における津波避難計画等に関する相互協力協定書 

 

徳島県（以下「甲」という。）、徳島市（以下「乙」という。）、鳴門市（以下「丙」と

いう。）、松茂町（以下「丁」という。）、北島町（以下「戊」という。）及び西日本高速道

路株式会社四国支社（以下「己」という。）は、徳島県域の高速道路区域における津波か

らの避難に関する計画、津波避難場所の整備及び運用（以下「津波避難計画等」という。）

の検討について、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲と己が平成２３年５月９日に締結した「徳島県と西日本高速道路

株式会社との包括的相互協力協定書」の趣旨を尊重し、己の管理する高速道路区域を

甲、乙、丙、丁及び戊が、津波避難計画等の検討にあたり、相互協力に必要な事項を

定め、適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。 

 

（担当する事項） 

第２条 甲は、乙、丙、丁及び戊が検討する津波避難計画等が、合理的かつ経済的なも 

のとなるよう、関係市町との調整を行うものとする。 

２ 乙、丙、丁及び戊は、津波避難計画等の検討を行うものとする。 

３ 己は、高速道路区域における津波避難場所の整備に関し、道路整備特別措置法第二

条第３項に定める道路管理者（道路整備特別措置法第八条に定める道路管理者の権限

の代行を含む）との調整を行うものとする。 

４ 第１項から第３項に定める事項を行う際、甲、乙、丙、丁、戊及び己は、相互に情

報交換に努めるとともに、連携して取り組むこととする。 

 

（協定の有効期間） 

第３条 本協定の有効期間は、平成２６年２月２６日から平成２６年３月３１日までと

する。ただし、期間満了の１ヵ月前までに、甲、乙、丙、丁、戊及び己から申し出が

ない場合は、１年間有効期限を延長するものとする。その後もまた同様とする。  

 

（その他） 

第４条 この定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙、丙、

丁、戊及び己は別途協議するものとする。 

10-24
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本協定締結の証として本書６通を作成し、甲、乙、丙、丁、戊及び己は署名のうえ各

自１通を保有する。 

 

平成２６年２月２６日 

甲  徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

徳 島 県 

知 事 

 

 

乙  徳島県徳島市幸町２丁目５番地 

徳 島 市 

上記代表者 徳島市長 

 

 

丙  徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 

鳴 門 市 

市 長 

 

 

丁  徳島県板野郡松茂町広島字東裏３０番地 

松 茂 町 

町 長 

 

 

戊  徳島県板野郡北島町中村字上地２３番地の１ 

北 島 町 

町 長 

 

 

己  香川県高松市朝日町４丁目１番３号 

西日本高速道路株式会社 

四国支社長 
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地区 市町村 路線名 名称 所在地 備考

1 鳴門市 徳島北灘線 第九の里
鳴門市
大麻町桧字
東山田53

2 鳴門市 国道11号 くるくる なると
鳴門市大津町
備前島字
蟹田の越338-1

地域：指定緊急避難場所

3 阿波市 国道318号 どなり
阿波市
土成町宮川内字
平間28-2

地域：指定避難所

4 神山町 国道438号 温泉の里神山
名西郡神山町
神領字西上角
151-1

5 勝浦町 徳島上那賀線 ひなの里かつうら
勝浦郡勝浦町
生名字月ノ瀬
4-1

広域：救助活動拠点
地域：指定緊急避難場所

6 板野町 徳島引田線 いたの
板野郡板野町
川端字中手崎
39-5

広域：電気事業者活動拠点
地域：指定緊急避難場所
　　　　指定避難所

7 阿南市 国道55号 公方の郷なかがわ
阿南市
那賀川町工地803

8 那賀町 国道195号 わじき
那賀郡那賀町
中山字関ヶ原
34-56

9 那賀町 国道195号 もみじ川温泉
那賀郡那賀町
大久保字西納野
4-7

広域：救助活動拠点
地域：指定避難所

10 那賀町 阿南鷲敷日和佐線 鷲の里
那賀郡那賀町
和食郷字田野
89

地域：指定緊急避難場所
　　　　指定避難所

11 美波町 国道55号 日和佐
海部郡美波町
奥河内字寺前
493-6

12 海陽町 国道55号 宍喰温泉
海部郡海陽町
久保字板取
219-6

地域：指定緊急避難場所
※ホテルリビエラししくい

13 美馬市 鳴門池田線 藍ランドうだつ
美馬市脇町
大字脇町55

①地域：指定緊急避難場所
②地域：車中泊避難場所

14 美馬市 鳴門池田線 みまの里
美馬市美馬町
字願勝寺72

①地域：美馬地区物資供給拠点
②地域：指定緊急避難場所
③地域：車中泊避難場所

15 三好市 鳴門池田線 三野
三好市三野町
太刀野1909-1

16 三好市 西祖谷山山城線 にしいや
三好市
西祖谷山村
尾井ﾉ内348-2

17 つるぎ町 国道192号 貞光ゆうゆう館 
美馬郡つるぎ町
貞光字大須賀
11-1

広域：救助活動拠点
地域：指定緊急避難場所
　　　　指定避難所

※広域：広域活動拠点
※地域：市町村防災拠点

東部

南部

西部

10-25 防災機能を有する「道の駅」一覧
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第１１ 自衛隊に関する資料

-1079-



１１－１ 徳島県知事と海上自衛隊徳島教育航空群

司令との災害派遣に関する協定書

（定 義）

第１条 災害に際し、知事が行う海上自衛隊徳島教育航空群（以下「徳島教育航空群」という。）の派遣要請及

びこれに伴う必要な取扱いについては、自衛隊法（昭和 29年法律第 165号）第 83条及び自衛隊法施行令（昭和 29年

政令第 179 号）第 106 条に定めるもののほか、この協定に基づき実施するものとする。

（目 的）

第２条 徳島教育航空群は、知事の要請に基づき、直接の災害救助並びに人員物資の輸送及び海上島しょ部、沿

岸部の救難警戒に当たる。

（作業資材等の支援）

第３条 派遣された部隊が、作業を実施するために必要とする資材等の支援は、知事があっせんするものとする。

（経費の負担）

第４条 部隊が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は、自衛隊において負担するものとする。

(1) 部隊の輸送費

(2) 隊員の給与

(3) 隊員の食糧費

(4) その他部隊に直接必要な経費

（災害情報の連絡）

第５条 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、知事と徳島教育航空群司令とは、互いに災害情報の交換

をするものとする。

（有効期間）

第６条 この協定の有効期間は、協定成立の日から１年とする。ただし、有効期間満了までにいずれか一方から

の別段の意思表示がない場合は、この協定は更新されたものとする。

（実施細目）

第７条 この協定に基づく災害派遣に関する細部協定は、別紙「徳島県知事と海上自衛隊徳島教育航空群司令と

の災害派遣に関する細部協定」のとおりとする。

なお、この協定に定めるもののほか、部隊派遣要請その他災害に関する必要な措置の実施細目は、その都度

協議して定める。

昭和 40 年９月 10 日徳島県知事と海上自衛隊第３航空群司令との間に締結した徳島県知事と海上自衛隊第３航空

群司令との災害派遣に関する協定は、この協定により効力を失うものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。

昭和 50年６月７日

徳 島 県 知 事

武 市 恭 信

海上自衛隊徳島教育航空群司令

柴 田 英 夫
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別 紙

徳島県知事と海上自衛隊徳島教育航空群

司令との災害派遣に関する細部協定

１ 方 針

過去の各種災害の経験にかんがみ、特に地方諸機関との緊密な調整を重視し、相互の深い理解と信頼の下に

災害派遣の準備及び実施に遺憾のないことを期する。

２ 徳島教育航空群の分担任務

徳島教育航空群の任務は、次のとおりとする。

(1) 人命の救助

(2) 被害調査（主として急を要する空中からの調査）

(3) 緊急を要する人員・物資の輸送

(4) 緊急を要する応急措置作業の協力

(5) 非常通信の取扱い

３ 情報の交換

(1) 災害が予想される事態又は災害が発生した場合の各種情報については、密接な連絡の下に相互に得た資料

を交換する。

(2) 徳島教育航空群司令は、災害の状況により県消防防災課に連絡員を派遣する。

４ 防災に関する研究及び訓練

地方諸機関の行う防災訓練、防災研究会等には極力参加して相互の能力の理解に努める。

５ 災害派遣要請

(1) 知事の災害派遣要請に関する書式は、別紙のとおりとする。

(2) 徳島教育航空群司令は、必ずしも前項の文書を待つことなく、電話連絡によって自衛隊法第 83 条の規定に

より、速やかに部隊を派遣することができる。この場合、正式文書は、後刻受領する。

６ 災害派遣

(1) 徳島教育航空群司令は、災害に際し、発生前といえども、予防派遣の要請を受けた場合で必要と認めたと

きは、部隊を派遣することができる。

(2) 部隊の派遣又は出動は、密接な連絡の下に機を失せず、速やかに実施する。特に人命の緊急救助に関して

は留意する。

(3) 徳島教育航空群司令が市町村長又は警察署長から直接通報を受けたときは、これを受理し、知事に連絡し

た後、状況に応じ部隊を派遣することを建前とする。

７ 通信連絡

(1) 災害時の通信連絡に関しては電話連絡を主要とする。

(2) 災害状況により電話連絡が不可能なときは、無線通信によるものとし、その運用については徳島教育航空

群が当たるものとする。
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８ 徳島教育航空群施設の使用

災害救助活動に際して徳島教育航空群施設の一部使用は原則として行わない。ただし、重大な災害が発生し、

他に方法がないときは、両者協議の上、正規手続を経た後、施設の一部を使用することができる。

９ 事務連絡先

徳 島 県 徳島市万代町１丁目

徳島県生活環境部消防防災課

徳島教育航空群 板野郡松茂町

徳 島 教 育 航 空 群 司 令 部
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平成 年 月 日

殿

県 知 事

海上自衛隊の災害派遣要請について

自衛隊法第８３条第１項の規定により下記のとおり派遣方を要請します。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する理由

２ 派遣を希望する期間

月 日 午 から

月 日 午 から

３ 派遣を希望する区域及び活動状況

４ 着陸適地その他参考となるべき事項
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１１－２ 徳島県知事と海上自衛隊小松島航空隊

司令との災害派遣に関する協定書

（定 義）

第１条 災害に際し、知事が行う海上自衛隊小松島航空隊（以下「小松島航空隊」という。）の派遣要請及びこ

れに伴う必要な取扱いについては、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条及び自衛隊法施行令（昭和 29 年

政令第 179 号）第 106 条に定めるもののほか、この協定に基づき実施するものとする。

（目 的）

第２条 小松島航空隊は、知事の要請に基づき、直接の災害救助並びに人員物資の輸送及び海上島しょ部、沿岸

部の救難警戒に当たる。

（作業資材等の支援）

第３条 派遣された部隊が、作業を実施するために必要とする資材等の支援は、知事があっせんするものとする。

（経費の負担）

第４条 部隊が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は、自衛隊において負担するものとする。

(1) 部隊の輸送費

(2) 隊員の給与

(3) 隊員の食糧費

(4) その他部隊に直接必要な経費

（災害情報の連絡）

第５条 災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、知事と小松島航空隊司令とは、互いに災害情報の交換を

するものとする。

（有効期間）

第６条 この協定の有効期間は、協定成立の日から１年とする。ただし、有効期間満了までにいずれか一方から

の別段の意思表示がない場合は、この協定は更新されたものとする。

（実施細目）

第７条 この協定に基づく災害派遣に関する細部協定は、別紙「徳島県知事と海上自衛隊小松島航空隊司令との

災害派遣に関する細部協定」のとおりとする。

なお、この協定に定めるもののほか、部隊派遣要請その他災害に関する必要な措置の実施細目は、その都度

協議して定める。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保有するものと

する。

昭和 50年６月７日

徳 島 県 知 事

武 市 恭 信

海上自衛隊小松島航空隊司令

沖 周
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別 紙

徳島県知事と海上自衛隊小松島航空隊

司令との災害派遣に関する細部協定

１ 方 針

過去の各種災害の経験にかんがみ、特に地方諸機関との緊密な調整を重視し、相互の深い理解と信頼の下に

災害派遣の準備及び実施に遺憾のないことを期する。

２ 小松島航空隊の分担任務

小松島航空隊の任務は、次のとおりとする。

(1) 人命の救助

(2) 被害調査（主として急を要する空中からの調査）

(3) 緊急を要する人員・物資の輸送

(4) 緊急を要する応急措置作業の協力

(5) 非常通信の取扱い

３ 情報の交換

(1) 災害が予想される事態又は災害が発生した場合の各種情報については、密接な連絡の下に、相互に得た資

料を交換する。

(2) 小松島航空隊司令は、災害の状況により県消防防災課に連絡員を派遣する。

４ 防災に関する研究及び訓練

地方諸機関の行う防災訓練、防災研究会等には極力参加して相互の能力の理解に努める。

５ 災害派遣要請

(1) 知事の災害派遣要請に関する書式は、別紙のとおりとする。

(2) 小松島航空隊司令は、必ずしも前項の文書を待つことなく、電話連絡によって自衛隊法第 83 条の規定によ

り、速やかに部隊を派遣することができる。この場合、正式文書は、後刻受領する。

６ 災害派遣

(1) 小松島航空隊司令は、災害に際し、発生前といえども、予防派遣の要請を受けた場合で必要と認めたとき

は、部隊を派遣することができる。

(2) 部隊の派遣又は出動は、密接な連絡の下に機を失せず速やかに実施する。特に人命の緊急救助に関しては

留意する。

(3) 小松島航空隊司令が市町村長又は警察署長から直接通報を受けたときは、これを受理し、知事に連絡した

後、状況に応じ部隊を派遣することを建前とする。

７ 通信連絡

(1) 災害時の通信連絡に関しては電話連絡を主要とする。

(2) 災害状況により電話連絡が不可能なときは、無線通信によるものとし、その運用については小松島航空隊

が当たるものとする。
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８ 小松島航空隊施設の使用

災害救助活動に際して小松島航空隊施設の一部使用は原則として行わない。ただし、重大な災害が発生し、

他に方法がないときは、両者協議の上、正規手続を経た後、施設の一部を使用することができる。

９ 事務連絡先

徳 島 県 徳島市万代町１丁目

徳島県生活環境部消防防災課

小松島航空隊 小松島市和田島町

小松島航空隊本部幕僚室
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平成 年 月 日

殿

県 知 事

海上自衛隊の災害派遣要請について

自衛隊法第８３条第１項の規定により下記のとおり派遣方を要請します。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する理由

２ 派遣を希望する期間

月 日 午 から

月 日 午 から

３ 派遣を希望する区域及び活動状況

４ 着陸適地その他参考となるべき事項
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１１－３ 災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団との協定書

徳島県（以下「甲」という ）と陸上自衛隊第１４旅団（以下「乙」という ）は，災。 。

害派遣に関し，その要請の適正と円滑な運営を図るため，次のとおり協定を締結する。

（自衛隊の任務の周知徹底）

第１条 甲は，自衛隊の実施する災害派遣の目的及び精神を平時から関係公共機関に周知

徹底し災害派遣要請の適正を期するものとする。

（平時における連携）

第２条 甲及び乙は，平素から災害派遣に係わる連絡及び調整を緊密に行うものとする。

２ 甲は，災害に関し，資料を提供するとともに，自衛隊が行う情報収集活動に対して，

積極的な援助を行うものとする。

（甲が行う訓練の支援）

第３条 乙は，甲が実施する災害救助演習及び水防演習には，業務に支障のない限り部隊

等を参加させこれを支援する。この場合，甲は，あらかじめ当該演習の計画を通報する

とともに，必要とする参加部隊の人員，装備等を乙に要請するものとする。

， ， ，２ 甲は 各市町村長が計画する防災演習等について 自衛隊の支援を必要とする場合は

あらかじめ当該市町村長と調整の上，前項に基づいて要請するものとする。

（災害発生が予想される場合の連絡）

第４条 甲は，自衛隊の災害派遣を要請する災害の発生が予想される場合は，速やかに乙

にその状況及び事後の見通し等を通報するものとする。

２ 乙は，前項の通報に基づき，所要に応じ連絡班を自主派遣する等の措置を講ずるもの

とする。

３ 乙が連絡班を県庁に派遣した場合，甲は，連絡所開設場所に必要な施設及び電話機等

提供する等，所要の支援を行うものとする。

（偵察者の派遣）

第５条 災害の発生が予想され，又は発生し，乙が現地に偵察者を派遣する場合は，甲は

必要に応じ，関係職員を当該偵察班と同行又は追求させて，現地関係者との連絡調整に

当たらせるものとする。

（現地責任者の指定等）

第６条 甲及び乙は，災害の救援に関し，現地における責任者を指定し，相互の連絡調整

に当たらせるものとする。

（合同連絡所等の設置）

第７条 災害の規模，様相等によって必要がある場合，双方協議の上，現地に合同連絡所

を設置し業務の円滑及び効果的な実施を図るものとする。

２ 合同連絡所等に必要な施設等は，甲が準備するものとする。

（救援資材の集積，使用及び補償等の責任）

第８条 災害救援のための使用する資材は，甲が準備及び集積したものを使用するものと

する。このため甲は，地区ごとの資材等の集積を計画しておくものとする。
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２ 災害派遣に当たり，甲が準備及び集積した救援資材の使用に伴う補償等は，甲が負担

するものとする。

（経費の負担）

第９条 災害派遣部隊が救難に伴い，関係公共機関及び民間の施設等を使用する場合の経

費負担区分は，次のとおりとする。

（１）甲の負担するもの。

施設の借用料及び損料，電気料（施設費を含む ，水道料，入浴料，くみ取料等。）

（２）上記以外の経費の負担については，その都度協議するものとする。

（救難物資の無償貸付け又は譲与）

第１０条 防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については，防衛庁の管理に

属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令（昭和３３年総理府令第１号）によ

るものとする。

ただし，譲与は県市町村その他公共機関の救助が受けられず，当該物品の譲与を受け

なければ，生命身体が危険であると認められる場合に限るものとする。

（災害派遣の要請様式及び通信）

第１１条 災害派遣の要請様式及び通信は，別紙第１及び別紙第２によるものとする。

（協議事項）

第１２条 この協定の実施について疑義が生じたときは，その都度，双方誠意ある協議を

行うものとする。

（協定期間）

第１３条 この協定の期間は，協定締結後１年間とし，甲乙双方又はいずれか一方から何

らの意思表示がない場合は，協定期間は更に１年間更新されるものとし，その後もまた

同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙両者記名押印の上，各自その１通

を保有するものとする。

平成１８年４月１８日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 陸上自衛隊第１４旅団長

陸 将 補 笠 原 直 樹
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別紙第１

様 式

第 号

平成 年 月 日

陸上自衛隊第１４旅団長 殿

徳 島 県 知 事

災害派遣に関する要請

このことに関し、次により速やかに部隊の派遣を要請します。

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由

２ 派遣を必要とする期間

自 平成 年 月 日 時から

至 平成 年 月 日 災害が終了するまで

３ 派遣を希望する人員等

４ 派遣を希望する区域及び活動内容

（１）派遣を希望する区域

（２）活動内容

５ その他参考事項

（１）宿舎

（２）食糧

（３）資材

（注） 緊急の場合、電話をもって要請し、事後文書（２部）を提出すること。
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別紙第２

災害派遣に伴う通信

１ 連絡先

区 分 連 絡 先 電 話 番 号

088-621-2716県 平 時 危機管理局 徳 島

088-621-2057庁 夜 間（休日） 県庁衛視室 徳 島

0877-62-2311自 平 時 第１４旅団司令部第３部 善通寺

2236 2237衛 内線 、

隊

0877-62-2311 2208夜 間（休日） 当 直 幕 僚 室 善通寺 内線

0877-62-2311 2238平 時 第１４旅団第１５普通科 善通寺 内線

連隊第３科

0877-62-2311 2408夜 間（休日） 部隊当直室 善通寺 内線

２ 災害派遣における自衛隊との通信組織

県 庁（連絡者） 合 同 連 絡 所

第１４旅団司令部第３部 災 害 派 遣 部 隊

偵 察 者
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災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団との協定書

の一部を改正する協定

平成１８年４月１８日に締結した「災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第

１４旅団との協定書（以下「災害派遣に関する協定」という ）の一部を改正。

する協定を締結する。

平成１９年１月９日

徳島県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

陸上自衛隊第１４旅団長

陸 将 補 笠 原 直 樹

災害派遣に関する協定の一部を次のように改正する。

第１０条中「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については、

防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令（昭和

３３年総理府令第１号 」を「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲）

与等については、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する

省令（平成１９年１月４日内閣府令第２号 」に改正する。）

附 則

この協定は、平成１９年１月９日から実施する。
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第１２ 広域応援等に関する資料
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１２－１ 危機事象発生時の四国 4 県広域応援に関する基本協定 

 
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県（以下「四国４県」という。）は、南海地震等自然災

害はもとより、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６

年法律第１１２号）が適用される事態その他県民や滞在者の生命、身体及び財産に重大な

被害が生じる危機事象の発生時における応援・協力体制を構築し、応急対策、応急復旧等

を円滑に行うため、広域応援に関する協定（平成７年１０月２０日締結）を発展的に見直

し、この協定を定めるものとする。 
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、四国４県のいずれかにおいて、南海地震をはじめとして、次の各号

に掲げる事態（以下「危機事象」という。）が発生し、危機事象が発生した県（以下「危

機事象発生県」という。）のみでは救援等の応急対策が十分に実施できない場合に、危機

事象発生県からの要請に基づき、四国内での広域応援活動を迅速かつ円滑に遂行するた

めの基本となる事項を定めるものとする。 
（１） 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害 
（２） 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に

関する法律（平成１５年法律第７９号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事

態 
（３） 前２号に定めるもののほか、県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被

害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態 
（応援幹事県の決定等） 

第２条 危機事象発生県以外の県は、速やかに連絡を取り合い、危機事象発生県の広域応

援計画の立案や広域応援活動を中心となって行う県（以下「応援幹事県」という。）を決

定し、広域応援体制の調整を行うものとする。 
２ 各県は、あらかじめ広域応援に関する連絡担当部局を定めるなど、連絡体制を整備し、

危機事象発生時には、速やかに必要な情報を相互に伝達するものとする。 
（自主的応援出動） 

第３条 震度６以上の地震が観測された場合又は県間の通信途絶等の緊急事態が生じた場

合には、危機事象発生県以外の県は、危機事象発生県からの広域応援の要請がなくとも、

速やかに情報収集活動をはじめ、必要な応急措置をとるものとする。 
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（情報の共有） 
第４条 四国４県は、広域応援を行う場合における提供可能な物資及び資機材の品目及び

数量、救急医療施設の所在地等必要な情報の共有化を図るものとする。 
（広域応援の種類等） 

第５条 広域応援の種類は、次のとおりとする。 
（１） 物資及び資機材の提供 
（２） 施設、設備及び機器の使用又は貸与 
（３） 職員の派遣 
（４） 試験検査等の実施その他の役務の提供 
（５） 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 前項各号に掲げる応援が速やかに行われるよう、各県は平素から関係機関等と十分な

連絡体制をとり、迅速かつ的確な対応に万全を期するよう努めるものとする。 
３ 具体的な広域応援内容等については、必要に応じて危機事象ごとに別に定めるものと

する。 
（広域応援の要請の手続等） 

第６条 広域応援が円滑に実施できるよう、あらかじめ広域応援の要請手続、活動の内容

等については、別に定めるものとする。 
（広域応援の経費の負担等） 

第７条 広域応援に要した経費は、原則として、広域応援を受けた県の負担とする。 
２ 広域応援を受けた県が、前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ、広域応援を受け

た県から要請があった場合には、広域応援をした県は、一時繰替え支弁するものとする。 
３ 第３条の自主的応援出動を行う県については、広域応援の要請があったものとみなし、

自主的応援出動に要した経費の負担については前２項に準じて取り扱うものとする。た

だし、危機事象の発生状況等に係る情報収集活動に要する経費は、広域応援を行う県の

負担とする。 
（物資等の携行） 

第８条 広域応援をする県は、危機事象発生県の要請又は第３条の自主的応援出動により

職員の派遣をする場合には、派遣職員自らが消費し、又は使用する物資等を携行させる

ものとする。 
（資料の交換等） 

第９条 四国４県は、この協定に基づく応援が円滑に実施されるよう、毎年４月１日現在

の地域防災計画、国民保護計画、危機事象ごとの担当部局一覧その他広域応援活動に必

要な資料を相互に交換するものとする。 
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（訓練） 
第１０条 四国４県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応急対策

等に関する訓練を実施するよう努めるものとする。 
（その他） 

第１１条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項で、特に協議

が必要なものが生じた場合には、その都度四国４県が協議して定めるものとする。 
（施行） 

第１２条 この協定は、平成１９年２月５日から施行する。 
 
 この協定を締結したことを証するため、この協定書４通を作成し、各県の知事が記名押

印をして、各自その１通を所持する。 
 
 平成１９年２月５日 
 
 

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 
 
 
 
 

香川県知事 真 鍋 武 紀 
 
 
 
 

愛媛県知事 加 戸 守 行  
 
 
 
 

高知県知事 橋 本 大二郎 
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危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定実施細目 

 
（趣旨） 

第１条 この実施細目は、危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定（以下「協

定」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（広域応援の要請及び実施の手続等） 

第２条 広域応援の要請及び実施の手続等については、「危機事象発生時の四国４県広域応

援に関する基本協定に基づく支援・受援マニュアル」（平成２７年１１月策定）に定める

ところによる。 
 
（広域応援の経費の負担等） 

第３条 広域応援に要する経費の負担等については、協定第７条に定めるところによるほ

か、別紙「応援経費の負担等基準」に定めるところによる。 
２ 前項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態における広域応援に要す

る経費については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平

成１６年法律第１１２号）第１６５条に定めるところによる。 
３ 第１項の規定にかかわらず、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

７の規定による職員の派遣の経費の負担等については、同法に定めるところによる。 
 
（資料の内容等） 

第４条 協定第９条に定める広域応援活動に必要な資料のうち、災害応急活動に必要な資

料については、次のとおりとし、その内容に重要な変更があったときは、その都度その

内容を通知するものとする。 
（１） ヘリポート等の所在地及び位置図 
（２） 食料及び生活必需品の備蓄状況 
（３） 備蓄倉庫の所在地 
（４） 前３号に掲げるもののほか、必要な事項 
 
（訓練） 

第５条 協定第１０条の規定による応急対策等に関する訓練を実施するに当たっては、協

定に基づく応援が円滑に行われるよう、この実施細目に定める広域応援要請等の演習を

盛り込むよう努めるものとする。 
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（その他） 
第６条 この実施細目に定めのない事項については、四国４県が協議して別に定める。 
 
   附 則 
１ この実施細目は、平成２７年１１月２５日から施行する。 
２ 平成１９年２月５日に締結した「危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協

定実施細目」は、これを廃止する。 
 
 この実施細目を締結したことを証するため、本書４通を作成し、各県の危機管理を統括

する職の者が記名押印の上、各自その１通を保有する。 
 
 
  平成２７年１１月２５日 
 
 
 

徳島県危機管理部長     黒 石 康 夫 
 
 
 

香川県危機管理総局長    泉 川 雅 俊 
 
 
 

愛媛県防災安全統括部長   岡 田 清 隆 
 
 
 

高知県危機管理部長     野々村  毅 
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別紙 
応援経費の負担等基準 

 
１ 職員の派遣に要する経費の負担等 

協定第５条第１項第３号の規定による職員の派遣に要する経費の負担については、次

のとおりとする。 
ア 応援を受けた県が負担する経費の額は、応援を行う県が定める規定により算出した

当該職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 
イ 職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態と

なった場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った県の負担とする。た

だし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援を受けた県の負担とする。 
ウ 職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務に従事中に

生じたものについては応援を受けた県が、応援を受けた県への往復の途中において生

じたものについては応援をした県が賠償責任を負う。 
エ ア、イ及びウのほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援を受けた県及

び応援をした県が協議して定める。 
 
２ 経費の一時繰替え支弁等 
（１） 応援をした県は、協定第７条第２項の規定により応援に要する経費を一時繰替え

支弁した場合は、次に掲げる経費に相当する額を、応援を受けた県に請求する。 
 

応援の区分 経費 
協定第５条第１項第１号の物資の

提供に係るもの 
購入費及び輸送料 

協定第５条第１項第１号の資機材

の提供に係るもの 
借上料、燃料費、輸送費、破損費及び故障が

生じた場合の修理費 
協定第５条第１項第２号の施設の

使用に係るもの 
借上料 

協定第５条第１項第２号の設備及

び機器の使用又は貸与に係るもの 
輸送費及び故障が生じた場合の修理費 

協定第５条第１項第３号の職員の

派遣に係るもの 
１に定める経費 
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協定第５条第１項第４号の試験検

査等の実施に係るもの 
実施に要した経費 

協定第５条第１項第５号の特に要

請のあった事項に係るもの 
実施に要した経費 

 
（２） （１）の請求は、応援した県の知事名による請求書により、連絡担当部局を経由

して応援を受けた県の知事に請求するものとする。 

（３） （１）及び（２）により難いときは、応援を受けた県及び応援をした県が協議し

て定める。 
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中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 
 

 

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高

知県（以下「中国・四国９県」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律

第 223 号）の規定する災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律（平成 16 年法律第 112 号）が適用される事態（以下「災害等」

という。）が発生し、災害等が発生した県（以下「被災県」という｡）が独自で

は十分な応急措置及び国民保護措置等（以下「応急措置等」という。）が実施

できない場合に、迅速かつ的確に被災県における応急措置等の支援を実施する

ため、次のとおり協定を締結する。 

（カウンターパート制による支援） 

第１条 中国・四国９県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウン

ターパート制により、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、

必要に応じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、

被災県が必要とする支援を実施する。 

（広域支援本部の設置） 

第２条  中国・四国９県は、被災状況に応じた、より的確な支援を実施するた

め、中国地方知事会の会長県（以下「会長県」という。）及び四国知事会の

常任世話人県（以下「常任世話人県」という。）に広域支援本部を設置する。 

２ 広域支援本部は相互に連携し、被災県の被災状況や各県の支援状況等の情

報集約を行い、被災県に対する支援に係る包括的な調整を行う。 

３ 会長県及び常任世話人県が被災した場合における広域支援本部の設置県に

ついては、別に定める。 

（支援の内容） 

第３条 支援の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

 (2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の

提供 

(3) 避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及び

あっ旋並びに資機材の提供 

 (4) 医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣 

 (5) 避難者を受け入れるための施設の提供 

 (6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

（広域支援本部による支援の要請） 

第４条 広域支援本部の設置県の知事は、所属ブロックの構成県だけでは被災

県に対して十分な支援ができないと判断したときは、中国ブロックにあって

は常任世話人県の知事に、四国ブロックにあっては会長県の知事に対し、文

書をもって支援要請する。ただし、そのいとまがない場合は、電話等により

支援要請を行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。 
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（支援に要する経費の負担等） 

第５条 支援に要した経費は、原則として支援を受けた県（以下「被支援県」

という。）の負担とする。 

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、支援を実

施した県が一時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）

支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

（平常時の相互交流） 

第６条 中国・四国９県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、

毎年１回地域防災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供する

ほか、各県が実施する訓練等に相互に参加するなど、各県間の相互交流を図

るものとする。 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する

協定を排除するものではない。 

（その他） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、

各県が協議して定めるものとする。 

 

以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書９通を作成し、

各県が記名・押印をして、各自その 1 通を所持する。 

  

 附則 

１  この協定は平成 24 年３月１日から施行する。 

２  平成７年 12 月５日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 

鳥取県代表者 鳥取県知事 平 井 伸 治  

島根県代表者 島根県知事 溝 口 善兵衛  

岡山県代表者 岡山県知事 石 井 正 弘  

広島県代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦  

山口県代表者 山口県知事 二 井 関 成  

徳島県代表者 徳島県知事 飯 泉 嘉 門  

香川県代表者 香川県知事 浜 田 恵 造  

愛媛県代表者 愛媛県知事 中 村 時 広  

高知県代表者 高知県知事 尾 﨑 正 直  

-1102-



大 規 模 広 域 的 災 害 に 備 え た

中国・四国ブロックの相互支援体制に関する基本合意書

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県は、

東海・東南海・南海地震などの大規模広域的災害に備え、被災県に対して、効果的な支

援活動が行われるよう連携を密にするため、「カウンターパートによる相互支援」並び

に「中国・四国各ブロックにおける広域支援本部の設置」について、次のとおり合意す

る。

第１ カウンターパートによる相互支援

（１）中国・四国に甚大な被害を及ぼす大規模広域的災害が発生した場合、被災県の支

援ニーズを迅速かつ的確に把握し、速やかに対応するため、予め各県をグループ化

し、グループ内の県が被災した際には、直ちに支援を行うカウンターパートによる

相互支援体制を整備する。

【カウンターパートの各グループ】

構 成 県

グループ１（赤色） 鳥取県、徳島県

グループ２（黄色） 岡山県、香川県

グループ３（青色） 広島県、愛媛県

グループ４（緑色） 島根県、山口県、高知県

（２）グループ内の各県は、カウンターパートによる支援が円滑に行われるよう、平時

から防災担当職員の相互交流に努め、効果的な支援活動の実現に努めるものとする。

第２ 中国・四国各ブロックにおける「広域支援本部」の設置

（１）被災県の被災状況に応じた、より的確な被災地支援を行うため、中国地方知事会

の会長県及び四国知事会の常任世話人県に「広域支援本部」を設置する。

なお、会長県及び常任世話人県が被災した場合には、その設置県を調整する。

（２）「広域支援本部」は相互に連携し、被災県の被災状況や各県の支援状況等の情報

集約を行い、被災地支援に係る包括的な調整を実施する。
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以上のとおり合意したことを証するため、この基本合意書９通を作成し、各自署名の

上、１通を保有する。

平成２３年１１月２１日

鳥取県

鳥取県知事

島根県

島根県知事

岡山県

岡山県知事

広島県

広島県知事

山口県

山口県知事

徳島県

徳島県知事

香川県

香川県知事

愛媛県

愛媛県知事

高知県

高知県知事
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１２－３ 近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定 

 

 

福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び関西広域連

合は、近畿圏危機発生時の相互応援について次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

及び徳島県（以下「府県」という。）の区域において、次の事態（以下「危機」という。）

が発生し、当該区域を所管する府県だけでは十分に応急対策が実施できない場合に、関西広

域連合及び府県が連携して府県間の応援活動を迅速に遂行するための基本となる事項を定め

るものとする。  

（１）災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める災害 

（２）武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全確保に関する法律

（平成 15年法律第 79号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事態 

（３）前２号に定めるもののほか、府県民及び滞在者の生命、身体及び財産に重大な被害が生

じ、又は生じるおそれがある緊急の事態 

 

（調整） 

第２条 福井県、三重県、奈良県及び関西広域連合は、被応援府県に対する応援府県の応援活

動が速やかに行われるよう協議する。 

２ 関西広域連合は、前項の協議を踏まえ、関西広域連合構成府県を含めた広域応援について

調整を行う。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３）資機材の提供 

（４）避難者及び傷病者の受入れ 

（５）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 前項に掲げる応援を実効あるものとするため、関西広域連合及び府県は、平素から関係機

関等と十分な連携を図ることにより、危機発生時の迅速かつ的確な対応に万全を期するよう

努める。 

３ 具体的な応援内容等については、必要に応じて事象ごとに別途定める。 

 

（被害状況等の連絡） 

第４条 府県は、当該府県の区域において相当の被害が近く発生することが予想され、又は発

生した場合は、速やかに関西広域連合に被害状況等を連絡するものとする。 

２ 関西広域連合は、前項の連絡を受けた場合は、全ての府県の被害状況等を確認し取りまと

め、全ての府県に連絡するものとする。 

 

（応援要請等の手続） 

第５条 応援を受けようとする府県は、必要とする応援の内容について、関西広域連合に対し、

文書により要請するものとする。ただし、その暇がない場合は、電話又は電子メール等によ

り要請し、後に文書を速やかに提出するものとする。 

２ 関西広域連合は、前項の要請を受けた場合は、速やかに他の府県と調整の上、応援の割当

てを定めた応援計画を作成し、被応援府県及び応援府県に対し、文書により通知するものと
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する。ただし、その暇がない場合は、電話又は電子メール等により連絡し、後に文書を速や

かに提出するものとする。 

３ 第１項の要請をもって、被応援府県から応援府県に対して応援の要請があったものとみな

す。 

 

（応援の実施） 

第６条 前条第２項の応援計画の通知を受けた応援府県は、当該応援計画に基づき、被応援府

県を応援するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要した経費は、原則として当該応援を受けた被応援府県が負担する。 

２ 被応援府県が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、かつ、被応援府県から要請があっ

た場合には、応援府県は当該経費を一時繰替支弁する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、武力攻撃事態等及び緊急対処事態においては、その応援に要

した経費については武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16

年法律第 112 号）第 165 条の定めるところによる。 

４ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては被応援府県が、被応援府県への往復の途中において生じたものについて

は応援府県が、その損害を賠償するものとする。 

 

（緊急派遣） 

第８条 府県の区域において震度６弱以上の地震が観測された場合、又は府県間の通信の途絶

等の緊急事態が生じた場合において、甚大な被害が推測されるときは、関西広域連合及び府

県は、相互に調整の上、当該府県に職員を派遣し、応援活動の実施に必要な情報収集等を行

うものとする。 

２ 前項の情報収集等の結果、特に緊急を要し第５条第１項の要請を待つ暇がないと認められ

るときは、府県は、同要請を待たずに緊急派遣を受けた府県を応援することができる。 

３ 前項の応援については、第５条第１項の要請があったものとみなす。 

 

（物資等の携行） 

第９条 関西広域連合及び応援府県は、職員等を派遣する場合には、職員等が消費又は使用す

る物資等を携行させるものとする。 

 

（資料の交換） 

第10条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、毎年６月末日

までに、関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、各府県地域防災計画、各府

県国民保護計画その他応急活動に必要な参考資料を相互に交換するものとする。ただし、参

考資料の内容に重要な変更があった場合には、その都度、相互に連絡するものとする。 

 

（連絡会議の実施） 

第11条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年度、第

１条に掲げる事態に関する連絡会議を実施するものとする。 

 

（訓練の実施） 

第12条 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、合同して応

急対策に関する訓練を実施するものとする。 

 

 

-1106-



 3

（その他） 

第13条 この協定に定めのない事項は、必要の都度、関西広域連合及び府県が協議して定める

ものとする。 

 

附 則 

１ この協定は、平成 24 年 10 月 25 日から適用する。 

２ この協定の適用をもって、平成 18 年４月 26 日に締結した「近畿２府７県危機発生時の相

互応援に関する基本協定」は廃止する。 

 

この協定の締結を証するため、本書10通を作成し、各団体記名押印の上各１通を保有する。 

 

 

平成 24年 10 月 25 日 

 

福井県 

福井県知事  西  川  一  誠 

 

 

 

                    三重県 

三重県知事 鈴 木 英 敬 

 

 

 

                    滋賀県 

                     滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子 

 

 

 

                    京都府 

                     京都府知事 山 田 啓 二 

 

 

 

                    大阪府 

                     大阪府知事 松 井 一 郎 

 

 

 

                    兵庫県 

                     兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

 

 

                    奈良県 

奈良県知事 荒 井 正 吾 
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                    和歌山県 

                     和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

 

 

 

                    徳島県 

                     徳島県知事 飯 泉 嘉 門 

 

 

 

関西広域連合 

広域連合長 井 戸 敏 三 
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１２－４ 関西広域連合と九州地方知事会との災害時の相互応援に関する協定 

 

 

（目的） 

第１条 この協定は、関西広域連合及び九州地方知事会（以下「両者」という。）を構

成するいずれかの府県（以下「構成府県」という。）において、大規模な災害等が発

生し、被災した連合組織の構成府県だけでは十分な災害対策等の応援ができないと

きに、相手の連合組織の構成府県の応援を受けることにより、被災府県における災

害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定

めるところによる。 

（１）「災害等」 次に掲げる事象をいう。 

イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める災害 

ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成 15 年法律第 79 号）に定める武力攻撃事態等及び緊急対処事

態 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、府県民の生命、身体及び財産に重大な被害が

生じる、又は生じるおそれがある緊急の事態 

（２）「連合組織」 関西広域連合及び九州地方知事会のそれぞれをいう。 

（３）「被災した連合組織」 両者のうち、大規模な災害等により被災した府県の属す

る連合組織をいう。 

（４）「災害対策等」 災害応急や災害復旧・復興に関する対策をいう。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３）資機材の提供 

（４）避難者及び傷病者の受入れ 

（５）船舶等の輸送手段の確保 

（６）医療支援 

（７）その他被災府県が要請した措置 

 

（応援の要請） 

第４条 被災府県は、当該被災府県単独では、十分な災害対策等ができないと判断し

たときは、速やかに自らが属する連合組織に対し、応援を要請する。 

２ 前項の規定による応援の要請を受けた連合組織は、自らの構成府県だけでは被災

府県に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに相手の

連合組織に対し応援を要請する。 
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３ 前項の規定による応援の要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項

を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できな

い事項がある場合には、当該事項を省略することができる。 

（１）被害の状況 

（２）応援を要請する内容 

（３）応援を要請する地域及び当該地域までの経路 

（４）その他応援に当たって留意すべき事項 

４ 被災した連合組織は、第２項の規定による応援の要請を口答で行った場合は、後

日、速やかにその旨を相手の連合組織に文書にて提出するものとする。 

 

（応援の実施） 

第５条 前条第２項の規定により応援の要請を受けた連合組織は、その構成府県が同

時期に被災する等、相手の連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を

除き、速やかに自らの構成府県に応援を要請するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援の対象とする地域（以

下「応援対象地域」という。）を割り当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県（以下「応援府県」という。）

は、当該地域を応援するものとする。 

４ 応援府県は、応援対象地域のほか、他の応援対象地域を割り当てられた応援府県

の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、応援対象地域以外の地

域の応援に努めるものとする。 

５ 前項の規定による応援対象地域以外の地域における応援については、前条第１項

及び第２項の規定による応援の要請に基づく第２項の規定による応援対象地域の割

り当てに基づいて行ったものとみなす。 

 

（応援の自主出動） 

第６条 災害の規模が甚大である等の理由により被災した連合組織からの速やかな応

援の要請が困難と見込まれる場合には、相手の連合組織は、その構成府県が同時期

に被災する等、被災した連合組織の構成府県を応援することが困難である場合を除

き、第４条第１項及び第２項の規定による応援の要請があったものとみなして、自

らの構成府県に応援を要請するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県に応援対象地域を割り当て

て行うものとする。 

３ 前項の規定により応援対象地域を割り当てられた府県は、職員を当該地域に派遣

して情報収集を行い、必要に応じて当該情報に基づき応援を行うものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 この協定に基づき府県が行う応援に要した経費は、原則として応援を受けた

府県の負担とする。ただし、前条第３項の規定による情報収集に要した経費は、当

該情報収集を行った府県の負担とする。 

２ 応援を受けた府県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を
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受けた府県から要請があったときは、応援した府県は、当該費用を一時繰替支弁す

るものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 両者は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとす

る。 

（１）防災組織体制等に関する情報交換 

（２）情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施 

（３）その他防災に関する業務 

 

（事務局） 

第９条 両者は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局

を置く。 

２ 事務局は、この協定の定めるところにより、両者間及びそれぞれの連合組織内の

協定運用の調整にあたる。 

３ 関西広域連合における事務局は、関西広域連合広域防災局とする。 

４ 九州地方知事会における事務局は、九州・山口９県被災地支援対策本部事務局と

する。 

 

（他の協定との関係） 

第 10 条 この協定は、両者及びその構成府県が別に締結する災害時の相互応援に関す

る協定を妨げるものではない。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定

に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとする

ときは、その都度両者で協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方署名押印のうえ、各自その

１通を所持する。 

 

平成 23 年 10 月 31 日 

 

関西広域連合 

広域連合長 

 

 

九州地方知事会 
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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第23号）第５条の２及び第８条 

第２項第１２号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、 
各ブロック知事会（以下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互応援協定 
等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、全国知事会の調整の下 
に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものと 
する。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
（平成16年法律第112号）が適用される事態に準用する。  

 
（都道府県の役割） 
第２条 都道府県は、応援を必要とする都道府県（以下「被災県」という。）に対し

て、相互扶助の精神に基づき、全国知事会の調整の下で行われる全国的な広域応援 
に協力するものとする。  

２ 都道府県は、前項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県
間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築する
ことに努めるものとする。  

 
（ブロック幹事県の設置等） 
第３条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、次表の各ブロックに幹事県を置

く。  
ブロック知事会名 構成都道府県名 

北海道東北地方知事会  
 
関東地方知事会  
 
中部圏知事会  
 
近畿ブロック知事会  
 
中国地方知事会  
四国知事会  
九州地方知事会  

北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 
福島県 新潟県  
東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 
神奈川県 山梨県 静岡県 長野県  
富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 
静岡県 福井県 滋賀県  
福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 
和歌山県 兵庫県 鳥取県 徳島県  
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県  
徳島県 香川県 愛媛県 高知県  
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 
鹿児島県 沖縄県 山口県  
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２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるとこ
ろによるものとする。 

３ 幹事県は、原則として各ブロック知事会の会長都道府県又は常任世話人県をもっ
て充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外
の都道府県を幹事県とした場合は、この限りでない。  

４ 各ブロックにおいては、ブロック内での相互応援協定等を締結し、被災した都道
府県ごとに支援を担当する都道府県（カバー（支援）県）を定めるなど、ブロック
内での支援体制の構築に努めるものとする。  

５ 幹事県は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調
整を行い、ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場
合には、全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。 

６ 幹事県が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック
内で速やかに協議のうえ、幹事県に代って職務を行う都道府県（以下「幹事代理
県」という。）を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報
告するものとする。 

 
（災害対策本部等の設置） 
第４条 全国知事会は、本協定に定める広域応援等の調整を行う場合は、必要に応じ

て災害対策本部等（以下「対策本部」という。）を設置することができる。 
２ 対策本部の設置及び運営等は、別に定める。 
 
（広域応援の実施） 
第５条 全国知事会は、被災県の属するブロックの幹事県から、第３条第５項に基づ

く広域応援の要請があった場合には、全国的な広域応援を実施するため、都道府県
に対して応援の要請を行う。 

２ 全国知事会から応援の要請を受けた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努
めなくてはならない。 

３ 通信の途絶等により、第３条第５項の要請がなされない場合にあっても、広域応
援の必要があると認められる場合には、全国知事会は第１項に規定する広域応援の
要請を行うことができる。 

 
（業務の代行） 
第６条 首都直下地震等により、第４条から前条までの全国知事会による広域応援に

係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を
代行する。 

２ 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県による広域応援に関する業務の代
行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行
する。 
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（経費の負担）  
第７条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域

応援を受けた被災県の負担とする。ただし、被災県と広域応援を行った都道府県と
の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。  

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、
広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」
と読み替える。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。  

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁
をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。  

 
（他の協定との関係）  
第８条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定

等を妨げるものではない。 
  
（訓練の実施）  
第９条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、

必要な訓練を適時実施するものとする。  

（その他） 
第10条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項について

は、全国知事会会長が別に定めるものとする。 
 
 
附則 この協定は、平成18年７月12日から適用する。 
２ 平成８年７月18日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、平成19年７月12日から適用する 
２ 平成18年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、平成24年５月18日から適用する。 
２ 平成19年７月12日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、平成30年11月９日から適用する 
２ 平成24年５月18日に締結された協定は、これを廃止する。 
 
附則 この協定は、令和3年11月22日から適用する 
２ 平成30年11月9日に締結された協定は、これを廃止する。 
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この協定の締結を証するため、協定書の正本を全国知事会において保有するととも

に、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。 
 
 
令和3年11月22日 

全国知事会 会長 
鳥取県知事   平 井  伸 治 

 
全国知事会 危機管理・防災特別委員会委員長 

神奈川県知事  黒 岩  祐 治 
 
全国知事会 東日本大震災復興協力本部本部長 

静岡県知事   川 勝  平 太 
 
北海道東北地方知事会 会長 

青森県知事   三 村  申 吾 
 
関東地方知事会 会長 

山梨県知事   長 崎  幸太郎 
 
中部圏知事会 会長 
       愛知県知事   大 村  秀 章 
 
近畿ブロック知事会 会長 
       大阪府知事   吉 村  洋 文 
 
中国地方知事会 会長 

山口県知事   村 岡  嗣 政 
 
四国知事会 常任世話人 
       愛媛県知事   中 村  時 広 
 
九州地方知事会 会長 

大分県知事   広 瀬  勝 貞 
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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目 
 

（趣旨） 
第１条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」 

（以下「協定」という。）の実施に関し、必要な事項を定める。 
  

（所属ブロック知事会の決定等）  
第２条 協定第３条第２項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所

属ブロックを定める場合には、次表を基本として、当該都道府県及び当該都道府県
が所属するブロック幹事県の間で協議のうえ、決定する。  

 
都道府県名 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 

静岡県 
長野県 
三重県 

中部圏知事会 

福井県 
滋賀県 

近畿ブロック知事会 

鳥取県 
山口県 

中国地方知事会 

徳島県 四国知事会 
 
２ 各ブロックの幹事県は、幹事県を定めたとき又は変更したときは、全国知事会に

報告するものとする。 
３ 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、全国知事会に

報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。 
 
（要員の派遣に要する経費の内容等） 
第３条 協定第７条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次の

とおり定める。 
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該

応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。 
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要

する経費は、応援県の負担とする。 
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事

中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたも
のについては、応援県が賠償の責めに任ずる。 
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(4) 前３号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災
県と応援県との間で協議して定める。 

 
（経費の請求） 
第４条 協定第７条第２項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁し

た場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。 
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額 
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合 

の修理費 
(5) 施設の提供については、借上料 

２ 前項に規定する請求は、応援県の知事から、被災県の知事に請求する。 
 
（その他） 
第５条 その他、協定及び協定実施細目の実施に関して必要な事項は、全国知事会事

務局において別に定める。 
 
附則 この実施細目は、平成19年７月12日から適用する。 
２ 平成18年７月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
附則 この実施細目は、平成24年５月18日から適用する。 
２ 平成19年７月12日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
附則 この実施細目は、平成30年11月９日から適用する。 
２ 平成24年５月18日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
附則 この実施細目は、令和２年12月１日から適用する。 
２ 平成30年11月9日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
附則 この実施細目は、令和３年11月22日から適用する。 
２ 令和２年12月１日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
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鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、鳥取県及び徳島県（以下「両県」という。）のいずれかの県域において、自然災害

はもとより、県民の生命、身体及び財産並びに健康に重大な被害をもたらす又はおそれのある危機事

象が発生した場合（以下「危機事象発生時」という｡）に、危機事象が発生した県（以下｢危機事象発

生県｣という。）並びに市町村、企業、医療施設、福祉施設及び住民など被災地域全体に対し、応援を

実施する県（以下「応援県」という。）の総力を挙げたカウンターパート制による効果的な応援及び危

機事象発生県における円滑な受援が行われるとともに全国に先駆けた活動となるよう、平常時からの

協力を含め、必要な事項について定める。 

 

（県を挙げた協力体制） 

第２条 応援県は、前条の目的を達成するため、応援県の総力を挙げ、県民全体で多面的、集中的に支

援するよう努めるものとする。 

２ 両県は、本協定を円滑に実施するため、両県の市町村における相互応援体制の強化を促進するとと

もに、企業、医療施設、福祉施設、住民等の協力を得ながら相互応援体制を構築するものとする。 

３ 両県は、この協定の趣旨を広く県民に周知するものとする。 

 

（応援内容） 

第３条 応援に関してはＤＸを積極的に活用し、基本的内容については、以下のとおりとする。 

（１）災害対策本部運営等危機事象への応急対策、復旧・復興、通常行政事務等にかかる人的支援 

（２）危機事象発生県の行政手続、情報発信に係る代替・代行支援 

（３）危機事象発生県に関する情報収集及び広域応援調整 

（４）物資、資機材、緊急時電源等の提供及び物資集積拠点の設置、運営支援 

（５）県、市町村、企業、医療施設、福祉施設等の業務継続に係る支援 

（６）一般避難所、福祉避難所の提供及び避難者の受入れ及び受入のための感染症対策の徹底強化 

（７）応援県内の市町村、企業、医療機関、福祉団体、住民への協力依頼 

（８）風評被害対策 

（９）災害ボランティアの活動に対する支援 

（10）その他必要とされる応援 

 

（応援体制） 

第４条 応援県は、危機事象発生県からの要請に基づき、県の組織を挙げて危機事象発生県を応援する

体制を構築し、前条の応援を迅速に行うものとする。 

２ 震度６弱以上の地震が観測された場合又は危機事象発生により両県間の通信途絶等の緊急事態が

生じた場合には、危機事象発生県からの要請がなくとも、応援県の判断により、現地連絡調整員、医

師や保健師、応急危険度判定士等の人的支援、物資や資機材等の提供などを行うものとする。 

３ 震度７の地震が観測された場合は、危機事象発生県からの要請がなくとも、前項の応援に加え、広

域応援調整、避難所運営、物資集配等への人的支援を行うものとする。 

 

（受援体制） 

第５条 危機事象発生県は、応援県の支援活動が円滑に実施できるよう情報の提供、活動拠点の確保、

搬送等受入体制の整備に努めるものとする。 

 

（平常時からの協力体制） 

第６条 両県は、南海トラフ地震の切迫性を認識した上で危機事象発生時において協定に基づく応援

が円滑に行われるよう、平常時より次に掲げる事項の実施に努めるものとする。 

（１）防災訓練、国民保護訓練等への相互参加、助言、評価等 

（２）業務継続に係る支援体制の構築 
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（３）避難者の受入れ並びに被災企業等の業務継続及び風評被害に対する支援の枠組みの構築 

（４）日本赤十字社、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の災害ボランティア活動が円滑に行われるための、

災害ボランティアの育成、活動環境の整備促進及び相互交流の支援 

（５）職員の相互交流、災害対応業務の標準化等に関する共同研究及び防災・危機管理に関する研修

等人材育成の共同実施 

（６）全国統一の「災害情報共有基盤」の導入に向けた共同研究 

（７）災害ケースマネジメントなど先駆的な取組みの導入 

（８）危機事象の予兆等に関する分析情報の共有 

 

（相互応援活動要領） 

第７条 両県は､本協定を円滑に実施するため､平常時及び危機事象発生後の時間の経過に応じ、応急対

策等に係る人的支援、物資、資機材等の提供等に係る応援・受援計画を定めた「相互応援活動要領」

を策定するものとする。 

２ 前項の「相互応援活動要領」は、新たな危機事象における教訓や訓練による検証等を踏まえ、両県 

 で協議の上、随時見直すこととする。 

 

（経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた危機事象発生県の負担とする。ただし、両県の

間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りでない。 

 

（他の協定との関係） 

第９条 両県は、この協定のほか、それぞれの県で自治体、各種団体、民間事業者等と別に締結してい

る危機事象発生時の支援に関する協定等を効果的に活用して、応急対策及び復旧・復興を促進するよ

う努めるものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、その都度、両県で協議して定めるものとする。 

 

（適用等） 

第１１条 この協定は、令和３年１１月１５日から適用する。 

２ 平成２８年９月１２日に締結した「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」は、これを

廃止する。 

 

 

上記のとおり協定を締結した証として、この証書２通を作成し、各自署名の上、１通を保有する。 

 

令和３年１１月１５日 

 

 

 

鳥取県 

鳥取県知事  平 井 伸 治 

 

 

 

徳島県 

徳島県知事  飯 泉 嘉 門 
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１２－７ 徳島県及び市町村の災害時相互応援協定

（趣 旨）

第１条 この協定は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第６７条第１項及

び第６８条第１項の規定に基づき，県内で災害が発生し，被災した市町村のみでは十分な対策を講じるこ

とが出来ない場合に，徳島県（以下「県」という。）及び県内市町村が応援を迅速かつ円滑に実施するため，

必要な事項を定めるものとする。

（応援の種類）

第２条 応援の種類は次のとおりとする。

（１） 応急対策等に必要な職員の派遣

（２） 食料，飲料水及び生活必需物資の提供

（３） 避難及び収容のための施設の提供

（４） 救護，医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供

（５） 救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びその他資機材の提供

（６） 被災児童，被災生徒等の一時受入れ

（７） ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供

（８） 遺体の火葬のための施設の提供

（９） その他被災市町村から特に要請があった事項

（応援要請の手続等）

第３条 応援を受けようとする被災市町村（以下「受援市町村」という。）は，原則として，次の事項を明ら

かにして，他の市町村に電話等による要請を行い，後日速やかに文書を提出するものとする。

（１） 被害の状況

（２） 応援を要請する内容（人員の派遣については職種・人数，物資・資機材等の搬入については物資等

の品目・数量）

（３） 応援場所及び応援場所への経路

（４） 応援を必要とする期間

（５） 前各号に掲げるもののほか，必要な事項

２ 受援市町村において，前項の規定による個別の要請をするいとまがないときは，前項各号に掲げる事項

を明確にして，県に対して応援を要請することができるものとする。この場合，県は速やかに他の市町村

と調整を行うものとする。

（応援の実施）

第４条 応援を要請された市町村は，応援の内容を要請した受援市町村及び県に連絡し，応援を実施する。

ただし，特別な事情により応援できない場合は，その旨を直ちに連絡する。

２ 応援を行う市町村（以下「応援市町村」という。）は，応援状況等について，適宜，県に対して情報を提

供するものとする。
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（自主応援の実施）

第５条 県及び市町村は，通信の断絶等により被災市町村と連絡が不可能であり，かつ災害の実態に照らし

特に緊急を要し被災市町村が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは，被災市町村からの応援

要請を待たず，必要な応援を行うことができるものとする。

この場合，第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。

２ 前項の規定により市町村が応援を行う場合は，県にその旨通知するものとする。

（経費の負担）

第６条 応援に要した経費は，原則として，受援市町村の負担とする。

２ 受援市町村において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには，応援を行っ

た県又は応援市町村は，当該費用を一時繰替支弁するものとする。

（連絡責任者）

第７条 この協定の確実かつ円滑な実施を図るため，県及び各市町村の防災担当課長等をあらかじめ連絡責

任者として定め，災害が発生したときは，速やかに情報を相互に連絡するものとする。

（連絡協議会の設置）

第８条 県及び市町村は，この協定に基づいて応援が円滑に行われるよう，徳島県災害時相互応援連絡協議

会を設置し，定期的に研究・協議するものとする。

（県の役割）

第９条 県は，この協定が円滑に実施できるよう，市町村を応援し，又は必要な調整を行うものとする。

２ 県は，災害の規模が激甚などの理由により，被災市町村が十分な災害応急対策活動を行うことができな

いと判断した場合，県職員を派遣し，市町村災害対策本部の運営等の支援を行うものとする。

３ 県は，災害の規模，場所又は受援市町村からの応援要請内容に照らし，必要と認めた場合，速やかに法

第７４条の２第１項の規定に基づき国に応援を求めるものとする。

（他の協定との関係）

第10条 この協定は，県又は市町村で既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げ

るものではない。

（その他）

第11条 この協定に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は，県及び各市町村が協議して定めるものと

する。

この協定を証するため，本書２５通を作成し，各自１通を保有する。

平成 年 月 日
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徳 島 県 美 馬 市

徳島県知事 飯泉 嘉門 美馬市長 牧田 久

徳 島 市 三 好 市

徳島市長 原 秀樹 三好市長 俵 徹太郎

鳴 門 市 勝 浦 町

鳴門市長 泉 理彦 勝浦町長 中田 丑五郎

小松島市 上 勝 町

小松島市長 濱田 保徳 上勝町長 笠松 和市

阿 南 市 佐那河内村

阿南市長 岩浅 嘉仁 佐那河内村長 原 仁志

吉野川市 石 井 町

吉野川市長 川真田 哲哉 石井町長 河野 俊明

阿 波 市 神 山 町

阿波市長 野崎 國勝 神山町長 後藤 正和
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那 賀 町 板 野 町

那賀町長 坂口 博文 板野町長 玉井 孝治

牟 岐 町 上 板 町

牟岐町長 福井 雅彦 上板町長 納田 伸春

美 波 町 つるぎ町

美波町長 影治 信良 つるぎ町長 兼西 茂

海 陽 町 東みよし町

海陽町長 五軒家 憲次 東みよし町長 川原 義朗

松 茂 町

松茂町長 広瀬 憲発

北 島 町

北島町長 古川 保博

藍 住 町

藍住町長 石川 智能
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四国４県における工業用水道被災時の相互応援に関する協定

（趣旨）

第１条 この協定は 徳島県 香川県 愛媛県及び高知県の各工業用水道事業者 以下 協、 、 、 （ 「

定事業者」という ）が管理する工業用水道が地震等の大規模な災害により被災し、当。

該被災をした協定事業者（以下「被災事業者」という｡）独自では緊急の復旧措置が実

施できない場合において、当該被災事業者からの要請により他の協定事業者が行う応援

活動を迅速かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。

(応援体制の整㈲)

第２条 協定事業者は、他の協定事業者の給水区域及びその周辺において地震等の大規模

な災害が発生した場合は、応援の要請に備え、応援活動の実施のために必要な体制を執

るものとする。

（応援の要請等）

第３条 被災事業者は、応援を受けようとするときは、別に定めるところにより他の協定

事業者に応援に関する調整を依頼するものとする。

２ 前項の規定による調整の依頼を受けた協定事業者は、他の協定事業者と調整し、応援

を行う協定事業者（以下「応援事業者」という｡）及び応援事業者のうちで主となるも

の（以下「応援主管事業者」という｡）を決定するものとする。この場合において、応

援主管事業者は、当該調整の結果を応援事業者及び被災事業者に連絡するものとする。

３ 被災事業者は、前項の規定による連絡を受けた場合は、応援主管事業者に対し、別に

定めるところにより応援を要請するものとする。

４ 前項の規定による応援の要請を受けた応援主管事業者は、速やかに他の応援事業者と

協力して被災事業者に対する応援活動を実施するものとする。

（応援活動の内容）

第４条 応援活動の内容は、緊急の復旧措置に必要な次に掲げる事項とする。

（１） 物資及び資機材の提供

（２） 職員の派遣

（３） その能特に被災事業者から要請のあった事項

(物資等の携行)

第５条・応援事業者は、被災事業者に職員を派遣する場合は、別に定めるところにより当

該職員に必要な物資等を携行させるものとする。

(情報の交換)

第６条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、関係

資料等必要な情報を、別に定めるところによりあらかじめ相互に交換するものとする。
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(経費の負担)

第７条 応援活動に要した経費は、原則として被災事業者の負担とする。

２ 応援事業者の職員が応援活動に際して第三者に損害を与えた場合において、その損害

が応援活動の従事中に生じたものについては被災事業者が、被災事業者への往復の途中

において生じたものについては応援事業者が賠償の責に任ずるものとする。

３ 被災事業者が第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該被災事業者

から要請があった場合には、応援事業者は、当該経費を一時立て替えて支弁するものと

する。

４ 応援事業者の職員の派遣に要する経費については、応援事業者が定めるところにより

算出した当該職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内で定めるものとする。

(公務災害補償に関する請求手続)

第８条 応援事業者が派遣した職員が応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

がり、又は障害の状態となった場合における公務災害補償に関する請求手続は、被災事

業者が作成する公務災害についての意見書及び市実関係を明らかにした報告書に基づい

て、応援事業者が行うものとする。

２ 応援事業者は、前項に規定する請求手続を行った場合は、その結果について、被災事

業者に報告するものとする。

(関係機関等との連携)

第９条 この協定に基づく応援を実効あるものとするため、協定事業者は、平素から相互

、間並びに国､社団法人日本工業用水協会及びその他関係機関との間で十分な連携を図り

災害発生時の迅速かつ円滑な対応に万全を期するよう努めるものとする。

(訓練)

第 条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、合同10

で訓練を実施するよう努めるものとする。

(その他)

第 条 この協定の実施に関し必要な細則事項は、別に定めるものとする。11

２ この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、協

定事業者が協議して定めるものとする。

（施行期日）

第 条 この協定は、平成２２年２月２４日から施行する。12
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この協定を締結したことを証するため、この協定書４通を作成し、各事業者記名押印の

上、各１通を保有する。

平成２２年２月２４日

徳島県公営企業管理者

企 業 局 長 真 木 和 茂

香川県知事 真 鍋 武 紀

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

高知県公営企業管理者

公 営 企 業 局 長 長 瀬 順
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鳥取県と徳島県との工業用水道被災時の相互応援に関する協定

（趣旨）

第１条 この協定は、鳥取県企業局及び徳島県企業局（以下「協定事業者」という ）が。

管理する工業用水道において、一方の施設が地震等の大規模な災害により被災した場合

に、当該被災をした協定事業者（以下「被災事業者」という ）の復日活動を効果的に。 |
実施するために行う応援活動について必要な事項を定めるものとする。

(応援体制の整備)

第２条 協定事業者は、一方の協定事業者の給水区域及びその周辺において地震等の大規

模な災害が発生した場合は、応援の要請に備え、応援活動の実施のために必要な体制を

執るものとする。

（応援の要請等）

第３条 被災事業者は、応援を受けようとするときは、別に定めるところにより一方の協

定事業者に応援を要請するものとする。

（ 「 」 。） 、２ 前項の規定による応援の要請を受けた協定事業者 以下 応援事業者 という は

速やかに被災事業者に対する応援活動を実施するものとする。

（応援活動の内容）

第４条 応援活動の内容は、緊急の復旧措置に必要な次に掲げる事項とする。

（１）物資及び資機材の提供

（２）職員の派遣

（３）その他特に被災事業者から要請のあった事項

(物資等の携行)

第５条 応援事業者は、被災事業者に職員を派遣する場合は、別に定めるところにより当

該職員に必要な物資等を携行させるものとする。

(情報の交換)

第６条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、関係

資料等必要な情報を、別に定めるところによりあらかじめ相互に交換するものとする。

(経費の負担等)

第７条 応援活動に要した経費は、原則として被災事業者の負担とする。

２ 被災事業者が第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災事業者から

、 。要請があった場合には､応援事業者は 当該経費を一時立て替えて支弁するものとする

３ 応援事業者の職員の派遣に要する経費については、応援事業者が定めるところにより

算出した当該職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内で定めるものとする。
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４ 応援事業者の職員が応援活動に際して第三者に損害を与えた場合において、その損害

が応援活動の従事中に生じたものについては被災事業者が、被災事業者への往復の途中

において生じたものについては応援事業者が賠償の責に任ずるものとする。

（公務災害補償に関する請求手続）

第８条 応援事業者が派遣した職員が応援活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は傷害の状態となった場合における公務災害補償に関する請求手続は、被災事

業者が作成する公務災害についての意見書及び事実関係を明らかにした報告書に基づい

て、応援事業者が行うものとする。

２ 応援事業者は、前項に規定する請求手続を行った場合は、その結果を被災事業者に報

告するものとする。

(関係機関等との連携)

第９条 この協定に基づく応援を実効あるものとするため、協定事業者は、平素から相互

、間並びに国､社団法人日本工業用水協会及びその他関係機関との間で十分な連携を図り

災害発生時の迅速かつ円滑な対応に万全を期するよう努めるものとする。

（訓練）

第 条 協定事業者は、この協定に基づく応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、合同10
で訓練を実施するよう努めるものとする。

（技術研修の相互協力）

第 条 協定事業者は､この協定に基づく技術的な応援活動が迅速かつ円滑に行われるよ11
う、平素から職員の技術研修について相互協力を行うよう努めるものとする。

(技術資料の相互保管)

第 条 協定事業者は、被災時における技術資料の紛失、焼失、流失等に備え、技術資料12
の相互保管を行うものとする。

(他の協定との関係)

第 条 この協定は、協定事業者が既に締結している他の協定を妨げるもめではない。13

(その他)

第 条 この協定の実施に際し必要な細則事項は、別に定めるものとする。14
２ この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、協

定事業者が協議して定めるものとする。

(施行期日)

第 条 この協定は、平成２４年１１月１日から施行する。15
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この協定を締結したことを証するため、この協定書２通を作成し､両者記名押印の上、

各１通を保有する。

平成２４年１１月 １日

鳥 取 県 知 事 平 井 伸 治

徳島県公営企業管理者

企 業 局 長 海 野 修 司
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徳島県広域消防相互応援協定書 

 

徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理者と海部消

防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中央

広域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよし広域連合連合長

と那賀町長(以下それぞれ「管理者」という。)とは、消防組織法(昭和22年法律

第226号以下「法」という。）第39条の規定に基づき、広域消防相互応援につい

て、次のとおり協定を締結する。 

 

（目  的） 

第１条  この協定は、徳島県下の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一

部事務組合（以下「消防機関」という。）相互の消防広域応援体制を確立し、

もって大規模又は特殊な災害に対処することを目的とする。 

（協定区域） 

第２条 この協定の実施区域は、徳島県下の消防機関が管轄する地域（以下「協

定区域」という。）とする。 

（地域区分） 

第３条 協定区域を次のブロックに区分する。 

 ⑴ 第１ブロック 

   小松島市消防本部、阿南市消防本部、海部消防組合消防本部、那賀町消

防本部 

 ⑵ 第２ブロック 

   徳島市消防局、鳴門市消防本部、板野東部消防組合消防本部、板野西部

消防組合消防本部、名西消防組合消防本部 

 ⑶ 第３ブロック 

   美馬西部消防組合消防本部、徳島中央広域連合消防本部、美馬市消防本

部、みよし広域連合消防本部 

（災 害 等）  

第４条 この協定において「災害等」とは、次の各号に定めるもので消防の相

互応援を必要とするものをいう。 

⑴ 大規模火災、爆発その他の特殊な災害であって、次に掲げるもの。 

ア 林野、ビル、危険物施設及び高圧ガス施設等で発生した大規模又は特

殊な火災 

イ 航空機又は列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事案 

  ウ 地震、風水害その他大規模な自然災害 

エ 毒性物質、核物質、生物剤及び化学剤に起因する災害 

  オ 上記のほか特に社会的影響が大きいと考えられる災害 
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⑵ 協定区域内において消防機関相互の境界付近で発生した火災又は救急・

救助事案等 

 ⑶ 管轄外の区域において、遭遇した火災又は救急・救助事案等 

（応  援） 

第５条 協定区域内において災害等が発生した場合、被災地を管轄する消防本

部（以下「被災地消防本部」という。）の管理者又はその委任を受けた消防

長（以下「管理者等」という。）は他の消防本部の管理者等に応援消防隊、

救助隊又は救急隊（以下「応援隊」という。）の派遣を要請することができ

る。 

２ 応援要請を受けた消防本部の管理者等は、その管轄する地域の消防の任務

に重大な支障を及ぼさない範囲において、要請に基づき必要な応援を迅速に

行わなければならない。 

３ 応援を行う消防本部（以下「応援消防本部」という。）の管理者等が、災

害等を覚知し、第１項に定める要請がない場合であっても、緊急のため応援

隊を派遣した場合は、これを要請に基づく応援とみなす。 

（応援の種別） 

第６条 応援の種別は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ ブロック内広域応援 

被災地消防本部が属するブロック内の消防本部が行う応援 

⑵ 県内広域応援    

   県内全域の協定消防本部で行う応援 

 ⑶ その他の広域応援 

第４条第２項及び第３項に定めるものに対する応援、又は特殊な消防力を

必要とする応援 

（応援要請の方法） 

第７条 被災地消防本部の管理者等は、応援消防本部の管理者等に対し次の事

項を明らかにして、応援を要請しなければならない。 

 ⑴ 災害等の種別、概要 

 ⑵ 災害等の発生日時、場所 

 ⑶ 応援消防力 

 ⑷ 応援隊の受入れ場所 

 ⑸ その他必要な事項 

２ 被災地消防本部の管理者等は、応援要請後、速やかに前項各号の事項を明

記した文書を応援消防本部の管理者等に提出しなければならない。 

３ 被災地消防本部の管理者等は、第７条第１項各号と応援内容を徳島県消防

保安課に通報するものとする。 

（応援派遣の方法） 

第８条 応援消防本部の管理者等は、被災地消防本部の管理者等に対し次の事

項を明らかにして、応援隊を派遣しなければならない。 
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 ⑴ 応援隊の出発時刻 

 ⑵ 応援隊の到着（予定）時刻 

 ⑶ 応援隊の隊長名 

 ⑷ 応援隊の消防力 

 ⑸ その他必要な事項 

２ 応援消防本部の管理者等は、応援隊派遣後、速やかに前項各号を明記した

文書を被災地消防本部の管理者等に提出しなければならない。 

（経費の負担） 

第９条 この協定を実施するために要した経費は、次により負担するものとす

る。 

⑴ 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償費は、応援隊を派遣し

た管理者等の負担とする。 

 ⑵ 前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、応援を要請した管理者等の負

担とする。 

 ⑶ その他多額の経費を要する場合は、その都度関係管理者等が協議の上、

定める。 

（改 廃 等） 

第10条 この協定を改正し、又は廃止する場合は、すべての管理者が協議の上、

定める。 

（運  用） 

第11条 この協定に定めるもののほか、応援の範囲及び応援消防力等必要な事

項については、徳島県消防長会において協議の上、別途定める。 

（施 行 日） 

第12条 この協定は、平成27年12月１日から施行する。 

 

附   則（昭和55年３月31日協定） 

 この協定は、昭和55年４月１日から施行する。 

 昭和51年３月31日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿北消防組合管理者と美

馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが

締結した徳島県広域消防相互応援協定及び当該協定に係る運用細目協定は、こ

の協定の施行と同時に廃止する。 

 

附   則（昭和59年12月18日協定） 

 この協定は、昭和60年１月１日から施行する。 

 昭和55年３月31日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

名西消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿

北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好

郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施
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行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成６年２月21日協定） 

 この協定は、平成６年２月28日から施行する。 

 昭和59年12月18日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

名西消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と阿

北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部消防組合管理者と三好

郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施

行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成９年３月31日協定） 

 この協定は、平成９年４月１日から施行する。 

 平成６年２月21日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

名西消防組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西

部消防組合管理者と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部

消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援

協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成14年４月30日協定） 

この協定は、平成14年５月１日から施行する。 

 平成９年３月31日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

名西消防組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西

部消防組合管理者と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部

消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援

協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成19年３月31日協定） 

 この協定は、平成19年４月１日から施行する。 

 平成14年４月30日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南消防組合管理者と

名西消防組合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西

部消防組合管理者と阿北消防組合管理者と美馬東部消防組合管理者と美馬西部

消防組合管理者と三好郡行政組合管理者とが締結した徳島県広域消防相互応援

協定は、この協定の施行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成26年４月１日協定） 

 この協定は、平成26年４月１日から施行する。 

 平成19年３月31日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組

合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合

管理者と徳島中央広域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよ
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し広域連合連合長とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施

行と同時に廃止する。 

 

附   則（平成27年12月１日協定） 

 この協定は、平成27年12月１日から施行する。 

 平成26年４月１日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組

合管理者と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合

管理者と徳島中央広域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよ

し広域連合連合長と那賀町長とが締結した徳島県広域消防相互応援協定は、こ

の協定の施行と同時に廃止する。 

 

 この協定の締結を証するため、本書13通を作成し、管理者が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

 

 

徳 島 市 長        原 秀 樹 

 

 

 

 

鳴 門 市 長        泉 理 彦 

 

 

 

 

小 松 島 市 長        濱 田 保 徳 

 

 

 

 

阿 南 市 長        岩 浅 嘉 仁 

 

 

 

 

みよし広域連合連合長           川 原 義 朗 
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美馬西部消防組合管理者     兼 西 茂 

 

 

 

 

徳島中央広域連合連合長     川 真 田 哲 哉 

 

 

 

 

美 馬 市 長        牧 田 久 

 

 

 

 

板野東部消防組合管理者     石 川 智 能 

 

 

 

 

板野西部消防組合管理者     玉 井 孝 治 

 

 

 

 

名西消防組合管理者 石井町長   小 林 智 仁 

 

 

 

 

海部消防組合管理者        影 治 信 良 

 

 

 

 

那 賀 町 長             坂 口 博 文 
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１２－１１ 消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定

（目的）

第１条 この協定は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県において、消防・防災ヘリコプ

ター（以下「ヘリ」という。）を使用した消防防災業務に関する相互応援について、必

要な事項を定めることを目的とする。

（連絡及び調整）

第２条 各県は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールの調整に努める。

（応援要請）

第３条 この協定に基づく応援要請は、各県が保有するヘリが耐空検査及び整備等により

運航不能又は他の用務のため出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広域航

空消防応援実施要綱」（昭和 61年 5月 30日付消防救第 61号消防庁次長通知）の対象と
なる場合を除くヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。

（応援）

第４条 前条による応援要請を受けた県は、所掌事務、気象状況等により飛行に支障があ

る場合を除き応援するものとする。

（応援活動の位置付け）

第５条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、各県の保有するヘリの

出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村等と応援を受けた市町村等

による応援活動があったものとみなす。

（応援要請の手続き）

第６条 応援要請に係る手続きは、電話又はファクシミリにより次の事項を明らかにして

行うものとする。

（１）災害の種別及び被害の状況

（２）災害の発生日時及び場所

（３）災害現場の気象状況

（４）災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法

（５）飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

（６）応援に要する資機材の品目及び数量等

（７）その他必要な事項

２ 応援要請の連絡先は、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目に定める

各県の「連絡・要請窓口の名称」とする。

（応援の中断）

第７条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長は

要請側に連絡のうえ中断することができる。

（応援の始期及び終期）

第８条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときか

ら始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものである。

ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動

すべき命令があったときは、そのときからこの協定による応援は終了するものとする。
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２ ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべ

き命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。

（応援のため出動したヘリの指揮）

第９条 応援出動したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものと

する。また、応援活動の内容が第５条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市

町村長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者

と綿密な連絡を取るものとする。

（経費の負担）

第 10 条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費（応援先において給油する場合を

除く。）及び消耗品等の経常経費は、応援側の負担とする。

２ 応援中に発生した事故に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担と

する。

ただし、応援側の重大は過失により発生した損害は、応援側の負担とする。

（１）土地、建物、工作物等に対する補償費

（２）ヘリの損傷に対する諸経費

（３）一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を

控除した金額とする。

４ 前各項に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して

定めるものとする。

（情報交換）

第 11 条 各県は、相互に臨時離着陸場等に関する情報交換等を行い、応援出動が円滑に

行うことができるよう日頃から努めるものとする。

（その他）

第 12 号 この協定に関して質疑又は定めのない事項が発生したときは、各県が協議して

定めるものとする。

附 則

この協定は、平成 12年 3月 27日から実施する。
この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、各県の知事が記名押印して、そ

れぞれ１通保有する。

附 則（平成 15年 5月 20日）
第 10条第 1項の「応援」の範囲について、各県の同意を得て統一した。
消防・防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定第 10 条第 1 項の「応
援」とは、ヘリコプターが出発したときに始まり、定置場に帰着したとき若しくは他の活

動に切り替えたときに終わると考えるべきであるので、要請県以外で給油した場合も要請

側の負担とする。
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平成１２年３月２７日

徳島県知事 圓 藤 寿 穂

香川県知事 真 鍋 武 紀

愛媛県知事 加 戸 守 行

高知県知事 橋 本 大二郎
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和歌山県と徳島県の消防防災ヘリコプター運航不能期間等

における相互応援協定

（目的）

第 1 条 この協定は、和歌山県（以下「甲」という。）と徳島県（以下「乙」という。）

の相互間における、消防防災ヘリコプター（以下「ヘリ」という。）を使用した消防

防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。

（耐空検査等の調整）

第 2 条 甲と乙は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整するよ

う努めるものとする。

（応援要請）

第 3 条 この協定に基づく応援要請は、甲又は乙がそれぞれ保有するヘリのいずれか一

方が耐空検査、整備、その他の事象等により運航不能の場合、又は他の用務のため出

動できない場合、若しくは保有するヘリのみでは出動事案に対応できない場合に、ヘ

リの出動を必要とした県（以下「要請側」という。）が行うものとする。ただし、「大

規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」（昭和61年5月30日付消防救第

61号消防庁次長通知）の対象となる場合を除く。

（応援）

第 4 条 前条による応援要請を受けた県（以下「応援側」という。）は、所掌業務、気

象状況等により飛行に支障がある場合を除き応援するものとする。

（応援要請の手続き）

第 5 条 応援要請の手続きは、電話又はファクシミリにより、次の事項を明らかにして

行うものとする。

(１) 出動事案の概要

(２) 必要な応援の内容

(３) 発生の日時、場所及び状況

(４) 現場の最高指揮者の所属・職・氏名及び現場との連絡方法

(５) 現場の気象状況

(６) ヘリの離着陸場所及び地上支援体制

(７) 応援に要する資機材の品目及び数量

(８) ヘリの給油場所

(９) その他必要な事項

（応援の中断）

第 6 条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側は要

請側と協議のうえ応援活動を中断することができる。

（応援の始期及び終期）

第 7 条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが基地を出発したときか

ら始まり、基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場

所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのと

きからこの協定に基づく応援活動は始まるものとする。
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2 前条の規定により応援活動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのとき

をもってこの協定による応援活動は終了するものとする。

（出動したヘリの連携）

第 8 条 応援のため出動したヘリは、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な

連携の下に行動するものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者

がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨を要請側の消防機関に通告

するものとする。

（経費の負担）

第 9 条 応援に要する派遣隊員の給与、手当及び旅費並びにヘリの燃料費（応援先にお

いて給油する場合を除く。）及び消耗品等の経常経費は応援側の負担とする。

2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側

の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担と

する。

(１) 土地、建物、工作物等に対する補償費

(２) 出動したヘリの損傷に対する諸経費

(３) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費

3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額

を控除した金額とする。

4 第 1 項から第 3 項に定めるもの以外に要した経費の負担については、その都度協議

して定めるものとする。

（情報交換）

第10条 甲及び乙は、域内の臨時離着陸場等について情報交換等を行い、応援活動が円

滑に行うことができるよう日頃から努めるものとする。

（その他）

第11条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲乙協議して定め

るものとする。

この協定を証するため、本書 2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自 1通を

保有する。

令和元年 9 月 1 日

甲 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸

乙 徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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１２－１３ 徳島県市町村消防相互応援協定

（目的）

第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、

徳島県内において災害が発生した場合に、徳島県内の市町村及び消防の一部事務組合（以

下「市町村等」という。）がそれぞれの消防力を活用して、消防の相互応援を行うことに

より、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。

（協定の区域）

第２条 この協定の実施区域は、徳島県全域とする。

（災害の範囲）

第３条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第１条に規定する水火災又は地震等の災

害（以下「災害」という。）で、他の市町村等の応援を必要とするものとする。

（他の応援協定との関係）

第４条 この協定は、市町村等の長が別に消防組織法第２１条により締結している消防の相

互応援に関する他の協定を排除するものではない。

（応援要請）

第５条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」と

いう。) の長が、次の各号のいずれかに該当する場合に、他の市町村等の長に対して行う

ものとする。

（１） 災害が他の市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれがあると認める場合

（２） 要請市町村等の消防力のみによっては、災害防御が著しく困難であると認める場

合

２ 前項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

（１） 災害の種別及び被害の状況

（２） 災害の発生日時及び場所

（３） 必要とする車両、資機材等の種別及び数量並びに人員

（４） 応援隊の到着希望日時及び集結場所

（５） その他必要な事項

３ 要請市町村等の長は、事後、速やかに前項各号の事項を明記した文書を、応援要請をし

た市町村等の長に提出するものとする。

（応援隊の派遣）

第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町村等（以下「応援市町村等」という。）の

長は、特別の理由がない限り、その管轄する地域の消防の任務に重大な支障を及ぼさない

範囲において、応援を行うものとする。

２ 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請市
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町村等の長に通報するものとする。

３ 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請

市町村等の長に通報するものとする。

（応援の特例）

第７条 応援要請がない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、市町村等の長は

応援隊を派遣して応援することができる。

（１） 市町村等が、当該市町村等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当

該地域周辺部において発生した災害で、その状況から判断して緊急に応援の必要が

あると認めた場合

（２） 通信網の途絶等によって、災害が発生した市町村等との連絡が取れない場合で、

応援の必要があると認めた場合

２ 前項に規定する応援は、第５条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。

また、応援市町村等の長は、できる限り速やかに災害が発生した市町村等の長に連絡す

るものとする。

（応援隊の指導）

第８条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が応援隊の長を通じて行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項第２号の場合において連絡が復旧するまでの間は、

応援隊の長は、災害が発生した市町村等の長の指示を待たず応援隊を指揮し、活動するこ

とができる。

（報告）

第９条 応援市町村等の長は、応援活動の結果を速やかに要請市町村等の長に報告するもの

とする。

２ 要請市町村等の長は、災害活動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等の長に報告す

るものとする。

（連絡会議）

第１０条 この協定に係る事務の円滑な推進を図るため、必要の都度、市町村等間における

連絡会議を開催するものとする。

（経費負担）

第１１条 応援に要した経費については、次により負担するものとする。

（１） 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償は、原則として応援市町村等の

負担とする。

（２） 前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、原則として要請市町村等の負担とする｡

（３） その他多額の経費を要する場合は、その都度関係市町村等の長が協議の上、定め

る。

（疑義の協議）

第１２条 この協定について疑義を生じたときは、市町村等の長が協議の上、定めるものと
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する。

（実施細目）

第１３条 この協定の実施について必要な事項は、市町村等の長が協議の上、別に定めるこ

とができるものとする。

（改廃）

第１４条 この協定の改廃は、市町村等の長が協議の上、行うものとする。

（適用）

第１５条 この協定は、平成１０年４月１日から適用する。

この協定の締結を証するため、本書５３通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、

それぞれ１通を保有する。

平成１０年４月１日

徳 島 市 長 小 池 正 勝

鳴 門 市 長 山 本 幸 男

小 松 島 市 長 西 川 政 善

阿 南 市 長 野 村 靖

勝 浦 町 長 川 口 幸 一

上 勝 町 長 山 田 良 男

佐 那 河 内 村 長 楠 崇 宏

石 井 町 長 坂 東 忠 之

神 山 町 長 高 橋 宏 輔

那 賀 川 町 長 小 泉 隆 一

羽 ノ 浦 町 長 生 野 善 章

鷲 敷 町 長 助 岡 克 則
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相 生 町 長 久 龍 直 通

上 那 賀 町 長 和 田 淳 二

木 沢 村 長 中 東 利 延

木 頭 村 長 藤 田 恵

由 岐 町 長 松 村 靜 夫

日 和 佐 町 長 近 藤 和 義

牟 岐 町 長 皆 谷 又 男

海 南 町 長 五 軒 家 憲 次

海 部 町 長 三 浦 治

宍 喰 町 長 多 田 保 政

板 野 町 長 犬 伏 正 昭

上 板 町 長 吉 岡 義 人

吉 野 町 長 竹 重 敦 美

土 成 町 長 板 東 正

市 場 町 長 水 田 文 夫

阿 波 町 長 安 友 清

鴨 島 町 長 戸 田 稔

川 島 町 長 内 田 昇

山 川 町 長 山 内 正 晴

美 郷 村 長 伊 井 昇

脇 町 長 佐 藤 淨
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一 宇 村 長 立 道 里 見

穴 吹 町 長 佐 藤 宏 史

木 屋 平 村 長 西 正 二

三 野 町 長 竹 重 義 博

三 好 町 長 真 鍋 晃

池 田 町 長 丸 岡 敬 幸

山 城 町 長 西 徹

井 川 町 長 中 瀧 清 文

三 加 茂 町 長 檜 一

東 祖 谷 山 村 長 出 口 操

西 祖 谷 山 村 長 尾 茂 光 男

阿 南 消防組合管理者 野 村 靖

名 西 消防組合管理者 坂 東 忠 之

海 部 消防組合管理者 近 藤 和 義

板野東部消防組合管理者 堀 江 長 男

板野西部消防組合管理者 犬 伏 正 昭

阿 北 消防組合管理者 戸 田 稔

美馬東部消防組合管理者 佐 藤 淨

美馬西部消防組合管理者 藤 田 利 胤

三好郡行政組合管理者 丸 岡 敬 幸
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１２－１４ 災害救助犬の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と日本レスキュー協会会長 打間 奈津子（以下

「乙」という。）とは、災害時における「災害救助犬の出動」に関し、次のとおり協

定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、徳島県内において災害が発生し、甲の要請により乙が甲に協力

して実施する災害救助犬による被災者の捜索活動（以下「捜索活動」という。）に

関して必要な事項を定める。

（出動の要請）

第２条 甲は、捜索活動のため必要があると認める場合は、乙に対し、災害救助犬の

出動を要請するものとする。

２ 乙は、前項の出動要請を受けたときは、速やかに災害救助犬を出動させるものと

する。この場合において、災害救助犬の頭数は、災害の種別、規模等を考慮し、甲

乙協議の上、決定するものとする。

（現場指揮）

第３条 乙は、甲の指名する現場指揮責任者の指揮の下に捜索活動を行うものとする。

（業務の終了）

第４条 この協定による業務の終了は、次に定めるところによるものとする。

(1) 甲が捜索活動の終息を告げたとき。

(2) 乙の都合により検索活動の続行が不可能となったとき。

（訓練）

第５条 甲及び乙は、定期又は随時に合同して訓練を行うものとする。

（費用負担）

第６条 第２条第２項に基づく出動に要する費用は、乙の負担とする。

（損害補償）

第７条 この協定の実施に伴って生じる損害補償の負担区分については、次に定める

ところによるものとする。
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(1) 甲が負担するもの

乙の会員が、捜索活動中に死亡若しくは負傷し、又は捜索活動に起因した疾病

により死亡若しくは障害の状態となった場合の扶助金

なお、扶助金の内容については、災害救助法に基づく政令及び規則を準用する。

(2) 乙が負担するもの

ア 乙の会員が出動時の往復途上における交通事故により、自ら損害を被り、又

は第三者に損害を与えた場合の損害補償

イ 災害救助犬が出動時の往復途上又は捜索作業中に与えた第三者に対する損害

補償

ウ 災害救助犬の負傷等の損害補償

（実施細目）

第８条 この協定の実施に必要な具体的な事項については、別に定めるものとする。

（適用）

第９条 この協定は、締結の日から適用する。

（協議）

弟 10 条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、

甲乙協議の上、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、

各自その１通を保有するものとする。

平成９年８月２５日

甲 徳島県

徳 島 県 知 事 圓 藤 寿 穂

乙 大阪市淀川区西中島７－９－２

日本レスキュー協会会長 打 間 奈津子
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災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書 

 

 国土交通省四国地方整備局次長（以下「甲」という。）並びに徳島県知事（徳島小松島港及び橘港

及び浅川港港湾管理者）、香川県知事（高松港及び津田港及び三本松港及び丸亀港及び詫間港及び観

音寺港及び土庄港及び内海港及び宮浦港港湾管理者）、坂出市長（坂出港港湾管理者）、愛媛県知事

（松山港及び東予港及び三島川之江港及び宇和島港及び中島港及び三崎港港湾管理者）、今治市長

（今治港港湾管理者）、新居浜港務局委員会委員長（新居浜港港湾管理者）、八幡浜市長（八幡浜港港

湾管理者）、高知県知事（高知港及び須崎港及び宿毛湾港及び奈半利港及び甲浦港及び室津港及び久

礼港港湾管理者）、（以下「乙」という。）と民間協力者（以下「丙」という。）は、災害が発生した場

合における応急対策業務に関し、次のとおり包括的協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害が発生した場合における被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資する

ことを目的とする。 

 

（民間協力者） 

第２条 本協定における民間協力者は一般社団法人日本埋立浚渫協会四国支部長、四国港湾空港建

設協会連合会会長、一般社団法人日本海上起重技術協会四国支部長、全国浚渫業協会関西支部長、

一般社団法人日本潜水協会会長、一般社団法人海洋調査協会会長及び一般社団法人港湾技術コン

サルタンツ協会会長を指す。 

 

（定義） 

第３条 本協定において、 

（１）「災害」とは、地震・津波・台風その他の異常な自然現象による被害をいう。 

（２）「大規模災害」とは、複数の港湾管理者が管理する港湾にわたる災害をいう。 

（３）「応急対策業務」とは、施設の応急復旧や障害物の撤去その他の緊急的な応急対策に関する活

動をいう。 

（４）「港湾施設等」とは、港湾法第二条第五項の港湾施設、同法第二条第八項の開発保全航路及び

同法第五十五条の三の四で規定する緊急確保航路をいう。 

（５）「事務所長」とは、四国地方整備局の港湾空港関係事務所の長をいう。 

（６）「地方機関の長」とは、乙の所掌する地方機関の長をいう。 

（７）「資機材等情報」とは、使用可能な資機材等の数量・配置等の情報をいう。 

（８）「テックフォース活動」とは、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の

早期復旧その他災害応急対策に関して、被災地方公共団体に対する国の技術的な支援活動をいう。

「テックフォース隊」とは、災害支援活動を行うために国の職員から構成された組織をいう。 
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（応急対策業務の範囲） 

第４条 応急対策業務の範囲は、第３条に規定する港湾施設等における災害発生箇所及び甲又は乙

が特に応急対策を必要と判断した災害発生箇所とする。 

 

（応急対策業務の内容等） 

第５条 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は被災状況に応じて、丙の会員を特定し、

出動要請を行うものとする。 

２ 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は、前項に基づき丙の会員を特定する際に丙

に対して資機材等情報の報告を求めるものとし、丙は求めに応じて速やかに資機材等情報を可能

な範囲で収集し、報告するものとする。 

ただし、四国地方整備局管内に震度６弱以上の地震が発生した場合、丙は自発的に、資機材等情

報の収集を開始するものとする。 

３ 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は丙の会員へ出動要請を行った際、その状況

を甲乙相互に情報共有するものとする。 

４ 丙の会員は、甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長から出動要請があった場合、可

能な限り速やかに港湾施設等の被災状況を調査するとともに、出動要請者の指示により、緊急的

な応急対策を実施するものとする。 

なお、四国地方整備局がテックフォース活動を開始し、甲より出動要請があった場合、丙の会員

は同活動を迅速かつ円滑に実施するため、テックフォース隊とともに被災地へ向かい同活動の支

援を行うものとする。 

５ 丙は、本協定に基づく応急対策業務が長期に亘り、甲の出動要請があった場合、四国地方整備局

が設置する災害対策本部へ情報連絡要員を派遣するものとする。 

６ 甲及び乙と丙は、緊急時の連絡体制を整えるものとする。加えて、丙は会員への緊急時の連絡体

制を整えるものとする。 

７ 丙は、丙の会員への連絡体制及び各会員の有する人員及び資機材等の資機材数等情報について

毎年４月末までに甲及び乙に連絡するものとする。 

８ 丙の会員は、応急対策業務を迅速に実施できるよう、人員及び資機材の確保に努め、前項の報告

に大幅な変更が生じた場合は丙を通じて速やかに甲及び乙に連絡するものとする。 

９ 乙が丙と前２項と同様の報告を求める協定を締結している場合は、同項における連絡先は、乙

を除く。 

 

（契約の締結） 

第６条 甲又は事務所長及び乙又は地方機関の長は、丙の会員に出動要請したときは、遅滞なく請

負契約等を締結するものとする。 

２ 甲若しくは事務所長及び乙若しくは地方機関の長は、丙の複数の会員と請負契約等を締結した

ときは、請負契約等を締結した会員との合意に基づき、会員間での連絡調整及び会員が実施する

応急対策業務の取りまとめを行わせる者を指名することができるものとする。 
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３ 前項に基づき指名された者は、会員間での連絡体制を定め、甲若しくは事務所長及び乙若しく

は地方機関の長に報告するものとする。 

 

（大規模災害時等の場合） 

第７条 大規模災害が発生した場合は、第５条にかかわらず、乙が行う丙の会員への出動要請に対

して、甲は秩序ある応急対策業務のため必要な調整を行うことができるものとする。 

 

（訓練の実施） 

第８条 本協定の締結者は、相互協力体制の充実・強化を図るために、出動要請に関する情報伝達等

の訓練を少なくとも年１回実施するものとする。 

 

（本協定の適用範囲） 

第９条 本協定は、甲又は乙と丙が締結する同じ目的の協定締結を妨げるものではないが、大規模

災害が発生した場合においては、本協定を優先するものとし、甲が第７条に基づき必要な調整を

行うことができるものとする。 

 

（有効期限） 

第１０条 この協定の期間は、協定締結日より平成２８年３月３１日までの期間とする。ただし、期

間満了の１ヶ月前までに甲、乙又は丙のいずれからも申し出のない時は、この協定を更に１年間

延長するものとし、その後も同様とする。 

 

（損害の負担） 

第１１条 応急対策業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合、又は人員及び資機材等に損

害が生じた場合、丙の会員はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により、甲若しくは事務

所長の要請に係るものについては甲若しくは事務所長に、乙若しくは地方機関の長の要請に係る

ものについては乙若しくは地方機関の長に報告し、その負担について甲若しくは事務所長に係る

ものについては甲若しくは事務所長と、乙若しくは地方機関の長に係るものについては乙若しく

は地方機関の長と協議して決定するものとする。 

 

（その他） 

第１２条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙

が協議してこれを定めるものとする。 

 

この協定の証として、本書１６通を作成し、甲、乙及び丙が記名捺印の上、それぞれ各１通を保有

するものとする。 
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平成 ２７ 年 １１ 月 ５ 日 

 

甲    国土交通省四国地方整備局次長          菅沼 史典 

 

 

 

乙    徳島小松島港・橘港・浅川港 港湾管理者 

徳島県知事  飯泉 嘉門 

 

 

高松港・津田港・三本松港・丸亀港・詫間港 

・観音寺港・土庄港・内海港・宮浦港 港湾管理者 

香川県知事  浜田 恵造 

 

 

 

坂出港 港湾管理者 

坂出市長   綾 宏 

 

 

松山港・東予港・三島川之江港・宇和島港 

・中島港・三崎港 港湾管理者 

                 愛媛県知事  中村 時広 

 

 

 

今治港 港湾管理者 

                  今治市長   菅 良二 

 

 

 

新居浜港 港湾管理者 

 新居浜港務局委員会委員長  近藤 清孝 
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八幡浜港 港湾管理者 

                 八幡浜市長  大城 一郎 

 

 

高知港・須崎港・宿毛湾港・奈半利港 

・甲浦港・室津港・久礼港 港湾管理者 

                 高知県知事  尾﨑 正直 

 

 

 

丙１   一般社団法人日本埋立浚渫協会四国支部長    吉塚 宏 

 

 

 

丙２   四国港湾空港建設協会連合会会長    塚本 雅志 

 

 

 

丙３   一般社団法人日本海上起重技術協会四国支部長   平野 正員 

 

 

 

丙４   全国浚渫業協会関西支部長     寄神 正文 

 

 

 

丙５   一般社団法人日本潜水協会会長       鉄 芳松 

 

 

 

丙６   一般社団法人海洋調査協会会長     川嶋 康宏 

 

 

 

丙７   一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長   大村 哲夫 
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関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、関西広域連合（以下「甲」という。）及び中国地方知事会（以下

「乙」という。）を構成するいずれかの府県市（以下「構成府県市」という。）におい

て、大規模な災害等が発生し、甲又は乙が締結している連合組織内の協定等に基づく

応援のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、被災した構成府県市の災害

対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定め

るところによる。 

（１）災害等 次に掲げる事象をいう。 

イ 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に規定する災害 

ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成 15 年法律第 79 号）第１条に規定する武力攻撃事態等及び

同法第２５条第１項に規定する緊急対処事態 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成府県市の住民の生命、身体及び財産に重大

な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態 

（２）連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。 

（３）被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成府県市の属する連合

組織をいう。 

（４）災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。 

 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害

応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋、

その他特に要請のあった事項とする。 

 

（応援の要請） 

第４条 被災連合組織の長は、自らの連合組織のみでは被災した構成府県市に対し十分

な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに他方の連合組織の長に対

し、応援の要請を行うものとする。 

２ 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らか

にして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項があ

る場合には、当該事項を省略することができる。 

（１）被害の状況 

（２）要請する応援の内容 

（３）応援を要請する構成府県市及び当該構成府県市が指示する場所までの経路 

（４）その他留意すべき事項  
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３ 被災連合組織は、第１項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請につい

て速やかに書面を作成し、提出するものとする。 

 

（応援の実施） 

第５条 前条第２項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組

織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、

速やかに被災連合組織を応援するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成府県市に対し、

被災連合組織の構成府県市のうち応援の対象とする構成府県市（以下「対象府県市」

という。）を割り当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により対象府県市を割り当てられた構成府県市（以下「応援府県市」と

いう。）は、当該対象府県市を応援するものとする。 

４ 応援府県市は、対象府県市のほか、他の対象府県市を割り当てられた応援府県市の

専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援府県市が応援する

対象府県市についても応援するよう努めるものとする。 

５ 前項の規定による応援は、前条第２項に規定する要請に基づく第２項の規定による

対象府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。 

 

（応援の自主出動） 

第６条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の

要請が困難と見込まれる場合には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織

となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、必

要に応じて甲又は乙に職員を派遣して、情報収集を行い、その情報に基づいて、被災

連合組織を応援するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、第４条第２項の要請があったものとみなして行うものと

する。 

３ 第１項の規定による応援は、連合組織が派遣した職員の情報に基づいて、自らの構

成府県市に対象府県市を割り当てて行うものとする。 

４ 前項の規定により対象府県市を割り当てられた応援府県市は、必要に応じて職員を

当該対象府県市に派遣して情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 この協定に基づく応援に要した経費は、原則として支援を受けた府県市が負担

するものとする。ただし、被災県と応援を行った構成府県市との間で協議した結果、

合意が得られた場合については、この限りではない。 

２ 前項に関わらず前条の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援府県市

が負担するものとする。 

３ 第１項の対象府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当

該対象府県市から要請があったときは、応援府県市は、当該経費を一時的に繰り替え

て、支弁するものとする。 
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（平常時の協力） 

第８条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものと

する。 

（１）防災組織体制等に関する情報交換 

（２）情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施 

（３）その他防災に関する業務 

 

（他の協定との関係） 

第９条 この協定は、甲及び乙並びにその構成府県市が別に締結する災害時の相互応援

に関する協定を妨げるものではない。 

 

（協議） 

第 10条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に

定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするとき

は、甲乙で協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その

１通を所持する。 

 

 

平成２９年６月５日 

 

 

関 西 広 域 連 合 

広域連合長  井 戸 敏 三 

 

 

 

 

                中 国 地 方 知 事 会 

 

 

 

鳥取県知事  平 井 伸 治 

島根県知事  溝 口 善兵衛 

岡山県知事  伊原木 隆 太 

広島県知事  湯 﨑 英 彦 

山口県知事  村 岡 嗣 政 
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関西広域連合と四国知事会との災害時の相互応援に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、関西広域連合（以下「甲」という。）及び四国知事会（以下「乙」という。）を構成するい

ずれかの府県市（以下「構成府県市」という。）において、大規模な災害等が発生し、被災連合組織の構成府県

市のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、他方の連合組織の構成府県市の応援を受けることにより、

被災した構成府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

（１）災害等 次に掲げる事象をいう。 

イ 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定する災害 

ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（平成 15 年法

律第 79号）第１条に規定する武力攻撃事態等及び同法第２５条第１項に規定する緊急対処事態 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じる

おそれがある緊急の事態 

（２）連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。 

（３）被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成府県市の属する連合組織をいう。 

（４）災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）職員の派遣 

（２）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３）資機材の提供 

（４）避難者及び傷病者の受入れ 

（５）車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保 

（６）医療支援 

（７）その他被災した構成府県市が要請した措置 

 

（応援の要請） 

第４条 被災した構成府県市は、当該被災した構成府県市単独では、十分な災害対策等ができないと判断したとき

は、速やかに被災連合組織に対し、応援を要請する。 

２ 前項の被災連合組織は、自らの構成府県市のみでは被災した構成府県市に対し十分な災害対策等の応援ができ

ないと判断したときは、速やかに他方の連合組織に対し応援を要請する。 

３ 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。た

だし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。 

（１）被害の状況 

（２）要請する応援の内容 

（３）応援を要請する構成府県市及び当該構成府県市が指示する場所までの経路 

（４）その他留意すべき事項 

４ 被災連合組織は、第２項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速やかに書面を作成し、

提出するものとする。 

 

（応援の実施） 

第５条 前条第２項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組

織の構成府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成府県市に対し、被災連合組織の構成府県

市のうち応援の対象とする構成府県市（以下「対象府県市」という。）を割り当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により対象府県市を割り当てられた構成府県市（以下「応援府県市」という。）は、当該対象府県

市を応援するものとする。 
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４ 応援府県市は、対象府県市のほか、他の対象府県市を割り当てられた応援府県市の専門的な知見等の有無、救

援物資の保有状況等を勘案し、他の応援府県市が応援する対象府県市についても応援するよう努めるものとする。 

５ 前項の規定による応援は、前条第２項に規定する要請に基づく第２項の規定による対象府県市の割当てに基づ

いて行ったものとみなす。 

 

（応援の自主出動） 

第６条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合

には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成府県市を応援すること

が困難である場合を除き、第４条第２項の要請があったものとみなして、被災連合組織を応援するものとする。 

２ 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成府県市に対象府県市を割り当てて行うものとする。 

３ 前項の規定により対象府県市を割り当てられた応援府県市は、必要に応じて職員を当該対象府県市に派遣して

情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 この協定に基づく応援に要した経費は、原則として支援を受けた府県市が負担するものとする。ただし、

被災県と応援を行った構成府県市との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。 

２ 前項に関わらず前条の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援府県市が負担するものとする。 

３ 第１項の対象府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象府県市から要請があ

ったときは、応援府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。 

 

（平常時の協力） 

第８条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。 

（１）防災組織体制等に関する情報交換 

（２）情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施 

（３）その他防災に関する業務 

 

（事務局） 

第９条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。 

２ 前項の事務局は、甲乙間及びそれぞれの連合組織における協定の運用に係る調整に当たる。 

３ 甲の事務局は、関西広域連合広域防災局とする。 

４ 乙の事務局は、四国知事会常任世話人県防災担当部局とする。 

 

（他の協定との関係） 

第 10条 この協定は、甲及び乙並びにその構成府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるもの

ではない。 

 

（協議） 

第 11条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じた

とき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度甲乙で協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その１通を所持する。 

 

平成２９年６月６日 

 

甲   関西広域連合 

広域連合長   井 戸 敏 三 

 

 

乙   四国知事会 

常任世話人 

香川県知事   浜 田 恵 造 
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災害時における災害救助犬の出動に関する協定書

徳島県（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人ボランティアドッグ育成センター

（以下「乙」という。）は，徳島県内外において大規模災害等が発生した場合に，被災者

の捜索活動（以下「捜索活動」という。）を円滑に実施するため，災害救助犬の出動に関

し，次のとおり協定を締結する。

（出動要請）

第１条 甲は，捜索活動のために必要があると認めるときは，乙に対して災害救助犬の出

動を要請するものとする。

２ 甲は，前項の要請をするときは，様式第１号により行うものとする。ただし，緊急を

要する場合は，電話等により行い，その後速やかに文書を提出するものとする。

（出動）

第２条 乙は，前条の出動要請を受けたときは，特別の理由がない限り，速やかに災害救

助犬を出動させるものとする。

２ 乙は，出動体制が整ったときは，速やかに甲に様式第２号により出動部隊の構成，現

場到着予定時刻等，必要な事項を甲に連絡するものとする。この場合において，災害救

助犬の出動頭数は，災害の種別及び規模等を考慮し，甲乙協議の上決定するものとする。

ただし，緊急を要する場合は，電話等により連絡し，その後速やかに文書を提出するも

のとする。

（捜索活動の実施等）

第３条 乙に属する災害救助犬チームの構成員（以下「構成員」という。）は，出動した

災害現場においては，甲の指定する現場指揮者（以下「現場指揮者」という。）の指示

に従い捜索活動を実施するものとする。

２ この協定に基づく業務の終了は，現場指揮者が捜索活動の終了を告げたとき，又は乙

の都合により捜索活動の続行が不可能になったときとする。

３ 乙は，捜索活動が完了したときは，速やかに様式第３号を甲に提出するものとする。

ただし，緊急を要する場合は，電話等により報告し，その後速やかに文書を提出するも

のとする。

（費用の負担）

第４条 第２条第１項の規定に基づく出動に関する経費は，甲の負担とする。

（損害賠償等）

第５条 この協定に基づく出動又は捜索活動に伴って構成員及び災害救助犬に生じた損害

の補償（第三者に対する損害を含む。）は，次のとおりとする。

（１）甲が負担するもの

甲は，乙の構成員が救助活動中に死亡若しくは負傷し，又は救助活動に起因し

た疾病により死亡し，若しくは障害の状態となった場合は，「災害に伴う応急措

置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県条例第

６４号）」の規定に準じてその損害を補償する。
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（２）乙が負担するもの

ア 乙は，乙の構成員が出動時の往復途上における交通事故等により，自ら損害を

被り，又は第三者に損害を与えた場合の損害を補償する。

イ 乙は，災害救助犬が出動時の往復途上又は救助活動中に，自ら損害を被り，又

は第三者に損害を与えた場合の損害を補償する。

（訓練の参加）

第６条 乙は，この協定による捜索活動が円滑に行われるよう，甲が行う訓練への参加に

努めるものとする。

（協議）

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは，その都度，

甲乙協議の上，定めるものとする。

（有効期限）

第８条 この協定は，令和元年１２月１９日からその効力を有するものとし，甲又は乙が

文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続する。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙双方が記名押印の上，各自その

１通を保有するものとする。

令和元年１２月１９日

甲 徳 島 県

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

乙 徳島県板野郡板野町川端字富の谷口３４番地５

特定非営利活動法人

ボランティアドッグ育成センター

理事長 新 田 訓 由
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（様式第１号）

第 号

年 月 日

団体名

代表者 様

徳島県知事

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係る出動要請書

災害時における災害救助犬の出動に関する協定第１条により，出動要請します。

災害の状況及び出動を

要 請 す る 理 由

出 動 を 要 請 す る 期 間

出 動 を 希 望 す る 区 域

所 属

現場指揮者の 職

所属、職、氏名

及 び 連 絡 先 氏 名

連絡先

そ の 他 必 要 な 事 項
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（様式第２号）

年 月 日

徳島県知事 様

住所

団体名

代表者

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係る出動体制連絡書

災害時における災害救助犬の出動に関する協定第２条により，出動体制を連絡します。

氏 名
出動責任者の

氏名、連絡先
連絡先

出 動 人 員

災 害 救 助 犬 の 頭 数

出 動 時 間

現 場 到 着 予 定 時 間

そ の 他 必 要 な 事 項
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（様式第３号）

年 月 日

徳島県知事 様

住所

団体名

代表者

「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に係る活動報告書

災害時における災害救助犬の出動に関する協定第３条により，災害救助犬の出動に係

る活動内容を，次のとおり報告します。

活 動 年 月 日 出 動 部 隊 活 動 時 間 活 動 内 容

救助犬 頭 時 分

年 月 日 指導手 人 ～ 時間 分

車 両 台 時 分

救助犬 頭 時 分

年 月 日 指導手 人 ～ 時間 分

車 両 台 時 分

救助犬 頭 時 分

年 月 日 指導手 人 ～ 時間 分

車 両 台 時 分

救助犬 頭 時 分

年 月 日 指導手 人 ～ 時間 分

車 両 台 時 分

※ 活動時間欄は，出動から帰宅までの時間（現地に宿泊する場合は活動終了時間）と

する。

-1165-



 １２－２０　市町村別災害対策用ヘリコプター降着場適地一覧表

眉山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 徳島市加茂名町東名東山99
徳島眉山ゴルフ
（株）

088-631-3063 大 542683

ｻﾝﾋﾟｱｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 徳島市入田町安都真215-1 （株）サンピア 088-644-0777 大 497654

徳島ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 徳島市入田町月ノ宮227 阿波総合開発（株） 088-644-3636 大 487679

鮎喰川河川敷緑地 徳島市国府町南岩延 徳島市公園緑地課 088-621-5295 大 538712

市民吉野川運動広場 徳島市上助任町天神
徳島市スポーツ振興
課

088-621-5426 大 588724

市民吉野川北岸運動
広場

徳島市応神町東貞方
徳島市スポーツ振興
課

088-621-5426 大 560741

市民勝浦川運動広場 徳島市論田町和田開外
徳島市スポーツ振興
課

088-621-5426 大 603666

鮎喰川河川敷緑地 徳島市中島田町4丁目 徳島市公園緑地課 088-621-5295 大 543716

うずしおふれあい公
園

鳴門市撫養町斉田字北浜157 鳴門市 088-686-8801 小 重複 634824

鳴門・大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰ
ｸ

鳴門市撫養町立岩字４枚61
徳島県スポーツ振興
財団

088-685-3131 小 重複 649808

鳴門教育大学陸上競
技場

鳴門市鳴門町高島字中島748 鳴門教育大学 088-687-6000 小 重複 636850

小松島高校運動場 小松島市日開野町高須 小松島高校校長 0885-32-2166 大 617627

海上自衛隊第２４航
空隊

小松島市和田島町洲端 第24航空隊司令 0885-37-2111 大 656628

立江運動広場 小松島市立江町字鍋寺３６番地 小松島市教育委員会 0885-32-2700 中 630581

小松島南中学校グラ
ウンド

小松島市立江町字赤石７８－２ 小松島南中学校 0885-38-6612 中 重複 636598

芝田小学校グラウン
ド

小松島市田野町字中須４５番地 芝田小学校 0885-32-9100 小 重複 615606

児安小学校グラウン
ド

小松島市田浦町字近里２７番地 児安小学校 0885-32-0171 小 重複 599624

JA東とくしまみはら
しの丘あいさい広場
駐車場の一部

小松島市立江町字炭屋ヶ谷
東とくしま農業協同組
合組合長

0885-37-0990 中 631595

阿南市消防署 阿南市辰己町１－３３ 阿南市消防本部 0884-22-1120 中 重複 705549

阿南中学校 阿南市見能林町南勘高１ 阿南中学校長 0884-22-0539 中 重複 690517

阿南第一中学校 阿南市長生町西方589-1 阿南第一中学校長 0884-22-1404 中 重複 655541

阿南第二中学校 阿南市内原町竹の内143-1 阿南第二中学校長 0884-26-0203 中 重複 657485

加茂谷中学校 阿南市加茂町南不け１ 加茂谷中学校長 0884-25-0012 中 重複 584528

かもだ岬温泉 阿南市椿町船瀬60-2 阿南市 0884-21-3030 小 重複 748438

横見那賀川河川敷 阿南市横見町長岡後 阿南市 0884-22-3394 大 684552

大野那賀川河川敷 阿南市中大野町北傍示 阿南市 0884-22-3394 大 623554

阿南市民グラウンド 阿南市新野町馬見２ 阿南市 0884-22-3394 中 612449

阿南カントリークラ
ブ

阿南市橘町江ノ浦88
阿南カントリークラ
ブ

0884-27-1814 小 665487

南部ふるさとふれあ
い運動公園

阿南市橘町土井崎39-1 阿南市 0884-22-3394 小 重複 652457

徳島駐屯地グラウン
ド

阿南市那賀川町小延413-1 徳島駐屯地 0884-42-0991 大 676592

伊島運動広場 阿南市伊島町前島 伊島漁協 0884-33-1271 中 819448

羽ノ浦町民グランド 阿南市羽ノ浦町宮倉沢田82 阿南市 0884-44-5525 中 重複 648571

ＵＴＭ座標
着陸可能な

ヘリコプター
の大きさ

避難場所
との重複

１２－２１　市町村別災害対策用ヘリコプター降着場適地一覧表

名称 所在地 管理者 連絡先
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辰己工業団地 阿南市辰巳町１－２ 王子製紙　富岡工場 0884-22-2211 大 720548

持井橋河川敷ヘリ
ポート

阿南市上大野町北豊年地先那賀川
河川敷（右岸）

国土交通省那賀川河
川事務所

0884-22-4360 小 615556

Jパワー＆よんでん
Waンダーランド

阿南市福井町舟端１
Jパワー＆よんでんWaン
ダーランド 0884-34-3251 小 666457

阿南光高等学校（宝
田）

阿南市宝田町今市中新開１０－６
徳島県教育委員会教
育総務課

088-621-3115 大 重複 667539

阿南光高等学校（新
野）

阿南市新野町室ノ久保１２
徳島県教育委員会教
育総務課

088-621-3115 大 重複 426457

桑野川河川防災ス
テーション

阿南市富岡町庄境地先
国土交通省那賀川河
川事務所

0884-22-9795 小 675532

椿町寺前ゲートボー
ル場

阿南市椿町寺前７３番地１ 折野　晴隆 0884-33-0645 小 684431

阿南市立津乃峰地区
防災公園

阿南市津乃峰町西分２１３番地１ 阿南市 0884-22-9293 中 重複 669496

阿南医療センター 阿南市宝田町川原６番地１ 阿南医療センター 0884-28-7777 小

伊島小・中学校 阿南市伊島町瀬戸３番地２ 阿南市 0884-22-3390 小 重複

新野西小学校 阿南市新野町友常１番地 阿南市 0884-22-3390 小 重複

コート・ベール徳島阿南市那賀川町みどり台１番地１ 株式会社コート・ベール徳島 0884-42-3441 小

鴨島町民運動場
吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東
６９１

国土交通省徳島河川国道
事務所吉野川鴨島出張所

0883-24-4334 大 400717

中ノ郷ヘリポート 吉野川市山川町大内５７５ 吉野川市 0883-22-2235 小 271656

鴨島第一中学校 吉野川市鴨島町鴨島６３３－２ 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 重複 400706

鴨島東中学校 吉野川市鴨島町麻植塚２１５－３ 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 重複 423701

川島中学校 吉野川市川島町桑村2558 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 重複 355689

川島大正池 吉野川市川島町桑村字新池広 吉野川市商工観光課 0883-22-2226 378681

吉野川市総合スポー
ツ運動場

吉野川市山川町字恵下45-1 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 中 288669

山川中学校 吉野川市山川町前川261番地 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 中 重複 293693

美郷中学校 吉野川市美郷川俣51 吉野川市教育委員会 0883-42-4113 中 313658

吉野中学校 阿波市吉野町西条字大西4-1 阿波市学校教育課 0883-36-8741 中 重複 419732

吉野グラウンド 阿波市吉野町西条字大西6-1 阿波市社会教育課 0883-36-8742 小 重複 421733

土成中学校 阿波市土成町吉田字一本松の一42 阿波市学校教育課 0883-36-8741 小 重複 400750

吉野川高等学校土成
農場

阿波市土成町成当５１５ 吉野川高等学校 088-695-3031 小 重複 377733

宮川内ダム公園
阿波市土成町宮川内字平間18･19地
先

阿波市商工観光課 0883-38-8722 小 404790

土成緑の丘スポーツ
公園

阿波市土成町土成字北原１ 阿波市社会教育課 0883-36-8742 中 389758

河川敷公園
阿波市市場町香美字善入寺333番地
先

阿波市建設課 0883-36-8733 中 346709

市場グランド 阿波市市場町市場字岸ノ下298-1 阿波市社会教育課 0883-36-8742 小 331724

阿波中学校 阿波市阿波町東原230 阿波市学校教育課 0883-36-8741 中 重複 295719

十川ゴム 阿波市阿波町東川原４番地の３ 十川ゴム（株）徳島阿波工場 0883-35-2110 中 264703

阿波土柱 阿波市阿波町北正広162-2 大塚聖一 0883-35-6047 大 273731

阿波市役所 阿波市市場町切幡字古田201-1 阿波市契約管財課 0883-36-8704 中 350737

美馬市吉野川河畔ふ
れあい広場

美馬市美馬町字宮前地先
（四国三郎の郷の南側）

美馬市教育委員会
地域学習推進課

0883-52-8011 大 079670

中鳥地区河川防災ス
テーション

美馬市美馬町中鳥地先
国土交通省四国地方
整備局徳島河川国道
事務所

088-654-2211 小 084673
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喜来浜グラウンド
美馬市美馬町字大宮西地先
（吉野川北岸・喜来樋門西側）

美馬市教育委員会
地域学習推進課

0883-52-8011 中 124677

（仮称）道の駅「み
まの里」ヘリポート

美馬市美馬町字願勝寺７７番地 美馬市　建設課 0883-52-5608 中 129686

重清北交流館・山人
の里グラウンド

美馬市美馬町字狙ヶ内２６番地３ 美馬市
0883-52-5605
0883-52-5609

中 重複 116722

美馬竜王の郷 美馬市美馬町字入倉６５７番地
美馬市　長寿・障が
い福祉課

0883-52-5605 小 重複 139732

小星園グラウンド 美馬市脇町字小星７４８番地１
社会福祉法人　徳島
県身体障害者連合会
小星園

0883-52-5280 中 165694

脇町吉野川河川敷グ
ラウンド

美馬市脇町大字脇町字中須地先（コ
メリ南側）

美馬市教育委員会
地域学習推進課

0883-52-8011 大 207699

ホウエツ病院ヘリ
ポート

美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下
南１３０番地３

医療法人芳越会　院
長　林　秀樹

0883-52-1095 中 221695

中ノ谷ふれあいの里 美馬市脇町字川原柴２２１番地
美馬市　長寿・障が
い福祉課

0883-52-5605 小 重複 184739

江原北小学校グラウ
ンド

美馬市脇町西赤谷３７４４番地２
美馬市教育委員会
教育総務課

0883-52-8010 小 重複 236747

清水地域活動セン
ターグラウンド

美馬市脇町字西俣名１０６９番地 美馬市　くらし・人権課 0883-52-8009 中 重複 222798

東俣ふれあいの里 美馬市脇町字東俣名３２０番地
美馬市　長寿・障が
い福祉課

0883-52-5605 小 重複 256773

三島中学校グラウン
ド

美馬市穴吹町三島字三谷３５６番
地

美馬市教育委員会
教育総務課

0883-52-8010 中 重複 194686

穴吹高等学校第2グ
ラウンド

美馬市穴吹町三島字舞中島地先 穴吹高等学校 0883-52-2108 大 217692

（仮称）美馬市役所
ヘリポート

美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地 美馬市　総務課 0883-52-1212 中 233684

穴吹中学校グラウン
ド

美馬市穴吹町井口２３番地
美馬市教育委員会
教育総務課

0883-52-8010 中 重複 231672

宮内交流の里 美馬市穴吹町口山字宮内５２番地
美馬市　長寿・障が
い福祉課

0883-52-5605 小 重複 214634

貢公園 美馬市木屋平字貢３９７番地５ 美馬市　観光交流課 0883-52-5610 小 264584

木屋平複合施設グ
ラウンド

美馬市木屋平川井２２４番地
美馬市　木屋平市民
サービスセンター

0883-68-2111 中 重複 271551

中尾山高原多目的広
場

美馬市木屋平太合カケ４４５番地
６８

美馬市　観光交流課 0883-52-5610 中 202515

川上ヘリポート 美馬市木屋平字川上９９７番地
西部総合県民局県土
整備部

0883-53-2392 中 202497

王地小学校運動場 三好市三野町加茂野宮1393 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 068684

三野中学校運動場 三好市三野町芝生1230番地先 三野中学校長 0883-77-2024 小 重複 047672

三好市三野サッカー
場

三好市三野町芝生1293番11地先
三好市生涯学習・ス
ポーツ振興課

0883-72-3900 小 重複 044681

太刀野山地域多目的
施設グラウンド

三好市三野町太刀野山3791番地
三好市地方創生推進
課

0883-72-7607 小 重複 021706

三野健康防災公園 三好市三野町清水原縁20番地1
三好市生涯学習・ス
ポーツ振興課

0883-72-3900 大 074670

辻小学校運動場 三好市井川町辻53番地1 辻小学校長 0883-78-2041 小 重複 964658

井内小学校運動場 三好市井川町井内西4896-1 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 965625

井川中学校運動場 三好市井川町タクミ田100-2 井川中学校長 0883-78-2076 小 重複 956660

池田高校辻校グラウ
ンド

三好市井川町御領田61-1 辻高校長 0883-78-2331 中 重複 962660

三好市井川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三好市井川町野津後流67
三好市生涯学習・ス
ポーツ振興課

0883-72-3917 中 重複 961662

井川スキー場第３駐
車場

三好市井川町井内東519-91
三好市まるごと三好
観光戦略課

0883-78-3003 小 973586

井川町井内ヘリポー
ト

三好市井川町西井内1040-1 三好市危機管理課 0883-72-7625 小 964617

三好病院ヘリポート 三好市池田町シマ815-2 三好病院 0883-72-1131 小 909659

三縄小学校運動場 三好市池田町中西イバ508番地1 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 885624

馬路小学校運動場 三好市池田町馬路立石33番地1 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 834639
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佐野地域多目的施設 三好市池田町佐野金氏942番地 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 803631

旧漆川小学校運動場 三好市池田町漆川小林1900番地 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 913618

旧池田第一中学校運
動場

三好市池田町白地本名869番地先 三好市管財課 0883-72-7635 小 重複 875643

池田高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三好市池田町ウエノ2834 池田高校長 0883-72-1280 中 重複 897663

丸山公園ヘリポート 三好市池田町ウエノ2752先 三好市工務課 0883-72-7623 小 重複 887659

三好市吉野川運動公
園

三好市池田町イタノ3184 池田総合体育館 0883-72-5755 小 重複 880656

沼谷の里公園 三好市池田町佐野北沼谷722番地19 三好市管理課 0883-72-7681 小 792633

シンヤマ多目的広場 三好市池田町シンヤマ3797番地7
生涯学習・スポーツ
振興課

0883-72-3917 中 884653

三好洞草運動場 三好市池田町西山岡田402
生涯学習・スポーツ
振興課

0883-72-3917 小 重複 890674

下名小学校運動場 三好市山城町下名1001番地1 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 865485

大野地域多目的施設 三好市山城町大野519番地
三好市地方創生推進
課

0883-72-7607 小 重複 812591

平野地域多目的施設 三好市山城町平野56番地1
三好市地方創生推進
課

0883-72-7607 小 重複 794564

塩塚高原展望台駐車
場

三好市山城町平野285番地3 三好市管財課 0883-72-7635 小 785547

三好市山城総合ｸﾞﾗｳ
ﾝﾄﾞ

三好市山城町相川415
三好市生涯学習・ス
ポーツ振興課

0883-72-3917 中 重複 851613

西祖谷中学校運動場 三好市西祖谷山村東西岡8番地
三好市生涯学習・ス
ポーツ振興課

0883-72-3900 小 重複 872496

有瀬地域多目的施設 三好市西祖谷山村有瀬414番地
三好市地方創生推進
課

0883-72-7607 小 重複 887450

重末残土処理場跡地 三好市西祖谷山村重末348番地2外
三好市西祖谷総合支
所

0883-87-2211 小 903487

西祖谷一宇運動公園 三好市西祖谷山村一宇251番地 三好市学校教育課 0883-72-3555 小 重複 904513

善徳防災広場 三好市西祖谷山村善徳65番地1 三好市西祖谷支所 0883-87-2211 小 917490

かずら橋イベント広
場駐車場

三好市西祖谷山村今久保345番地1
三好市まるごと三好
観光戦略課

0883-87-2200 小 重複 920488

名頃地域多目的施設 三好市東祖谷菅生640番地8 三好市管財課 0883-72-7635 小 重複 094465

栃之瀬地域多目的施
設

三好市東祖谷新居屋73番地 三好市管財課 0883-72-7635 小 重複 976467

東祖谷小・中学校
（統合）運動場

三好市東祖谷下瀬12番地1 学校長 0883-88-2440 中 重複 004488

三好市東祖谷山村広
場

三好市東祖谷菅生28番地
三好市東祖谷総合支
所

0883-88-2211 小 重複 056482

東祖谷小川ヘリポー
ト

三好市東祖谷小川49番地1地先
三好市東祖谷総合支
所

0883-88-2211 小 976452

勝浦町星谷運動公園
勝浦郡勝浦町大字星谷字石田１９
－１

勝浦町 08854-2-2511 大 重複 559552

上勝町彩公園 勝浦郡上勝町正木西浦 上勝町 08854-6-0111 小 465538

中央運動公園
妙東軍佐那河内村上字南浦１２－
３

佐那河内村教育委員
会

088-679-2817 中 重複

大川原ヘリポート
妙東軍佐那河内村上字大川原５－
７

佐那河内村総務課 088-679-2113 中 単独

石井中学校 名西郡石井町高川原字高川原121-4 石井町教育委員会 088-674-7505 小 重複 483705

石井河川防災ステ－
ション

名西郡石井町藍畑西覚円1282番地
の1地先

国土交通省徳島河川
国道事務所

088-654-2211 大 重複 460724

前山公園グラウンド 石井町石井字城ノ内９２３ 石井町建設課 088-674-1117 小 重複 478687

石井町地域防災交流
センター

石井町石井字石井３６５－１ 石井町危機管理課 088-674-1171 小 489701

神山町民総合運動場 名西郡神山町神領大埜地３９６ 神山町教育委員会 088-676-1111 小 408590

徳島県立神山森林公
園

名西郡神山町阿野字大地４５９－
１

徳島県林業振興課 088-621-2482 大 469652
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相生中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 那賀郡那賀町延野字大原138 那賀町教育委員会 0884-62-1106 小 521424

上那賀グラウンド 那賀郡那賀町小浜字経塚２４ 那賀町教育委員会 0884-62-1106 421412

那賀高校平谷分校ｸﾞ
ﾗｳﾝﾄﾞ跡

那賀郡那賀町平谷字北側21-1 那賀町教育委員会 0884-62-1106 354391

日野谷グラウンド 那賀郡那賀町大久保字中西28-1 那賀町教育委員会 0884-62-1106 485394

相生森林体験交流施
設

那賀郡那賀町平野字大平間10 那賀町 0884-62-1121 480439

木沢グラウンド 那賀郡那賀町坂州字高山平7-1 那賀町 0884-62-1121 352431

四電大美谷グラウン
ド

那賀郡那賀町出羽字中櫛木屋８
四国電力(株)小見
野々ダム

0884-67-0322 小 378454

岩倉ヘリポート 那賀郡那賀町岩倉字山神本4-3 那賀町 0884-62-1121 小 232455

木頭中学校グラウン
ド

那賀郡那賀町木頭和無田字ヨシノ
１５

那賀町教育委員会 0884-62-1121 小 重複 258372

わじき工業団地 那賀郡那賀町小仁字小原２２－１
大塚製薬(株)徳島ワ
ジキ工場

0884-62-3181 大 528456

木頭北川グランド 那賀郡那賀町木頭北川字船谷口３ 那賀町教育委員会 0884-62-1106 170374

海川ヘリポート 那賀郡那賀町海川字サソウ１－１ 那賀町 0884-62-1183 小 309380

鎌瀬ヘリポート 那賀郡那賀町横石大字鎌瀬154 那賀町 0884-62-1183 小 490399

牟岐中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 海部郡牟岐町川長市宇谷100 牟岐中学校長 0884-72-0066 中 重複 467259

徳島県立牟岐少年自
然の家

海部郡牟岐町灘字東谷１１６－３
５

自然の家　所長 0884-72-2811 小 483256

内妻公園グラウンド 海部郡牟岐町内妻字白木４４ 牟岐町教育委員会 0884-72-0107 小 453243

出羽島地区ヘリポー
ト

海部郡牟岐町大字牟岐浦字出羽島
46-12

牟岐町総務課 0884-72-3411 小 重複 465219

大戸地区ヘリポート
海部郡牟岐町大字中村字大戸80-
6,82-1

牟岐町総務課 0884-72-3411 中 454245

由岐小学校 海部郡美波町西の地谷裏76-1 美波町教育委員会 0884-77-3620 小 628374

美波町由岐Ｂ＆Ｇ海
洋センター

海部郡美波町田井字小野52 美波町教育委員会 0884-77-3620 小 617370

日和佐飛行場外着陸
場

海部郡美波町奥河内字井ﾉ上13-2 美波町消防防災課 0884-77-3619 小 567328

旧水産高校グラウン
ド

海部郡美波町奥河内字弁財天23-1 徳島県教育委員会 088-621-3188 小 567319

玉厨子農村公園 海部郡美波町山河内字本村206-1 美波町総務企画課 0884-77-3611 小 528312

日和佐中学校 海部郡美波町西河内字大久保76-1 美波町教育委員会 0884-77-3620 小 重複 567334

阿部場外 海部郡美波町阿部字東谷649 徳島県観光協会 088-652-8777 小 666392

日和佐グラウンド 海部郡美波町日和佐浦314-2 美波町教育委員会 0884-77-3620 小 573327

川上農村広場 海部郡海陽町神野柿谷136 海陽町 0884-73-1211 大 366248

ピクニック公園 海部郡海陽町浅川ヒムロ谷５９ 海陽町 0884-73-1234 中 418200

蛇王運動公園 海部郡海陽町浅川字西福良２３ 海陽町 0884-74-3111 大 417202

奥浦町民グラウンド 海部郡海陽町奥浦堤ﾉ外32 海陽町教育委員会 0884-73-0507 中 404174

野江町民グラウンド 海部郡海陽町野江西ﾉ内22 海陽町教育委員会 0884-73-0507 中 379182

漁火の森公園 海部郡海陽町奥浦字鹿ヶ谷58-７ 海陽町 0884-73-1234 中 399166

宍喰中学校グラウン
ド

海部郡海陽町久保北田５ 宍喰中学校長 0884-76-2048 大 349149

宍喰県民グラウンド 海部郡海陽町久保北田98-1 海陽町 0884-76-1513 大 350148

海南文化村駐車場 海部郡海陽町四方原字杉谷７３ 海陽町教育委員会 0884-73-3100 小 403195
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 １２－２０　市町村別災害対策用ヘリコプター降着場適地一覧表

ＵＴＭ座標
着陸可能な

ヘリコプター
の大きさ

避難場所
との重複

名称 所在地 管理者 連絡先

県立海部高等学校第
２グラウンド

海部郡海陽町四方原字馬谷１ 県立海部高等学校長 0884-73-1371 中 407192

町民松原グラウンド 海部郡海陽町大里字松原３４ｰ５ 海陽町教育委員会 0884-73-1234 小 410185

松茂町交流拠点 板野郡松茂町広島三番越10 松茂町 088-699-2111 小 重複 615773

北島中央公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 板野郡北島町中村中内１ 北島町 088-698-2211 小 重複 590765

藍住中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 板野郡藍住町奥野矢上前18-1 藍住中学校長 088-692-2505 大 重複 537760

道の駅「いたの」 板野郡板野町川端中手崎39-5 板野町総務課 088-672-5980 小 重複 515774

板野町田園パーク町
民スポーツガーデン

板野郡板野町犬伏東スカ37 板野町教育委員会 088-672-3333 小 重複 499776

御所カントリークラ
ブ

板野郡上板町引野字安楽寺谷90-10 クラブ支配人 088-694-3135 小 428772

上板中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 板野郡上板町神宅西金屋44 上板町教育委員会 088-694-3111 小 重複 457761

上板町ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂ公
園

板野郡上板町七條天王7 上板町教育委員会 088-694-3111 小 重複 458758

吉野川河川敷公園
（ゆうゆうパーク）

美馬郡つるぎ町貞光字大須賀11番
地先

つるぎ町交流促進課 0883-62-3111 中 130673

貞光中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 美馬郡つるぎ町貞光字中須賀52 つるぎ町教育委員会 0883-62-2331 中 重複 136667

半田中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 美馬郡つるぎ町半田田井２８２ つるぎ町教育委員会 0883-62-2331 小 重複 105660

剣山スキー場 美馬郡つるぎ町一宇字桑平
つるぎ町役場一宇支
所

0883-67-2111 中 128490

端山公民館（端山住
民福祉ｾﾝﾀｰ）

美馬郡つるぎ町貞光字東丸井５ つるぎ町総務課 0883-62-3111 中 重複 147637

旧八千代中学校グラ
ウンド

美馬郡つるぎ町半田字日開野１２
２

つるぎ町教育委員会 0883-62-2331 中 重複 103623

旧紙屋小学校グラン
ド

美馬郡つるぎ町半田字紙屋２０２ つるぎ町教育委員会 0883-62-2331 小 重複 085601

旧古見小学校グラウ
ンド（旧一宇中学
校）

美馬郡つるぎ町半田字太刀之本５
－４

つるぎ町教育委員会 0883-62-2331 中 重複 134572

三好中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 三好郡東みよし町昼間1893 三好中学校長 0883-79-2159 中 重複 963670

東みよし町小川谷運
動公園

三好郡東みよし町昼間2597
東みよし町教育委員
会

0883-79-3630 中 重複 946669

三好総合運動公園 三好郡東みよし町足代3936-1
東みよし町教育委員
会

0883-79-3630 大 重複 979681

水辺の楽校ぶぶる
パークみかも

三好郡東みよし町西庄横手１ 東みよし町産業課 0883-79-5339 大 重複 022676

法市ヘリポート 三好郡東みよし町東山字法市292-1 東みよし町総務課 0883-82-6303 中 重複 967695

男山ヘリポート
三好郡東みよし町東山字男山861-
34

東みよし町 0883-82-6303 小 961737

岸上ヘリポート 三好郡東みよ町東山字光清201 東みよし町 0883-82-6303 小 954707

三加茂中学校Ｂグラ
ンド

三好郡東みよし町西庄横手40 三加茂中学校長 0883-82-2226 中 019674

加茂山ヘリポート
三好郡東みよし町西庄字日浦68番
地

東みよし町 0883-82-6303 小 014635

大藤ヘリポート 三好郡東みよし町毛田2436番地1 東みよし町 0883-82-6303 小（21m） 重複 062614
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中四国サミットふるさと納税代行受付による災害時相互応援実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、中四国サミットふるさと納税代行受付による災害時相互応援に関する協定に基づ

き、協定の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

（代行受付相互応援）

第２条 中四国サミット構成県（以下「構成県」という。）内で災害等が発生し、第３項の規定に該当す

る場合、被災県に対し、第２項に定める応援県が代行受付を実施する。

２ 応援県は、被災県ごとに別表１及び２のとおり定める。なお、別表２については、第１順位の応援

県の代行受付が困難な場合は、速やかに次の順位の応援県に連絡を行い、第２順位の応援県がそれぞ

れの順位により代行受付を実施する。ただし、応援県以外の構成県が、被災県の代行受付を実施する

ことを妨げない。

３ 応援県は、次のいずれかに該当する場合、代行受付を実施する。

（１）被災県から応援県に対し、代行受付実施の意向が示されたとき。

（２）応援県が災害等の実態に照らして代行受付が必要と判断し、被災県が了承したとき。ただし、被

災県に甚大な被害が推測されるときは、応援県の判断で代行受付を実施することができる。

４ 応援県は、代行受付を開始又は終了したときは、全ての構成県、一般社団法人中国経済連合会及び

四国経済連合会（以下「構成団体」という。）に代行受付を開始又は終了した旨の報告を行う。

５ 次回中四国サミット開催県は、各応援県が受け付けた寄附件数及び寄附金額（以下「寄附件数等」

という。）について、寄附件数等が確定するまでの間、適宜、集計を行い、全ての構成団体へ報告を行

う。ただし、当該中四国サミット開催県が被災県の場合は、別表２に掲げる当該被災県に対する中国・

四国ブロックの応援県が代わって行う。

６ 応援県以外の構成団体は、代行受付に当たっての必要な協力（広報等）をする。

（応援県の代行受付）

第３条 応援県の代行受付の実施内容は次のとおりとする。

（１）代行受付窓口（ホームページ等）の開設

（２）寄附金受入

（３）寄附証明書等発行

（４）礼状発行

（５）ふるさと納税ワンストップ特例制度対応

（６）代行受付に必要となる予算措置

（実施期間）

第４条 代行受付の実施期間は、１ヶ月を目安とし、被災県と応援県で協議の上、実施期間を決定する。

（代行受付に要する経費の負担等）

第５条 応援県は、代行受付により受け入れた寄附金に相当する額を被災県へ支出する。ただし、代行

受付に係る寄附金決済手数料（クレジット決済手数料、郵便局払込手数料等）及び第３条第３号から

第５号までの実施に係る文書送付に要する経費を寄附金から差し引くものとする。

２ 支出の方法及び時期は、被災県と応援県で協議して決定する。
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３ 代行受付により受け入れた寄附金に対する返礼品は贈呈しないものとする。

（その他）

第６条 この要領に定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、

構成団体が協議して定める。

附則

この要領は、令和元年９月１日から施行する。

別表１（第２条第２項関係）

【中国ブロック】

【四国ブロック】

別表２（第２条第２項関係）

【中国・四国ブロック】

被災県 応援県

鳥取県

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

（被災県を除く。）

島根県

岡山県

広島県

山口県

被災県 応援県

徳島県

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

（被災県を除く。）

香川県

愛媛県

高知県

被災県
応援県

第１順位 第２順位

鳥取県 徳島県 山口県

島根県 高知県 愛媛県

岡山県 香川県 高知県

広島県 愛媛県 徳島県

山口県 高知県 香川県

徳島県 鳥取県 広島県

香川県 岡山県 鳥取県

愛媛県 広島県 島根県

高知県
島根県

山口県
岡山県
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蔵本公園　50ｍプールサイド（R5.6供用開始） 徳島市

●

●

●

県立東部防災館（R5.4供用開始） 徳島市

野外交流の郷まぜのおか・南部防災館

阿波市交流防災拠点施設

南部健康防災公園　屋内多目的練習場

西部健康防災公園　西部防災館別館

北島町

鳴門市

海陽町

阿波市

阿南市

美馬市

１２－２３　徳島県の広域物資輸送拠点一覧表

施　設　名 第二次拠点所　在　地

県立防災センター備蓄倉庫／屋内集配施設

鳴門総合運動公園陸上競技場バックスタンド
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協
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1
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害
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困
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範
囲
で
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
し
、
帰
宅
困
難
者
へ
の
支
援
を
行
う
。
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ア
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連
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日
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く
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く
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門
相
談
を
実
施
す
る
場
合
や
、
市
町
村
及
び
地
域
の
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
組
織
等
か
ら
専
門
家
の

派
遣
要
請
が
あ
っ
た
場
合
等
に
、
被
災
県
が
要
請
→
適
宜
専
門
家
を
派
遣
。

自
治
体
間
協
定

6
関
西
ゴ
ル
フ
連
盟
、
徳
島
県
ゴ
ル
フ
協
会

平
成
2
5
年
8
月
2
9
日

危
機
発
生
時
の
支
援
協
力
に
関
す
る
協
定

被
災
県
の
要
請
→
施
設
を
緊
急
避
難
地
と
し
て
提
供
。

役
務

7
災
害
時
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
に
関
す
る
協
定

平
成
2
7
年
5
月
1
7
日

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協
会
3
3
5
複
合
地
区

被
災
県
の
要
請
→
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実
施
。
関
西
広
域
連
合
の
構
成
団
体
は
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
を
実

施
。

役
務

8
原
子
力
災
害
時
の
放
射
線
被
ば
く
の
防
止
に
関
す
る
協
定

平
成
2
7
年
8
月
1
7
日

近
畿
2
府
8
県
放
射
線
技
師
会
な
ど
1
1
団
体

府
県
の
要
請
→
放
射
線
被
ば
く
の
防
止
に
関
す
る
役
務
の
提
供
。

役
務

9
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
被
災
者
へ
の
提

供
等
に
関
す
る
協
定

平
成
2
7
年
8
月
1
7
日

近
畿
2
府
8
県
他
県
業
協
会
な
ど
2
2
団
体

府
県
の
要
請
→
提
供
可
能
な
空
き
家
情
報
等
の
提
供
等
。

自
治
体
間
協
定

1
0

大
規
模
広
域
災
害
時
の
ケ
ル
バ
ス
に
よ
る
緊
急
輸
送
に
関
す
る

協
定

平
成
2
7
年
1
2
月
2
日

近
畿
2
府
8
県
バ
ス
協
会
1
0
団
体

被
災
県
の
要
請
→
バ
ス
を
使
用
し
た
、
被
災
者
、
物
資
、
資
機
材
等
の
輸
送
支
援
。

輸
送

1
1

災
害
時
に
お
け
る
被
災
地
支
援
に
関
す
る
協
定

平
成
2
8
年
9
月
2
8
日

→
平
成
2
9
年
7
月
1
9
日
変
更

日
本
青
年
会
議
所
近
畿
地
区
協
議
会

府
県
の
要
請
→
物
的
支
援
、
ボ
ラ
セ
ン
運
営
支
援
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
資
機
材
支
援
等
。

物
資

1
2

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
貸
与
に
関
す
る
覚
書

平
成
2
8
年
9
月
2
1
日

関
西
電
力
株
式
会
社

関
西
広
域
連
合
の
要
請
→
ヨ
ウ
素
剤
の
貸
与
。

物
資

1
3

大
規
模
災
害
時
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
提
供
に
関
す
る
協
定

令
和
2
年
3
月
1
9
日

ト
ヨ
タ
L
&
F
各
社
（
6
社
）

府
県
の
要
請
→
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
提
供
、
運
搬
。

資
機
材

1
4

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
連
携
・
協
力
に
関
す
る
協
定

令
和
2
年
3
月
2
6
日

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

関
西
電
力
株
式
会
社

大
阪
ガ
ス
株
式
会
社

平
時
か
ら
の
情
報
共
有
、
復
旧
に
お
け
る
連
携
・
協
力
等

役
務

１
２
－
２
４
　
　
関
西
広
域
連
合
が
締
結
す
る
協
定
一
覧
表
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第１３ 流出油災害に関する資料
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１３－１ 徳島県排出油等防除協議会会則 

 

（目 的） 

第１条 この協議会は，海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年

法律第１３６号）第４３条の６第１項の協議会として，主として徳島県沿岸

海域において大量の油又は有害液体物質が排出した場合の防除活動に必要

な事項を協議し，事故に関する情報を共有しつつ，会員がそれぞれの立場で

行う防除活動の調整を実施し，もって排出された油又は有害液体物質による

被害の局限化を図ることを目的とする。 

 

（協議会の名称） 

第２条 この協議会の名称を「徳島県排出油等防除協議会」（以下「協議会」とい

う。）とする。 

 

（協議会の業務） 

第３条 協議会は，次の業務を行う。 

（1） 排出油等の防除計画の策定 

イ 情報の共有化 

ロ 人員，船艇及び防除資機材等の動員に関する調整 

ハ 出動船艇相互間の通信連絡 

ニ その他必要事項 

（2） 排出油等の防除に必要な設備及び防除資機材等の整備の推進 

（3） 排出油等の防除活動の連携の推進 

（4） 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

（5） 排出油等の防除に関する研修及び訓練の実施 

（6） その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

（7） その他排出油等の防除に必要な事項 

 

（組 織） 

第４条 協議会は，会長，副会長及び会員をもって構成する。 

２ 会長は，徳島海上保安部長をもってあて，会務を総理する。 

３ 副会長は，徳島県危機管理局長をもってあて，会長を補佐する。 

４ 会員は，徳島県沿岸海域において排出油等の防除に関係ある別表に掲げる

機関の長又はその指定する職員とする。 

 

（会 議） 

第５条 協議会の会議は，定例会議及び臨時会議とし，会長が招集する。 

２ 定例会議は年１回開催し，臨時会議は必要がある場合開催する。 
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（地区協議会） 

第６条 協議会の円滑かつ実効ある活動を確保するため，鳴門，徳島，小松島，阿

南及び海部の５地区に地区協議会を置く。 

２ 地区協議会は，原則として各地区において排出油等防除に関係ある別表に

掲げる機関の長又はその指定する職員によって構成する。 

３ 地区協議会に，地区会長及び地区副会長を置く。 

４ 地区会長及び地区副会長は，地区内の市，町又は消防機関の中から会長が

指名する。 

５ 地区協議会に必要な細則は，別に定める。 

 

（資料の提出等） 

第７条 会員は，排出油等の防除に必要な次の資料を年１回（４月１日現在）

会長へ提出する。 

ただし，防除能力に大幅な変更又は連絡系統に変更等があった場合に

は，その都度，会長へ報告する。 

① 設備及び資機材の整備並びに保有状況 

② 情報連絡体制（連絡担当者，昼夜間時の連絡先） 

③ その他必要な事項 

２ 会長は，資料を取りまとめ，会員へ配付するとともに，協議会と地理的に

隣接する協議会（以下「隣接協議会」という。）にも配付する。 

 

（訓 練） 

第８条 排出油等の事故発生時における会員の防除活動を演練するため，毎年１回

以上訓練を実施する。 

 

（情報提供） 

第９条 会長は，大量の油又は有害液体物質の排出があったとき，若しくはそのお

それがあるときは，別に定める連絡系統により会員に対し，すみやかに事故

に関する情報を提供するものとする。 

 

（防除活動等） 

第１０条 会員は，それぞれの立場に応じて，事前に調整された排出油等の防除活

動，二次災害防止等の対策を実施するものとする。 

 

（隣接協議会等との協力） 

第１１条 協議会は，隣接協議会等との「排出油等防除の相互応援に関する協定書」

に基づき，排出油等防除活動に関し相互に協力するものとする。 
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（総合調整本部の設置及び活動の調整） 

第１２条 会長は，会員による排出油等防除活動が行われる場合，必要に応じて，

総合調整本部を設け，情報の共有化を図るとともに，防除活動の調整を行

うものとする。 

２ 会長は，必要に応じて，原因者，ＰＩ等の保険機関担当者（保険査定人

を含む。），独立行政法人海上災害防止センターの職員及びその他防除措

置を講ずるために有効であると認められる者等協議会会員以外の関係者も

総合調整本部に参加させることができる。 

 

（活動状況の連絡） 

第１３条 会長は，会員及び隣接協議会の会員が出動している場合，その状況に応

じて活動状況について各会員に連絡する。 

 

（災害対策本部等との連携） 

第１４条 前条の総合調整本部は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第２３条第１項に基づく「災害対策本部」又は石油コンビナ－ト等災害防

止法（昭和５０年法律第８４号）第２９条第１項に基づく「石油コンビナ

ート等現地防災本部」等が設置された場合には，当該本部と密接な連携の

もとに活動を行う。 

 

（経費の求償） 

第１５条 排出油等の防除活動に要した経費の求償は，それぞれの会員が行うもの

とし，協議会は必要に応じて事務が円滑に行われるよう調整を図るものと

する。 

 

（災害補償） 

第１６条 排出油等防除活動に出動した者が，そのために死亡し，負傷し若しくは

疾病し，又は著しい障害を有することとなった場合における災害補償につ

いては，法令に別段の定めがあるもののほか，当該被災した者が所属する

会員（機関）があたるものとする。 

 

（排出油等防除計画に係る意見の提出） 

第１７条 協議会は，海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第４３条の６第

２項の規定に基づき，会員の協議により必要と認める場合は，徳島県沿岸

海域に係る同法第４３条の５第１項の排出油等防除計画について，海上保

安庁長官に対し意見を述べることができるものとする。 
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（経 費） 

第１８条 協議会の運営に必要な経費は，会員である徳島海上保安部，徳島県及び

市町が負担する。 

  ただし，会議において定めるところにより，他の会員にも負担させるこ

とができる。 

 

（会 計） 

第１９条 会長は，協議会における毎年度の経費の歳入歳出予算を，その年度の定

例会議に提出し，承認を受けなければならない。 

２ 会長は，経費の歳入歳出の収支計算書，金銭出納簿等を備え，協議会の

出納の一切をこれに登録し，収入支出証拠を保存しなければならない。 

３ 会長は，毎年度末における歳入歳出の収支決算書を調整して，定例会議

に提出し，会員の承認を受けなければならない。 

 

（庶 務） 

第２０条 協議会の庶務は，徳島海上保安部において行う。 

 

（協 議） 

第２１条 この会則に疑義が生じた場合又はこの会則に定めのない事項について協

議の必要がある場合は，その都度協議し決定する。 

 

  付  則 

この会則は，平成９年７月１４日から施行する。 

改  正 

平成１０年９月１日 

平成１２年３月１日 

平成１３年４月１日 

      平成１６年６月２８日 

      平成１７年５月３０日 

   平成１９年５月２２日 

   平成２０年６月１３日 
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１３－２ 徳島県排出油等防除協議会 運営要領 

 

１ 防除活動の範囲について（第１条関連） 

 防除活動の範囲は，原則として徳島県沿岸海域とするが，その海域以外で発生

した排出油等についても，徳島県沿岸海域に重大な影響を及ぼすおそれがあると

認められる場合及びその排出油等が発生している隣接協議会等から資機材の動

員要請があった場合，会長は，副会長及び地区会長と協議し対応する。 

 

２ 地区協議会について（第６条関連） 

 会則第６条第５項に基づく細則は，別添１のとおりとする。 

 

３ 資料の提出について（第７条関連） 

(1) 排出油等防除に必要な施設及び資機材の整備並びに保有状況等に関する資

料は，別添２により整理するものとし，会員はこの様式により資料の提出を

行う。 

(2) 会長は，その他排出油等の防除に関する資料が必要と認める場合には，そ

の都度会員に対し，必要事項の調査及び資料の提出を要請する。 

(3) 会長は，協議会の業務に資するため，隣接協議会から配付された資料につ

いても，これを会員に配付する。 

 

４ 訓練について（第８条関連） 

(1) 訓練は，会議の承認を得て実施する。 

(2) 訓練は，原則として２～３年間に各地区が参加できる訓練とする。 

(3) 訓練に要する経費については，原則として訓練に参加する機関が個々に負

担する。 

 

５ 情報提供について（第９条関係） 

(1) 会長は，大量の油若しくは有害液体物質が排出され，又は排出のおそれが

ある場合には，その量（予想量），排出場所等を関係会員に対し通知する。 

(2) 情報の通知手段は，別途各地区排出油等防除計画に定めるものとする。 

 

６ 排出油等防除活動の実施について（第 10 条関連） 

(1) 会員がそれぞれの立場で行う排出油等防除活動等は，各会員の能力，権限

に応じて，おおむね次のとおりとする。なお，各会員の実施可能な標準的活

動等の内容は，次に参考掲載する。 

① 情報の収集及び伝達 

イ 事故に関すること 

ロ 付近海域及び地域に関すること 
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ハ 原因者の措置等に関すること 

ニ その他排出油等防除活動に必要なこと 

② 警戒区域の安全対策 

イ 警戒区域の設定 

ロ 火気使用の制限 

ハ 航行の制限，管制，立入禁止 

ニ 移動命令，避難命令 

③ 広報活動 

イ 沿岸住民，漁業関係者及び船舶等への広報 

ロ 報道機関への広報 

④ 排出油等防除資材の提供及び輸送 

 オイルフェンス，油処理剤，油吸着材等の提供及び輸送 

⑤ 排出油等防除作業 

イ 排出源の油等瀬取り等排出防止作業 

ロ オイルフェンス等の展張作業 

ハ 油処理剤，油吸着材等による排出油等の除去作業 

ニ 油回収船等による排出油等の回収作業 

ホ 砂浜，構造物等の沿岸及び海岸施設の清掃作業 

⑥ 廃棄物等の処理 

イ 使用済み吸着材等の処理 

ロ 回収油等の処理 

⑦ 人命救助及び救護作業 

 

(2) 防除活動等を行う会員は，使用する資機材の量，出動人員及び船艇名，出

動予定時間，現場到着時間，現場責任者及び連絡手段（携帯電話等）等，排

出油等防除活動勢力の把握に必要な事項を総合調整本部に連絡する。なお，

出動勢力等に変更を生じた場合も同様とする。 

 

(3) 防除活動等を行う会員の現場責任者は，総合調整本部と逐次連絡をとり，

現場の状況及び作業の進捗状況を報告するとともに，必要な情報を入手して

排出油等防除活動を実施する。 

なお，会長は，通信手段を有しない船艇等に対しては，海上保安官等無線

機を保有する者を同乗させること等により，連絡手段の確保を図る。 

 

７ 総合調整本部の設置等について（第１２条関連） 

(1) 設置場所は，徳島海上保安部又は事故現場に近い適当な事務所等とする。 

(2) 構成は，原則として出動機関の職員及び原因者（防除費用負担義務者）の

代表者によるが，必要に応じ，会員以外の者を参画させることができる。 
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(3) 総合調整本部では，次の業務を行う。 

① 事故実態の把握及び防除活動に必要な情報の収集・分析・整理 

② 排出油等防除活動計画に関する調整 

③ 排出油等防除活動の把握，調整，推進及び記録 

④ 会員以外の機関等との調整 

⑤ 広報に関する事項 

⑥ その他必要な事項 

(4) 会長は，総合調整本部を設置したとき，若しくは設置するときは，関係会

員等に対し通知するものとする。 

情報の通報手段は，別途「各地区排出油等防除計画」に定めるものとする。 

 

 

８ 経費の求償について（第１５条関連） 

(1) 防除活動を行った会員は，それぞれ当該活動に要した経費を積算し，その

算出基礎となる資料を添えて原因者（防除費用負担義務者）へ求償する。 

(2) 会長は，防除活動等を行った会員が行う経費求償について問題が生じた場

合，その事務が円滑に行われるよう調整を図る。 

この際，会長は，前項に定める積算資料等を当該会員に提出させることが

できる。 

 

９ 会計について（第１９条関連） 

(1) 協議会の経費の会計庶務は，協議会会則第１９条の規定に準じて，徳島海

上保安部が行う。 

(2) 上記会計の監査については，小松島地区会長が行い，会長は，収支決算書

に同監査の結果報告書を添えて，定例会議に提出する。 
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１３－３ 徳島県排出油等防除協議会地区協議会細則 

 

１ 地区協議会の名称は，次のとおりとする。 

徳島県排出油等防除協議会 鳴門地区協議会 

     〃       徳島地区協議会 

     〃       小松島地区協議会 

     〃       阿南地区協議会 

     〃       海部地区協議会 

 

２ 各地区の区域は，次のとおりとする。 

(1) 徳島県排出油等防除協議会 鳴門地区協議会 

鳴門市消防本部及び板野東部消防組合消防本部の活動区域とする。 

(2) 徳島県排出油等防除協議会 徳島地区協議会 

徳島市消防局の活動区域とする。 

(3) 徳島県排出油等防除協議会 小松島地区協議会 

小松島市消防本部の活動区域とする。 

(4) 徳島県排出油等防除協議会 阿南地区協議会 

阿南市消防本部の活動区域とする。 

(5) 徳島県排出油等防除協議会 海部地区協議会 

海部消防組合消防本部の活動区域とする。 

 

３ 地区協議会は，次の業務を行う。 

(1) 地区の実態に即した排出油等防除計画の策定 

(2) 排出油等防除に必要な設備及び資機材の整備・促進 

(3) 排出油等防除に関する訓練の立案及び実施 

(4) 排出油等防除の実施 

(5) 総合調整本部が事故発生時に策定する排出油等防除活動計画に対する助言 

(6) その他排出油等防除に必要な事項 

 

４ 地区会長は地区協議会の業務を統括し，地区副会長はこれを補佐する。 

 

５ 地区協議会の会議は，必要に応じ，地区会長が招集し開催する。 

 

６ 地区協議会の庶務は，主として徳島海上保安部警備救難課で行うが，地区会長

となる市町又は消防機関はこれに協力する。 
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１３－４ 徳島県排出油等防除協議会 

   各地区排出油等防除計画 

 

１ 目的 

この防除計画は，徳島県排出油等防除協議会地区協議会細則第３条第１項に基

づき策定するもので，各地区協議会活動海域において，大量の油又は有害液体物

質が排出した場合の防除活動並びに他の地区協議会活動海域等で大量の油又は

有害液体物質の排出した場合の応援活動を円滑かつ実効あるものとし，もって排

出油等による被害の局限を図ることを目的とする。 

 

２ 組織及び指揮 

(1) 組織の編成 

イ 組織 

各地区協議会に，図１(＊「徳島県排出油等防除協議会地区協議会排出油

等防除組織図」参照)のとおり，「総合調整本部」，「情報収集班」，「資

機材調達班」，「海上防除班」，「沿岸防除班」及び「庶務班」を設置する。 

ロ 総合調整本部 

「総合調整本部」は，次の業務を行う。 

ａ．排出油等防除活動計画の策定 

ｂ．排出油等防除活動の総合調整 

ｃ．隣接地区協議会への応援等の調整 

ｄ．その他 

ハ 「情報収集班」は，排出油等の状況に関する情報の収集・分析を行う。 

ニ 「資機材調達班」は，防除資機材等の確保及び積込み等を行う。 

ホ 「海上防除班」は，海域における排出油等防除作業を行う。 

へ 「沿岸防除班」は，沿岸漂着油の除去作業を行う。 

ト 「庶務班」は，広報及び回収油等保管場所の確保等各班業務の支援を行う。 

(2) 情報提供 

イ 協議会会長は，地区協議会を通じて会員へ情報提供するものとす

る。 

ロ 地区会長は，協議会会長から情報提供があった場合，その情報に基づき，

速やかに総合調整本部を開催し，各班班長を通じて，会員はそれぞれの立場

に応じて事前に調整された排出油等の防除活動を実施する。 

 

３ 連絡系統等 

情報の伝達 

排出油等に関する情報の伝達は，徳島海上保安部から関係する機関に対し，

Ｆネット(ｉファックス)による一斉同時通報により行なうものとする。 
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なお，必要に応じ，この通報に併せて出動可能な人員及び拠出可能な油防

除資機材等の調査【注】を行なう。 

但し，Ｆネットによる一斉同時通報が不可能となった場合の情報伝達は，

図２(＊「徳島県排出油等防除協議会情報伝達図」参照)の情報伝達系統によ

るものとする。 

【注】・・・出動可能な人員，拠出可能な油防除資機材等の回答様式は，別紙１

のとおりとする。 

 

４ 排出油等防除活動要領 

(1) 初動体制 

イ 大量の油又は有害液体物質の排出を生じさせた船舶の船長又は油

保管施設の管理者は，法律により速やかに，次の事項を徳島海上保

安部へ通報しなければならないこととなっているが，同事故を認め

た会員も，同じく確認できる範囲内で通報を行う。 

ａ．排出油等の排出のあった日時及び場所 

ｂ．排出した油等の量及び拡散の状況 

ｃ．当該船舶の船名，船種，総トン数，船籍港並びに船長及び船舶

所有者の氏名・住所又は当該施設の名称，所在地及び設置者の氏

名等 

ｄ．当該船舶又は施設の破損状況等 

ｅ．その他参考事項 

ロ 通報を受けた徳島海上保安部は，必要に応じ協議会会員に対し，

その旨を図２の連絡系統に従い連絡を行なうとともに，速やかに、

巡視船艇及び航空機等により調査・確認を実施する。 

ハ 排出油等の状況調査等の結果に基づき，協議会会長から地区会長

へ事故に関する情報の提供があった場合，地区会長は，速やかに総

合調整本部を開催し，防除体制を整える。 

(2) 防除体制 

イ 防除資機材の確保 

① 総合調整本部の調整により出動することとなった会員は，出来

る限り速やかに，表１(＊「徳島県排出油等防除協議会会員油防除

資機材等保有量及び供給計画表」参照)に掲げる防除資機材の内，

提供依頼のあった資機材等を提供搬送するとともに，搬送数量，

搬送先及び搬送完了時刻等を「資機材調達班」へ報告する。 

② 報告を受けた「資機材調達班」は，前記報告内容等を表２へ記

録する。 

ロ 防除資機材の運搬 

防除資機材の運搬は，原則として表１(＊「徳島県排出油等防除協

-1189-



議会会員油防除資機材等保有量及び供給計画表」参照)に掲げる手段

により搬送するが，防除資機材の種類によって搬送手段を有しない

会員については，速やかに「資機材調達班」へ連絡を行ない，「資

機材調達班」の手配する輸送手段により搬送する。 

なお，搬送先は，別紙２－１記載の各地区の搬送先又は資機材調

達班班長が指定する場所とする。 

ハ 防除活動 

排出油等防除活動計画は，別添「排出油防除技法」等を参考に策定するが，

概ね，次のとおりとする。 

① 拡散防止 

排出油等の拡散防止は，漁船又は作業船等によりオイルフェン

スを展張し行う。 

なお，オイルフェンスの展張方法については，地形及び気象・

海象状況等により決定する。 

② 排出油等の回収及び処理 

排出油等の回収は，海域にあっては巡視船艇，漁船及び作業船

等，沿岸部にあっては人海戦術等により，次の手法をもって行な

う。 

ａ．油回収船及び回収器等による回収 

ｂ．吸着マットによる回収 

ｃ．高粘度油回収装置による回収 

ｄ．ひしゃく等による回収 

ｅ．油処理剤による処理 

ｆ．油ゲル化剤による処理 

ｇ．航走攪拌による処理 

ｈ．その他 

③ その他 

ａ．排出油等の防除作業に従事する機関は，「海上防除班」又は「沿岸

防除班」に対し，随時，活動状況等を報告する。 

ｂ．報告を受けた「海上防除班」及び「沿岸防除班」は，防除活動の状

況を表３へ記録する。 

 

５ その他 

(1) 排出油等防除作業に従事する機関は，現場で防除活動を実施する責任者の

連絡先(携帯電話の番号等)を「海上防除班」又は「沿岸防除班」へ事前に連

絡する。 

(2) 別紙２－２記載の各地区の通信手段保有機関は，排出油等防除作業に従事

する機関のうち，通信手段を保有していない機関に対して，極力，通信手段
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を有する職員を同行させる等の措置を講じる。 
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比

留
/
藤

田
担

当
者

排
1

徳
島

海
上

保
安

部
0
8
85

-
3
3-

2
2
44

～
46

0
8
85

-
3
3-

2
2
45

当
直

排
1
5

徳
島

県
警

察
本

部
0
88

-6
22

-3
10

1
担

当
者

伊
藤

　
信

二

0
88

-6
21

-2
95

6

徳
島

県
県

庁
内

 部
・局

・課
及

び
出

先
事

務
所

等

0
88

-6
22

-3
10

1
（夜

間
）

※
 オ

ブ
ザ

ー
バ

ー

図
２

［全
域

］

1
3
-
5

-1192-



排
1

型
式

;
　

型
，

保
有

量
;

0
ｍ

品
名

;
品

名
;

品
名

;
品

名
;

保
有

量
;

2
ｍ

1
3

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

普
通

車
;

3
台

保
有

量
;

1
1
9

缶
,

2
,1

4
2

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

3
0
0

枚
,

5
1

㎏
保

有
量

;
3

式
1
4

本
,

ﾑ
ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本
巡

視
船

;
3

隻
5
2

名

提
供

量
;

短
期

0
ｍ

提
供

量
;

Ｌ
本

長
期

ｍ
提

供
量

;
1
1
9

缶
,

2
,1

4
2

Ｌ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

3
0
0

枚
,

5
1

㎏
提

供
量

;
3

式
提

供
量

;
2
ｍ

1
3

本
,

0
.5

m
1
4

本
Ｌ

本

排
2

型
式

;
Ｂ

型
，

保
有

量
;

6
2
0

ｍ
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

保
有

量
;

缶
,

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

2
1
,0

0
0

枚
,

1
0
5
0

㎏
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

6
2
0

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

6
2
0

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
2
1
,0

0
0

枚
,

1
0
5
0

㎏
提

供
量

;
提

供
量

;
ｍ

本
,

ｍ
本

Ｌ
本

排
3

型
式

;
A

型
，

1
4
0

ｍ
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

Ｂ
型

，
保

有
量

;
8
0

ｍ
保

有
量

;
9

缶
,

3
6

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

1
,6

1
9

枚
,

㎏
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
枚

,
㎏

提
供

量
;

提
供

量
;

ｍ
本

,
ｍ

本
Ｌ

本

排
4

型
式

;
　

型
，

保
有

量
;

1
4
0

m
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
2
.3

5
ｍ

3
本

,
1
.8

m
2

本
保

有
量

;
2
0
0

Ｌ
2

本
1
ト

ン
車

保
有

量
;

缶
,

3
2

Ｌ
保

有
量

;
2
0

缶
,

1
9
0

㎏
保

有
量

;
5
,3

0
0

枚
,

5
6
8

㎏
保

有
量

;
0

台
1

本
,

ﾑ
ｼ
ﾛ

枚
1
0
0

Ｌ
4

本
0

隻
6

名

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

2
.3

5
ｍ

3
本

,
提

供
量

;
2
0
0

Ｌ
本

1
隻

長
期

ｍ
提

供
量

;
4

缶
,

3
2

Ｌ
提

供
量

;
2
0

缶
,

1
9
0

㎏
提

供
量

;
5
,3

0
0

枚
,

5
6
8

㎏
提

供
量

;
0

台
1
.8

ｍ
2

本
,

1
.5

m
1

本
1
0
0

Ｌ
4

本

排
5

型
式

;Ｂ
A

型
，

保
有

量
;

4
0

ｍ
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

船
舶

2
隻

B
型

，
保

有
量

;
2
,3

0
0

ｍ
保

有
量

;
9
7

缶
,

1
,7

2
8

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

3
,0

0
0

枚
,

4
1
3

㎏
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本
普

通
車

5
台

1
ト

ン
車

1
台

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
枚

,
㎏

提
供

量
;

提
供

量
;

ｍ
本

,
ｍ

本
Ｌ

本

排
1
2

型
式

;
ブ

ル
ー

シ
ー

ト
保

有
量

;
3
6
0

m
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

保
有

量
;

缶
,

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

2
0
0

枚
,

1
0
0

枚
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
枚

,
㎏

提
供

量
;

提
供

量
;

ｍ
本

,
ｍ

本
Ｌ

本

排
1
5

型
式

;
　

型
，

品
名

;
品

名
;

品
名

;
品

名
;

保
有

量
;

ｍ
本

,
保

有
量

;
Ｌ

本

保
有

量
;

缶
,

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

枚
,

㎏
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
枚

,
㎏

提
供

量
;

提
供

量
;

ｍ
本

,
ｍ

本
Ｌ

本

保
管

場
所

;

事
案

に
よ

り
人

数
を

決
定

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;

ｍ

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;南

沖
洲

上
屋

2
-
1
（
南

側
）
、

末
広

庁
舎

西
側

倉
庫

輸
送

方
法

;

ｍ
（
防

除
作

業
員

に
つ

い
て

は
事

案
の

規
模

に
よ

り
決

定
）

保
管

場
所

;各
事

務
所

倉
庫

等
保

管
場

所
;各

事
務

所
倉

庫
等

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;各

事
務

所
倉

庫
等

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;

カ
ク

タ
ス

ク
リ

－
ン

等
オ

イ
ル

ブ
ロ

ッ
タ

ー

保
管

場
所

;金
磯

事
務

所

輸
送

方
法

;船
舶

（
可

）
輸

送
方

法
;船

舶
(可

)
輸

送
方

法
;船

舶
(可

)
輸

送
方

法
;船

舶
（
可

）
輸

送
方

法
;船

舶
（
可

）
輸

送
方

法
;船

舶
（
可

）
輸

送
方

法
;船

舶
(可

)

輸
送

方
法

;

防
除

作
業

員
数

保
管

場
所

;金
磯

事
務

所
1
.5

ｍ

保
管

場
所

;金
磯

事
務

所
保

管
場

所
;金

磯
事

務
所

保
管

場
所

;金
磯

事
務

所
及

び
船

舶
保

管
場

所
;金

磯
事

務
所

保
管

場
所

;金
磯

事
務

所

保
管

場
所

;

輸
送

方
法

;

ｼ
ｰ

ｸ
ﾞﾘ

ﾝ
8
0
5

α
ゲ

ル
1
0
0
0
,1

6
5
0

ﾀ
ﾌ
ﾈ

ﾙ
ｵ

ｲ
ﾙ

ﾌ
ﾟﾛ

ｯ
ﾀ
ｰ

等
小

型
油

回
収

器

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;

油
吸

着
剤

・
K
N

-
5
0
-
1
0
万

国
旗

　
4
0
連

・
ス

ミ
レ

イ
オ

イ
ル

マ
ッ

ト
 1

2
0
枚

・
ラ

バ
ラ

イ
ザ

ー
枕

型
 8

4
個

・
ス

ミ
レ

イ
オ

イ
ル

フ
ェ

ン
ス

 9
0
本

・
チ

ュ
ー

ブ
状

バ
ラ

バ
イ

ザ
ー

 1
8
本

・
粒

状
ラ

バ
ラ

イ
ザ

ー
2
3
ｋ
ｇ
 3

本
・
A

C
ク

リ
ー

ン
H

(高
濃

度
)4

L
 9

本

輸
送

方
法

;

A
C

ク
リ

ー
ン

(高
濃

度
・
４

ｌ)
吸

着
マ

ッ
ト

　
K
-5

0 
シ

ー
ト

タ
イ

プ

ｍ

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

　
同

じ

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

防
除

作
業

員
数

保
管

場
所

;板
野

郡
北

島
町

ｍ
（
防

除
作

業
員

に
つ

い
て

は
事

案
の

規
模

に
よ

り
決

定
）

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
に

保
管

場
所

;
保

管
場

所
;

輸
送

方
法

;

ｵ
ｲ
ﾙ

ｷ
ｬ
ｯ
ﾁ
ｬ
-

輸
送

方
法

;ト
ラ

ッ
ク

協
会

に
依

頼
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;ﾄ

ﾗ
ｯ
ｸ
協

会
に

依
頼

保
管

場
所

;

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;船

艇
（
可

）
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;船
艇

（
可

）
輸

送
方

法
;船

艇
（
可

）
輸

送
方

法
;船

艇
（
可

）

保
管

場
所

;

保
管

場
所

;

保
安

部
倉

庫
等

保
管

場
所

;小
松

島
町

字
外

開
保

管
場

所
;

保
管

場
所

;油
処

理
剤

に
同

じ
保

管
場

所
;同

左
保

管
場

所
;同

左

高
粘

度
油

回
収

ﾈ
ｯ
ﾄ

油
　

　
防

　
　

除
　

　
資

　
　

機
　

　
材

　
　

保
　

　
有

　
　

量
　

　
等

防
除

作
業

員
数

ｼ
ｰ

ｸ
ﾞﾘ

ﾝ
8
0
5
等

ﾀ
ﾌ
ﾈ

ﾙ
ｵ

ｲ
ﾙ

ﾌ
ﾟﾛ

ｯ
ﾀ
ｰ

等

備
　

　
考

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
油

処
理

剤
（
乳

化
剤

）
ド

ラ
ム

缶

油
 防

 除
 資

 機
 材

 等
 保

 有
 量

 及
 び

 供
 給

 計
 画

 表
　

（ 
全

 域
 所

 属
 ）

表
　

１ №
１

油
ゲ

ル
化

剤
（
凝

固
剤

）
油

吸
着

剤
油

回
収

器
ひ

し
ゃ

く
等

車
両

又
は

船
艇

機
　

関
　

名

徳
島

海
上

保
安

部

国
土

交
通

省
 四

国
地

方
整

備
局

 徳
島

河
川

国
道

事
務

所

国
土

交
通

省
 四

国
地

方
整

備
局

 那
賀

川
河

川
事

務
所

国
土

交
通

省
 四

国
地

方
整

備
局

小
松

島
港

湾
・空

港
整

備
事

務
所

保
管

場
所

;事
務

所
管

内
保

管
場

所
;事

務
所

管
内

0
.5

ｍ

保
管

場
所

保
管

場
所

;事
務

所
管

内

輸
送

方
法

;

タ
フ

オ
イ

ル
ブ

ロ
ッ

カ
ー

　
3
0
0
枚

輸
送

方
法

;

徳
島

県
 危

機
管

理
環

境
部

 と
く
し

ま
ゼ

ロ
作

戦
課

徳
島

県
県

土
整

備
部

　
運

輸
政

策
課

徳
島

県
警

察
本

部

輸
送

方
法

;ト
ラ

ッ
ク

及
び

船
舶

段
ボ

ー
ル

　
'保

有
量

;　
1
6
0
m

輸
送

方
法

;船
舶

及
び

ト
ラ

ッ
ク

輸
送

方
法

;
輸

送
方

法
;

輸
送

方
法

;

保
管

場
所

;南
沖

洲
上

屋
2-

1（
南

側
）、

末
広

庁
舎

西
側

倉
庫

輸
送

方
法

;

ｍ

マ
ッ

ト
状

　
、

万
国

旗
状

港
湾

業
務

艇
事

故
の

規
模

に
よ

る

防
除

作
業

員
数

防
除

作
業

要
員

数

事
案

に
よ

り
人

数
を

決
定

防
除

作
業

要
員

数

資
機

材
【全

域
所

属
】

1
3
-
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排
1
6

型
式

;
Ａ

型
，

保
有

量
;

2
6
0

ｍ
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

保
有

量
;

ｍ
保

有
量

;
1
4

缶
,

2
5
2

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

1
8
箱

枚
,

3
0
6

㎏
保

有
量

;
3

本
,

ﾑ
ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

2
6
0

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
1
4

缶
,

2
5
2

Ｌ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

1
8
箱

枚
,

3
0
6

㎏
提

供
量

;
提

供
量

;
ｍ

本
,

1
.6

m
3

本
Ｌ

本

排
1
7

型
式

;
　

型
，

保
有

量
;

ｍ
品

名
;

品
名

;
品

名
;

品
名

;
保

有
量

;
ｍ

本
,

保
有

量
;

Ｌ
本

保
有

量
;

缶
,

Ｌ
保

有
量

;
缶

,
Ｌ

保
有

量
;

枚
,

㎏
保

有
量

;
本

,
ﾑ

ｼ
ﾛ

枚
Ｌ

本

提
供

量
;

短
期

ｍ
提

供
量

;
Ｌ

本

長
期

ｍ
提

供
量

;
缶

,
Ｌ

提
供

量
;

缶
,

Ｌ
提

供
量

;
枚

,
㎏

提
供

量
;

提
供

量
;

ｍ
本

,
ｍ
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第１４ 条例・要綱等に関する資料
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１４－１ 徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例

平成二十四年十二月二十一日

徳島県条例第六十四号

改正 平成二五年一〇月二八日条例第三九号

平成二五年一二月一九日条例第五六号

平成二七年 三月一六日条例第一二号

平成二九年一二月二二日条例第四八号

令和 二年 三月一七日条例第 二号

徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例をここに公布する。

徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例

目次

前文

第一章 総則（第一条―第十五条）

第二章 予防対策

第一節 県民による予防対策（第十六条―第二十一条）

第二節 自主防災組織による予防対策（第二十二条―第二十四条）

第三節 学校等による予防対策（第二十五条―第二十七条）

第四節 事業者による予防対策（第二十八条―第三十一条）

第五節 県による予防対策及び市町村等との連携（第三十二条―第五十四条）

第六節 特定活断層調査区域における土地利用の適正化等（第五十五条―第六十一条）

第三章 応急対策

第一節 県民による応急対策（第六十二条―第六十四条）

第二節 自主防災組織による応急対策（第六十五条）

第三節 学校等による応急対策（第六十六条―第六十八条）

第四節 事業者による応急対策（第六十九条―第七十一条）

第五節 県による応急対策及び市町村等との連携（第七十二条―第七十七条）

第四章 復旧及び復興対策
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第一節 県民による復旧及び復興対策（第七十八条）

第二節 自主防災組織による復旧及び復興対策（第七十九条）

第三節 学校等による復旧及び復興対策（第八十条）

第四節 事業者による復旧及び復興対策（第八十一条・第八十二条）

第五節 県による復旧及び復興対策並びに市町村等との連携（第八十三条）

附則

平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災は、地震が頻発する日本に住む私たち

に、平穏な生活を一瞬にして破壊する地震及び津波のすさまじさを改めて知らしめたとこ

ろである。

この大震災を教訓として、これからの震災対策について、地震及び津波による被害の発

生を防ぐだけではなく、助かる命を助けることをはじめとして被害を最小化するという減

災の考え方を基本に、あらゆる方策を複合的に講じる必要性が認識されるようになった。

また、震災の規模が大きいほど、県民が自らの安全を自ら守る自助、自主防災組織、ボ

ランティア等が地域の安全を確保する共助及び県、市町村等が県民を保護する公助のそれ

ぞれの主体が責務と役割を認識し、より密接に連携することが欠かせない。

本県では、広い範囲で甚大な被害が想定されている南海トラフを震源とする巨大地震の

切迫性が高まっており、更に、本県を東西に貫く中央構造線活断層帯を震源とする直下型

地震の発生も危惧されている。

このため、震災による死者を一人も出さないことを目指し、県政の最重要課題として積

極的に展開してきた震災対策を、より一層加速させていく必要がある。

ここに、私たちは、いかなる大震災にも正面から立ち向かい、県民の尊い生命を守るた

め、共に力を合わせ、県民一丸となって震災対策に取り組むことを決意するとともに、将

来の世代に対する責務として、真に震災に強い社会づくりを推進するため、この条例を制

定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、南海トラフを震源とする巨大地震、中央構造線活断層帯を震源とする
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直下型地震等による震災から、県民の生命、身体及び財産を保護するため、震災対策に関

し、基本理念を定め、県民、自主防災組織、学校等及び事業者の役割並びに県の責務を明

らかにし、関係者相互の緊密な連携及び協働を促進するとともに、より実効性のある具体

的な施策を定めることにより、震災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって震災に強い

社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

一 震災 地震及び津波により生ずる被害をいう。

二 震災対策 震災を未然に防止し、震災が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、

並びに震災からの迅速かつ円滑な復旧及び復興を図るための対策をいう。

三 事前復興 震災からの迅速かつ円滑な復旧及び復興を図るための被災前からの様々

な準備及び実践をいう。

四 再度災害防止 被災後、同等の規模の地震、津波等により、再び同様の災害を発生

させないことをいう。

五 自主防災組織 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」

という。)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。

六 震災時要援護者 高齢者、障がい者、乳幼児等震災が発生した場合において特別な

援護を要する者をいう。

七 学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律

第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法(昭和二

十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。

(平二五条例三九・平二五条例五六・平二七条例一二・令二条例二・一部改正)

（基本理念）

第三条 震災対策は、事前防災、減災(震災を最小化することをいう。)及び事前復興を基

本として、県民の生命が失われないことを最も重視するとともに、県民生活、県民経済
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及び地域社会を守り、並びに再度災害防止の観点により、被災後の迅速かつ円滑な復旧

及び復興を図ることを目指して、実施されなければならない。

２ 震災対策は、自助(県民が自らの安全を自ら守ることをいう。)、共助(地域の住民等

が互いに助け合い、地域の安全を確保することをいう。)及び公助(県、市町村その他の

行政機関が県民の生命、身体及び財産を保護することをいう。)を基本として実施され

なければならない。

３ 震災対策は、県民、自主防災組織、学校等、事業者、ボランティア、県、市町村その

他の関係者が、震災対策に関する男女共同参画、地方創生等の様々な視点、震災時要援

護者をはじめとするあらゆる者の人権並びに地域社会の維持、再生及び育成に配慮しな

がら、それぞれの役割を果たすとともに、相互に緊密に連携し、及び協働することによ

り着実に実施されなければならない。

(平二九条例四八・令二条例二・一部改正)

（県民の役割）

第四条 県民は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、平常時か

ら震災に対する危機意識を持って、自らの安全を自ら守るため、積極的に震災対策を実施

するよう努めるものとする。

２ 県民は、基本理念にのっとり、県、市町村その他の関係者が実施する震災対策に積極的

に協力するよう努めるものとする。

（自主防災組織の役割）

第五条 自主防災組織は、基本理念にのっとり、地域の安全を確保するため、積極的に震災

対策を実施するよう努めるものとする。

２ 自主防災組織は、基本理念にのっとり、県、市町村その他の関係者が実施する震災対策

に積極的に協力するよう努めるものとする。

（学校等の役割）

第六条 学校等の設置者又は管理者（以下「学校等の設置者等」という。）は、基本理念にの

っとり、幼児、児童、生徒等の安全を確保するため、積極的に震災対策を実施するよう努
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めるものとする。

２ 学校等の設置者等は、基本理念にのっとり、県、市町村その他の関係者が実施する震災

対策に積極的に協力するよう努めるものとする。

（事業者の役割）

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、来所者、従業員等の安全を確保するため、及び自

らの事業を継続するため、積極的に震災対策を実施するよう努めるものとする。

２ 事業者は、基本理念にのっとり、県、市町村その他の関係者が実施する震災対策に積極

的に協力するよう努めるものとする。

（県の責務）

第八条 県は、基本理念にのっとり、県民の生命、身体及び財産を保護するため、震災対策

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、県民、自主防災組織、学校等、事

業者、ボランティア、市町村その他の関係者が実施する震災対策の支援及び総合調整を行

うものとする。

２ 県は、震災に関する調査及び研究を行い、その成果を公表するとともに、必要に応じて、

震災対策に反映させるものとする。

（市町村との連携）

第九条 県は、基本理念にのっとり、地域住民の生命、身体及び財産を保護する基礎的な地

方公共団体である市町村と連携を図りながら協力して震災対策に取り組むものとする。

（震災対策に関する計画の作成等）

第十条 県は、震災対策を総合的かつ計画的に推進するため、県が実施する震災対策に関す

る施策を取りまとめた計画を作成するとともに、当該施策の進捗状況を管理するものとす

る。

２ 県は、災対法第四十条第一項の規定に基づき作成された徳島県地域防災計画に掲げられ

た震災対策を効果的かつ迅速に実施できるよう、当該震災対策の実施の手順を定めた要領

を作成するものとする。

３ 県は、市町村が行う当該市町村が実施する震災対策に関する施策を取りまとめた計画の
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作成について、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

（震災対策に関する憲章）

第十一条 県は、県民、自主防災組織、事業者等の震災対策に関する意識の高揚を図り、自

発的な震災対策への取組の促進に資するため、震災対策に関する憲章を定めるものとする。

（徳島県震災を考える日等）

第十二条 県民一人一人が、震災についての認識を深め、震災対策の一層の充実を図るため、

徳島県震災を考える日及び徳島県震災を考える週間を設ける。

２ 徳島県震災を考える日は九月一日とし、徳島県震災を考える週間は八月三十日から九月

五日までとする。

３ 県は、徳島県震災を考える日及び徳島県震災を考える週間の趣旨にふさわしい事業が実

施されるよう努めるものとする。

（顕彰）

第十三条 県は、震災対策の推進に関し、功績の顕著な者の顕彰に努めるものとする。

（震災対策への県民等の意見の反映）

第十四条 県は、市町村と連携して、県民、自主防災組織、事業者等から震災対策に関する

意見を聴取し、必要に応じて、その意見を震災対策に反映させるものとする。

（財政上の措置）

第十五条 県は、震災対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。

第二章 予防対策

第一節 県民による予防対策

（震災対策等に関する知識の習得等）

第十六条 県民は、平常時から、震災及び震災対策に関する研修(以下「防災研修」とい
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う。)、震災の発生を想定した訓練(以下「防災訓練」という。)並びに事前復興の取組に

積極的に参加し、震災及び震災対策に関する知識及び技能の習得に努めるものとする。

２ 県民は、県、市町村その他の関係者が提供する地域における震災及び震災対策に関す

る情報(以下「地域震災関連情報」という。)を活用して、震災が発生し、又は発生する

おそれがある場合(以下「震災発生時等」という。)に備え、自らが生活する地域におけ

る危険な場所、避難場所、避難経路、避難方法及び家族との連絡方法の確認に努めるも

のとする。

３ 震災発生時等において、通常用いる方法による帰宅が困難であると予想される者は、

徒歩等により帰宅する場合の経路並びに家族及び隣人等との連絡方法の確認その他の円

滑な帰宅のために必要な準備を行うよう努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（避難の心構え）

第十七条 県民は、地震による崖崩れ、地滑り等の危険を察知した場合は、直ちに安全な場

所に避難するよう心がけるものとする。

２ 県民は、強い又は継続時間の長い地震の揺れを感知した場合は、津波に関する予報又は

警報の発表及び避難の勧告又は指示を待たずに、直ちに近くの高台等の安全な場所に避難

するよう心がけるものとする。

（建築物等の安全性の確保）

第十八条 県民は、その所有する建築物の地震による倒壊等から自らを含む利用者の安全並

びに津波等からの安全な避難及び円滑な救援に必要な経路を確保するため、当該建築物の

耐震診断（地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。）及び耐震改修（地震に

対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をす

ることをいう。以下同じ。）その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 県民は、震災の発生に備え、家具等の転倒、窓ガラスの飛散等による被害を防止するた

めの措置を講ずるよう努めるものとする。

３ 県民は、その設置するブロック塀、広告板その他の工作物及び自動販売機（以下「工作

物等」という。）を定期的に点検し、耐震性を確保するために必要な措置を講ずるよう努め
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るものとする。

（物資の備蓄等）

第十九条 県民は、食糧、飲料水、医薬品その他の震災発生時等に必要となる物資の備蓄及

び点検並びにラジオ等の情報収集手段の確保に努めるとともに、避難の際に必要となる物

資を直ちに持ち出すことができるよう準備に努めるものとする。

２ 県民は、震災を未然に防止し、及び震災が発生した場合における被害の拡大を防止する

ために必要な消火器等の資機材の整備に努めるものとする。

（自主防災組織及び消防団等への参加）

第二十条 県民は、地域における震災対策を円滑に行うため、自主防災組織の結成及びその

活動への積極的な参加に努めるものとする。

２ 県民は、地域における震災対策を円滑に行うため、地域の消防団等の活動への積極的な

参加に努めるものとする。

（震災時要援護者等からの情報提供）

第二十一条 震災時要援護者又はその保護者（配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、

震災時要援護者を現に保護するものをいう。以下同じ。）は、震災時要援護者が震災発生時

等に自主防災組織、市町村その他の関係者から避難等について支援を受ける際に必要とな

る当該震災時要援護者に関する情報を、当該関係者に提供するよう努めるものとする。

２ 法令又は他の条例若しくは市町村の条例（以下「法令等」という。）に定めがあるものを

除くほか、前項の規定により震災時要援護者又はその保護者から情報の提供を受けた者は、

当該情報について、漏えい及び提供を受けた目的以外の目的のための利用を防止し、適正

に管理しなければならない。

第二節 自主防災組織による予防対策

（震災対策等に関する意識の啓発等）

第二十二条 自主防災組織は、地域住民等に対し、震災及び震災対策に関する意識の啓発

及び高揚を図るため、自ら防災研修、防災訓練及び事前復興の取組を実施するよう努め

るとともに、県、市町村その他の関係者が実施する防災研修、防災訓練及び事前復興の
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取組への積極的な参加に努めるものとする。

２ 自主防災組織は、地域震災関連情報を活用して、震災発生時等に備え、当該自主防災

組織が活動する地域における危険な場所、避難場所、避難経路及び避難方法の情報を掲載

した地図の作成及び当該地域の住民等への周知に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（円滑かつ効果的な避難のための体制の整備）

第二十三条 自主防災組織は、市町村その他の関係者と連携して、率先避難（地域住民等の

避難を促進するため率先して行う避難をいう。以下同じ。）を行う役割を担う者の確保、震

災時要援護者の特性に応じた避難の支援の体制の整備その他の地域住民等の避難が円滑か

つ効果的に行われるための体制の整備に努めるものとする。

（資機材の備蓄等）

第二十四条 自主防災組織は、初期消火、負傷者の救出及び救護その他の震災発生時等の応

急的な措置に必要な資機材の備蓄、整備及び点検に努めるものとする。

第三節 学校等による予防対策

（防災教育の実施等）

第二十五条 学校等の設置者等は、幼児、児童、生徒等が、震災発生時等において自らの

安全を確保することができるとともに、将来において震災対策の担い手となるよう、震

災及び震災対策に関する教育(以下「防災教育」という。)、防災訓練並びに事前復興の

取組の実施に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（地域との連携）

第二十六条 学校等の設置者等は、その設置し、又は管理する学校等の施設について、市

町村が行う地域の避難場所及び津波からの一時的な避難場所としての指定に協力するよ

う努めるものとする。

２ 学校等の設置者等は、その設置し、又は管理する学校等の施設が前項の避難場所とし
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て指定された場合には、当該避難場所としての目的を達成するために必要な機能の強化

に努めるものとする。

３ 学校等の設置者等は、市町村、自主防災組織その他の関係者と連携して防災訓練及び

事前復興の取組を実施する等、地域と一体となって、幼児、児童、生徒等を震災から守

るための環境の整備に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（学校等の施設等の安全性の確保）

第二十七条 学校等の設置者等は、その設置し、又は管理する学校等の施設並びに設備及び

備品の地震による倒壊等から幼児、児童、生徒等の安全並びに津波等からの安全な避難及

び円滑な救援に必要な経路を確保するため、当該施設の計画的な耐震診断及び耐震改修並

びに当該設備及び備品の転倒を防止するための対策等に努めるものとする。

第四節 事業者による予防対策

（防災研修の実施等）

第二十八条 事業者は、震災発生時等における来所者、従業員等の安全を確保するため、

防災研修、防災訓練及び事前復興の取組の実施に努めるものとする。

２ 法令等に定めがあるものを除くほか、震災時要援護者が入所し、又は通所する施設(以

下「要援護者関連施設」という。)の設置者又は管理者は、震災時要援護者に関する避

難計画の作成、防災訓練及び事前復興の取組の実施に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（事業活動を継続するための計画の作成等）

第二十九条 事業者は、震災による事業活動への影響を最小限度にとどめるため、事業活動

を継続するための計画の作成に努めるものとする。

２ 事業者は、事業活動を継続するために必要な物資、燃料及び資機材の備蓄、整備及び点

検に努めるものとする。

（地域との連携）
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第三十条 事業者は、その所有し、又は管理する施設について、市町村が行う地域の避難

場所及び津波からの一時的な避難場所としての指定に協力するよう努めるものとする。

２ 事業者は、市町村、自主防災組織等が実施する防災研修、防災訓練及び事前復興の取

組への従業員の参加の機会を確保するよう努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

（事業者の施設等の安全性の確保）

第三十一条 事業者は、その所有する施設並びに設備及び備品の地震による倒壊等から来所

者、従業員等の安全並びに津波等からの安全な避難及び円滑な救援に必要な経路を確保す

るため、当該施設の耐震診断及び耐震改修並びに当該設備及び備品の転倒を防止するため

の対策等に努めるものとする。

２ 上下水道、電気供給施設、ガス供給施設又は電気通信事業の用に供する施設及びこれら

に附帯する設備（以下「ライフライン関連施設等」という。）の設置者又は管理者は、ライ

フライン関連施設等について、地震及び津波に対する安全性を確保するために必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。

３ 事業者は、その設置する工作物等を定期的に点検し、耐震性を確保するために必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。

第五節 県による予防対策及び市町村等との連携

（震災対策等に関する知識の普及等）

第三十二条 県は、市町村その他の関係者と連携して、県民、自主防災組織等が平常時か

ら震災に備え、適切な震災対策を講ずることができるよう、震災及び震災対策に関する

知識の普及を図るものとする。

２ 県は、市町村その他の関係者と連携して、家庭及び地域における震災対策が自主的に

行われるよう学校教育及び社会教育を通じて、全ての世代を対象とした防災教育の充実

を図るものとする。

３ 県は、市町村その他の関係者と連携して、県民、自主防災組織等の震災に適切に対応

する能力を向上させるため、様々な震災を想定した防災訓練及び事前復興の取組を行う

ものとする。

４ 県は、徳島県立防災センター等の機能を十分に活用し、震災及び震災対策に関する知
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識の普及及び人材の育成を図るものとする。

(令二条例二・一部改正)

（情報伝達体制の整備）

第三十三条 県は、震災発生時等における気象状況、被害の発生状況、避難の状況その他の

震災対策に必要な情報を市町村その他の関係者と相互に伝達するため、通信機能の強化及

び複数の通信手段の確保に努めるものとする。

２ 県は、市町村、報道機関その他の関係者と連携して、震災発生時等において必要となる

情報を県民等に提供するための体制を整備するものとする。

３ 県は、市町村と連携して、震災発生時等において帰宅が困難となった者及び移動の途中

で目的地に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者等」という。）に対して必要

な情報を提供するための体制を整備するものとする。

（行政機能の低下への対応）

第三十四条 県は、地震又は津波により庁舎等が被害を受けた場合等における行政機能の低

下を最小限度にとどめるため、震災発生時等において必要となる応急対策業務及び継続の

必要性の高い通常の業務を継続するための計画（以下「業務継続計画」という。）を作成す

るものとする。

２ 県は、全ての市町村において行政機能の低下を最小限度にとどめるための業務継続計画

が作成されるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

（自主防災組織の結成の促進に対する支援等）

第三十五条 県は、市町村が行う自主防災組織の結成の促進並びに防災研修、防災訓練及

び事前復興の取組を行う自主防災組織に対する支援について、情報の提供、技術的な助

言その他の必要な支援に努めるものとする。

２ 県は、地域の震災対策において重要な役割を担う消防団等の組織の充実及び機能の強

化に努める市町村に対し、積極的に協力するものとする。

３ 県は、市町村その他の関係者と連携して、自主防災組織が実施する震災対策において

指導的な役割を担う者の育成及び確保を図るものとする。
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４ 県は、市町村と連携して、自主防災組織相互の広域的な連携の促進に努めるものとす

る。

(令二条例二・一部改正)

（避難計画の作成についての支援等）

第三十六条 県は、市町村が自主防災組織及び要援護者関連施設と連携して行う避難場所、

避難経路、避難方法その他の避難のために必要な事項を定めた避難計画の作成について、

情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

２ 県は、広域的な避難が円滑に行われるよう市町村を支援するものとする。

（避難所の運営体制の整備）

第三十七条 県は、市町村が避難所として使用される建築物の所有者又は管理者及び自主防

災組織と連携して行う避難所の運営基準の作成について、当該運営基準がプライバシーの

確保をはじめとする避難者の生活の質に配慮したものとなるよう、情報の提供、技術的な

助言その他の必要な支援に努めるものとする。

２ 県は、市町村その他の関係者と連携して、避難所の効果的かつ効率的な運営を図るため、

避難所の運営に関する連絡調整を行う者の育成及び確保を図るものとする。

（応急仮設住宅の確保）

第三十八条 県は、応急仮設住宅の確保について、市町村その他の関係者と連携して、地域

の特性及び実情等を踏まえた対策について検討を行うとともに、応急仮設住宅の建設が円

滑に行われるよう、その標準的な仕様を定めるものとする。

２ 県は、市町村と連携して、応急仮設住宅として活用できる公営住宅、民間賃貸住宅等の

把握に努めるものとする。

３ 県は、応急仮設住宅の確保に係る関係団体との協定の締結に努めるものとする。

４ 県は、市町村と連携して、応急仮設住宅の建設の候補地を選定するものとする。

（震災時要援護者の支援体制の整備等に対する支援）

第三十九条 県は、市町村が行う震災時要援護者に関する情報の把握及び自主防災組織等と

連携した支援体制の整備について、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援に努め
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るものとする。

２ 県は、市町村が行う福祉避難所（避難所であって、震災時要援護者のうち避難所での生

活において特別な配慮が必要な者を受け入れるために必要な設備等を有するものをいう。）

の指定について、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

（医療救護体制の整備等）

第四十条 県は、震災による重篤な救急患者の救命医療の拠点となる医療機関並びに当該医

療機関を支援し、及び補完する役割を担う医療機関を指定するとともに、本県における医

療機能の充実及び強化に努めるものとする。

２ 県は、震災の発生後直ちに救命活動が開始できる機動性を持った医療チーム及び被災地

の医療体制の支援を行う医療救護班を派遣する医療機関等の指定等の広域的な医療救護体

制を整備するものとする。

３ 県は、計画的な医薬品の備蓄及び関係事業者との協定の締結により、震災発生時等に必

要となる医薬品の調達体制を整備するものとする。

４ 県は、市町村が行う震災発生時等における医療救護体制の整備について、情報の提供、

技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

（物資等の調達体制の整備）

第四十一条 県は、市町村と連携して、物資、燃料及び資機材（以下「物資等」という。）の

計画的な備蓄、整備及び点検並びに関係事業者との協定の締結により、震災発生時等に必

要となる物資等の調達体制を整備するものとする。

（救援物資の輸送体制の整備等）

第四十二条 県は、市町村と連携して、震災発生時等において、救援物資を迅速かつ的確に

避難所等に輸送できる体制を整備するものとする。

２ 県は、市町村と連携して、救援物資の受入れ及び配分を円滑に行うことができるよう連

絡調整を行う者の育成及び確保を図るものとする。

（他の都道府県等との協定の締結）

第四十三条 県は、震災発生時等において、被災者の救援及び救護をはじめとする応急対策
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に必要な支援等が円滑に行われるよう、他の都道府県等との広域的な連携に関する協定の

締結に努めるものとする。

（公衆衛生の確保のための体制の整備）

第四十四条 県は、市町村、医療機関その他の関係者と連携して、震災が発生した場合にお

ける感染症の発生の予防及びまん延の防止、県民の心身の健康管理その他の公衆衛生の確

保のための体制を整備するものとする。

（防火及び防犯の体制の強化）

第四十五条 県は、市町村、自主防災組織その他の関係者と連携して、震災発生時等におけ

る火災及び犯罪の防止のため、防火及び防犯に関する意識の啓発を行うとともに、消火器

の普及、防犯灯の設置その他の必要な施策を実施し、防火及び防犯の体制の強化に努める

ものとする。

（緊急輸送体制の整備）

第四十六条 県は、市町村その他の関係者と連携して、負傷者の搬送並びに応急対策に必要

な人員及び物資等の輸送（以下「緊急輸送」という。）の体制を整備するものとする。

２ 県は、その管理する緊急輸送路（緊急輸送のために必要となる道路、港湾、漁港及び飛

行場をいう。以下同じ。）の整備並びに緊急輸送のために必要となる物資等の集積を行う場

所及びヘリポートの確保等に努めるものとする。

３ 県は、緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、緊急輸送路を管理する者に

対し、当該緊急輸送路の整備を求めるものとする。

４ 県は、緊急輸送を確保するため、耐震性を強化した岸壁等の整備の促進に努めるものと

する。

（孤立地区対策に対する支援）

第四十七条 県は、市町村が孤立地区（震災が発生した場合に、外部との交通が途絶し、人

の移動及び物資の輸送が困難又は不可能となる地区をいう。以下同じ。）における通信の途

絶に備えるため行う情報の収集及び伝達の手段の確保について、情報の提供、技術的な助

言その他の必要な支援に努めるものとする。
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２ 県は、市町村が行う地域の特性に応じた孤立地区の発生に備えた対策について、情報の

提供、技術的な助言その他の必要な支援に努めるものとする。

（ボランティア活動の環境整備等）

第四十八条 県は、市町村その他の関係者と連携して、震災が発生した場合におけるボラン

ティア活動が安全かつ円滑に実施されるよう、ボランティアの受入体制の整備、物資及び

資機材の提供その他のボランティア活動の環境を整備するものとする。

２ 県は、市町村その他の関係者と連携して、ボランティア活動への県民の積極的な参加を

促すため、ボランティア活動への理解を深める啓発の実施及びボランティア活動を行うた

めに必要な知識の普及を図るものとする。

３ 県は、市町村その他の関係者と連携して、ボランティア活動を円滑に実施するための連

絡調整を行う者の育成及び確保を図るものとする。

（震災対策の拠点となる建築物の安全性の確保等）

第四十九条 県は、その管理する震災対策の拠点となる建築物並びに情報の収集及び伝達、

医療救護等に関する震災対策上重要な設備について、地震及び津波に対する安全性を確保

するため、計画的な耐震性の向上、浸水を防止するための対策等に努めるとともに、当該

建築物が被害を受けた場合に備えるため、その機能を代替する建築物の選定に努めるもの

とする。

２ 県は、その管理する建築物内において来庁者等の安全を確保するための対策に努めるも

のとする。

（建築物等への避難機能の付与等）

第五十条 県は、市町村と連携して、各地域において想定される被害の状況に基づき、県の

管理する建築物等への避難上必要な機能の付与、避難路及び避難施設の整備その他の地域

住民等の安全を確保するための対策に努めるものとする。

（公共土木施設の整備等による被害の軽減対策）

第五十一条 県は、その管理する河川、海岸、砂防設備、道路、港湾、漁港、公園等の公共

土木施設について、震災対策の観点から、計画的な整備及び適正な維持管理に努めるもの
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とする。

２ 県は、地震による地盤沈下等による長期間にわたる浸水に対応するため、早期の排水を

可能にするための体制の確保及び設備の整備に努めるものとする。

３ 県は、市町村と連携して、津波による被害の発生が予想される地域において、放置され

た船舶等により当該被害を拡大させないため、当該船舶等の除却等の対策の実施に努める

ものとする。

（津波防災地域づくりの推進）

第五十二条 県は、市町村が行う津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百

二十三号。以下「津波防災法」という。）第一条に規定する津波防災地域づくりを支援する

ため、市町村と連携して、津波防災法第五十三条第一項に規定する津波災害警戒区域及び

津波防災法第七十二条第一項に規定する津波災害特別警戒区域（以下「津波災害特別警戒

区域」という。）を速やかに指定するとともに、その効果を検証し、必要に応じて指定の変

更等を行うものとする。

２ 県は、市町村による津波防災法第十条第一項に規定する推進計画（以下「推進計画」と

いう。）の作成及び津波防災法第七十三条第二項第二号に規定する条例の制定が円滑に行わ

れるよう、これらに係る指針を作成するとともに、情報の提供、技術的な助言その他の必

要な支援に努めるものとする。

３ 県は、市町村が推進計画に基づき建築物等の移転が可能な地域を定める場合には、当該

地域への移転が円滑に行われるよう、土地の利用に関する規制の緩和等について配慮する

ものとする。

４ 県は、津波災害特別警戒区域に建築物を所有する者が、当該建築物を津波災害特別警戒

区域以外の区域に移転する場合には、当該区域への移転が円滑に行われるよう、土地の利

用に関する規制の緩和等について配慮するものとする。

（建築物等の耐震診断等の促進）

第五十三条 県は、建築物の地震による倒壊等から県民の安全並びに津波等からの安全な

避難及び円滑な救援に必要な経路を確保するためには建築物の耐震診断及び耐震改修そ

の他の措置が講じられることが特に重要であることに鑑み、市町村と連携して、その促

進に必要な措置を講ずるものとする。
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２ 県は、市町村その他の関係者と連携して、建築物の耐震診断及び耐震改修が円滑に行

われるよう、耐震診断及び耐震改修の業務を行う者の育成及び確保を図るものとする。

３ 県は、地震が発生した場合の家具等の転倒、窓ガラスの飛散等による被害から県民の

安全を確保するため、市町村と連携して、家具等の転倒を防止するための対策の促進そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。

(平二九条例四八・全改)

（事業活動を継続するための計画の作成の促進等）

第五十四条 県は、事業者による事業活動を継続するための計画の作成の促進に努めるもの

とする。

２ 県は、津波による海水の浸入のために農用地（土地改良法（昭和二十四年法律第百九十

五号）第二条第一項に規定する農用地をいう。）が受けた塩害を除去するための対策等を検

討し、農業生産活動を早期に復旧させるための計画を作成するものとする。

第六節 特定活断層調査区域における土地利用の適正化等

（特定活断層調査区域の指定等）

第五十五条 知事は、特定活断層（地震防災対策特別措置法（平成七年法律第百十一号）第

十条第一項に規定する地震調査委員会において長期評価が行われている中央構造線断層帯

のうち讃岐山脈南縁に係る部分をいう。以下同じ。）の変位による被害を防止するため、特

定活断層の位置に関する調査が必要な土地の区域を、特定活断層調査区域として指定する

ことができる。

２ 知事は、前項の規定により特定活断層調査区域を指定するときは、あらかじめ、関係す

る市町村の長の意見を聴かなければならない。

３ 知事は、第一項の規定により特定活断層調査区域を指定するときは、その旨及び指定の

区域を徳島県報で公示しなければならない。

４ 知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、規則で定めるところにより、

関係する市町村の長に、当該公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。

５ 特定活断層調査区域の指定は、第三項の規定による公示によってその効力を生ずる。

６ 知事は、第一項の規定による特定活断層調査区域の指定の理由がなくなったと認めると

きは、当該特定活断層調査区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。
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７ 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定活断層調査区域の指定の解除に

ついて準用する。

８ 県は、最新の活断層の位置に関する情報の把握に努めるとともに、把握した当該情報を

公表するものとする。

（特定活断層調査区域における土地利用の適正化等）

第五十六条 特定活断層調査区域において次に掲げる建築物又は施設（以下「特定施設」と

いう。）の新築、改築又は移転（以下「新築等」という。）をしようとする者は、特定活断

層の直上への当該特定施設の新築等を避けなければならない。

一 学校、病院その他の多数の者が利用する建築物であって規則で定めるもの

二 火薬類、石油類その他の危険物であって規則で定めるものを貯蔵する施設

２ 特定活断層調査区域において特定施設の新築等をしようとする者は、当該新築等に係る

工事（開発行為（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第十二項に規定する開発

行為をいう。以下同じ。）を伴う場合にあっては、当該開発行為）をしようとするときは、

あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出て、知事と協議

しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

二 特定施設の名称及び所在地

三 特定施設の用途

四 その他規則で定める事項

３ 前項の規定による届出には、特定施設の位置図その他の規則で定める書類を添付しなけ

ればならない。

４ 第二項の規定による協議をした者は、当該協議に基づいて特定活断層に関する調査を実

施し、その調査報告書並びに特定活断層の位置図、特定施設の配置計画図及び規則で定め

る書類（以下「調査報告書等」という。）を知事に提出しなければならない。

５ 第二項の規定による届出若しくは協議又は前項の規定による調査報告書等の提出（以下

「届出等」という。）をした者は、当該届出等に係る事項を変更しようとするときは、あら

かじめ、その旨を知事に届け出て、知事と協議しなければならない。

６ 宅地建物取引業者は、その取り扱う宅地又は建物が特定活断層調査区域にある場合は、

当該宅地又は建物を取得し、又は借りようとしている者に対して、その売買、交換又は貸
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借の契約が成立するまでの間に、当該宅地又は建物が特定活断層調査区域にある旨及び前

各項に規定する内容を説明するよう努めるものとする。

第五十七条 県は、特定活断層調査区域において建築物の新築等をしようとする場合は、特

定活断層の直上への当該建築物の新築等を避けなければならない。

２ 県は、特定活断層調査区域の不動産の譲渡、交換、貸付等（以下「譲渡等」という。）を

しようとするときは、当該譲渡等に係る契約の締結までに当該不動産の譲渡等の相手方に

対して、当該不動産が特定活断層調査区域にある旨及び前条第一項から第五項までに規定

する内容を説明しなければならない。

３ 県は、特定活断層調査区域に建築物を所有する者が、当該建築物を特定活断層調査区域

以外の区域に移転する場合には、当該区域への移転が円滑に行われるよう、土地の利用に

関する規制の緩和等について配慮するものとする。

（工事又は開発行為の着手又は完了の届出）

第五十八条 第五十六条第二項の規定による協議をした者は、当該協議に係る新築等の工事

若しくは開発行為に着手し、又はこれらを完了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届

け出なければならない。

（報告の徴収及び立入調査）

第五十九条 知事は、第五十六条、前条、次条及び第六十一条の規定の施行に必要な限度に

おいて、特定施設の新築等をする者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職

員に、当該特定施設若しくは当該特定施設に係る新築等の工事若しくは開発行為が行われ

ている場所に立ち入り、当該特定施設に係る新築等の工事若しくは開発行為の状況若しく

は書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（勧告）

第六十条 知事は、第五十六条第一項の規定による特定活断層の直上への特定施設の新築等
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の回避をしなかった者、同条第二項の規定による届出又は協議をしなかった者、同条第四

項の規定による調査報告書等の提出をしなかった者及び同条第五項の規定による届出又は

協議をしなかった者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

２ 知事は、前条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告

若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者に対し、必要な措置をと

るべきことを勧告することができる。

（公表）

第六十一条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わ

ない場合は、その旨、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ当該公表の対象とな

る者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

第三章 応急対策

第一節 県民による応急対策

（避難等）

第六十二条 県民は、地震の揺れを感知したときは、震災に関する情報に留意し、自主的な

避難に努めるとともに、津波、崖崩れ等の発生が予測される場合には、自らの安全を確保

するため、直ちに安全な場所に避難するものとする。

２ 県民は、避難の勧告又は指示が行われた場合には、円滑に避難するとともに、当該勧告

又は指示が解除されるまでの間は、避難を継続するものとする。

３ 避難所を利用する者は、第三十七条第一項に規定する運営基準を遵守し、互いに協力し

て共同生活を営むよう努めるものとする。

（緊急通行車両等の通行の確保）

第六十三条 県民は、災対法又は道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）に基づき公安委

員会又は警察官が行う車両の通行規制その他の交通規制を遵守するとともに、当該交通規

制が行われていない道路においても、車両の使用を自粛することにより、災対法第七十六

条第一項に規定する緊急通行車両（以下「緊急通行車両」という。）及び震災時要援護者等
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の避難のための車両の通行の確保に協力するよう努めるものとする。

（危険建築物等からの避難等）

第六十四条 県民は、地震により倒壊等、火災又は附属物の落下のおそれが生じた建築物そ

の他の工作物（以下「危険建築物等」という。）による被害の発生又は拡大を防ぐため、速

やかに危険建築物等から避難するものとする。

２ 危険建築物等の所有者又は管理者は、当該危険建築物等が危険である旨の表示を行うよ

う努めるものとする。

３ 建築物の所有者又は管理者は、市町村が実施する被災建築物応急危険度判定（地震によ

り被害を受けた建築物について、余震等による倒壊等の危険性及び建築物の一部等の落下

又は転倒の危険性を判定することをいう。）に協力するものとする。

第二節 自主防災組織による応急対策

第六十五条 自主防災組織は、市町村その他の関係者と連携して、率先避難、地域住民の安

否に関する情報の収集及び伝達、地域住民及び震災時要援護者の避難についての支援、初

期消火、負傷者の救出及び救護、避難所の運営その他の地域における応急対策を実施する

よう努めるものとする。

第三節 学校等による応急対策

（生徒等の安全の確保）

第六十六条 学校等の設置者等は、震災発生時等において、幼児、児童、生徒等の安全の確

保に努めるものとする。

（避難所の運営についての支援）

第六十七条 学校等の設置者等は、その所有し、又は管理する学校等の施設が避難所として

使用される場合には、市町村、自主防災組織その他の関係者と連携して、当該避難所の円

滑な運営について必要な支援に努めるものとする。

（学校等における教育活動等の再開準備）

第六十八条 学校等の設置者等は、避難者及び地域住民の十分な理解及び協力の下、学校等

における教育活動等の再開に向けた準備に努めるものとする。
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第四節 事業者による応急対策

（来所者等の安全の確保）

第六十九条 事業者は、震災発生時等において、来所者及び従業員の安全を確保するよう努

めるとともに、地域住民の安全を確保するため、自主防災組織その他の関係者と連携して、

避難及び震災に関する情報の収集及び提供、初期消火、率先避難、地域住民の避難誘導及

び救助その他の応急対策を実施するよう努めるものとする。

（帰宅困難者等への支援）

第七十条 事業者は、事業所の周辺地域において帰宅困難者等が発生しているときは、当該

帰宅困難者等に対して、避難及び震災に関する情報、連絡手段及び一時的な避難場所の提

供その他の必要な支援に努めるものとする。

（二次的な被害の防止）

第七十一条 危険物等（消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する

危険物、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第二条に規定する高圧ガス、火

薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項に規定する火薬類、毒物及び

劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項

に規定する劇物並びに原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定

する核燃料物質、同条第三号に規定する核原料物質及び同条第五号に規定する放射線をい

う。以下同じ。）を取り扱う事業者は、震災発生時等において、爆発等の二次的な被害を防

止するため、危険物等を取り扱う施設の点検及び応急措置を行い、その安全の確保に努め

るとともに、爆発等のおそれがある場合には、速やかに関係者及び周辺住民への連絡、立

入制限等の対策を講ずるものとする。

（平二五条例三九・一部改正）

第五節 県による応急対策及び市町村等との連携

（応急対策のための体制の確立等）

第七十二条 県は、迅速かつ的確に避難、救助、医療等の応急対策が講じられるよう、市町

村その他の関係者と連携して、必要な体制を速やかに確立するものとする。
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２ 県は、地震又は津波により庁舎等が被害を受けた場合等において、行政機能の低下を最

小限度にとどめるよう努めるものとする。

（情報伝達体制の確立等）

第七十三条 県は、震災及び震災対策に関する情報を市町村その他の関係者と相互に伝達す

るために必要な体制を速やかに確立するものとする。

２ 県は、収集した震災及び震災対策に関する情報を総合的に分析した上で、県民等への周

知を図るため、市町村、報道機関その他の関係者に必要な情報を速やかに提供するものと

する。

（緊急輸送の確保等）

第七十四条 県は、市町村その他の関係者と連携して、応急対策に必要な緊急輸送を確保す

るものとする。

２ 県は、応急対策が的確に実施されるよう緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、市

町村その他の関係者と必要な調整を図るものとする。

（応急対策の実施に係る応援等）

第七十五条 県は、災対法第六十八条の規定に基づく市町村長等からの応援の要求等に対し

て、あらゆる手段を検討し、速やかにその求めに応ずるものとする。

（自主防災組織等への支援体制の確立）

第七十六条 県は、市町村その他の関係者と連携して、自主防災組織及びボランティアによ

る震災対策が円滑に実施されるよう支援するために必要な体制を確立するものとする。

（心のケアの体制の確立）

第七十七条 県は、市町村、医療機関その他の関係者と連携して、被災者並びに被災者の捜

索及び救助の活動を行う者の心のケア（被災したこと又は被災者の捜索及び救助の活動に

従事したことにより精神的健康が損なわれた状態からの回復及び当該状態の予防をいう。）

を行うため、相談窓口を設置する等の必要な体制を確立するものとする。
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第四章 復旧及び復興対策

第一節 県民による復旧及び復興対策

第七十八条 県民は、自らが震災からの復旧及び復興の主体であることを認識し、自主防

災組織、ボランティア、学校等、事業者、県、市町村その他の関係者と連携して、自ら

の生活を再建するとともに、地域社会の維持、再生及び育成に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

第二節 自主防災組織による復旧及び復興対策

第七十九条 自主防災組織は、震災からの復旧及び復興に際して、地域社会の維持、再生

及び育成に貢献するよう努めるとともに、県、市町村その他の関係者が実施する当該復

旧及び復興に関する対策に協力するよう努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

第三節 学校等による復旧及び復興対策

第八十条 学校等の設置者等は、県、市町村その他の関係者と連携して、学校等の機能の早

期回復を図り、学校等における教育活動等の再開に努めるものとする。

第四節 事業者による復旧及び復興対策

（ライフライン関連施設等の復旧）

第八十一条 ライフライン関連施設等の設置者又は管理者は、県、市町村その他の関係者と

連携して、速やかに当該ライフライン関連施設等の復旧対策を実施するよう努めるものと

する。

（雇用の場の確保等）

第八十二条 事業者は、震災からの復旧及び復興に際して、事業活動の継続又は再開により

雇用の場を確保するよう努めるとともに、県、市町村その他の関係者と連携して、地域経

済の復旧及び復興に貢献するよう努めるものとする。

第五節 県による復旧及び復興対策並びに市町村等との連携

第八十三条 県は、震災からの復旧及び復興を計画的、迅速かつ円滑に推進するための体
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制を構築するものとする。

２ 県は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第一

号に規定する特定大規模災害が発生した場合において、政府が同条第二号に規定する復

興基本方針を定めたときは、同法第九条第一項の規定により、同方針に即して、復興の

ための施策に関する方針を速やかに定めるものとする。

３ 県は、市町村と連携して、県民及び事業者等の参画を図りながら、再度災害防止の観

点により、震災からの復旧及び復興を計画的、迅速かつ円滑に推進するため、当該復旧

及び復興に関する計画を早期に作成するものとする。

４ 県は、市町村その他の関係者と連携して、前項の復旧及び復興に関する計画の円滑な

実施に努めるものとする。

(令二条例二・一部改正)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二章第六節の規定は、平成二十五年四月

一日から施行する。

附 則（平成二五年条例第三九号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成二五年条例第五六号）

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則（平成二七年条例第一二号）

この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日＝平成二七年四月一日）

附 則（平成二九年条例第四八号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（令和二年条例第二号）

この条例は、公布の日から施行する。
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１４－２ 徳島県災害対策本部条例

(昭和 37年 10月 12日徳島県条例第 30号)

(目的)

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２３条第８項の規定

に基づき、徳島県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定

めることを目的とする。

(平２４条例５１・一部改正)

(組織)

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指

名する者をもつて充てる。

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平８条例１０・追加)

(雑則)

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。

(平８条例１０・旧第４条繰下)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成８年条例第１０号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成２４年条例第５１号)

この条例は、公布の日から施行する。
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徳島県災害対策本部運営規程

（趣旨）

第１条 この規程は，徳島県災害対策本部条例（昭和３７年徳島県条例第３０号）第５条に基づき，

徳島県災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 本部は，その事務を処理するため，統括司令室，実行部，支部，地方連絡部及び現地災害対

策本部により構成する。

（本部）

第３条 災害対策を円滑に実施するため徳島県防災・危機管理センター（以下「センター」という。）

に本部を設置する。

２ センターに本部が設置できないときは，徳島県徳島中央警察署（徳島市）（以下「徳島中央警察

署」という。）に本部を設置する。

３ 前項に規定する場合において，徳島中央警察署に本部が設置できないとき，又は西部総合県民局

において，発災後３０分経過後も，センター若しくは徳島中央警察署に本部が設置されたことの確

認ができないときは，本部を西部総合県民局美馬庁舎（美馬市）に設置する。

４ 前項の規定により西部総合県民局美馬庁舎に本部を設置した後に，センター又は徳島中央警察署

における本部の設置が確認されたときは，西部総合県民局美馬庁舎の本部は廃止する。

５ 第３項に規定する場合において，西部総合県民局美馬庁舎に本部が設置できないときは，県立防

災センター・消防学校（北島町）に本部を設置する。

（副本部長）

第４条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は，副知事，政策監及び警察本部長の職に

ある者をもって充てる。

２ 副本部長は，災害対策本部長（以下「本部長」という。）を補佐し，本部長に事故があるときは，

副知事，政策監の順位により，その職務を代理する。

３ 前項の規定にかかわらず，前条第３項の場合においては，本部長又は副本部長の安全が確認され

るまでの間，西部総合県民局長が本部長の職務を代理する。

（本部員）

第５条 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は，政策監補，徳島県行政組織規則（昭和４２

年徳島県規則第１５号）第１７条に基づく部長の職にある者，会計管理者，企業局長，病院局長及

び教育長をもって充てる。

（本部会議）

第６条 本部長は，災害対策の基本方針及び重要な指示又は総合調整を行うため，必要に応じて本部

会議を開催する。

２ 本部会議は，本部長，副本部長，本部員及び支部長（第１５条第１項に規定する支部長をいう。）

をもって構成する。

３ 本部会議は，本部長が主宰する。

４ 本部会議には，必要に応じて統括司令室又は実行部の班長が出席し，状況の説明に当たるものと

する。

５ 本部長は，必要がある場合は，本部会議に関係する防災関係機関等の職員の出席を求めることが

できる。

６ 本部長は，必要があると認めるときは，職員を防災関係機関等に派遣し，情報の収集及び連絡調

整に当たらせることができる。

14-3
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（統括司令室）

第７条 本部長を補佐し，災害応急対策の方針立案に関する総合調整及び防災関係機関等との連絡調

整等を行うため，統括司令室を置く。

２ 統括司令は，政策監の職にある者をもって充てる。

３ 副統括司令は，危機管理環境部長の職にある者をもって充てる。副統括司令は統括司令を補佐し，

統括司令に事故があるときは，その職務を代理する。

４ 第３条第３項又は同条第５項に規定する拠点に本部が設置されたときは，西部総合県民局長又は

防災人材育成センター所長が第１項に規定する業務を実施するために必要な指示を行うことができ

る。

５ 統括司令室に次の表の左欄に掲げる部を置き，当該部の部長は，当該右欄に掲げる本部員をもっ

て充てる。

部 部 長

統 合 作 戦 部 危 機 管 理 環 境 部 長

渉 外 ・ 市 町 村 支 援 部 政 策 創 造 部 長

広 報 ・ 調 達 部 経 営 戦 略 部 長

６ 統括司令室の編成及び分掌事務については，別表第１のとおりとする。

（実行部）

第８条 本部に次の表の左欄に掲げる実行部を置き，当該部の部長は，当該右欄に掲げる本部員をも

って充てる。

実 行 部 部 長

危 機 管 理 環 境 部 危 機 管 理 環 境 部 長

政 策 創 造 部 政 策 創 造 部 長

経 営 戦 略 部 経 営 戦 略 部 長

未 来 創 生 文 化 部 未 来 創 生 文 化 部 長

保 健 福 祉 部 保 健 福 祉 部 長

商 工 労 働 観 光 部 商 工 労 働 観 光 部 長

農 林 水 産 部 農 林 水 産 部 長

県 土 整 備 部 県 土 整 備 部 長

出 納 部 会 計 管 理 者

企 業 部 企 業 局 長

病 院 部 病 院 局 長
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教 育 部 教 育 長

警 察 部 警 察 本 部 長

２ 前項に規定する実行部に班を置く。実行部の編成及び分掌事務については，別表第２のとおりと

する。

（防災対策責任者会議）

第９条 災害対策本部等が設置された場合において，災害対策本部等の運営や体制，本部会議で決定

された事項等についての事務調整，本部会議協議事項の事前調整など，全庁的な事務調整や複数の

部間の調整等を，迅速かつ円滑に行う必要がある場合には，統括司令は，防災対策責任者会議を設

置することができる。

２ 防災対策責任者会議は，副統括司令，統合作戦部長，渉外・市町村支援部長，広報・調達部長，

危機管理政策課長，とくしまゼロ作戦課長及び防災対策責任者をもって構成する。

３ 防災対策責任者会議は，統括司令が主宰し，必要がある場合には，関係する防災関係機関等の職

員の出席を求めることができる。

４ 防災対策責任者会議には，必要に応じて第８条に定める各班の班長や担当者が出席し，状況の説

明に当たるものとする。

（防災対策責任者）

第１０条 防災対策責任者は，次の表の職にある者をもって充てる。

所 属 名 防災対策責任者 所 属 名 防災対策責任者

政 策 創 造 部 総合政策課長 県 土 整 備 部 県土整備政策課長

経 営 戦 略 部 総務課長 出 納 局 会計課長

未来創生文化部 未来創生政策課長 企 業 局 経営企画戦略課長

保 健 福 祉 部 保健福祉政策課長 病 院 局 総務課長

商工労働観光部 商工政策課長 教 育 委 員 会 教育政策課長

農 林 水 産 部 農林水産政策課長 警 察 本 部 警備課長

（応急対策班）

第１１条 第８条に定める実行部から次表に掲げる応急対策班を組織し，本部設置と同時にセンター

に服務するものとする。ただし，本部長が必要と認めたときは第８条第２項に規定する他の班のう

ちから応急対策班を別に組織するものとする。

所 属 実 行 部 応 急 対 策 班 名

保 健 福 祉 部 保 健 医 療 福 祉 調 整 班
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農 林 水 産 部 救 援 物 資 調 整 班

県 土 整 備 部 公 共 土 木 対 策 班

道 路 班

２ 応急対策班の班長は，原則として第８条第２項に定める班の班長をもって充てる。

３ 応急対策班は，所属部その他関係方面との連絡に当たるとともに，情報を収集し，災害応急対策

の任務に当たるものとする。

４ センター従事者は，センターと所属との連絡調整等の任務に当たるものとする。

（本部連絡責任者）

第１２条 センターに次表に掲げる本部連絡責任者を置く。

実行部・支部 本部連絡責任者 実行部・支部 本部連絡責任者

危機管理環境部 政 策 調 査 幹 出 納 局 会 計 課 副 課 長

政 策 創 造 部 政 策 調 査 幹 企 業 局 政 策 調 査 幹

経 営 戦 略 部 総 務 課 副 課 長 病 院 局 政 策 調 査 幹

未来創生文化部 政 策 調 査 幹 教 育 委 員 会 政 策 調 査 幹

保 健 福 祉 部 政 策 調 査 幹 警 察 本 部 警 備 課 課 長 補 佐

商工労働観光部 政 策 調 査 幹 南 部 支 部 政 策 調 査 幹

農 林 水 産 部 政 策 調 査 幹 西 部 支 部 政 策 調 査 幹

県 土 整 備 部 政 策 調 査 幹 東 部 支 部 次長（東部県土整備局）

２ 本部連絡責任者は，センターにおいて服務するものとする。

３ 本部連絡責任者は，統括司令室と実行部・支部との連絡調整及び実行部・支部に関する情報収集

並びに統括司令室への報告等の任務に当たるものとする。

（本部連絡責任者会議）

第１３条 本部会議による決定事項等についての全庁的な調整や複数の部間の調整等を，迅速かつ円

滑に行うため，統合作戦部長は，本部連絡責任者会議を設置する。

２ 本部連絡責任者会議は，統合作戦部の部長及び各班長並びに本部連絡責任者をもって構成する。

３ 本部連絡責任者会議は，統合作戦部長が主宰し，必要がある場合には，関係する防災関係機関等

の職員の出席を求めることができる。

４ 本部連絡責任者会議には，必要に応じ部の班長や担当者が出席し，状況の説明に当たるものとす

る。

（支部）

第１４条 本部長は，地域の総合的応急対策の推進を図るため必要があると認めたときは，支部を判

断により置くことができる。ただし，県内で震度６弱以上の地震が発生したとき，又は県沿岸に大
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津波警報が発表されたときは，各支部は自動設置されるものとする。

２ 支部の名称，設置場所及び所管区域は次のとおりとする。

名 称 設 置 場 所 所 管 区 域

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市
東 部 支 部 東 部 県 土 整 備 局 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町

松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町

南 部 支 部 南 部 総 合 県 民 局 阿南市 那賀町 牟岐町 美波町 海陽町

西 部 支 部 西 部 総 合 県 民 局 美馬市 三好市 つるぎ町 東みよし町

（支部長，副支部長）

第１５条 支部に支部長を置き，総合県民局長及び東部県土整備局長の職にある者をもって充てる。

２ 南部及び西部支部の支部長は，支部における災害に関する情報の管理及び災害応急対策を実施す

る。東部支部においては，支部長又は副支部長が，それぞれ所管する局における災害に関する情報

の管理及び災害応急対策を実施する。

３ 副支部長を各支部に置き，南部及び西部支部にあっては支部長があらかじめ指名する者を，東部

支部においては，東部県税局長，東部保健福祉局長及び東部農林水産局長をもって充てる。

４ 副支部長は，支部長を補佐し，支部長に事故があるときはその職務を代理する。

（実施班）

第１６条 各支部に属する機関として，実施班を置く。

２ 実施班の名称，実施班長及び分掌事務は別表第３のとおりとする。ただし，支部長が認めたとき

は，その他の実施班を指名し，加えることができる。

（支部会議）

第１７条 災害応急対策の検討，総合調整及び連絡調整を行うため，支部に支部会議を置く。

２ 支部会議は，支部長，副支部長及び実施班長をもって構成する。

３ 支部会議は，支部長が主宰する。

４ 支部長は，必要がある場合は，支部会議に関係する防災関係機関等の職員の出席を求めることが

できる。

５ 支部長は，支部会議において決定した事項については，特に重要又は異例に属する事項について

は，本部長に報告し，又は指示を求めるものとする。

（支部事務局）

第１８条 支部の事務を処理するために，支部に支部事務局を置く。

２ 支部事務局は，災害に関する諸情報の一元化を図り，災害業務の総合調整を行う。

３ 支部事務局に局長及び局員を置く。

４ 局長は南部支部にあっては地域創生防災部主幹を，西部支部にあっては地域創生観光部企画幹を，

東部支部にあっては東部県土整備局の次長のうちから支部長があらかじめ指名する職員を充てる。

また局員は，南部支部にあっては地域創生防災部の職員を，西部支部にあっては地域創生観光部の

職員を，東部支部にあっては東部支部に属する職員のうちから，支部長があらかじめ指名する者を

もって充てる。ただし，局長が認めたときは，第１６条に規定する各実施班の職員のうちから局員

を指名し，増員する。

（本部初動要員）

第１９条 本部の初動体制確立及び初動・応急対応業務のため，センター，県立防災センター・消防

-1227-



学校（北島町）及び西部総合県民局美馬庁舎（美馬市）に本部初動要員を置く。

２ 本部初動要員は，センター，県立防災センター・消防学校及び西部総合県民局美馬庁舎の近隣に

居住する職員のうちから，知事が指名する。

（現地災害対策本部）

第２０条 本部長は，大規模又は激甚な災害が発生した場合において，防災の推進を図るため必要が

あると認めるときは，現地災害対策本部（以下「現対本部」という。）を置くものとする。

２ 現対本部及びその所管区域は，災害が発生した地域の実情に応じて，その都度本部長が決定する。

（現地災害対策本部の構成）

第２１条 現対本部に現地災害対策本部長（以下「現対本部長」という。）及び現地災害対策本部員

（以下「現対本部員」という。）を置く。

２ 現対本部長及び現対本部員は，本部長がその都度指名する。

３ 現対本部長は，現地災害応急対策を実施するとともに，本部長の命を受けたときは，本部長の権

限に属する事務の一部を代行する。

（現地災害対策本部会議）

第２２条 災害応急対策の検討，総合調整及び連絡調整を行うため，現対本部に現地災害対策本部会

議（以下「現対本部会議」という。）を置く。

２ 現対本部会議は，現対本部長及び現対本部員をもって構成する。

３ 現対本部会議は，現対本部長が主宰する。

４ 第１７条第４項及び第５項の規定は，現対本部について準用する。

（地方連絡部）

第２３条 本部長は，災害に関し，国会，中央官庁その他関係方面との連絡事務等の円滑な処理を行

うため必要があると認めるときは，地方連絡部を置く。

２ 地方連絡部の名称，位置，地方連絡部長及び分掌事務は別表第４のとおりとする。

（配備体制等）

第２４条 災害が発生し，又は発生するおそれがあるときは，別表第５の配備体制・動員体制による

ものとする。

２ 危機管理環境部長は，別表第５の第１非常体制及び第２非常体制の配備体制において，災害に関

する情報の収集及び関係機関等との連絡調整その他災害応急対策を円滑に行うため，必要があると

認めるときは，連絡本部又は警戒本部を設置するものとする。

３ 連絡本部及び警戒本部の設置については，次のとおりとする。

(１) 連絡本部は，関係機関等と特に緊密な連絡調整を図る必要がある場合に置き，連絡本部長には

とくしまゼロ作戦課長を，本部員には危機管理環境部の職員をもって充てる。

(２) 警戒本部は，特に警戒を要する場合に置き，警戒本部長には危機管理環境部長を，本部員には

危機管理環境部の職員及び関係課の課員をもって充てる。

(３) 前各号の連絡本部長及び警戒本部長は，とくしまゼロ作戦課長及び危機管理環境部長がそれぞ

れ代理者を指名することができる。

(４) 連絡本部長及び警戒本部長は，必要があると認めるときは，本部員を防災関係機関等に派遣し，

情報の収集及び連絡調整に当たらせることができる。

４ 総合県民局長，東部県土整備局長は，別表第５の第２非常体制の配備体制において，災害に関す

る情報の収集及び関係機関等との連絡調整その他災害応急対策を円滑に行うため，必要があると認

めるときは，警戒支部を設置するものとする。

５ 警戒支部の設置については，次のとおりとする。

(１) 警戒支部は，特に警戒を要する場合に置き，警戒支部長には総合県民局長，東部県土整備局長

を，警戒支部員には第１６条に規定する各実施班の職員をもって充てる。

-1228-



(２) 前号の警戒支部長は，状況に応じて代理者を指名することができる。

(３) 警戒支部長は，必要があると認めるときは，支部員を市町村に派遣し，情報の収集及び連絡調

整にあたらせることができる。

（配備編成計画等）

第２５条 各部長及び支部長は，災害応急対策を円滑に行うため，別表第１，別表第２及び別表第３

の体制ごとに，所属する職員の配備編成計画等をあらかじめ別表第６の様式により整備するものと

する。

２ 配備編成計画等は，勤務時間外，休日等に発生した災害においても所属する職員が迅速に対応で

きるように職員の居住地等を考慮して整備するものとする。

（補則）

第２６条 この規程の定めるもののほか，本部の運営に関し必要な事項は別に本部長が定める。

附 則

１ この規程は、昭和５３年８月５日から施行する。

２ 徳島県災害対策本部運営規程（昭和５０年設置）は廃止する。

附 則

１ この規程は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和５７年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和６０年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成元年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成４年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成７年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成７年１１月２１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成８年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成９年４月１日から施行する。

-1229-



附 則

１ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１５年９月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１７年３月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１７年９月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成１９年５月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２３年５月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２５年３月２１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２６年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２７年５月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則
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１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和元年５月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和元年１２月１９日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和３年３月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和３年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和３年１１月２５日から施行する。

附 則

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。
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別表第１

徳島県災害対策本部統括司令室の編成及び分掌事務

室 部 班 班長 分掌事務

・災害対策本部の設置及び廃止の検討・運営に関すること

・現地災害対策本部の設置・運営に関すること

・自衛隊災害派遣要請に関すること

・災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関すること

・災害応急対策に係る統括司令室の運営に関すること

・防災関係機関との合同会議の開催に関すること

・災害対策基本法第60条第５項の規定による避難指示に関すること

・災害警戒及び注意喚起の発信に関すること

・被災市町村への要員の派遣の要否の決定に関すること

・国現地対策本部との連絡調整に関すること

・国への要望に関すること

・作戦立案班と連携した災害応急対策に必要な情報の収集に関する企画及び進行管理に関する
こと

・重要な情報の確認及び災害対策本部長への伝達に関すること

・災害対策本部各部が収集した情報の整理，分類及び評価に関すること

・関係機関等からの情報の収集，整理，及び記録に関すること

　　消防機関，警察等からの被害状況等

　　交通（道路鉄道等）の規制，運行等

　　ライフライン（電気ガス水道通信）の被害状況及び復旧状況等

・JAXAへの緊急観測要請に関すること

・気象状況等の収集及び市町村等関係機関への伝達に関すること

・県警との被害状況に関する情報の相互提供及び確認に関すること

・災害即報の消防庁への報告に関すること

・被害状況等の関係省庁及び防災関係機関への提供に関すること

・安否不明者等の確認に関すること

・安否不明者等の公表名簿の作成に関すること

・受付窓口の設置及び公表内容の更新に関すること

・部内の実施事項の応援に関すること

・県総合情報通信ネットワークシステムに関すること

・災害用通信・情報収集設備の機能確保に関すること

・災害対策本部室の映像機器等運用に関すること

・通信事業者等外部団体との通信に係る連携に関すること

・災害救助法の適用に関すること

・災害救助法に関する国との調整及び救助費の精算に関すること

・災害救助法に基づく救助を市町村長が行うこととする通知及び告示に関すること

・災害救助法に係る市町村への指導に関すること

・緊急通行車両証明書の発行に関すること

・被災者生活再建支援法の適用に関すること

・激甚災害指定に関すること

とくしまゼロ作戦
課長

・緊急消防援助隊，被災地外消防本部，消防防災航空隊，自衛隊，指定行政機関，指定地方行
政機関，他都道府県及び応援協定締結事業者等への応援要請（他部の所管に属する事項を除
く。）の要否の決定に関すること

統
合
作
戦
部

通信班

災害救助班

統
括
司
令
室

とくしまゼロ作戦
課長

とくしまゼロ作戦
課長

とくしまゼロ作戦
課長

作戦立案班

情報収集・分析班

とくしまゼロ作戦
課長

安否確認班
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別表第１

徳島県災害対策本部統括司令室の編成及び分掌事務

室 部 班 班長 分掌事務

・防災・危機管理センターの設置・運営に関すること

・職員参集に関すること

・国，全国知事会，関西広域連合，中四国，鳥取県への応援要請・受援調整に関すること

・災害対応の記録に関すること

・写真等による情報の収集及び記録対応に関すること

・被災の記録及び資料収集に関すること

消防保安課長 ・消防応援活動調整本部の活動・調整に関すること

・消防庁との調整に関すること

・消防防災ヘリ等の運用・調整に関すること

・各消防本部との調整に関すること

・自衛隊・警察・海保等防災関係機関との調整に関すること

・救助・捜索状況に関する情報の収集、整理及び記録に関すること

危機管理政策
課長

・応援・受援に係る全体管理に関すること

総合政策課長 ・国（皇族含）や他の都道府県との渉外対応に関すること

万博推進課長 ・災害見舞及び視察者に関すること

・被災地の視察，慰問，激励等の対応に関すること

・他都道府県の職員の視察に関すること

・大臣等主要来県者の接遇に関すること

・他都道府県の議員の視察に関すること

・他の都道府県からの災害見舞金に関すること

議会事務局
総務課長

・他都道府県の議員の視察に関すること

ダイバーシティ ・海外からの見舞い及び支援物資等への対応に関すること

推進課長 ・外国からの視察に関すること

市町村課長 ・市町村からの県に対する要請(要望）窓口に関すること

・市町村災害対策本部等に係る県内市町村職員の応援及び受援の調整に関すること

・住基ネットに関すること

・市町村行財政等への支援に関すること

・市町村情報ネットワークの被害状況の把握及び復旧の応援に関すること

・徳島県自治体情報セキュリティクラウドに関すること

・Tokushima Free Wi-Fi（とくしま無料Wi-Fi）に関すること

統
合
作
戦
部

渉
外
・
市
町
村
支
援
部

ロジスティック班

部隊運用班

応援・受援調整班

・班内の実施事項の応援に関すること

危機管理政策
課長

統
括
司
令
室

市町村支援班

渉外班

デジタルとくしま
推進課長

とくしまぐらし
応援課長
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別表第１

徳島県災害対策本部統括司令室の編成及び分掌事務

室 部 班 班長 分掌事務

・災害時の広報に関すること

・知事の記者会見に関すること

・県ホームページによる広報に関すること

・報道機関への被害状況等情報提供に関すること

・報道機関からの取材対応に関すること

総務課長 ・災害対応従事者の食料・トイレ・寝具等、後方支援に関すること

秘書課長 ・本部長及び副本部長（副知事・政策監）の秘書に関すること

人事課長 ・職員参集・応援に関すること

・職員の安否確認に関すること

・部局をまたがる職員応援に関すること

・職員の災害派遣に関すること

・職員の罹災状況に関すること

職員厚生課長 ・職員の健康管理に関すること

・職員の災害補償等に関すること

・職員の惨事ストレス対策に関すること

・災害派遣職員等の応急宿舎に関すること

管財課長 ・県庁舎（万代庁舎）の安全・機能確保に関すること

・県庁舎（万代庁舎）のライフライン機能等の確保に関すること

・万代庁舎自衛消防組織及び災害避難応援隊の活動に関すること

・来庁者（避難者含む）の安全確保に関すること

・県庁舎（万代庁舎）及び合同庁舎の被害状況の把握及び応急機能確保に関すること

・災害救助物資等の購入に関すること

・本部業務に必要な場所及び会議室用備品の確保に関すること

・応急仮設住宅の建設用地（県有未利用地）の確保に関すること

・県庁総合サービスネットワークの被害状況の把握及び復旧に関すること

・県庁舎の情報システムの確保に関すること

財政課長 ・災害時の県の財務管理に関すること

・災害対策の予算措置に関すること

※総括司令室連携基準
　付紙「統合作戦部組織（基準）」参照

統
括
司
令
室

広
報
・
調
達
部

広報班

スマート県庁推
進課長

庁舎管理・財務班

総務班

職員班

県政広報幹
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付紙

（注１）

（注２）

市町村情報 市町村課

避難所情報 保健医療福祉調整班
救援物資調整班

医療系情報 ※必要による。

救援物資情報 救援物資調整班

※必要による。 公共土木情報 公共土木対策班

消防系情報 消防保安課 （注１）国民保護、航空機事故など、自然災害以外の場合は、作戦立案グループ長は危機管理政策課長

警察系情報 警察ﾘｴｿﾞﾝ （注２）……点線は、協力・支援関係を表す。

※道路班 自衛隊情報 自衛隊ﾘｴｿﾞﾝ

※公共土木対策班 気 象 情 報 気象台リエゾン

※必要による。 ﾗｲﾌﾗｲﾝ情報 各事業者リエゾン

統　括　司　令

政　策　監

副統括司令 兼 統合作戦部長

全 般 補 佐
（総括支援）

副部長 危機管理環境部長

次　長

企画幹

総務・後方支援グループ

正：保健福祉政策課長 　　正：消防保安課長 　　正：ゼロ作戦課長 　　正：危機管理政策課長

統合作戦部副部長

統括監（危機事象）

保健医療福祉調整班 事態対処グループ 作戦立案グループ

副：保健福祉政策課副課長 　　副：消防保安課副課長 　　副：ゼロ作戦課副課長 　　副：危機管理政策課副課長

情報収集・分析班
（避難者支援） 部隊運用班 作戦立案班 通信班 ロジスティック班 応援・受援調整班

長：保健福祉政策課長（兼） 長：消防保安課長（兼） 長：課長補佐（事前復興室） 長：課長補佐（防災・訓練） 長：課長補佐（通信担当） 　　　長：危機管理政策課 　　　長：危機管理政策課 　　　長：県政広報幹

安否確認班
広　報　班

応援・受援等調整 危機管理政策課
広　報 広報班

消防活動調整
徳島消防本部

資料作成・作戦記録 危機管理政策課 記録等関連
市町村調整

作戦立案・調整等 ゼロ作戦課（防災）
各種通信運営維持 ゼロ作戦課（通信）

庁内外調整

危機管理政策課

部隊運用調整
消防保安課

情報分析・評価 ゼロ作戦課（事前）

安否確認
※必要による

ゼロ作戦課（事前）

※市町村支援班

調 整 支 援 ゼロ作戦課（被災者） 航空運用調整 消防保安課 職員派遣調整 ※職員班

通信設営維持支援 ゼロ作戦課（通信）

支 援 調 整 保健医療福祉調整班

通信設営維持支援 危機管理政策課

道路啓開調整

救援物資調整 ※救援物資調整班

部隊運用調整 関係機関リエゾン

医療活動調整 ※保険医療福祉調整班

統合作戦部組織（基準）
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

消防保安課長 ・危険物施設及び高圧ガス施設等の災害対策に関すること

防災人材育成センター
所長 ・県立防災センター及び消防学校の被害状況の把握及び応急機能確保措置に関すること

生活環境対策班

環境指導課長 ・被災市町村の一般廃棄物（ごみ・し尿）処理施設の復旧に必要な支援等に関すること

・被災市町村の一般廃棄物（ごみ・し尿・災害廃棄物）処理の広域調整に関すること

環境管理課長 ・大気汚染及び水質汚濁に係る発生源監視に関すること

安全衛生課長 ・給水に関すること

・上水道の応急復旧に関すること

・食品衛生の確保に関すること

・遺体収容に関すること

・遺体袋，棺，ドライアイス等の調達に関すること

・火葬及び仮埋葬に関すること

・ねずみ族・こん虫等の駆除に関すること

・環境衛生施設の災害対策及び衛生維持に関すること

食肉衛生検査所長 ・と畜場、食鳥処理施設の被害調査に関すること

・被災動物の救援に関すること

応援班

グリーン社会推進課長 ・部内の実施事項の応援に関すること

消費者政策課長

保健製薬環境センター
所長

総合政策班

総合政策課長 ・部内の被害状況収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

応援班

統計データ課長
県立総合大学校本部長

衛生班

・部内の実施事項の応援に関すること    

動物愛護管理センター
所長

危
機
管
理
環
境
部

防災センター班

政
策
創
造
部

消防保安班
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

総務班

総務課長 ・部内の被害状況収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・私立学校の被害状況調査及び応急教育に関すること

税務課長 ・災害による県税の減免に関すること

・市町村の罹災証明書発行業務の支援に関すること

・税務相談に関すること

監察局監察評価課長 ・被災者等からの相談，苦情，要望等の総合案内窓口に関すること

議会事務局総務課長 ・議員との連絡等に関すること

・議会の会議に関すること

応援班

総務事務管理課長

任用課長

監査第一課長

監察局法人検査課長

監察局法制文書課長

自治研修センター所長

未来創生班

未来創生政策課長
・部内の被害状況の収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

文化の森振興センター
所長

・文化の森各館の災害対策に関すること

国際対策班

ダイバーシティ推進課長 ・罹災外国人の援護に関すること

文化財班

文化資源活用課長 ・文化財の被害調査に関すること

・文化財の応急対策に関すること

応援班

男女参画・人権課長 ・部内の実施事項の応援に関すること

文化・未来創造課長

スポーツ振興課長

経
営
戦
略
部

・部内の実施事項の応援に関すること

未
来
創
生
文
化
部
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

保健医療福祉調整班（総括）

保健福祉政策課長 ・保健医療福祉活動の総合調整に関すること

医療政策課長 ・災害時コーディネーターの総括に関すること

健康づくり課長 ・災害医療コーディネーターに関すること

薬務課長 ・災害時保健衛生コーディネーターに関すること

長寿いきがい課長 ・災害時薬務コーディネーターに関すること

障がい福祉課長 ・災害時介護福祉コーディネーターに関すること

・災害福祉支援ネットワークに関すること

・災害時健康危機管理支援チームに関すること

保健医療福祉調整班（避難者支援）

保健福祉政策課長 ・部内の被害状況の収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・保健師等の派遣に関すること

・避難所の設置状況等の情報収集に関すること

・避難所運営要員の確保に関すること

・生活物資の確保・供給に関すること

・避難所の衛生確保に関すること

・避難所の電源等ライフライン確保に関すること

・炊き出しに関すること

・避難所外避難者への支援に関すること

国保・自立支援課長 ・国保料（税）に関すること

健康づくり課長 ・ALS等人工呼吸器を装着する難病患者の医療の供給に関すること

・被災者の健康相談に関すること

・被災者の栄養指導に関すること

・「とくしま災害栄養チーム」に関すること

・被災者の精神保健相談に関すること

・疫学調査及び健康診断に関すること

・DPATの受入・活動調整に関すること

感染症対策課長 ・「とくしま災害感染症専門チーム」に関すること

・疫学調査及び感染症予防に関すること

・防疫に関すること

・被災者の精神保健相談に関すること

・DPATの受入・活動調整に関すること

安全衛生課長 ・一時避難所としての旅館・ホテル等の借り上げに関すること

観光政策課長

保健医療福祉調整班（薬務）

薬務課長 ・医薬品（輸血用血液を含む。）、衛生材料及び防疫薬品等の確保に関すること

・薬剤師の援護業務に関すること

・毒物劇物の災害対策に関すること

精神保健福祉センター
所長

保
健
福
祉
部
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

 保健医療福祉調整班（医療活動支援）

医療政策課長 ・DMATの受入・活動調整に関すること

・初動時の緊急医療体制の確立に関すること

・人工透析患者等の医療の供給に関すること

・医療機関からの要請に対する傷病者の緊急搬送に関すること

・ドクターヘリの運航に関すること

病院局総務課長 ・県立病院の連絡調整に関すること

保健医療福祉調整班（災害時要援護者支援）

保健福祉政策課長 ・災害時要援護者の支援に関すること

・罹災低所得者援護に関すること

・福祉避難所の設置状況等の情報収集に関すること

・社会福祉施設の災害対策の総括に関すること

・災害弔慰金の支給等に関する法律の適用及び実施に関すること

・災害派遣福祉チームの受入・活動調整に関すること

・罹災児童の援護に関すること

・罹災母子世帯等の援護に関すること

・社会福祉施設の災害対策に関すること

障がい福祉課長 ・罹災身体障がい者、罹災知的障がい者の援護に関すること

・社会福祉施設の災害対策に関すること

長寿いきがい課長 ・罹災高齢者の援護に関すること

・被災者に対する各種保険給付金の早期支払いに関すること

・被災者に対する保険料納入延滞金の免除及び滞納処分の執行猶予に関すること

・被災者で保険証を紛失した者に対する再交付に関すること

災害ボランティア班

保健福祉政策課長 ・県災害ボランティア本部に対する支援に関すること

・市町村ボランティア本部との連携調整に関すること

・総合的ボランティアニーズの把握及び分析に関すること

義援金受入・配分班

保健福祉政策課長 ・義援金品の受入・配分調整に関すること

・義援金の配分委員会の設置及び配分額等の決定に関すること

応援班

・部内の実施事項の応援に関することワクチン・入院調整課長
中央こども女性相談セン
ター所長
徳島学院長
障がい者相談支援セン
ター所長
発達障がい者総合支援
センター所長
総合看護学校長

保
健
福
祉
部

次世代育成・青少年課長

-1239-



別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

 事業者支援班

商工政策課長 ・部内の被害状況の収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・企業の事業継続の支援に関すること

企業支援課長 ・生活必需品等物資の供給に係る協定締結団体への要請に関すること

・生活必需品等物資の供給に係る被災地外市町村への供給調整及び斡旋に関すること

・国、他都道府県への生活必需品等物資の供給に係る応援要請に関すること

・中小企業に対する災害金融に関すること

・応急融資に関すること

労働雇用戦略課長 ・雇用機会・労働条件に関すること

・雇用特別相談所の開設及び運営支援に係る関係団体等との連携調整に関すること

産業人材育成センター所
長

・県立テクノスクール等の災害対策に関すること

 観光対策班

観光政策課長 ・観光施設等の災害対策に関すること

・一時避難所としての旅館・ホテル等の借り上げに関すること

応援班

新未来産業課長 ・部内の実施事項の応援に関すること

にぎわいづくり課長

工業技術センター所長

労働委員会事務局
調整課長

 救援物資調整班

農林水産政策課長 ・部内の被害状況の収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・農業関係の激甚災害指定の取りまとめに関すること

・農林漁業関係災害の金融に関すること

・農林水産業共同利用施設の災害に関すること

・物流体制の確保に関すること

農林水産総合技術支援セ
ンター経営推進課長

・保管農薬・肥料の安全対策に関すること

もうかるブランド推進課
長

・物流体制の確保に関すること

企業支援課長 ・物流体制の確保に関すること

運輸政策課長 ・物流体制の確保に関すること

次世代交通課長 ・物流体制の確保に関すること

商
工
労
働
観
光
部

農
林
水
産
部
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

農業再生班

生産基盤課長 ・農地、農業用施設、漁港等の被害状況の取りまとめに関すること

・農地、農業用施設、漁港等の災害対策に関すること

・所管する海岸及び地すべり防止施設の災害対策に関すること

農山漁村振興課長 ・農地、農業用施設の災害対策に関すること

・所管する海岸及び地すべり防止施設の災害対策に関すること

・鳥獣被害防止施設等の被害状況の取りまとめに関すること

農業班

・農林水産総合技術支援センターの被害状況の取りまとめに関すること

・農業被害調査に関すること

・農業事業継続に関すること

・農作物被害等の技術対策の推進に関すること

畜産班

・畜産物、畜産施設の被害状況に関すること

・流通飼料及び飼料作物等の確保に関すること

・家畜伝染病の予防及び防疫に関すること

水産班

水産振興課長 ・水産関係の激甚災害指定の取りまとめに関すること

漁業調整課長 ・水産物被害の把握及び水産物・水産加工品の確保に関すること

・災害輸送用漁船の確保に関すること

林業班

スマート林業課長 ・林業関係の激甚災害指定の取りまとめに関すること

・県有施設等の災害対策に関すること

・特用林産施設の被害状況のとりまとめに関すること

・造林地の被害状況の取りまとめに関すること

・建設資材（木材等）の確保に関すること

森林整備課長 ・治山及び林道施設の災害対策に関すること

・保安林の被害状況の取りまとめに関すること

応援班

農
林
水
産
部

畜産振興課長
家畜防疫衛生センター
所長

農林水産総合技術支援
センター所長
 経営推進課長
 経営研究課長
 農産園芸研究課長
 資源環境研究課長
 高度技術支援課長
 畜産研究課長
 水産研究課長

鳥獣対策・ふるさと創造
課長

・部内の実施事項の応援に関すること
徳島海区漁業調整委員
会事務局長
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

公共土木対策班

・部内の災害対策に関すること

・部内の被害状況の収集に関すること

県土整備政策課長 ・部内の連絡調整に関すること

・部内の他の班に属しないこと

建設管理課長 ・建設業者の確保に関すること

・部内の連絡調整等の応援に関すること

道路班

道路整備課長 ・道路啓開に関すること

高規格道路課長 ・災害時における道路及び橋梁の使用に関すること

・緊急輸送道路ネットワークの確保に関すること

・橋梁・トンネル等の安全点検に関すること

河川班

水管理政策課長 ・水防本部に関すること

河川整備課長 ・河川、海岸、ダムの災害対策に関すること

・水位雨量等観測資料収集に関すること

・水防警報受報発報、ダム関連通報に関すること

・河川、ダム警戒に関すること

・水防無線に関すること

砂防班

砂防・気候防災課長 ・砂防、急傾斜、地すべり施設の災害対策に関すること

（警戒対策・管理担当）
・土砂災害の被害状況の取りまとめに関すること

・土砂災害警戒情報に関すること

住宅班

住宅課長 ・県営住宅の災害対策に関すること

・応急仮設住宅の確保に関すること

・住宅相談窓口の設置に関すること

・災害公営住宅の整備に関すること

建築指導室長 ・建築士、大工等の確保に関すること

・建築物の災害復旧の技術指導に関すること

・被災建築物応急危険度判定に関すること

営繕課長 ・応急仮設住宅の確保の応援に関すること

・公共施設の応急措置に関すること

・仮設トイレの調達に関すること

県
土
整
備
部

収用委員会事務局次長 ・部内の連絡調整等の応援に関すること

砂防・気候防災課長
（気候変動・県土防災担
当）
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

都市計画課長 ・都市計画施設等の災害対策に関すること

・被災宅地危険度判定に関すること

・復興対象地区の選定に関すること

水・環境課長 ・下水道の応急復旧に関すること

用地対策課長 ・都市計画施設等の災害対策の応援に関すること

運輸班

運輸政策課長 ・港湾、漁港及び海岸施設の災害対策に関すること

・災害輸送用船舶の確保に関すること

・物資の輸送に係る調整に関すること

・災害輸送用車両の確保に関すること

次世代交通課長 ・公共交通機関の被害状況調査に関すること

・災害輸送用車両の確保に関すること

・物資の輸送に係る調整に関すること

・災害輸送用船舶の確保に関すること

・災害輸送用航空機の確保に関すること

会計課長 ・資金の安定供給に関すること

・応急対策経費の出納に関すること

・災害時の出納の処理方法に関すること

公共入札検査課長 ・部内の実施事項の応援に関すること

公営企業班

経営企画戦略課長 ・部内の被害状況収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

施設基盤整備室長 ・土木・建築設備の被害状況確認・復旧に関すること

事業推進課長 ・電機・機械設備の被害状況確認・復旧に関すること

・発電及び工業用水道施設の被害状況確認・復旧に関すること

病院班

総務課長 ・部内の被害状況収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・県立病院の連絡調整に関すること

経営改革課長 ・県立病院の資機材調達に関すること

出
納
部

出納班

企
業
部

病
院
部

県
土
整
備
部

応援班

総合管理推進センター
所長

まちづくり班
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別表第２

徳島県災害対策本部各実行部の編成及び分掌事務

部 班 班長 分掌事務

教育総務班

教育政策課長 ・部内の被害状況収集に関すること

・部内の連絡調整に関すること

・教育関係広報に関すること

教職員課長 ・教職員の被害状況等に関すること

福利厚生課長 ・教職員の健康管理に関すること

施設整備課長 ・教育施設の災害対策に関すること

生涯学習課長 ・社会教育施設の被害調査に関すること

教育対策班

学校教育課長 ・児童及び生徒の被害状況の把握に関すること

特別支援教育課長 ・応急教育に関すること

・学校の再開に関すること

・被災した児童生徒への就学援助に関すること

・被災した児童生徒への学用品等の供与に関すること

人権教育課長 ・スクールカウンセラーの派遣に関すること

体育健康安全課長 ・児童・生徒の避難その他の対策に関すること

・児童生徒の健康管理に関すること

・学校の避難所運営支援に関すること

総合教育センター所長 ・教育情報ネットワークの被害状況の把握及び復旧に関すること

総務課長 ・私立学校の被害状況調査及び応急教育に関すること

コンプライアンス推進室長 ・部内の実施事項の応援に関すること

教育創生課長

警察本部班

・県警察災害警備本部の組織及び所掌業務による

教
育
部

警
察
部

応援班
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別表第３　実施班の名称・実施班長及び分掌事務

区分 実施班の名称 実施班長 分　掌　事　務　 所管区域

地域創生防災実施班
（支部事務局）

南部総合県民
局地域創生防
災部長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局地域創生防災
部の分掌事務のうち災害応急対策に関す
ること
 ・支部会議，支部事務局に関すること

保健福祉環境実施班
南部総合県民
局保健福祉環
境部長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局保健福祉環境
部の分掌事務のうち災害応急対策に関す
ること

農林水産実施班
南部総合県民
局農林水産部
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局農林水産部の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

県土整備実施班
南部総合県民
局県土整備部
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局県土整備部の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

その他の実施班
南部総合県民
局　その他の室
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局の当該室の分
掌事務のうち災害応急対策に関すること
 ・他の班の応援に関すること

地域創生観光実施班
（支部事務局）

西部総合県民
局地域創生観
光部長

 ．徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局地域創生観光
部の分掌事務のうち災害応急対策に関す
ること
 ・支部会議、支部事務局に関すること

保健福祉環境実施班
西部総合県民
局保健福祉環
境部長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局保健福祉環境
部の分掌事務のうち災害応急対策に関す
ること

農林水産実施班
西部総合県民
局農林水産部
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局農林水産部の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

県土整備実施班
西部総合県民
局県土整備部
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局県土整備部の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

その他の実施班
西部総合県民
局　その他の室
長

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める総合県民局の当該室の分
掌事務のうち災害応急対策に関すること
 ・他の班の応援に関すること

徳島県総合県民
局設置条例（平
成１６年条例第５
５号）に定める徳
島県南部総合県
民局の所管区域

徳島県総合県民
局設置条例（平
成１６年条例第５
５号）に定める徳
島県西部総合県
民局の所管区域

南
部
支
部

西
部
支
部
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別表第３　実施班の名称・実施班長及び分掌事務

区分 実施班の名称 実施班長 分　掌　事　務　 所管区域

東部県税班

東部県税局の
副局長のうち東
部県税局長が
指名する者

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める徳島県東部県税局の分掌
事務のうち災害応急対策に関すること

徳島県行政組織
規則（昭和４２年
規則第１５号）に
定める徳島県東
部県税局のの所
管区域

東部保健福祉班

東部保健福祉
局の副局長のう
ち東部保健福祉
局長が指名する
者

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める徳島県東部保健福祉局の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

徳島県行政組織
規則（昭和４２年
規則第１５号）に
定める徳島県東
部保健福祉局の
所管区域

東部農林水産班

東部農林水産
局の副局長のう
ち東部農林水産
局長が指名する
者

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める徳島県東部農林水産局の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること

徳島県行政組織
規則（昭和４２年
規則第１５号）に
定める徳島県東
部農林水産局の
所管区域

東部県土整備班
（支部事務局）

東部県土整備
局の副局長のう
ち東部県土整備
局長が指名する
者

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める徳島県東部県土整備局の
分掌事務のうち災害応急対策に関すること
 ・支部会議、支部事務局に関すること

徳島県行政組織
規則（昭和４２年
規則第１５号）に
定める徳島県東
部県土整備局の
所管区域

そ
の
他
の
実
施
班

その他の実施班

別表第１、別表
第２、別表第３
及び別表第４に
定める各班を除
く、その他の事
務所長等

 ・徳島県行政組織規則（昭和４２年規則第
１５号）に定める当該事務所等の分掌事務
のうち災害応急対策に関すること

徳島県行政組織
規則（昭和４２年
規則第１５号）に
定める事務所等
の所管区域

東
部
支
部
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別表第４　地方連絡部の名称，位置，部長及び分掌事務

部の名称 位  置 部  長 分　　掌　　事　　務

東京地方連絡部 東京本部内 東京本部長

 ・災害関係ことの国会、中央諸官庁、その他関係方
面との連絡に関すること
 ・災害関係の情報、資料の収集、調査及びこれらの
速報に関すること
 ・関東地方における災害対策用物資購入に当たって
の斡旋等協力に関すること
 ・関東地方における緊急通行車両証明書の発行に
関すること
 ・他の都道府県からの災害見舞金に関すること
 ・その他災害関係の特に命じられたこと

関西地方連絡部 関西本部内 関西本部長

 ・災害関係ことの関西、中部方面の官公庁、その他
関係方面との連絡に関すること
 ・関西、中部方面における災害対策用物資購入に当
たっての斡旋等協力に関すること
 ・関西、中部方面における緊急通行車両証明書の発
行に関すること
 ・その他災害関係の特に命じられたこと
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災害対策本部（支部）設置の動員体制配 備 体 制

配備区分 配 備 内 容 配 備 時 期 備 考 業務内容 災 害 対 策 本 部 ・ 支 部 設 置

１．庁内関係課（出先機関を含む。） １．県内に震度４の地震が発生したと ※左記の配備時期においては、関係 勤 務 時 間 外
においては情報連絡活動を円滑に行 き。 機関等と特に緊密な連絡調整を図る 動 員 区 分 勤 務 時 間 内
い得る必要最小限の職員を配備し、 ２．徳島県に津波注意報が発表された 必要があることから「連絡本部」を ・ 出 張 中
状況に応じてすみやかに第２非常体 とき。 設置する。

第１非常体制 制に移行し得る態勢とする。 ３．南海トラフ地震臨時情報（調査
中）が発表されたとき。

２．配備につく職員は原則として通常 ４．その他、大規模な事故等の災害が 本部長：とくしまゼロ作戦課長 本 部 長
の勤務場所において、主として情報 発生し、大きな被害が予想されると 本部員：危機管理環境部職員 副 本 部 長 直ちに配備態勢に 連絡等により、直ちに登庁し、
連絡活動を行うものとする。 き。 本 部 員 つく。 配備態勢につく。

副 支 部 長
１．庁内関係課（出先機関を含む。） １．暴風、大雨、洪水警報等が発表さ
においては、災害対策本部を設置し れたとき。
た場合に必要な応急対策活動を状況 ２．台風が本県を通過する可能性が高
に応じて行い得る人員を配備し、す いとき。 統括司令室員 直ちに配備態勢に 連絡等により、直ちに登庁し、
みやかに第３非常体制に移行し得る ３．河川が氾濫注意水位に近づいたと 本部連絡責任者 つく。 配備態勢につく。
態勢とする。 き。

２．配備につく職員は、通常の勤務場 ４．県内に震度５弱または５強の地震 ※左記の配備時期においては、大規
所において情報連絡等にあたり、所 が発生したとき。 模な災害に備える等、特に警戒を要 応 急 対 策 班
要の措置を構ずるものとする。 ５．徳島県に津波警報が発表されたと する必要があることから「警戒本 各 班 要 員 直ちに配備態勢に 連絡等により、直ちに登庁し、

第２非常体制 き。 部」及び「警戒支部」を設置する。 各実施班要員 つく。 配備態勢につく。
６ 「顕著な大雨に関する情報」（線 但し、津波警報のみの発表の場合．
状降水帯）が発表されたとき は、「警戒本部」及び「南部支部」

７．大雨特別警報が発表されたとき。 を設置する。
８．南海トラフ地震臨時情報（巨大地 本部長：危機管理環境部長
震注意）が発表されたとき。 本部員：危機管理環境部職員並び 各班・各実施 災害の状況に応じて、連絡等に

９．南海トラフ地震臨時情報（巨大地 に関係課課員 班の要員以外 直ちに配備態勢に より、直ちに登庁し、配備態勢
震警戒）が発表されたとき。 支部長：総合県民局長及び東部県 の 職 員 つく。 につく。

１０．その他、大規模な事故等の災害 土整備局長
が発生し、大きな被害が発生したと 支部員：実施班員をあてる。
き、または特に大きな被害が予想さ
れるとき。

１．県地域防災計画及び県災害対策本 災害対策本部が設置されたとき。 ※左記の配備時期においては、「災 災害対策本部が自動設置された場合は、全員勤務場所へ登庁する。
部条例及び県災害対策本部運営規程 害対策本部」及び「災害対策支部」 注
等に基づく人員を配備する態勢とす ●自動設置 を設置する。 １ 登庁が困難な場合は、連絡し、指示を受ける又は最寄りの事務所で
る。 １．県内で震度６弱以上の地震が発生 配備態勢につくこと。

したとき。 本部長：知事
２．災害対策本部が自動設置されたと ２．徳島県に大津波警報が発表された 支部長：総合県民局長及び東部県
きは、全員配備態勢とする。 とき。 土整備局長

●判断設置
１．県内で震度５弱または５強の地震
が発生したとき。

第３非常体制 ２．県内沿岸に津波警報が発表された
とき。

３．「顕著な大雨に関する情報」（線
状降水帯）が発表されたとき
４．大雨特別警報が発表されたとき。
５．南海トラフ地震臨時情報（巨大地
震注意）が発表されたとき。

６．南海トラフ地震臨時情報（巨大地
震警戒）が発表されたとき。

７．県内で相当規模の地震災害が発生
し、又は発生のおそれがあるとき。

８．台風等により、大規模な災害が発
生し、又は発生のおそれがあると
き。

９．その他、多数の人的被害など、重
大な社会的影響のある大規模な事故
等の災害が発生し、又はそのおそれ
が高まったとき。

別表第５
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別表第６ その１

○ ○ 部 （ ○ ○ 支 部 ） 配 備 編 成 計 画

班 員 （ 実 施 班 員 ） 配 備 体 制

部

部 長 所属名 所 属 長 第 １ 非 常 体 制 第 ２ 非 常 体 制 第 ３ 非 常 体 制

震度 の地震 津波注意報が発表されたとき。南海トラ 震度 弱又は 強の地震 暴風 大雨 洪水 津波警報等 災害対策本部が設置されたとき（支部長） 4 。 5 5 ｡ ､ ､ ､(課・室) (課・室長)

フ地震臨時情報（調査中）が発表されたとき等 又は大雨特別警報が発表されたとき 台風が本県を通過す｡

る可能性が高いとき。南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発名

職務代行順位 職務代行順位 表されたとき等（ ） （ ）

職 ・ 氏 名 職 ・ 氏 名 職 ・ 氏 名職務代行順位 職務代行順位 職務代行順位

（記載例）

別表第５の配備体制における配備内容によって所要人員を記載すること。

災害対策に万全を期すため、職務代務者も記載のこと。
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別表第６ その２

○ ○ 班 （ ○ ○ 実 施 班 ） 別 分 掌 事 務

班（実施班）名 課（室・所）名 職 ・ 氏 名 災 害 対 策 本 部 に お け る 分 掌 事 務

（記載例）

災害対策本部運営規程第７条別表第１、第８条別表第２及び第１６条別表第

３に定める分掌事務を羅列するのではなく、災害時における当該班（実施班）

の応急対策業務を具体的かつ詳細に記載すること。

突発的な大規模地震等により、緊急参集した職員だれもが、応急

対策業務を遂行できる体制を確保することが必要なため
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別表第６ その３

○○部（○○支部）勤務時間外等緊急連絡系統図

（記載例）

県 衛 視 室 とくしまゼロ作戦課 注 作成に当たっては、当該部（当該支部）の実情にあつた連絡

系統図を作成すること。

不在等があるため、次順位者を定めて置くこと。

本部連絡責任者

（支部事務局長）

(TEL )

各班連絡責任者 各班連絡責任者 各班連絡責任者

（実施班責任者） （実施班責任者） （実施班責任者）

(TEL ) (TEL ) (TEL )

○○課 勤務時間外等緊急連絡系統図

（記載例）

課長補佐 事務主任 主 事本部連絡責任者 各班連絡責任者

（支部事務局長） （実施班責任者） (TEL ) (TEL ) (TEL )

(TEL ) (TEL )

係 長 事務主任 主 事

( ) (TEL ) (TEL ) (TEL )課 長 所長

(TEL )

係 長 技術主任 技 師

(TEL ) (TEL ) (TEL )
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【新】

別表第６ その４

（ 表の１ ）

（ 表の２ ）個 人 行 動 表

災 害 対 策 本 部 （ 支 部 ） 動 員 計 画 災害対策本部設置緊急連絡網（勤務時間外）

時 点 災 害 対 策 本 部 ・ 支 部 設 置 勤務時間外等緊急連絡系統図にしたがって、情報を受けてさ

らにその情報を伝える。

動 員 勤 務 勤 務 時 間 外

区 分 時 間 内 ・ 出 張 中 氏名 氏名

私

本 部 長 副本部長 電話 電話

本 部 員 直ちに配 連絡等により、直ち

支 部 長 副支部長 備態勢につ に登庁し、配備態勢に 連絡文

く につく ・本人在宅の場合「こちらは○○ 氏名統 括 司 令 室 員 支 部 事 務 局 員

です。災害対策本部が設置され本部連絡責任者 応 急 対 策 班

ました、直ちに登庁してくださ 電話各 班 要 員 各 実 施 班 要 員

い。」

直ちに配 災害の状況に応じて ・本人不在の場合「緊急動員の指

各班・各実施班の要員 備態勢につ 連絡等により、直ちに 示がありましたので、直ちに登 氏名

以外の職員 く 登庁し、配備態勢につ 庁するよう連絡してください｡」

く 注 この場合は、下位連絡者に順 電話

次電話する。

震度６弱以上の地震が発生した場合は、全員勤務場所へ登庁

注・登庁が困難な場合は、連絡し、指示を受ける又は次の

参集可能な庁舎のうち最寄りの庁舎で配備態勢につく。

＜参集可能な庁舎＞

徳島合同庁舎・鳴門合同庁舎・吉野川合同庁舎・南部総

合県民局（阿南庁舎・美波庁舎・那賀庁舎）・西部総合県

民局（美馬庁舎・三好庁舎）

（ 裏の１ ） （ 裏の２ ）

災害対策本部運営規程による業務 職 員 防 災 メ モ

所属する部・支部名 氏 名 男・女

部 長 ・ 支 部 長 名 所 属

班 の 名 称 郵 便 番 号 〒

現 住 所

班 長 名

自 宅 電 話 番 号 （ ）

氏名5

昼間

家族等への連絡先 氏名5

班 分 掌 事 務

夜間 氏名5

家 族 の 集 合 ・

避 難 場 所
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１４－４ 災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する

損害補償に関する条例

昭和三十九年七月十日

徳島県条例第六十四号

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例をここに公布する。

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

第一条 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第七十一条の規定による従事命

令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となつたときは、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）第十二条の規

定による扶助金の支給の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原

因によつて受ける損害を補償する。

（昭五七条例二四・平二五条例三八・一部改正）

第二条 前条の規定は、災害対策基本法第七十一条の規定による協力命令により応急措置の業

務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつ

た場合について準用する。

（昭五七条例二四・一部改正）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和五七年条例第二四号）

この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則（平成二五年条例第三八号）

この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第五十四号）附則

第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行す

る。

（施行の日＝平成二五年一〇月二八日）
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１４－５ 徳島県防災会議条例

○徳島県防災会議条例

昭和三十七年十月十二日

徳島県条例第二十九号

徳島県防災会議条例をここに公布する。

徳島県防災会議条例

（目的）

第一条 この条例は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十五条第八項

の規定に基づき、徳島県防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めることを目的とする。

（委員及び専門委員）

第二条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町村長及び消防機関の長のうちか

ら任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命さ

れる委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委

員は、六十人以内とする。

２ 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共

機関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識

経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、その前任者の残任期間とする。

３ 前項の委員は、再任されることができる。

４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（昭六三条例二七・平一五条例三五・平二四条例五〇・平二六条例四五・一部改正）

（幹事）

第三条 防災会議に、幹事五十人以内を置く。

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

（昭三八条例三一・昭六三条例二七・平一五条例三五・平二四条例五〇・一部改正）

（部会）
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第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する

者が、その職務を代理する。

（雑則）

第五条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議にはかつて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和三八年一〇月一八日条例第三一号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和六三年条例第二七号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成一五年条例第三五号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成二四年条例第五〇号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成二六年条例第四五号）

この条例は、公布の日から施行する。
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１４－６ 徳島県防災会議運営規程

（目 的）

第１条 この規程は，徳島県防災会議条例（昭和３７年徳島県条例第２９号）第５条の規定に

基づき，徳島県防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他防災会議の運営に関し

必要な事項を定めることを目的とする。

（防災会議）

第２条 防災会議は会長が召集し，その議長となる。

２ 防災会議の議事は，出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。

第３条 防災会議は，毎年度の当初に開く。ただし，災害の発生その他の事由により，防災会

議の必要が生じたときは，その都度開くものとする。

２ 委員は，防災会議の必要があると認めたときは，会長に防災会議の召集を求めることがで

きる。

第４条 会長は，第２条の規定にかかわらず，次の場合は適宜の方法により関係のある委員と

協議して決することができる。

（１）緊急を要する事態が発生し，防災会議を開くいとまがないとき。

（２）決定を要する事項が，一部の特定の期間にのみ関係のある事項で，早急に措置を要する

とき。

（３）軽易な事項で，早急に措置を要するとき。

２ 会長は，前項の規定による決定をしたときは，次の防災会議にその旨を報告するものとす

る。

（部 会）

第５条 部会は，部会長が召集し，その議長となる。

２ 部会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。

３ 水防部会において，次の各号に定める場合は，第２条の規定にかかわらず，水防部会にお

ける決定をもって，防災会議の決定とすることができる。

（１）水防計画の内容に変更が生じ，早急に修正を要するとき。

（２）その他水防に関する事項で，早急に措置を要するとき。

４ 水防部会が前項の規定による決定をしたときは，水防部会長は次の防災会議にその旨を報

告するものとする。

（幹事会）

第６条 防災会議に幹事会を置く。

２ 幹事会は，あらかじめ会長が指名する幹事が召集し，その議長となる。

３ 幹事会においては，次に掲げる事項を処理する。

（１）防災会議に提出する議案の作成

（２）その他会長から命ぜられた事項

（補 則）

第７条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，会長がその都度防災会議にはかって定

める。

附 則

この規程は，平成１８年６月５日から施行する。
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職名 氏名 職名 氏名

第１号 中国四国管区警察局四国警察支局 支局長 山本　真吾 災害対策官 藤本　芳明

第１号 四国総合通信局 局長 西岡　邦彦 陸上課長 半田　幸二

第１号 四国財務局徳島財務事務所 所長 河野　茂樹 総務課長 後藤　雅史

第１号 四国厚生支局 支局長 榎本　芳人

第１号 徳島労働局 局長 伊藤　浩之

第１号 中国四国農政局 局長 山本　徹弥 地方参事官（徳島） 清水　邦敏

第１号 四国森林管理局 局長 遠藤　順也 徳島森林管理署長 島田　喜代司

第１号 四国経済産業局 局長 原　伸幸 総務企画部参事官（復興推進・事業継続力強化担当） 新居　勉

第１号 中国四国産業保安監督部四国支部 支部長 山下　宜範

第１号 四国地方整備局 局長 荒瀬　美和 徳島河川国道事務所長 関　健太郎

第１号 〃 小松島港湾･空港整備事務所長 新見　泰之

第１号 四国運輸局徳島運輸支局 支局長 寺岡　昌人 首席運輸企画専門官 賀出　晴美

第１号 大阪航空局徳島空港事務所 所長 幸松　和明

第１号 徳島地方気象台 台長 大久保　忠之 防災管理官 高垣　正治

第１号 徳島海上保安部 部長 潮平　篤 警備救難課長 新庄　哲也

第１号 中国四国防衛局 局長 今給黎　学 地方調整課長 高木　誠治

第１号 四国地方測量部 部長 小室　勝也

第１号 中国四国地方環境事務所 四国事務所長 常冨　豊

第２号 陸上自衛隊第１４旅団第１５即応機動連隊 連隊長 福井　謙 第３科長 佐藤　才己

第３号 徳島県教育委員会 教育長 榊󠄀　浩一 教育政策課長 小原　広行

第４号 徳島県警察本部 本部長 松林　高樹 警備課長 田村　聡

第５号 徳島県 政策監 瀬尾　守 とくしまゼロ作戦課長 溝杭　功祐 訓令

第５号 〃 南部総合県民局保健福祉環境部＜阿南＞副部長 郡　尋香 総合政策課長 川人 章博

第５号 〃 障がい者相談支援センター次長 藤中　智美 総務課長 田上　賢児 訓令

第５号 〃 精神保健福祉センター次長 今川　美代 未来創生政策課長 訓令

第５号 〃 防災人材育成センター次長 高杉　康代 保健福祉政策課長 福良 憲市 訓令

第５号 〃 健康づくり課長 大久保　久美子 商工政策課長 出口　修 訓令

第５号 〃 西部総合県民局保健福祉環境部＜美馬＞副部長 佐々木　絹代 農林水産政策課長 七條 和義 訓令

第５号 〃 次世代育成・青少年課　こども未来応援室長 山名　由起子 砂防防災課長 坂本　耕一 訓令

第５号 〃 東部保健福祉局＜徳島保健所＞副局長 佐藤　純子 南部総合県民局地域創生防災部長 川口　陽一郎 訓令

第５号 〃 感染症対策課長 梅田　弥生 西部総合県民局地域創生観光部＜美馬＞次長 三橋　武司 訓令

第５号 徳島県企業局 経営企画戦略課長 大久保　彰

第５号 徳島県病院局 三好病院副院長 石川　和恵 病院局総務課長 住田　優二

第５号 〃 中央病院主席 町田　美香

第６号 徳島県市長会 三好市長 高井　美穂

第６号 徳島県町村会 海陽町長 三浦　茂貴

第６号 徳島県消防長会 会長 平井　勝

第６号 公益財団法人徳島県消防協会 会長 井住　正三

徳島県防災会議構成員名簿

会長　徳島県知事　飯泉嘉門 令和4年12月9日現在

災対法
第15条
第5項

機関名
委員 幹事

備考

1 / 2

14-7
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第７号 日本郵便株式会社四国支社 経営管理本部総務・人事部長 岡　実喜義 徳島中央郵便局総務部長 盛田　政弘

第７号 日本銀行徳島事務所 事務所長 福西　康浩

第７号 日本赤十字社徳島県支部 徳島赤十字病院看護副部長 町田　美佳 事業推進課長 橋本　聡

第７号 日本放送協会徳島放送局 局長 長野　和佳子 コンテンツセンター長 加藤　篤

第７号 西日本高速道路株式会社四国支社徳島高速道路事務所 所長 林　英樹 統括課長 岡本　武久

第７号 本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター 所長 竹口　昌弘 計画課長 佐伯　成巳

第７号 四国旅客鉄道株式会社 安全推進室長 三浦　正行 安全推進室副室長 坂中　真文

第７号 西日本電信電話株式会社徳島支店 支店長 加藤　拓 設備部長 中矢　英一

第７号 四国電力株式会社徳島支店 執行役員徳島支店長 越智　浩 総務課長 下大寺　公仁

第７号 株式会社NTTドコモ四国支社 徳島支店長 井上　篤弘 災害対策室長 宮川　誠一

第７号 四国ガス株式会社徳島支店 支店長 桑村　政宏

第７号 四国放送株式会社 報道制作局長 武知　浩史 総務部長 井上　彰夫

第７号 一般社団法人徳島新聞社 理事総務局長 池上　治徳 総務部長 手束　泰二

第７号 一般社団法人徳島県医師会 常任理事 齋藤　恵 事務局次長 中村　真由美

第７号 一般社団法人徳島県エルピーガス協会 会長 中川　正道 専務理事 髙瀬　義正

第７号 阿佐海岸鉄道株式会社 取締役 大谷　尚義 運輸部長 金本　章

第７号 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 評議員 長倉　和枝 副会長兼常務理事 安井　俊之

第７号 一般社団法人徳島県バス協会 会長 金原　克也 専務理事 長谷部　一喜

第７号 一般社団法人徳島県トラック協会 理事特別顧問 粟飯原　一平 専務理事 高林　徹

第７号 公益社団法人徳島県看護協会 専務理事 横山　敦子

第７号 一般社団法人徳島県助産師会 会長 舩戸　豊子

第７号 一般社団法人徳島県歯科医師会 理事 吉岡　直人 課長代理 清水　美和

第７号 株式会社エフエム徳島 近藤　公美

第８号 津田新浜地区自主防災会連絡協議会 事務局長･女性部会長 浅樋　文子

第８号 徳島大学大学院　社会産業理工学研究部 助教 金井　純子

第８号 NPO法人子育て支援ネットワークとくしま 理事長 松﨑　美穂子

第８号 NPO法人徳島県介護支援専門員協会 副理事長 位頭　薫

第８号 徳島県障がい者交流プラザ　視聴覚障がい者支援センター 所長 平田　清美

第８号 一般社団法人徳島県介護福祉士会 副会長 河野　和代

第８号 徳島県ホームヘルパー協議会 会長 冨樫　一美

第８号 NPO法人日本防災士会徳島県支部（防災士） 会員 藤原　里美

第８号 徳島県女性海外派遣交流会 顧問 善成　敏子

第８号
NPO法人ボランティアドッグ育成
センター
（補助犬インストラクター）

奥谷　明子

第８号 津川総合法律事務所（弁護士） 弁護士 遠藤　理恵子

第８号 公益社団法人徳島県環境技術センター 計量部長 幸泉　有里

第８号 NPO法人　阿波グローカルネット 副代表理事 細束　真由美

第８号 山本ちさと事務所（土地家屋調査士） 山本　ちさと

第８号 公益社団法人徳島県栄養士会 専務理事 古田　結花

第８号 徳島大学病院薬学部（薬剤師） 宮脇　美穂

第８号 国立大学法人鳴門教育大学 特命教授 井上　とも子

第８号 徳島大学大学院　社会産業理工学研究部 教授 内海　千種

第８号 いけだスポーツクラブ（地域スポーツクラブ） クラブマネージャー 大西　真知子

第８号 小星いきいきサロン（ボランティア） 会長 青木　美智子

第８号 NPO法人　徳島県消費者協会 会長 佐野　勝代

合計 80名 44名

5,6,7,8号委員（60名以内） 60名

女性委員 40名

女性比率（会長除く） 50.0%

女性比率（会長含む） 49.4%

2 / 2
-1258-



１４－８ 指 定 各 機 関

(1) 指定行政機関（災害対策基本法第2条第3号）（平成12年12月15日総理府告示第62号）

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、

文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、国

土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省

(2) 指定地方行政機関（災害対策基本法第2条第4号）（平成27年4月1日内閣府告示第52号）

沖縄総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、地方厚生局、都道府県

労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業局、産業保安監督部、那覇産業保

安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、地方測量部及び沖縄支所、

管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境事務所、地方防衛局

(3) 指定公共機関（災害対策基本法第2条第5号）（令和2年4月1日付内閣府告示第28号）

国立研究開発法人防災科学技術研究所，国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構，国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構，独立行政法人国立病院機構，独立行政法人地域医療機能推進機構，

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構，国立研究開発法人森林研究・整備機構，国立

研究開発法人水産研究・教育機構，国立研究開発法人土木研究所，国立研究開発法人建築研究所，

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所，独立行政法人水資源機構，独立行政法人都市再生

機構，独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構，日本銀行，日本赤十字社，日本放送協会，

電力広域的運営推進機関，東日本高速道路株式会社，首都高速道路株式会社，中日本高速道路株式

会社，西日本高速道路株式会社，阪神高速道路株式会社，本州四国連絡高速道路株式会社，成田国

際空港株式会社，新関西国際空港株式会社，中部国際空港株式会社，北海道旅客鉄道株式会社，東

日本旅客鉄道株式会社，東海旅客鉄道株式会社，西日本旅客鉄道株式会社，四国旅客鉄道株式会社，

九州旅客鉄道株式会社，日本貨物鉄道株式会社，日本電信電話株式会社，東日本電信電話株式会社，

西日本電信電話株式会社，日本郵便株式会社，東京瓦斯株式会社，東京ガスネットワーク株式会社，

大阪瓦斯株式会社，大阪ガスネットワーク株式会社，東邦瓦斯株式会社，東邦ガスネットワーク株

式会社，西部瓦斯株式会社，岩谷産業株式会社，アストモスエネルギー株式会社，株式会社ジャパ

ンガスエナジー，ＥＮＥＯＳグローブ株式会社，ジクシス株式会社，出光興産株式会社，太陽石油

株式会社，コスモ石油株式会社，富士石油株式会社，ＥＮＥＯＳ株式会社，日本通運株式会社，福

山通運株式会社，佐川急便株式会社，ヤマト運輸株式会社，西濃運輸株式会社，北海道電力株式会

社，北海道電力ネットワーク株式会社，東北電力株式会社，東北電力ネットワーク株式会社，東京

電力ホールディングス株式会社，東京電力リニューアブルパワー株式会社，東京電力パワーグリッ

ド株式会社，東京電力エナジーパートナー株式会社，北陸電力株式会社，北陸電力送配電株式会社，

中部電力株式会社，中部電力パワーグリッド株式会社，中部電力ミライズ株式会社，関西電力株式

会社，関西電力送配電株式会社，中国電力株式会社，中国電力ネットワーク株式会社，四国電力株

式会社，四国電力送配電株式会社，九州電力株式会社，九州電力送配電株式会社，沖縄電力株式会

社，株式会社JERA，電源開発株式会社，電源開発送変電ネットワーク株式会社，日本原子力発電株

式会社，KDDI株式会社，株式会社NTTドコモ，エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社，

ソフトバンク株式会社，楽天モバイル株式会社，輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社，株

式会社イトーヨーカ堂，イオン株式会社，ユニー株式会社，株式会社セブン‐イレブン・ジャパン，

株式会社ローソン，株式会社ファミリーマート，株式会社セブン＆アイ・ホールディングス，公益

社団法人全日本トラック協会，一般社団法人全国建設業協会，公益社団法人日本医師会，一般社団

法人日本建設業連合会，一般社団法人全国中小建設業協会
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(4) 指定地方公共機関（災害対策基本法第2条第6号）（平成30年6月12日徳島県告示第418号）

四国ガス株式会社徳島支店、徳島通運株式会社、四国放送株式会社、社団法人徳島新聞社、板名用

水土地改良区、吉野川土地改良区、那賀川南岸土地改良区、一般社団法人徳島県医師会、株式会社

エフエム徳島、一般社団法人徳島県エルピーガス協会、阿佐海岸鉄道株式会社、社会福祉法人徳島

県社会福祉協議会、一般社団法人徳島県バス協会、一般社団法人徳島県トラック協会、公益社団法

人徳島県看護協会、一般社団法人徳島県助産師会、一般社団法人徳島県歯科医師会、一般社団法人

徳島県建設業協会
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第１５ その他
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火災・災害等即報要領 

昭 和 59 年 10 月 1 5 日 
消防災第 267号消防庁長官 

 

改正   平成 6年 12月消防災第 279号、平成 7年 4月消防災第 83号、 
平成 8年 4月消防災第 59号、平成 9年 3月消防情第 51号、 
平成 12年 11月消防災第 98号・消防情第 125号、平成 15年 
3月消防災第 78号・消防情第 56号､平成 16年 9月消防震第 66 
号､平成 20年 5月消防応第 69号、平成 20年 9月消防応第 166 
号､平成 24年 5月消防応第 111号、平成 29年 2月消防応第 11 
号､平成 31年 4月消防応第 28号、令和元年 6月消防応第 12号、 
令和 3年 5月消防応 29号 

 

第１ 総則 

１ 趣旨 

   この要領は、消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第４０条の規定に基づき消防庁

長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形式及

び方法を定めるものとする。 

  

  

  

  

 

 

 ２ 火災・災害等の定義 

   「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

   なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火

災報告取扱要領（平成 6 年 4 月 21 日付け消防災第 100 号）」、「災害報告取扱要領（昭

和 45年 4月 10日付け消防防第 246号）」、「救急事故等報告要領（平成 6年 10月 17日

付け消防救第 158 号）」の定めるところによる。 

 

３ 報告手続 

(1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）が

発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消防の

事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一部事

務組合又は広域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等に関

する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生し

た地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急業

務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等につい

（参考） 
消防組織法第４０条  
 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ

り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

（別紙２） 

15-1 
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て主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて報告

を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著し

く大きい場合を含む。以下同じ。）には、当該災害が発生し、又はそのおそれがある

地域の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものとす

る。 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、市

町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報につ

いて消防庁に報告をするものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、

第１報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告をするものとする。この場合におい

て、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は、第１報後の報告を引き

続き消防庁に対しても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可能

な限り早く（原則として、覚知後３０分以内）、分かる範囲でその第１報の報告をす

るものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次

報告をするものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防庁に対

して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したときには、

直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

   火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式により、電子

メールで報告をするものとする。 

ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、

迅速性を最優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものと

する。 

また、第１報後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載された

既存資料（地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資料

など）による報告に代えることができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像

情報の送信を行うものとする。 

(1) 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る事

故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 
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なお、火災（特定の事故を除く。）については第１号様式、特定の事故について

は第２号様式により報告をすること。 

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対

象とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救急

事故等については、第３号様式による報告を省略することができる。ただし、消防

庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア 

火災等即報、イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁

長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

(2) 画像情報の送信 

地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公

共団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生

したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を用

いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害

等 

ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 

（テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニ

ュースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。） 

エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

(1) 都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当す

る火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

(2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困

難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情

報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うこと

が十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプタ

ー等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の

把握に努めるものとする。 

(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関と

密接な連携を保つものとする。 
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    特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、都道府県が一元的に集約、

調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の数

について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整理・

突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をするものとする。 

(4) 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消防

庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようになった

後は、都道府県に報告をするものとする。 

(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合に

は、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。 

 

第２ 即報基準                                                             

   火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

１ 火災等即報 

(1) 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそ

れがある場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

    イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

   ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、

それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

ア 火災 

(ア) 建物火災 

a 特定防火対象物で死者の発生した火災 

b 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災

で利用者等が避難したもの 

        c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 

d 特定違反対象物の火災 

      e 建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟

以上になる見込みの火災 

        g 損害額１億円以上と推定される火災 

(イ) 林野火災 

       a 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

-1265-



5 
 

        b 空中消火を要請又は実施したもの 

        c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

(ウ) 交通機関の火災 

        a  航空機火災 

      b タンカー火災 

      c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

      d  トンネル内車両火災 

      e  列車火災 

(エ) その他 

          以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

            （例示） 

              ・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

      イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

       (ア) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

            （例示） 

・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う

施設の火災又は爆発事故 

      (イ) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

(ウ) 特定事業所内の火災（（ア)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

     危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）

を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの

（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

(ア) 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

(イ) 負傷者が５名以上発生したもの 

(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に

被害を及ぼしたもの 

(エ) ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

(オ) 海上、河川への危険物等流出事故 

(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい

事故 

エ 原子力災害等 

    (ア) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射

線の漏えいがあったもの 

    (イ) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等

の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 
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    (ウ) 原子力災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号）第１０条の規定により、

原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長に

あったもの 

(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射

線の漏えいがあったもの 

オ その他特定の事故 

        可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高い

と認められるもの 

    カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大き

く取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

 ２ 救急・救助事故即報 

   救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

(1) 死者５人以上の救急事故 

  (2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

   (3) 要救助者が５人以上の救助事故 

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故  

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取

り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明

した時点での報告を含む。） 

     （例示） 

・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・ バスの転落による救急・救助事故 

・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において

発生した救急・救助事故 

・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域にお

いて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべ

き救急・救助事故 
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３ 武力攻撃災害等即報 

   武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場

合を含む。）について報告をすること。 

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法律第

112号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、武力

攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出

その他の人的又は物的災害 

(2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、武

力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放

射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

 

４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

(1) 一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

    イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であ

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報

が発表されたもの 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

  次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に

定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告

をすること。 

ア 地震 

   (ア) 当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

    イ 津波 

    (ア) 津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

    (イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

       (ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(イ) 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家被

害を生じたもの 
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    (ウ) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

       (ア) 積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

       (イ) 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

      オ 火山災害 

(ア) 噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取

り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

第３ 直接即報基準 

   市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当す

るおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。 

 

１ 火災等即報 

   (1) 交通機関の火災 

    第２の１の(2）のアの(ウ）に同じ。 

   (2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

    第２の１の(2)のイの(ア)、(イ)に同じ。 

  (3) 危険物等に係る事故（(2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

ア  第２の１の（2）のウの(ア)、(イ)に同じ。 

      イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内

又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当

するもの 

(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

(イ) ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

   エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近

住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

  (4) 原子力災害等 

    第２の１の(2)のエに同じ。 

(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

  (6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が

高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 
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２ 救急・救助事故即報 

   死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

  (2) バスの転落等による救急・救助事故 

  (3) ハイジャックによる救急・救助事故 

  (4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

  (5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

 ３ 武力攻撃災害等即報 

   第２の３の(1)、(2)に同じ。 

 

 ４ 災害即報 

  (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を

問わない。） 

  (2) 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

     第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それ

ぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」）

の定めるところによる。 

 

  ＜火災等即報＞ 

 １ 第１号様式（火災） 

(1) 火災種別 

     「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

   (2) 消防活動状況 

    当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要

請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

   (3) 救急・救助活動状況 

     報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入

すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

   (4) 災害対策本部等の設置状況 

     当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

     次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入すること。 
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   ア 死者３人以上生じた火災 

       (ア) 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要 

      a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状

況並びに予防査察の経過 

(イ) 火災の状況 

      a 発見及び通報の状況 

      b 避難の状況 

   イ  建物火災で個別基準の e、f又は gのいずれかに該当する火災 

    (ア) 発見及び通報の状況 

    (イ) 延焼拡大の理由 

        a 消防事情 

   b 都市構成 

   c 気象条件 

   d その他 

    (ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

    (エ) り災者の避難保護の状況 

    (オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

   ウ  林野火災 

    (ア) 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※ 必要に応じて図面を添付する。 

    (イ) 林野の植生 

    (ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況 

    (エ) 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等） 

   エ 交通機関の火災 

    (ア) 車両、船舶、航空機等の概要 

    (イ) 焼損状況、焼損程度 
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第１号様式 （火災）

第　　　　 報

年 月 日 時 分

月 日 時 分 （ 月 日 時 分 ）

（ 月 日 時 分 ） 月 日 時 分

死者（性別・年齢） 人

負傷者　重症 人

中等症 人

軽症 人

構造 建築面積 ㎡

階層 延べ面積 ㎡

棟 建物焼損床面積 ㎡

棟 建物焼損表面積 ㎡

棟 　林野焼損面積 ha

棟

世帯

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

台・機 人

その他参考事項

（消防本部名）

都道府県

市町村

報告日時

消防庁受信者氏名

火 災 種 別 　１　建物　２　林野　３　車両　４　船舶　５　航空機　６　その他

出 火 場 所

報告者名
※　特定の事故を除く。

火元の業態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 日 時 ( 鎮 圧日 時 )

（覚知日時） 鎮 火 日 時

出 火 箇 所 出 火 原 因

死 傷 者
死者の生じた

理 由

建 物 の 概 要

焼 損 程 度

全　焼

棟数 部分焼

ぼ　や

計 棟 焼 損 面 積
焼損 半　焼

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

消防活動状況

災害対策本部
等の設置状況

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

その他（消防防災ヘリコプター等）
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２ 第２号様式（特定の事故） 

(1) 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○

で囲むこと。 

(2) 事業所名 

「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入

すること。 

(3) 特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号。以下この

項において「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場合の

み、当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業所にあ

っては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定する第二

種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が

当該事故を発見した日時を記入すること。 

(5) 物質の区分及び物質名 

    事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名

を記入すること。なお、当該物質が消防法（昭和 23 年法律第 186 号）で定める危険

物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

(6) 施設の区分 

    欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記

入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造

所等の別）についても記入すること。 

(8) 事故の概要 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

(9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の

応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等

による応援活動の状況についても記入すること。 

(10) 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事故

対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 
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   (11) その他参考事項 

      以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

      （例） 

       ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

   (12) 原子力災害等の場合 

      ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に

読み替えること。 

      イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚

染者」に区分して記入すること。 

      ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況

を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定め

られている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 
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第２号様式 （特定の事故） 第　　　　 報

年 月 日 時 分

事故名

レイアウト第一種、第一種、

第二種、その他

死者（性別・年齢） 人 人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人 ( 人 )

人

人

人

台
人
台
人
機
人

人

警戒区域の設定 月 日 時 分 人

使用停止命令 月 日 時 分 人

その他参考事項

海 上 保 安 庁

共同防災組織

活 動 状 況 そ の 他

出 場 機 関 出場人員 出場資機材

事
業
所

自衛防災組織

消 防 防 災

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分か
　　　る範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨
　　　（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

及 び 消 防 本 部 ( 署 )

救 急 ・ 救 助 消 防 団

災 害 対 策 本 部
等 の 設 置 状 況

活 動 状 況 消 防 防 災 ヘ リ コ プ タ ー

自 衛 隊

そ の 他

中等症

軽 症

死 傷 者

負傷者等

重 症

施 設 の 概 要
危険物施設の

区 分

事 故 の 概 要

物 質 の 区 分
1 危険物　2 指定可燃物　3 高圧ガス　4 可燃性ガス
5 毒劇物　6 RI等        7 その他(　　　　　)

物 質 名

施 設 の 区 分 １　危険物施設　２　高危混在施設　３　高圧ガス施設　４　その他(　　　　　)

時 分
（ 覚 知 日 時 ） （ 月 日

月 日
発 生 日 時 月

(処理完了)

消 防 覚 知 方 法 気 象 状 況

( 月

時 分

時 分
鎮火日時 時

日

分

)

事 業 所 名 特別防災区域

発 見 日 時

事 故 種 別 　１　火災　２　爆発　３　漏えい　４　その他(　　)

発 生 場 所

時 分日月

日

）

報告日時

市町村

報告者名

（消防本部名）

１　石油コンビナート等特別防災区域内の事故
２　危険物等に係る事故
３　原子力施設等に係る事故
４　その他特定の事故

都道府県

消防庁受信者氏名
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 ＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

 ３ 第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

(1) 事故災害種別 

     「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2) 事故等の概要 

      「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

(3) 死傷者等 

      ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

      イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

(4) 救助活動の要否 

      救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

(5) 要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、

未だ救助されていない者の数を記入すること。 

       また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6) 消防・救急・救助活動状況 

       出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属

消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等

活動の状況について記入すること。 

(7) 災害対策本部等の設置状況 

      当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(8) その他参考事項 

        以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

      （例） 

       ・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

     ・ 避難指示の発令状況 

       ・ 避難所の設置状況 

       ・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

     ・ ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

     ・ 被害の要因（人為的なもの） 

        不審物（爆発物）の有無 

        立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 
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第３号様式 （救急・救助事故・武力攻撃災害等）

第　　　　 報

年 月 日 時 分

消防庁受信者氏名

月 日 時 分

（ 月 日 時 分 ）

死者（性別・年齢） 負傷者等 人 ( 人 )

人 ( 人 )

計 人 人 ( 人 )

不明 人 人 ( 人 )

その他参考事項

（注）　負傷者欄の（　　）書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

事故災害種別 １　救急事故　２　救助事故　３　武力攻撃災害　４　緊急対処事態における災害

都道府県

（消防本部名）

発 生 場 所

発 生 日 時
覚 知 方 法

（覚知日時）

事故等の概要

中 等 症

軽 症

重 症

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）分
　　　かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていな
　　　い旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

救助活動の要否

要救護者数(見込) 救 助 人 員

消防･救急･救助

活 動 状 況

災害対策本部

等の設置状況

報告日時

報告者名

市町村

死 傷 者
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 ＜災害即報＞ 

 ４ 第４号様式 

(1) 第４号様式（その１）（災害概況即報） 

       災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段

階で被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有

無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

      ア  災害の概況 

      (ア) 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

      (イ) 災害種別概況 

a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、

土石流等の概況 

b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概

況 

          c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概

況 

e その他これらに類する災害の概況 

イ 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の

被害に重点を置いて記入すること。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する

災害において、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規

模を推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡につ

いて可能な限り報告をすること。 

ウ  応急対策の状況 

(ア) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以下

「災害対策本部等」という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を記

入すること。 

なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない

場合には、任意の様式を用いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が

設置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

(イ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプ

ター、消防組織法第 39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活
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動状況等をわかる範囲で記入すること。 

(ウ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

(エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、

他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。 

 また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいて

は、警報の伝達、避難指示等の発令状況等の警戒・避難対策について記入するこ

と。なお、避難指示等の発令状況については、第４号様式（その１）別紙を用い

て報告すること。 
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第４号様式（その１）

年 月 日 時 分

月 日 時 分

（注）　第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後30分以内）
　　　分かる範囲で記載して報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれて
　　　いない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）
（注）　住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。

不　明 人

設 置 状 況

応
急
対
策
の
状
況

災害対策 本部 等の（都道府県） （市町村）

消 防 機 関 等 の
活  動  状  況

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第39条に基づく応援消防本部等
について、その出動規模、活動状況等をわかる範囲で記入すること。）

自 衛 隊 派 遣
要 請 の 状 況

その他都道府県又は市町村が講じた応急対策

床上浸水

棟

軽傷 人
一部破損 棟 未分類 棟

重傷 人

住家
被害

全壊 棟

被
害
の
状
況

人的
被害

死　者 人

119番通報の件数

棟

うち
災害関連死者 人 半壊 棟 床下浸水

災害名　　　　　　　　　　　　（第　　報）
報告者名

災
害
の
概
況

発生場所 発生日時

消防庁受信者氏名
市町村

（消防本部名）

（災害概況即報） 報告日時

都道府県
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第４号様式（その１）　別紙
都道府県名

（避難指示等の発令状況）

発令日時 発令日時 発令日時

対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時 対象世帯数(※) 対象人数(※) 解除日時

※　対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。

（　　　　　　　　　　　）

市町村名
緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
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(2) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を

用いること。 

ア  各被害欄 

     原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額

については、省略することができる。 

     なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点に

おける断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

    イ  災害対策本部等の設置状況 

      当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入するこ

と。 

      ウ  災害救助法適用市町村名 

     市町村毎に、適用日時を記入すること。 

      エ 災害の概況 

     災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

(ア) 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

(イ) 災害の発生日時 

      被害を生じた日時又は期間 

(ウ) 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後の見

通し等 

オ 応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行

った場合にはその日時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状

況等を記入すること。 
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アマチュア無線による災害時応援協定書

社団法人日本アマチュア無線連盟徳島県支部（以下「ＪＡＲＬ徳島県支部」という ）と。

徳島県（以下「県」という ）は、県が災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以。

下｢災対法｣という ）に基づき実施する非常災害時における県の情報の収集伝達に関し、。

次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、徳島県内において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、ＪＡＲＬ徳島県支部のアマチュア無線局が県に協力して、災害情報

の収集伝達を行うために必要な事項について定めることを目的とする。

(性格)

、 。第２条 前条におけるアマチュア無線局の活動は ボランティア精神に基づく活動とする

（構成員）

第３条 この協定において、情報の収集伝達を行う者は、ＪＡＲＬ徳島県支部の構成員

（以下「構成員」という ）とする。。

２ ＪＡＲＬ徳島県支部は、毎年１回構成員名簿の見直しを行い、県に提出するものと

する。

（災害）

第４条 この協定において｢災害｣とは、災対法第２条第１項第１号に定めるものとする。

(要請)

第５条 県は、非常災害時において、公衆通信網その他の手段による通信連絡が困難又は

不可能な場合で災害情報の収集伝達上必要があると認めたときは、ＪＡＲＬ徳島県支

部及び構成員に対し、情報の収集伝達について、協力を要請することができる。

(情報の提供)

第６条 構成員は、前条の非常災害時の状況下においては、県から協力要請がなくても必

要と思われる災害情報について、県に提供することができるものとする。

15-2

-1284-



(情報の提供の方法)

第７条 災害情報の県に対する提供は、構成員が県庁舎において行うものとし、その提供

者については、ＪＡＲＬ徳島県支部が構成員名簿の中から選定し、あらかじめ県に通

知するものとする。

(時報収集連絡の訓練)

第８条 ＪＡＲＬ徳島県支部及び県は、非常災害時の災害情報伝達を迅速かつ的確に行う

ため県が行う防災訓練等に協力して訓練を行うものとする。

(雑則)

第９条 この協定に定めのない事項又は規定している事項に疑義が生じた場合には、ＪＡ

ＲＬ徳島県支部と県が協議の上、決定する。

附 則

この協定は、平成８年４月１日から実施する。

この協定の締結を証するため、ＪＡＲＬ徳島県支部と県とは、本協定書を２通作成し、

それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。

平成８年４月１日

徳島県三好郡池田町中西字イバ４９１－６

社団法人日本アマチュア無線連盟

徳島県支部長 西内 一敏

徳島県

徳島県知事 圓藤 寿穂

15-2

-1285-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

1
中

国
・
四

国
地

方
の

災
害

等
発

生
時

の
広

域
支

援
に

関
す

る
協

定
平

成
2
4
年

3
月

1
日

鳥
取

県
，

島
根

県
，

岡
山

県
，

広
島

県
，

山
口

県
，

香
川

県
，

愛
媛

県
，

高
知

県
被

災
県

に
対

す
る

支
援

を
行

う
県

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
制

に
よ

り
，

災
害

等
発

生
当

初
か

ら
円

滑
か

つ
迅

速
に

支
援

を
行

う
。

自
治

体
間

協
定

2
近

畿
圏

危
機

発
生

時
の

相
互

応
援

に
関

す
る

基
本

協
定

平
成

2
4
年

1
0
月

2
5
日

福
井

県
，

三
重

県
，

滋
賀

県
，

京
都

府
，

大
阪

府
，

兵
庫

県
，

奈
良

県
，

和
歌

山
県

，
関

西
広

域
連

合

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

府
県

は
関

西
広

域
連

合
に

対
し

要
請

→
関

西
広

域
連

合
は

他
の

府
県

と
調

整
の

上
、

応
援

の
割

当
を

定
め

た
応

援
計

画
を

作
成

し
、

被
応

援
府

県
及

び
応

援
府

県
に

対
し

通
知

。
自

治
体

間
協

定

3
全

国
都

道
府

県
に

お
け

る
災

害
時

等
の

広
域

応
援

に
関

す
る

協
定

平
成

3
0
年

1
1
月

9
日

全
国

都
道

府
県

全
国

知
事

会
の

調
整

の
下

，
都

道
府

県
は

被
災

県
に

対
し

，
ブ

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
支

援
体

制
の

枠
組

み
を

基
礎

と
し

て
，

複
数

ブ
ロ

ッ
ク

に
わ

た
る

広
域

応
援

を
実

施
す

る
。

被
災

県
は

，
自

ら
所

属
す

る
ブ

ロ
ッ

ク
以

外
の

ブ
ロ

ッ
ク

を
構

成
す

る
都

道
府

県
に

対
し

，
全

国
知

事
会

を
通

じ
て

広
域

応
援

を
要

請
す

る
。

自
治

体
間

協
定

4
徳

島
県

及
び

市
町

村
の

災
害

時
相

互
応

援
協

定
平

成
2
5
年

4
月

5
日

県
内

全
市

町
村

県
内

で
災

害
が

発
生

し
、

被
災

し
た

市
町

村
の

み
で

は
十

分
な

対
策

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

、
県

及
び

県
内

市
町

村
が

応
援

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

。
自

治
体

間
協

定

5
四

国
４

県
に

お
け

る
工

業
用

水
道

被
災

時
の

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

平
成

2
2
年

2
月

2
4
日

香
川

県
工

業
用

水
道

事
業

者
，

愛
媛

県
工

業
用

水
道

事
業

者
，

高
知

県
工

業
用

水
道

事
業

者

協
定

事
業

者
は

，
他

の
協

定
事

業
者

の
給

水
区

域
及

び
そ

の
周

辺
に

お
い

て
地

震
等

の
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

は
，

応
援

の
要

請
に

備
え

，
応

援
活

動
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
体

制
を

と
る

も
の

と
す

る
。

応
援

活
動

の
内

容
は

，
物

資
及

び
資

機
材

の
提

供
，

職
員

の
派

遣
，

そ
の

他
特

に
被

災
事

業
者

か
ら

要
請

の
あ

っ
た

事
項

と
す

る
。

自
治

体
間

協
定

6
中

国
・
四

国
地

方
に

お
け

る
被

災
文

化
財

等
の

保
護

に
向

け
た

相
互

支
援

計
画

平
成

2
5
年

1
2
月

2
7
日

鳥
取

県
，

島
根

県
，

岡
山

県
，

広
島

県
，

山
口

県
，

香
川

県
，

愛
媛

県
，

高
知

県
，

広
島

市
，

岡
山

市

中
国

・
四

国
地

方
９

県
の

災
害

支
援

協
定

で
定

め
る

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

制
に

基
づ

き
、

被
災

し
た

文
化

財
や

保
管

施
設

に
対

し
て

、
必

要
な

救
出

・
応

急
措

置
を

支
援

す
る

。
非

常
災

害
に

備
え

、
国

・
県

指
定

等
の

文
化

財
目

録
等

を
共

有
す

る
。

自
治

体
間

協
定

7
危

機
事

象
発

生
時

の
四

国
４

県
広

域
応

援
に

関
す

る
基

本
協

定
平

成
1
9
年

2
月

5
日

香
川

県
，

愛
媛

県
，

高
知

県
応

援
幹

事
県

（
危

機
事

象
発

生
県

以
外

の
県

が
連

絡
を

取
り

合
い

決
定

）
が

応
援

体
制

の
調

整
を

図
る

。
（
震

度
６

以
上

の
地

震
が

観
測

さ
れ

た
場

合
又

は
県

間
の

通
信

途
絶

等
の

緊
急

事
態

が
生

じ
た

場
合

に
は

危
機

事
象

発
生

県
か

ら
の

要
請

が
な

い
場

合
も

応
急

措
置

を
と

る
）

自
治

体
間

協
定

8
鳥

取
県

と
徳

島
県

と
の

危
機

事
象

発
生

時
相

互
応

援
協

定

平
成

1
6
年

3
月

→
Ｈ

2
0
.9

再
締

結
→

Ｈ
2
3
.1

1
再

締
結

→
H

2
8
.9

.1
2
再

締
結

鳥
取

県
中

国
・
四

国
ブ

ロ
ッ

ク
で

の
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
制

の
導

入
に

よ
る

相
互

応
援

体
制

等
の

構
築

を
踏

ま
え

，
鳥

取
県

及
び

徳
島

県
の

い
ず

れ
か

の
県

域
に

お
い

て
，

自
然

災
害

は
も

と
よ

り
，

県
民

の
生

命
，

身
体

及
び

財
産

に
重

大
な

被
害

を
も

た
ら

す
危

機
事

象
又

は
そ

の
お

そ
れ

の
あ

る
危

機
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
，

応
援

を
実

施
す

る
。

自
治

体
間

協
定

9
鳥

取
県

と
徳

島
県

と
の

工
業

用
水

道
被

災
時

の
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
平

成
2
4
年

1
1
月

1
日

鳥
取

県
協

定
事

業
者

が
管

理
す

る
工

業
用

水
道

に
お

い
て

、
一

方
の

施
設

が
地

震
等

の
大

規
模

な
災

害
に

よ
り

被
災

し
た

場
合

に
、

当
該

被
災

し
た

協
定

事
業

者
の

復
旧

活
動

を
効

果
的

に
実

施
す

る
た

め
に

、
応

援
活

動
を

実
施

す
る

。
自

治
体

間
協

定

1
0

地
理

空
間

情
報

の
活

用
促

進
の

た
め

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

6
月

1
9
日

国
土

地
理

院

現
在

及
び

将
来

の
国

民
が

安
心

し
て

豊
か

な
生

活
を

営
む

こ
と

が
で

き
る

経
済

社
会

の
実

現
の

た
め

，
地

理
空

間
情

報
の

相
互

活
用

及
び

情
報

，
技

術
等

の
提

供
に

関
し

，
連

携
及

び
協

力
を

強
化

す
る

。
災

害
対

応
及

び
防

災
訓

練
等

に
お

い
て

相
互

に
情

報
の

共
有

を
図

り
，

迅
速

か
つ

効
果

的
な

防
災

及
び

減
災

の
推

進
に

向
け

て
協

力
す

る
。

国

1
1

災
害

派
遣

に
関

す
る

徳
島

県
と

陸
上

自
衛

隊
第

1
4
旅

団
と

の
協

定
書

平
成

1
8
年

4
月

1
8
日

（
平

成
1
9
年

1
月

9
日

一
部

改
正

）
陸

上
自

衛
隊

第
１

４
旅

団
災

害
派

遣
要

請
の

適
正

と
円

滑
な

運
営

自
衛

隊
任

務
（
災

害
派

遣
）
の

関
係

機
関

へ
の

周
知

徹
底

，
平

時
に

お
け

る
連

携
，

県
が

行
う

訓
練

の
支

援
，

災
害

発
生

が
予

想
さ

れ
る

場
合

の
連

絡
等

自
衛

隊

1
2

徳
島

県
知

事
と

海
上

自
衛

隊
徳

島
教

育
航

空
群

司
令

と
の

災
害

派
遣

に
関

す
る

協
定

書
昭

和
5
0
年

6
月

7
日

海
上

自
衛

隊
徳

島
教

育
航

空
群

司
令

徳
島

教
育

航
空

隊
は

，
県

の
要

請
に

基
づ

き
，

直
接

の
災

害
救

助
並

び
に

人
員

物
資

の
輸

送
及

び
海

上
島

し
ょ

部
沿

岸
の

救
難

警
戒

に
あ

た
る

。
派

遣
さ

れ
た

部
隊

が
，

作
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
資

材
等

の
支

援
は

，
県

が
あ

っ
せ

ん
す

る
。

自
衛

隊

1
3

徳
島

県
知

事
と

海
上

自
衛

隊
小

松
島

航
空

隊
司

令
と

の
災

害
派

遣
に

関
す

る
協

定
書

昭
和

5
0
年

6
月

7
日

海
上

自
衛

隊
小

松
島

航
空

隊
司

令
小

松
島

航
空

隊
は

，
知

事
の

要
請

に
基

づ
き

，
直

接
の

災
害

救
助

並
び

に
人

員
物

資
の

輸
送

及
び

海
上

島
し

ょ
部

，
沿

岸
部

の
救

難
警

戒
に

当
た

る
。

派
遣

さ
れ

た
部

隊
が

，
作

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

資
材

等
の

支
援

は
，

県
が

あ
っ

せ
ん

す
る

。
自

衛
隊

1
4

大
規

模
災

害
に

際
し

て
の

徳
島

県
警

察
と

陸
上

自
衛

隊
第

１
４

旅
団

と
の

相
互

協
力

に
関

す
る

協
定

平
成

1
8
年

3
月

2
7
日

陸
上

自
衛

隊
第

１
４

旅
団

県
警

察
及

び
１

４
旅

団
は

，
速

や
か

に
当

該
大

規
模

災
害

に
か

か
わ

る
情

報
を

収
集

し
，

相
互

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。
１

４
旅

団
は

，
県

警
察

が
情

報
を

収
集

す
る

に
当

た
り

，
自

衛
隊

の
航

空
機

へ
の

警
察

職
員

の
同

乗
そ

の
他

の
必

要
な

協
力

を
行

う
も

の
と

す
る

。
県

警
察

及
び

１
４

旅
団

は
，

被
災

地
に

お
け

る
人

命
救

助
，

そ
の

他
の

救
助

活
動

又
は

事
態

へ
の

対
応

を
よ

り
効

果
的

に
行

う
た

め
，

連
携

し
て

そ
の

任
務

に
当

た
る

よ
う

相
互

に
調

整
す

る
。

自
衛

隊

1
5

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

7
月

3
1
日

病
院

事
業

管
理

者
（
県

立
中

央
病

院
，

県
立

三
好

病
院

，
県

立
海

部
病

院
）

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

-1286-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
6

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

7
月

3
1
日

日
本

赤
十

字
社

徳
島

県
支

部
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

1
7

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

7
月

3
1
日

健
康

保
険

鳴
門

病
院

（
H

2
5
.4

.1
か

ら
徳

島
県

鳴
門

病
院

）

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

1
8

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

7
月

3
1
日

令
和

元
年

5
月

1
日

再
締

結
阿

南
医

師
会

中
央

病
院

→
H

2
8
.4

.1
か

ら
阿

南
中

央
病

院
→

Ｒ
１

.5
.1

か
ら

阿
南

医
療

セ
ン

タ
ー

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

1
9

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

7
月

3
1
日

徳
島

大
学

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

2
0

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

3
月

4
日

麻
植

協
同

病
院

（
H

2
7
.5

.4
か

ら
吉

野
川

医
療

セ
ン

タ
ー

）

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

2
1

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
3
年

9
月

9
日

医
療

法
人

倚
山

会
田

岡
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

2
2

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

つ
る

ぎ
町

立
半

田
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

2
3

災
害

派
遣

医
療

チ
ー

ム
（
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

徳
島

市
民

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

，
徳

島
D

M
A

T
運

用
計

画
）
→

災
害

派
遣

医
療

ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

M
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

M
A

T
指

定
病

院
自

ら
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
。

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

2
4

災
害

派
遣

精
神

医
療

チ
ー

ム
（
D

P
A

T
）
の

出
動

等
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
7
年

9
月

１
日

徳
島

県
精

神
科

病
院

協
会

県
の

要
請

（
徳

島
D

P
A

T
運

用
要

綱
）
に

よ
り

、
災

害
派

遣
精

神
医

療
ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

Ｐ
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

P
A

T
登

録
医

療
機

関
の

長
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
で

あ
る

が
、

す
み

や
か

に
知

事
の

承
認

を
受

け
る

。

D
P

A
T

2
5

災
害

派
遣

精
神

医
療

チ
ー

ム
（
D

P
A

T
）
の

出
動

等
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
7
年

9
月

１
日

徳
島

大
学

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
D

P
A

T
運

用
要

綱
）
に

よ
り

、
災

害
派

遣
精

神
医

療
ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

Ｐ
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

P
A

T
登

録
医

療
機

関
の

長
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
で

あ
る

が
、

す
み

や
か

に
知

事
の

承
認

を
受

け
る

。

D
P

A
T

2
6

災
害

派
遣

精
神

医
療

チ
ー

ム
（
D

P
A

T
）
の

出
動

等
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
7
年

9
月

１
日

社
会

医
療

法
人

あ
い

ざ
と

会

県
の

要
請

（
徳

島
D

P
A

T
運

用
要

綱
）
に

よ
り

、
災

害
派

遣
精

神
医

療
ﾁ
ｰ

ﾑ
（
D

Ｐ
A

T
）
を

編
成

，
派

遣
し

て
医

療
救

護
活

動
に

従
事

。
緊

急
や

む
得

な
い

場
合

に
は

，
D

P
A

T
登

録
医

療
機

関
の

長
の

判
断

で
の

出
動

が
可

能
で

あ
る

が
、

す
み

や
か

に
知

事
の

承
認

を
受

け
る

。

D
P

A
T

2
7

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
等

に
お

け
る

医
療

救
護

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

2
月

3
日

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ア

ム
ダ

株
式

会
社

阿
波

銀
行

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護
活

動
に

必
要

な
経

費
に

つ
い

て
、

阿
波

銀
行

は
優

先
的

に
融

資
を

行
う

よ
う

努
め

る
。

医
療

救
護

2
8

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
8
年

6
月

2
8
日

美
波

町
国

民
健

康
保

険
美

波
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

2
9

災
害

救
助

法
に

よ
り

県
の

行
う

医
療

助
産

を
日

本
赤

十
字

社
徳

島
県

支
部

に
委

託
す

る
に

つ
い

て
の

協
定

書
平

成
1
0
年

7
月

1
日

日
本

赤
十

字
社

徳
島

県
支

部
県

に
よ

る
委

託
（
災

害
救

助
法

第
３

２
条

に
基

づ
く
）
→

医
療

及
び

助
産

の
応

急
救

助
医

療
期

間
は

災
害

発
生

の
日

か
ら

１
４

日
以

内
，

死
体

の
処

理
は

１
０

日
以

内
。

助
産

は
災

害
発

生
の

日
以

前
又

は
以

後
７

日
以

内
に

分
娩

し
た

者
に

対
し

て
行

う
。

医
療

救
護

3
0

災
害

時
に

必
要

な
医

療
品

等
の

確
保

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
4
年

6
月

6
日

徳
島

県
医

薬
品

卸
業

協
会

県
の

要
請

→
徳

島
県

医
薬

品
卸

業
協

会
に

対
し

，
指

定
備

蓄
者

が
備

蓄
し

又
は

保
有

す
る

医
薬

品
の

供
給

。
医

療

3
1

災
害

・
事

故
等

時
の

医
療

救
護

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

1
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
医

師
会

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

3
2

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

災
害

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
7
年

9
月

2
6
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
柔

道
整

復
師

会
県

の
要

請
→

災
害

支
援

班
を

編
成

し
，

柔
道

整
復

業
務

（
柔

道
整

復
師

法
に

規
定

さ
れ

た
）
を

実
施

。
医

療

-1287-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

3
3

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

災
害

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
7
年

9
月

2
6
日

徳
島

県
接

骨
師

会
県

の
要

請
→

災
害

支
援

班
を

編
成

し
，

柔
道

整
復

業
務

（
柔

道
整

復
師

法
に

規
定

さ
れ

た
）
を

実
施

。
医

療

3
4

災
害

時
に

お
け

る
薬

剤
師

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

2
月

1
3
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
薬

剤
師

会
県

の
要

請
→

薬
剤

師
班

を
編

成
し

，
医

療
救

護
所

，
医

薬
品

の
集

積
所

等
に

派
遣

。
・
医

療
救

護
所

で
の

服
薬

指
導

及
び

調
剤

。
・
医

薬
品

集
積

所
で

の
医

薬
品

の
仕

分
け

及
び

管
理

を
行

う
。

医
療

3
5

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
歯

科
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
0
年

2
月

7
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
歯

科
医

師
会

県
の

要
請

(徳
島

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

く
）
→

歯
科

医
療

救
護

班
を

編
成

,派
遣

し
歯

科
医

療
救

護
活

動
。

情
報

・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療

3
6

災
害

・
事

故
等

時
の

医
療

救
護

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
0
年

2
月

1
2
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
看

護
協

会
県

の
要

請
(徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

看
護

班
を

編
成

,派
遣

し
医

療
救

護
活

動
。

情
報

・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

3
7

徳
島

県
災

害
拠

点
病

院
の

災
害

時
等

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

2
月

1
日

病
院

事
業

管
理

者
（
県

立
中

央
病

院
，

県
立

三
好

病
院

，
県

立
海

部
病

院
）

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

3
8

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

日
本

赤
十

字
社

徳
島

県
支

部
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

3
9

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

健
康

保
険

鳴
門

病
院

（
H

2
5
.4

.1
か

ら
徳

島
県

鳴
門

病
院

）
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
0

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

麻
植

協
同

病
院

（
H

2
7
.5

.4
か

ら
吉

野
川

医
療

セ
ン

タ
ー

）
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
1

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

つ
る

ぎ
町

立
半

田
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
2

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

海
陽

町
立

海
南

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
3

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

令
和

元
年

5
月

1
日

再
締

結
阿

南
医

師
会

中
央

病
院

→
H

2
8
.4

.1
か

ら
阿

南
中

央
病

院
→

Ｒ
１

.5
.1

か
ら

阿
南

医
療

セ
ン

タ
ー

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
4

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

7
月

1
0
日

→
再

締
結

平
成

2
4
年

4
月

5
日

徳
島

大
学

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
5

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

4
月

5
日

徳
島

市
民

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
6

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

1
1
月

1
日

医
療

法
人

倚
山

会
　

田
岡

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
7

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

1
1
月

1
日

医
療

法
人

芳
越

会
　

ホ
ウ

エ
ツ

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

4
8

災
害

時
に

お
け

る
医

療
ガ

ス
等

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

3
月

2
2
日

一
般

社
団

法
人

日
本

産
業

・
医

療
ガ

ス
協

会
四

国
地

域
本

部
医

療
ガ

ス
部

門
徳

島
県

支
部

県
要

請
→

医
療

ガ
ス

・
ガ

ス
供

給
機

器
を

優
先

的
に

医
療

機
関

に
供

給
。

医
療

4
9

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

災
害

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

1
2
月

2
5
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
理

学
療

法
士

会
県

要
請

→
災

害
支

援
班

を
編

制
，

派
遣

し
災

害
支

援
活

動
を

実
施

。
医

療

5
0

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

災
害

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

1
2
月

2
5
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
作

業
療

法
士

会
県

要
請

→
災

害
支

援
班

を
編

制
，

派
遣

し
災

害
支

援
活

動
を

実
施

。
医

療

5
1

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

9
月

1
7
日

Ｊ
Ａ

徳
島

厚
生

連
　

阿
波

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

5
2

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

9
月

1
7
日

那
賀

町
立

上
那

賀
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

5
3

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

9
月

1
7
日

三
好

市
国

民
健

康
保

険
市

立
三

野
病

院
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

-1288-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

5
4

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

9
月

1
7
日

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

東
徳

島
医

療
セ

ン
タ

ー
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

5
5

災
害

・
事

故
等

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

9
月

1
7
日

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

徳
島

病
院

県
の

要
請

（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
情

報
・
通

信
等

の
途

絶
に

よ
り

，
派

遣
要

請
が

な
い

場
合

は
自

ら
の

判
断

で
派

遣
す

る
こ

と
が

可
能

。
医

療
救

護

5
6

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
6
年

3
月

1
1
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
助

産
師

会
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

医
療

救
護

班
を

編
成

，
派

遣
し

医
療

救
護

活
動

。
医

療
救

護

5
7

災
害

時
に

お
け

る
医

薬
品

等
の

調
達

業
務

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
8
年

3
月

1
0
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
薬

剤
師

会
県

の
要

請
（
徳

島
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
）
→

県
薬

剤
師

会
の

会
員

が
保

管
す

る
医

薬
品

等
の

提
供

。
医

療

5
8

災
害

時
に

お
け

る
医

療
機

器
等

の
調

達
業

務
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
8
年

3
月

1
0
日

徳
島

県
医

療
機

器
協

会
県

の
要

請
→

徳
島

県
医

療
機

器
協

会
に

対
し

，
協

会
の

会
員

が
保

有
す

る
医

療
機

器
等

の
供

給
。

医
療

5
9

災
害

時
に

お
け

る
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
4
年

6
月

1
日

徳
島

県
老

人
福

祉
施

設
協

議
会

，
徳

島
県

老
人

保
健

施
設

協
議

会
，

日
本

認
知

症
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

協
会

徳
島

県
支

部
，

徳
島

県
知

的
障

害
者

福
祉

協
会

，
徳

島
県

身
体

障
害

者
施

設
協

議
会

，
徳

島
県

児
童

養
護

施
設

協
議

会

福
祉

避
難

所
を

拠
点

と
し

た
災

害
時

要
援

護
者

の
応

援
活

動
の

推
進

等
を

行
う

。
医

療
等

（
福

祉
）

6
0

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

災
害

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
8
年

2
月

1
8
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
栄

養
士

会
県

の
要

請
に

基
づ

き
，

災
害

支
援

班
を

編
成

，
派

遣
し

，
県

が
指

示
す

る
場

所
に

お
い

て
災

害
支

援
活

動
を

実
施

す
る

。
栄

養

6
1

徳
島

飛
行

場
，

小
松

島
飛

行
場

周
辺

に
お

け
る

航
空

事
故

の
連

絡
，

調
整

体
制

に
関

す
る

協
定

昭
和

5
4
年

9
月

1
日

徳
島

県
警

察
本

部
長

他
1
6
機

関
徳

島
飛

行
場

，
小

松
島

飛
行

場
周

辺
に

お
い

て
，

航
空

事
故

並
び

に
航

空
事

故
に

伴
う

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
関

係
機

関
相

互
の

連
絡

，
調

整
体

制
交

通
他

6
2

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

相
互

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
9
年

8
月

3
1
日

（
平

成
2
4
年

3
月

2
2
日

　
一

部
修

正
）

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
四

国
支

社

（
1
）
高

速
道

路
施

設
の

拠
点

等
と

し
て

の
活

用
（
2
）
緊

急
開

口
部

を
活

用
し

た
緊

急
車

両
の

通
行

（
3
）
災

害
対

策
等

に
係

る
資

機
材

，
物

資
の

提
供

（
4
）
災

害
情

報
及

び
道

路
情

報
の

共
有

，
道

路
利

用
者

へ
の

提
供

（
5
）
調

査
・
復

旧
に

関
す

る
技

術
的

支
援

（
6
）
相

互
の

道
路

機
能

の
活

用
（
7
）
地

域
の

安
全

性
向

上
に

関
す

る
取

り
組

み
（
8
）
そ

の
他

必
要

を
認

め
ら

れ
る

事
項

交
通

他

6
3

災
害

時
等

に
お

け
る

相
互

協
力

に
関

す
る

協
定

平
成

2
3
年

4
月

2
1
日

本
州

四
国

連
絡

高
速

道
路

株
式

会
社

県
か

ら
の

要
請

に
対

し
，

支
障

の
な

い
範

囲
で

こ
れ

に
応

じ
る

・
通

行
止

め
区

間
等

に
お

け
る

要
請

車
両

の
通

行
・
通

行
止

め
時

の
流

出
IC

等
に

お
け

る
利

用
者

へ
の

「
周

辺
道

路
情

報
の

提
供

」
・
応

急
対

策
等

の
た

め
に

必
要

と
な

る
「
敷

地
，

施
設

及
び

資
材

の
提

供
」

・
被

災
地

の
「
早

期
復

旧
」
，

「
交

通
手

段
の

確
保

」
等

を
第

一
義

と
し

て
実

施
す

る
措

置
  

等

交
通

他

6
4

徳
島

県
と

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
と

の
包

括
的

相
互

協
力

協
定

書
平

成
2
3
年

5
月

9
日

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社

相
互

に
協

力
し

て
，

双
方

の
資

源
を

有
効

に
活

用
し

，
県

民
の

安
全

・
安

心
の

向
上

及
び

徳
島

県
内

の
観

光
・
文

化
・
産

業
振

興
等

，
地

域
社

会
の

活
性

化
，

環
境

保
全

並
び

に
高

速
道

路
等

に
け

る
利

用
者

の
利

便
性

向
上

及
び

利
用

促
進

並
び

に
技

術
交

流
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
そ

う
し

た
取

り
組

み
の

一
つ

と
し

て
，

防
災

・
災

害
対

策
な

ど
地

域
の

安
全

・
安

心
の

向
上

に
関

す
る

こ
と

が
含

ま
れ

て
い

る
。

交
通

他

6
5

四
国

横
断

自
動

車
道

（
徳

島
ＩＣ

～
鳴

門
Ｊ
Ｃ

Ｔ
）
の

徳
島

市
域

に
設

置
す

る
津

波
避

難
場

所
に

関
す

る
基

本
協

定
書

平
成

2
3
年

8
月

1
1
日

徳
島

市
・
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

四
国

支
社

徳
島

市
が

施
行

す
る

津
波

避
難

場
所

の
設

置
工

事
と

，
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

四
国

支
社

が
施

行
す

る
四

国
横

断
自

動
車

道
（
徳

島
ＩＣ

～
鳴

門
Ｊ
Ｃ

Ｔ
）
建

設
工

事
に

つ
い

て
，

三
者

が
協

力
し

て
円

滑
な

進
捗

を
図

る
。

交
通

他

6
6

徳
島

県
域

の
高

速
道

路
区

域
に

お
け

る
津

波
避

難
計

画
等

に
関

す
る

相
互

協
力

協
定

書
平

成
2
6
年

2
月

2
6
日

徳
島

市
・
鳴

門
市

・
松

茂
町

・
北

島
町

・
西

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

四
国

支
社

徳
島

県
と

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
と

の
包

括
的

相
互

協
力

協
定

書
の

趣
旨

を
尊

重
し

、
高

速
道

路
区

域
を

津
波

避
難

計
画

等
の

検
討

に
あ

た
り

、
相

互
協

力
に

必
要

な
事

項
を

定
め

、
適

正
か

つ
円

滑
な

遂
行

を
図

る
。

交
通

他

6
7

四
国

管
区

警
察

局
内

に
お

け
る

大
規

模
災

害
発

生
時

等
の

広
域

交
通

管
制

に
関

す
る

協
定

平
成

7
年

1
2
月

6
日

四
国

管
区

警
察

局
公

安
部

長
他

4
県

本
部

長
県

警
本

部
長

は
，

隣
接

す
る

県
警

察
の

管
内

で
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
，

広
域

交
通

管
制

を
行

う
た

め
，

速
や

か
に

必
要

な
体

制
を

確
立

す
る

。
交

通
他

-1289-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

6
8

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

交
通

管
制

に
関

す
る

協
定

平
成

8
年

7
月

1
7
日

兵
庫

県
警

察
本

部
長

大
規

模
災

害
が

発
生

し
，

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

，
協

定
県

警
察

の
的

確
且

つ
円

滑
な

交
通

管
制

及
び

こ
れ

ら
の

支
援

活
動

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

大
規

模
災

害
の

発
生

を
認

知
し

た
と

き
は

，
一

般
国

道
２

８
号

（
本

州
四

国
連

絡
道

路
）
に

お
け

る
流

入
規

制
，

交
通

規
制

に
関

す
る

広
報

，
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

実
施

す
る

。

交
通

他

6
9

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

7
月

1
0
日

株
式

会
社

タ
カ

ハ
タ

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

電
気

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

7
0

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

1
月

2
0
日

有
限

会
社

角
田

商
店

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

可
動

式
蓄

電
池

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

7
1

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

5
月

1
5
日

株
式

会
社

ハ
ウ

ス
ビ

ル
ド

シ
ス

テ
ム

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

発
電

所
に

設
置

す
る

災
害

用
非

常
照

明
施

設
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

7
2

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

6
月

2
日

有
限

会
社

四
郎

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

可
動

式
蓄

電
池

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

7
3

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

1
0
月

6
日

株
式

会
社

タ
カ

ハ
タ

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

可
動

式
蓄

電
池

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

7
4

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

1
2
月

9
日

有
限

会
社

ア
イ

ネ
ッ

ト
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
発

電
所

に
設

置
す

る
照

明
設

備
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

7
5

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
月

2
6
日

株
式

会
社

西
渕

ス
レ

ー
ト

工
業

所
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
非

常
用

電
源

を
発

電
所

か
ら

提
供

資
機

材
等

7
6

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

3
月

6
日

株
式

会
社

カ
ル

ソ
ニ

ッ
ク

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

避
難

所
及

び
可

搬
式

蓄
電

池
を

提
供

資
機

材
等

7
7

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

3
月

3
0
日

日
本

製
紙

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

小
松

島
合

同
会

社
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
電

気
自

動
車

及
び

可
搬

式
発

電
機

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

7
8

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

中
西

電
気

有
限

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

7
9

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

3
0
日

入
田

ソ
ー

ラ
ー

発
電

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

8
0

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

3
0
日

徳
島

太
陽

光
発

電
株

式
会

社
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
非

常
用

電
源

を
発

電
所

か
ら

提
供

資
機

材
等

8
1

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

3
0
日

広
川

商
事

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

8
2

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
8
年

1
2
月

2
1
日

株
式

会
社

テ
ィ

エ
ム

ア
ー

ル
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
発

電
所

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

8
3

水
素

供
給

設
備

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

平
成

2
8
年

3
月

3
1
日

四
国

大
陽

日
酸

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

水
素

供
給

設
備

を
支

援
設

備
と

し
て

提
供

資
機

材
等

8
4

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

四
国

大
陽

日
酸

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

8
5

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

有
限

会
社

笠
井

仏
壇

製
作

所
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
燃

料
電

池
自

動
車

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

8
6

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
0
月

2
8
日

学
校

法
人

徳
島

城
南

学
園

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

8
7

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
2
月

2
日

名
神

急
送

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

8
8

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
2
月

9
日

四
国

岩
谷

産
業

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等
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N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

8
9

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
1
月

2
2
日

株
式

会
社

フ
ジ

タ
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
燃

料
電

池
自

動
車

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

9
0

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
1
月

2
4
日

株
式

会
社

カ
ワ

カ
ミ

不
動

産
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
燃

料
電

池
自

動
車

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

9
1

燃
料

電
池

自
動

車
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
9
年

9
月

2
7
日

宮
城

商
事

有
限

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

自
動

車
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

9
2

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

6
月

1
日

有
限

会
社

同
仁

商
事

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

9
3

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

7
月

1
5
日

株
式

会
社

カ
ル

ソ
ニ

ッ
ク

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

9
4

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

3
0
日

株
式

会
社

し
ら

さ
ぎ

ソ
ー

ラ
ー

発
電

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

9
5

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

3
0
日

板
野

ソ
ー

ラ
ー

発
電

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

非
常

用
電

源
を

発
電

所
か

ら
提

供
資

機
材

等

9
6

燃
料

電
池

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
を

活
用

し
た

地
域

等
へ

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
3
0
年

2
月

2
0
日

ト
ヨ

タ
Ｌ

＆
Ｆ

徳
島

株
式

会
社

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

燃
料

電
池

フ
ォ

ー
ク

リ
フ

ト
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

9
7

災
害

時
に

お
け

る
応

急
給

水
及

び
水

道
施

設
の

応
急

復
旧

の
支

援
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
8
年

3
月

7
日

協
同

組
合

徳
島

県
設

備
協

会
市

町
村

か
ら

の
要

請
→

県
の

要
請

→
応

急
給

水
及

び
水

道
施

設
の

応
急

復
旧

資
機

材
等

9
8

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

応
急

給
水

及
び

水
道

施
設

の
応

急
復

旧
の

支
援

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
8
年

5
月

1
6
日

徳
島

県
管

工
事

業
組

合
連

合
会

市
町

村
か

ら
の

要
請

→
県

の
要

請
→

応
急

給
水

及
び

水
道

施
設

の
応

急
復

旧
資

機
材

等

9
9

災
害

時
に

お
け

る
電

気
設

備
の

応
急

復
旧

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

1
2
月

1
2
日

徳
島

県
電

気
工

事
業

工
業

組
合

県
の

要
請

→
県

有
施

設
の

電
気

設
備

の
応

急
復

旧
活

動
、

応
急

復
旧

活
動

中
に

二
次

災
害

等
を

発
見

し
た

場
合

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の

通
報

資
機

材
等

1
0
0

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

1
0
月

3
日

株
式

会
社

タ
カ

ハ
タ

地
震

等
に

よ
る

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
県

の
要

請
に

基
づ

き
、

可
動

式
蓄

電
池

を
非

常
用

電
源

と
し

て
提

供
資

機
材

等

1
0
1

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

2
月

4
日

美
馬

ソ
ー

ラ
ー

バ
レ

イ
株

式
会

社
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
可

動
式

蓄
電

池
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

1
0
2

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

を
活

用
し

た
地

域
等

へ
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

7
月

2
2
日

美
環

ソ
ー

ラ
ー

バ
レ

イ
株

式
会

社
地

震
等

に
よ

る
大

規
模

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

県
の

要
請

に
基

づ
き

、
可

動
式

蓄
電

池
を

非
常

用
電

源
と

し
て

提
供

資
機

材
等

1
0
3

災
害

時
に

お
け

る
被

災
者

へ
の

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

6
月

2
0
日

イ
オ

ン
リ

テ
ー

ル
株

式
会

社

県
の

要
請

→
次

の
事

項
に

協
力

（
1
）
駐

車
場

を
一

時
避

難
所

と
し

て
被

災
者

に
提

供
（
2
）
被

災
者

に
対

し
，

水
道

水
（
井

戸
水

）
、

ト
イ

レ
等

を
可

能
な

範
囲

で
提

供
（
3
）
被

災
者

に
対

し
，

テ
レ

ビ
・
ラ

ジ
オ

で
知

り
得

た
災

害
関

連
情

報
を

可
能

な
範

囲
で

提
供

（
4
）
被

災
者

に
対

し
，

食
料

・
生

活
物

資
等

を
可

能
な

範
囲

で
提

供

資
機

材
等

1
0
4

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

平
成

1
5
年

9
月

1
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
建

設
業

協
会

県
の

要
請

→
所

属
会

員
等

の
情

報
提

供
，

保
有

す
る

資
機

材
，

技
術

者
等

の
支

援
活

動
。

資
機

材
等

1
0
5

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

資
機

材
等

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

9
月

2
6
日

再
締

結
：
平

成
2
6
年

9
月

2
6
日

一
般

社
団

法
人

日
本

建
設

機
械

レ
ン

タ
ル

協
会

四
国

支
部

県
の

要
請

→
資

機
材

（
簡

易
ト

イ
レ

，
簡

易
バ

ス
（
風

呂
）
，

簡
易

シ
ャ

ワ
ー

室
，

仮
説

ハ
ウ

ス
，

発
電

機
，

照
明

器
具

等
）
の

物
品

の
供

給
。

資
機

材
等

1
0
6

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

資
機

材
等

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

9
月

2
6
日

徳
島

県
テ

ン
ト

・
シ

ー
ト

工
業

組
合

県
の

要
請

→
資

機
材

（
簡

易
ト

イ
レ

，
組

立
式

パ
イ

プ
テ

ン
ト

，
机

・
座

卓
・
パ

イ
プ

椅
子

，
ス

ト
レ

ッ
チ

ャ
ー

パ
ッ

ク
，

防
災

シ
ー

ト
・
P

E
ク

ロ
ス

シ
ー

ト
，

間
仕

切
り

，
土

嚢
，

水
槽

タ
ン

ク
等

）
の

物
品

の
供

給
。

資
機

材
等

1
0
7

災
害

発
生

時
に

お
け

る
支

援
活

動
に

関
す

る
協

定
平

成
1
8
年

3
月

7
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
設

備
業

協
会

県
の

要
請

→
加

盟
会

員
が

保
有

す
る

資
機

材
の

供
給

及
び

技
術

者
の

出
動

資
機

材
等

1
0
8

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

平
成

1
6
年

1
2
月

2
7
日

一
般

社
団

法
人

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
建

設
業

協
会

県
の

要
請

→
緊

急
輸

送
路

等
の

確
保

の
た

め
，

加
盟

会
員

が
保

有
す

る
資

機
材

，
技

術
者

等
を

派
遣

。
①

県
管

理
の

橋
梁

被
害

調
査

②
技

術
的

提
言

③
被

災
橋

梁
の

交
通

機
能

の
回

復
の

た
め

の
資

機
材

の
調

達
等

資
機

材
等

1
0
9

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

平
成

1
6
年

1
2
月

2
7
日

一
般

社
団

法
人

日
本

橋
梁

建
設

協
会

県
の

要
請

→
緊

急
輸

送
路

等
の

確
保

の
た

め
，

加
盟

会
員

が
保

有
す

る
資

機
材

，
技

術
者

等
を

派
遣

。
①

県
管

理
の

橋
梁

被
害

調
査

②
技

術
的

提
言

③
被

災
橋

梁
の

交
通

機
能

の
回

復
の

た
め

の
資

機
材

の
調

達
等

資
機

材
等

-1291-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
1
0

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

浄
化

槽
の

復
旧

支
援

活
動

等
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
2
年

1
1
月

1
7
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
環

境
技

術
セ

ン
タ

ー
市

町
村

か
ら

要
請

→
県

の
要

請
→

市
町

村
が

設
置

す
る

避
難

所
の

浄
化

槽
の

簡
易

な
復

旧
工

事
，

市
町

村
が

設
置

す
る

避
難

所
に

対
す

る
会

員
企

業
保

有
の

仮
設

ト
イ

レ
の

提
供

な
ど

資
機

材
等

1
1
1

大
規

模
災

害
等

発
生

時
に

お
け

る
工

業
用

水
道

施
設

の
応

急
復

旧
工

事
に

関
す

る
協

定
平

成
2
4
年

1
2
月

5
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
建

設
業

協
会

工
業

用
水

道
施

設
に

お
け

る
管

路
の

破
損

等
へ

の
応

急
復

旧
工

事
の

実
施

資
機

材
等

1
1
2

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

工
業

用
水

道
管

路
の

応
急

復
旧

工
事

に
関

す
る

協
定

書
平

成
3
0
年

8
月

3
0
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
設

備
業

協
会

工
業

用
水

道
管

路
の

応
急

復
旧

工
事

の
実

施
資

機
材

等

1
1
3

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

仮
設

ト
イ

レ
の

供
給

に
関

す
る

協
定

平
成

3
1
年

3
月

1
1
日

日
野

興
業

株
式

会
社

徳
島

営
業

所
県

の
要

請
に

基
づ

き
，

保
有

す
る

う
仮

設
ト

イ
レ

を
設

置
す

る
。

資
機

材
等

1
1
4

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

仮
設

ト
イ

レ
の

供
給

に
関

す
る

協
定

平
成

3
1
年

3
月

1
1
日

株
式

会
社

プ
レ

コ
県

の
要

請
に

基
づ

き
，

保
有

す
る

う
仮

設
ト

イ
レ

を
設

置
す

る
。

資
機

材
等

1
1
5

災
害

発
生

時
に

お
け

る
支

援
活

動
に

関
す

る
協

定
平

成
2
5
年

7
月

1
1
日

徳
島

県
森

林
組

合
連

合
会

県
の

要
請

→
資

機
材

の
供

給
及

び
技

術
者

の
出

動
に

よ
る

支
援

活
動

の
実

施
資

機
材

等
の

支
援

1
1
6

災
害

時
等

に
お

け
る

徳
島

県
と

公
益

財
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
 四

国
地

区
 徳

島
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

の
協

力
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

1
月

7
日

公
益

財
団

法
人

日
本

青
年

会
議

所
四

国
地

区
 徳

島
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

以
下

の
事

項
の

協
力

を
受

け
る

大
規

模
災

害
・
事

故
発

生
時

：
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

し
て

復
旧

・
復

興
活

動
に

協
力

平
時

：
会

員
，

従
業

員
等

の
消

防
団

・
自

主
防

災
組

織
へ

の
加

入
促

進
を

初
め

と
し

た
，

地
域

の
防

災
活

動
・
啓

発
に

取
り

組
む

資
機

材
・
人

的
支

援

1
1
7

大
規

模
災

害
発

生
時

の
道

路
啓

開
に

関
す

る
協

定
平

成
2
9
年

3
月

2
2
日

国
土

交
通

省
四

国
地

方
整

備
局

，
一

般
社

団
法

人
徳

島
県

建
設

業
協

会
緊

急
輸

送
道

路
等

に
関

す
る

被
災

情
報

の
収

集
・
提

供
。

道
路

啓
開

の
実

施
。

資
機

材
・
人

的
支

援

1
1
8

林
野

災
害

時
等

に
お

け
る

ド
ロ

ー
ン

の
利

活
用

に
関

す
る

協
定

平
成

3
1
年

3
月

1
8
日

四
国

森
林

管
理

局
ド

ロ
ー

ン
に

よ
る

林
野

被
害

調
査

等
資

機
材

・
人

的
支

援

1
1
9

土
砂

災
害

の
防

止
に

係
る

支
援

活
動

等
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

6
月

2
9
日

徳
島

県
砂

防
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
協

会
県

が
行

う
土

砂
災

害
防

止
，

復
旧

並
び

に
啓

発
普

及
活

動
等

を
補

助
的

に
支

援
す

る
人

的
支

援
等

1
2
0

災
害

発
生

時
に

お
け

る
緊

急
的

な
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
包

括
的

協
定

書
平

成
2
7
年

1
1
月

5
日

四
国

地
方

整
備

局
，

香
川

県
，

愛
媛

県
，

高
知

県
，

坂
出

市
，

今
治

市
，

八
幡

浜
市

，
新

居
浜

港
務

局
，

(一
社

)日
本

埋
立

浚
渫

協
会

四
国

支
部

，
四

国
港

湾
空

港
建

設
協

会
連

合
会

，
(一

社
)日

本
潜

水
協

会
，

(一
社

)港
湾

技
術

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ツ
協

会
，

そ
の

他

県
の

要
請

→
（
四

国
地

方
整

備
局

の
調

整
：
大

規
模

災
害

時
の

み
）
→

民
間

協
力

者
が

保
有

す
る

資
機

材
，

技
術

者
等

を
派

遣
。

①
港

湾
施

設
の

被
害

調
査

②
応

急
対

策
の

実
施

③
技

術
的

支
援

資
機

材
・
人

的
支

援

1
2
1

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
7
年

6
月

3
0
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

ビ
ル

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

協
会

徳
島

ビ
ル

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

協
同

組
合

災
害

時
に

お
け

る
避

難
所

等
の

建
築

物
の

清
掃

及
び

消
毒

等
に

つ
い

て
の

支
援

活
動

資
機

材
・
人

的
支

援
人

的
支

援

1
2
2

災
害

救
助

犬
の

出
動

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

8
月

2
5
日

日
本

レ
ス

キ
ュ

ー
協

会
会

長
県

の
要

請
（
被

災
者

の
捜

索
活

動
の

た
め

必
要

が
あ

れ
ば

）
→

災
害

救
助

犬
の

派
遣

。
人

的
支

援
等

1
2
3

災
害

時
に

お
け

る
被

災
建

築
物

の
修

理
に

関
す

る
協

定
平

成
2
8
年

3
月

2
9
日

徳
島

県
瓦

工
事

・
販

売
組

合
被

災
建

築
物

の
簡

易
な

調
査

及
び

応
急

処
置

、
被

災
建

築
物

の
瓦

屋
根

の
破

損
に

関
す

る
修

理
等

の
相

談
人

的
支

援
等

1
2
4

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

平
成

1
7
年

3
月

1
日

徳
島

県
技

術
士

会
県

の
要

請
→

被
害

状
況

調
査

，
技

術
的

助
言

人
的

支
援

等

1
2
5

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

8
年

8
月

2
0
日

→
平

成
2
6

年
1
月

7
日

（
修

正
締

結
）

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
測

量
設

計
業

協
会

県
の

要
請

→
①

施
設

等
の

被
害

情
報

の
提

供
、

②
施

設
等

の
被

害
状

況
の

調
査

、
③

施
設

等
の

応
急

対
策

に
関

す
る

測
量

，
調

査
及

び
設

計
④

そ
の

他
必

要
な

応
急

業
務

人
的

支
援

等

1
2
6

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

8
年

8
月

2
0
日

→
平

成
2
6

年
1
月

7
日

（
修

正
締

結
）

四
国

地
質

調
査

業
協

会
徳

島
県

支
部

県
の

要
請

→
①

施
設

等
の

被
害

情
報

の
提

供
、

②
施

設
等

の
被

害
状

況
の

調
査

、
③

施
設

等
の

応
急

対
策

に
関

す
る

地
質

調
査

④
そ

の
他

必
要

な
応

急
業

務
人

的
支

援
等

1
2
7

徳
島

県
防

災
エ

キ
ス

パ
ー

ト
制

度
に

関
す

る
協

定
（
対

象
：
県

職
員

の
O

B
）

平
成

9
年

1
0
月

1
日

→
平

成
1
8

年
7
月

3
日

→
平

成
2
5
年

6
月

2
1

日
→

平
成

2
5
年

1
1
月

2
0
日

（
修

正
締

結
）

公
益

財
団

法
人

徳
島

県
建

設
技

術
セ

ン
タ

ー
県

土
整

備
部

及
び

市
町

村
管

理
の

公
共

土
木

施
設

の
被

災
に

対
し

，
県

土
整

備
部

Ｏ
Ｂ

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
（
防

災
エ

キ
ス

パ
ー

ト
＜

徳
島

県
防

災
エ

キ
ス

パ
ー

ト
事

務
局

へ
の

登
録

者
）
の

協
力

を
得

て
復

旧
支

援
業

務
に

従
事

。
県

土
整

備
部

の
要

請
→

①
自

宅
及

び
務

地
周

辺
等

の
施

設
の

被
害

状
況

伝
達

②
応

急
復

旧
対

策
の

検
討

・
助

言
　

等
人

的
支

援
等

1
2
8

徳
島

県
地

震
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
士

の
招

集
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
0
年

4
月

1
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
建

築
士

会
県

の
要

請
（
召

集
）
へ

の
協

力
（
会

員
の

う
ち

の
応

急
危

険
度

判
定

士
資

格
者

へ
の

要
請

内
容

伝
達

，
訓

練
へ

の
協

力
）

人
的

支
援

等

-1292-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
2
9

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

3
月

3
1
日

徳
島

県
建

設
労

働
組

合
県

の
要

請
→

災
害

時
の

応
急

・
復

旧
作

業
の

支
援

（
避

難
所

等
の

設
営

に
係

る
工

作
物

の
設

置
や

軽
微

な
補

修
，

復
旧

な
ど

）
，

被
害

情
報

の
提

供
人

的
支

援
等

1
3
0

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

4
月

2
日

全
徳

島
建

設
労

働
組

合
県

の
要

請
→

災
害

時
の

応
急

・
復

旧
作

業
の

支
援

（
避

難
所

等
の

設
営

に
係

る
工

作
物

の
設

置
や

軽
微

な
補

修
，

復
旧

な
ど

）
，

被
害

情
報

の
提

供
人

的
支

援
等

1
3
1

大
規

模
災

害
等

発
生

時
に

お
け

る
相

談
業

務
の

支
援

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

8
月

2
7
日

徳
島

県
士

業
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
推

進
協

議
会

県
の

要
請

→
住

民
等

に
対

す
る

相
談

業
務

の
支

援
人

的
支

援
等

1
3
2

災
害

時
に

お
け

る
交

通
誘

導
及

び
地

域
の

安
全

確
保

等
の

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

1
月

1
7
日

社
団

法
人

徳
島

県
警

備
業

協
会

県
の

要
請

（
徳

島
県

警
察

本
部

長
を

経
由

）
→

交
通

誘
導

及
び

被
災

地
や

避
難

場
所

等
の

警
戒

活
動

等
被

災
地

域
の

警
備

業
務

を
行

う
。

人
的

支
援

等

1
3
3

大
規

模
災

害
等

に
お

け
る

資
金

の
安

定
供

給
に

関
す

る
協

定
書

H
2
9
.1

0
.2

0
株

式
会

社
阿

波
銀

行

・
「
資

金
」
を

円
滑

に
供

給
す

る
た

め
、

金
融

機
関

の
被

害
状

況
、

再
開

の
見

込
み

、
「
全

国
銀

行
資

金
決

済
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
の

稼
働

状
況

等
を

県
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
県

が
必

要
と

す
る

「
資

金
」
の

確
保

や
連

絡
体

制
を

整
備

す
る

。
・
被

災
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
、

休
日

に
も

「
専

用
相

談
窓

口
」
を

開
設

す
る

。
・
移

動
A

T
M

車
を

出
動

さ
せ

る
。

※
阿

波
銀

行
の

み

－

1
3
4

大
規

模
災

害
等

に
お

け
る

資
金

の
安

定
供

給
に

関
す

る
協

定
書

H
2
9
.1

0
.2

0
株

式
会

社
徳

島
銀

行

・
「
資

金
」
を

円
滑

に
供

給
す

る
た

め
、

金
融

機
関

の
被

害
状

況
、

再
開

の
見

込
み

、
「
全

国
銀

行
資

金
決

済
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
」
の

稼
働

状
況

等
を

県
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
県

が
必

要
と

す
る

「
資

金
」
の

確
保

や
連

絡
体

制
を

整
備

す
る

。
・
被

災
者

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
た

め
、

休
日

に
も

「
専

用
相

談
窓

口
」
を

開
設

す
る

。
・
移

動
A

T
M

車
を

出
動

さ
せ

る
。

※
阿

波
銀

行
の

み

－

1
3
5

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

1
0
月

2
2
日

ア
ク

サ
ス

株
式

会
社

Ａ
Ｃ

デ
コ

ー
ル

株
式

会
社

県
の

要
請

→
日

用
品

・
そ

の
他

の
物

資
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
3
6

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

1
0
月

2
2
日

コ
ー

ナ
ン

商
事

株
式

会
社

県
の

要
請

→
日

用
品

・
そ

の
他

の
物

資
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
3
7

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

1
0
月

2
2
日

Ｄ
Ｃ

Ｍ
ダ

イ
キ

株
式

会
社

（
協

定
書

上
の

旧
社

名
：
ダ

イ
キ

株
式

会
社

）
県

の
要

請
→

日
用

品
・
そ

の
他

の
物

資
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
3
8

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

1
0
月

2
2
日

特
定

非
営

利
活

動
法

人
コ

メ
リ

災
害

対
策

セ
ン

タ
ー

県
の

要
請

→
日

用
品

・
そ

の
他

の
物

資
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
3
9

大
規

模
災

害
時

等
に

お
け

る
調

理
飲

食
物

等
の

支
援

に
関

す
る

協
定

平
成

1
7
年

3
月

1
4
日

株
式

会
社

ふ
く
な

が
県

の
要

請
→

調
理

・
加

工
し

た
飲

食
物

等
を

県
が

指
定

す
る

避
難

場
所

等
に

配
達

す
る

。
食

料
・
物

資

1
4
0

災
害

時
等

に
お

け
る

ガ
ソ

リ
ン

等
燃

料
の

供
給

に
関

す
る

協
定

平
成

2
5
年

1
0
月

2
2
日

徳
島

県
石

油
商

業
組

合
県

の
要

請
→

①
災

害
対

策
基

本
法

第
7
6
条

の
規

定
に

基
づ

く
緊

急
通

行
車

両
、

②
県

又
は

市
町

村
の

庁
舎

、
災

害
拠

点
病

院
等

災
害

応
急

対
策

上
特

に
重

要
な

施
設

、
③

県
内

に
設

置
さ

れ
た

避
難

所
　

へ
の

燃
料

供
給

・
供

給
の

あ
っ

せ
ん

食
糧

・
物

資

1
4
1

災
害

時
の

重
要

施
設

に
係

る
情

報
共

有
に

関
す

る
覚

書
平

成
2
5
年

1
0
月

2
2
日

再
締

結
：
令

和
元

年
1
2
月

2
0
日

石
油

連
盟

重
要

施
設

に
関

す
る

情
報

を
県

・
石

油
連

盟
で

共
有

し
、

石
油

元
売

会
社

か
ら

の
直

接
供

給
等

の
円

滑
化

を
図

る
。

食
糧

・
物

資

1
4
2

災
害

時
に

お
け

る
応

急
生

活
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
8
年

1
2
月

6
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
エ

ル
ピ

ー
ガ

ス
協

会
県

の
要

請
→

生
活

物
資

（
１

．
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
容

器
　

２
．

燃
焼

器
具

（
３

重
巻

鋳
物

コ
ン

ロ
）
　

３
．

そ
の

他
供

給
に

必
要

な
設

備
一

式
）
を

供
給

食
料

・
物

資

1
4
3

災
害

時
に

お
け

る
葬

祭
用

品
の

供
給

及
び

遺
体

の
搬

送
等

に
関

す
る

協
定

平
成

2
3
年

3
月

1
7
日

徳
島

県
霊

柩
自

動
車

協
会

徳
島

県
中

央
葬

祭
業

協
同

組
合

市
町

村
の

要
請

→
県

の
要

請
→

（
葬

祭
用

品
，

遺
体

の
搬

送
）

食
料

・
物

資

1
4
4

災
害

時
に

お
け

る
葬

祭
用

品
の

供
給

及
び

遺
体

の
搬

送
等

に
関

す
る

協
定

平
成

2
3
年

3
月

1
7
日

一
般

社
団

法
人

全
日

本
冠

婚
葬

祭
互

助
協

会
市

町
村

の
要

請
→

県
の

要
請

→
（
葬

祭
用

品
，

遺
体

の
搬

送
）

食
料

・
物

資

1
4
5

災
害

時
等

に
お

け
る

消
防

用
水

の
確

保
に

関
す

る
協

定
書

平
成

3
0
年

1
月

1
7
日

徳
島

県
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

組
合

県
の

要
請

→
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ミ

キ
サ

ー
を

使
用

し
、

消
防

用
水

等
の

供
給

食
料

・
物

資

1
4
6

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
8
年

6
月

8
日

徳
島

県
生

活
協

同
組

合
連

合
会

県
の

要
請

→
物

資
（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
4
7

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

1
2
月

1
4
日

大
塚

食
品

株
式

会
社

(協
定

書
上

の
旧

社
名

：
大

塚
ベ

バ
レ

ジ
株

式
会

社
)

県
の

要
請

→
備

蓄
す

る
飲

料
水

の
供

給
，

飲
料

水
の

調
達

。
食

料
・
物

資

1
4
8

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

1
2
月

1
4
日

四
国

コ
カ

・
コ

ー
ラ

ボ
ト

リ
ン

グ
株

式
会

社
県

の
要

請
→

備
蓄

す
る

飲
料

水
の

供
給

，
飲

料
水

の
調

達
。

食
料

・
物

資

-1293-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
4
9

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
0
年

1
2
月

9
日

サ
ン

ト
リ

ー
フ

ー
ズ

株
式

会
社

県
の

要
請

→
備

蓄
す

る
飲

料
水

の
供

給
，

飲
料

水
の

調
達

。
食

料
・
物

資

1
5
0

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

9
日

株
式

会
社

キ
ョ

ー
エ

イ
県

の
要

請
→

物
資

（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
1

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

9
日

株
式

会
社

セ
ブ

ン
県

の
要

請
→

物
資

（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
2

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

9
日

株
式

会
社

フ
ジ

県
の

要
請

→
物

資
（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
3

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

9
日

株
式

会
社

ロ
ー

ソ
ン

県
の

要
請

→
物

資
（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
4

災
害

時
の

物
資

供
給

及
び

店
舗

営
業

の
継

続
又

は
早

期
再

開
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
7
年

1
2
月

3
日

株
式

会
社

セ
ブ

ン
‐
イ

レ
ブ

ン
・
ジ

ャ
パ

ン
県

の
要

請
→

物
資

（
食

料
品

，
飲

料
水

，
日

用
品

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
5

災
害

時
に

お
け

る
生

活
必

需
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

8
月

1
1
日

株
式

会
社

フ
ァ

ミ
リ

ー
マ

ー
ト

県
の

要
請

→
物

資
（
食

料
品

，
飲

料
水

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
6

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
4
年

6
月

2
0
日

イ
オ

ン
リ

テ
ー

ル
株

式
会

社
県

の
要

請
→

食
料

品
・
生

活
必

需
品

等
の

物
資

を
供

給
。

食
料

・
物

資

1
5
7

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

3
月

1
3
日

徳
島

県
味

噌
工

業
協

同
組

合
県

の
要

請
→

副
食

調
味

料
（
味

噌
）
の

供
給

。
食

料
・
物

資

1
5
8

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
5
年

3
月

1
3
日

徳
島

県
醤

油
醸

造
協

同
組

合
県

の
要

請
→

副
食

調
味

料
（
醤

油
）
の

供
給

。
食

料
・
物

資

1
5
9

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
9
年

7
月

1
1
日

株
式

会
社

ジ
ャ

パ
ン

ビ
レ

ッ
ジ

中
四

国
県

の
要

請
→

備
蓄

す
る

飲
料

水
の

供
給

，
飲

料
水

の
調

達
。

食
料

・
物

資

1
6
0

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
9
年

7
月

1
1
日

株
式

会
社

福
村

県
の

要
請

→
備

蓄
す

る
飲

料
水

の
供

給
，

飲
料

水
の

調
達

。
食

料
・
物

資

1
6
1

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
8
年

6
月

1
5
日

徳
島

県
蒲

鉾
水

産
加

工
業

協
同

組
合

県
の

要
請

→
副

食
調

味
料

（
魚

肉
練

り
製

品
）
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
6
2

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
8
年

6
月

1
5
日

徳
島

県
漁

業
協

同
組

合
連

合
会

県
の

要
請

→
副

食
調

味
料

（
水

産
加

工
品

）
を

供
給

。
食

料
・
物

資

1
6
3

災
害

時
に

お
け

る
応

急
食

糧
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
1
年

4
月

1
日

(平
成

1
7
年

3
月

1
4
日

)
全

国
農

業
協

同
組

合
徳

島
県

本
部

（
徳

島
パ

ー
ル

ラ
イ

ス
株

式
会

社
）

県
の

要
請

→
応

急
食

糧
（
米

穀
）
の

優
先

供
給

を
実

施
。

食
料

・
物

資

1
6
4

災
害

時
に

お
け

る
応

急
食

糧
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
平

成
1
7
年

3
月

1
4
日

徳
島

県
食

糧
卸

協
同

組
合

県
の

要
請

→
応

急
食

糧
（
米

穀
）
の

優
先

供
給

を
実

施
。

食
料

・
物

資

1
6
5

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

3
月

1
4
日

徳
島

県
漬

物
加

工
販

売
協

同
組

合
県

の
要

請
→

副
食

調
味

料
（
漬

物
）
の

優
先

供
給

を
実

施
。

食
料

・
物

資

1
6
6

災
害

時
に

お
け

る
副

食
調

味
料

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

3
月

1
4
日

徳
島

塩
元

売
株

式
会

社
県

の
要

請
→

副
食

調
味

料
（
塩

）
の

優
先

供
給

を
実

施
。

食
料

・
物

資

1
6
7

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

等
の

提
供

協
力

に
関

す
る

覚
書

に
つ

い
て

平
成

2
5
年

1
2
月

1
0
日

株
式

会
社

福
村

ベ
ン

デ
ィ

ン
グ

県
警

の
要

請
→

自
動

販
売

機
内

の
飲

料
水

等
の

提
供

、
優

先
供

給
に

努
め

る
。

食
料

・
物

資

1
6
8

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

等
の

提
供

協
力

に
関

す
る

覚
書

に
つ

い
て

平
成

2
5
年

1
2
月

1
0
日

徳
島

ペ
プ

シ
コ

ー
ラ

販
売

株
式

会
社

県
警

の
要

請
→

自
動

販
売

機
内

の
飲

料
水

等
の

提
供

、
優

先
供

給
に

努
め

る
。

食
料

・
物

資

1
6
9

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

等
の

提
供

協
力

に
関

す
る

覚
書

に
つ

い
て

平
成

2
5
年

1
2
月

1
0
日

株
式

会
社

サ
ン

マ
ッ

ク
県

警
の

要
請

→
自

動
販

売
機

内
の

飲
料

水
等

の
提

供
、

優
先

供
給

に
努

め
る

。
食

料
・
物

資

1
7
0

災
害

時
に

お
け

る
飲

料
水

等
の

提
供

協
力

に
関

す
る

覚
書

に
つ

い
て

平
成

2
5
年

1
2
月

1
0
日

株
式

会
社

ア
ペ

ッ
ク

ス
西

日
本

県
警

の
要

請
→

自
動

販
売

機
内

の
飲

料
水

等
の

提
供

、
優

先
供

給
に

努
め

る
。

食
料

・
物

資
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N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
7
1

災
害

時
に

お
け

る
段

ボ
ー

ル
製

品
の

調
達

に
関

す
る

協
定

平
成

2
8
年

1
0
月

1
9
日

西
日

本
段

ボ
ー

ル
工

業
組

合
県

の
要

請
→

段
ボ

ー
ル

製
品

（
段

ボ
ー

ル
ベ

ッ
ド

，
段

ボ
ー

ル
製

簡
易

間
仕

切
り

，
段

ボ
ー

ル
ト

イ
レ

，
そ

の
他

）
の

供
給

（
生

産
・
運

搬
）

物
資

1
7
2

災
害

時
に

お
け

る
物

資
供

給
に

関
す

る
協

定
平

成
3
0
年

6
月

1
5
日

株
式

会
社

ナ
フ

コ
県

の
要

請
→

物
資

（
作

業
用

物
資

，
食

料
品

、
飲

料
水

，
日

用
品

）
を

確
保

・
供

給
。

食
料

・
物

資

1
7
3

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

供
給

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
8
年

9
月

2
日

王
子

ネ
ピ

ア
株

式
会

社
県

の
要

請
→

物
資

（
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

，
テ

ィ
ッ

シ
ュ

ペ
ー

パ
ー

，
ポ

ケ
ッ

ト
テ

ィ
ッ

シ
ュ

，
お

む
つ

，
そ

の
他

）
を

確
保

・
供

給
。

物
資

1
7
4

災
害

時
に

お
け

る
物

資
供

給
に

関
す

る
協

定
平

成
2
7
年

1
1
月

2
日

特
定

非
営

利
活

動
法

人
コ

メ
リ

災
害

対
策

セ
ン

タ
ー

県
警

の
要

請
→

日
用

品
・
そ

の
他

の
物

資
の

優
先

供
給

に
努

め
る

。
物

資

1
7
5

家
畜

伝
染

病
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

2
2
年

7
月

2
2
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
建

設
業

協
会

県
の

要
請

→
会

員
が

保
有

す
る

資
材

・
機

材
・
技

術
者

の
出

動
そ

の
他

の
支

援
に

よ
る

協
力

震
災

以
外

（
資

機
材

等
）

1
7
6

家
畜

伝
染

病
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

2
4
年

1
月

2
3
日

一
般

社
団

法
人

日
本

建
設

機
械

レ
ン

タ
ル

協
会

四
国

支
部

県
の

要
請

→
資

機
材

等
の

供
給

確
保

そ
の

他
の

支
援

活
動

震
災

以
外

（
資

機
材

等
）

1
7
7

家
畜

伝
染

病
発

生
時

に
お

け
る

物
資

供
給

に
関

す
る

基
本

協
定

平
成

2
2
年

7
月

2
2
日

徳
島

県
医

療
機

器
協

会
県

の
要

請
→

防
疫

活
動

に
係

る
物

資
を

供
給

。
震

災
以

外
（
食

料
・
物

資
）

1
7
8

家
畜

伝
染

病
発

生
時

に
お

け
る

物
資

供
給

に
関

す
る

基
本

協
定

平
成

2
2
年

7
月

2
2
日

徳
島

県
動

物
薬

品
器

材
協

会
県

の
要

請
→

防
疫

活
動

に
係

る
物

資
を

供
給

。
震

災
以

外
（
食

料
・
物

資
）

1
7
9

家
畜

伝
染

病
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

業
務

に
関

す
る

協
定

平
成

2
4
年

1
月

2
3
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
バ

ス
協

会
県

の
要

請
→

会
員

が
保

有
す

る
車

両
等

の
出

動
震

災
以

外
（
輸

送
）

1
8
0

指
定

自
動

車
教

習
所

の
施

設
等

の
提

供
及

び
物

資
の

供
給

に
関

す
る

覚
書

平
成

2
9
年

7
月

6
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
指

定
自

動
車

教
習

所
協

会
災

害
時

に
お

け
る

指
定

自
動

車
教

習
所

が
保

有
す

る
施

設
、

教
習

用
自

動
車

、
教

習
用

重
機

、
ガ

ソ
リ

ン
、

軽
油

そ
の

他
燃

料
及

び
県

警
が

必
要

と
認

め
る

施
設

、
資

機
材

、
物

資
等

の
提

供
に

つ
い

て
定

め
る

。
施

設
・
物

資

1
8
1

災
害

時
に

お
け

る
宿

泊
施

設
等

の
提

供
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
2
年

2
月

1
5
日

徳
島

県
旅

館
業

生
活

衛
生

同
業

組
合

県
の

要
請

→
災

害
時

要
援

護
者

に
対

す
る

宿
泊

施
設

等
で

の
宿

泊
，

入
浴

及
び

食
事

の
提

供
。

住
居

1
8
2

災
害

時
に

お
け

る
宿

泊
施

設
等

の
提

供
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
2
年

2
月

1
5
日

一
般

社
団

法
人

日
本

旅
館

協
会

徳
島

県
支

部
県

の
要

請
→

災
害

時
要

援
護

者
に

対
す

る
宿

泊
施

設
等

で
の

宿
泊

，
入

浴
及

び
食

事
の

提
供

。
住

居

1
8
3

災
害

時
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

に
関

す
る

協
定

書
平

成
8
年

3
月

2
1
日

一
般

社
団

法
人

プ
レ

ハ
ブ

建
築

協
会

県
の

要
請

→
会

員
で

あ
る

住
宅

建
設

事
業

者
が

県
の

要
請

（
県

が
住

宅
建

設
業

務
を

市
町

村
に

委
任

し
た

場
合

は
当

該
市

町
村

長
の

要
請

）
に

基
づ

き
，

応
急

仮
設

住
宅

を
建

設
。

住
居

1
8
4

災
害

時
に

お
け

る
住

宅
の

早
期

復
興

に
向

け
た

協
力

に
関

す
る

協
定

書

平
成

1
6
年

2
月

9
日

→
平

成
2
7
年

1
0
月

2
6
日

（
見

直
し

再
締

結
）

独
立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援

機
構

（
旧

：
住

宅
金

融
公

庫
四

国
支

店
）

→
県

か
ら

の
協

力
要

請
に

よ
り

「
住

宅
相

談
窓

口
」
を

開
設

し
，

被
災

し
た

県
民

か
ら

の
住

宅
再

建
及

び
住

宅
ロ

ー
ン

返
済

に
関

す
る

相
談

に
対

応
。

県
民

の
早

期
復

興
を

支
援

す
る

た
め

要
請

に
よ

り
職

員
を

派
遣

。
住

居

1
8
5

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

民
間

賃
貸

住
宅

の
媒

介
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
7
年

5
月

2
5
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
宅

地
建

物
取

引
業

協
会

県
の

要
請

→
会

員
業

者
に

対
し

，
民

間
賃

貸
住

宅
の

情
報

提
供

を
要

請
し

，
被

災
者

へ
の

媒
介

を
無

報
酬

で
行

う
よ

う
協

力
を

求
め

る
。

住
居

1
8
6

災
害

時
に

お
け

る
応

急
仮

設
木

造
住

宅
の

建
設

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
3
年

1
0
月

9
日

一
般

社
団

法
人

全
国

木
造

建
設

事
業

協
会

県
の

要
請

→
会

員
で

あ
る

住
宅

建
設

事
業

者
が

県
の

要
請

（
県

が
住

宅
建

設
業

務
を

市
町

村
に

委
任

し
た

場
合

は
当

該
市

町
村

長
の

要
請

）
に

基
づ

き
，

応
急

仮
設

住
宅

を
建

設
。

住
居

1
8
7

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

民
間

賃
貸

住
宅

の
被

災
者

へ
の

提
供

等
に

関
す

る
協

定
平

成
2
7
年

8
月

1
7
日

関
西

広
域

連
合

、
連

合
構

成
府

県
、

連
合

構
成

府
県

の
宅

地
建

物
取

引
業

協
会

県
の

要
請

→
自

県
の

会
員

業
者

に
対

し
，

民
間

賃
貸

住
宅

の
情

報
提

供
を

要
請

。
　

県
の

要
請

→
他

府
県

に
対

し
，

協
力

要
請

→
他

府
県

協
会

員
業

者
に

対
し

民
間

賃
貸

住
宅

の
情

報
提

供
を

要
請

。
住

居

1
8
8

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

民
間

賃
貸

住
宅

の
被

災
者

へ
の

提
供

等
に

関
す

る
協

定
平

成
2
7
年

8
月

1
7
日

関
西

広
域

連
合

、
連

合
構

成
府

県
、

連
合

構
成

府
県

の
全

日
本

不
動

産
協

会
府

県
本

部
県

の
要

請
→

自
県

の
会

員
業

者
に

対
し

，
民

間
賃

貸
住

宅
の

情
報

提
供

を
要

請
。

　
県

の
要

請
→

他
府

県
に

対
し

，
協

力
要

請
→

他
府

県
協

会
員

業
者

に
対

し
民

間
賃

貸
住

宅
の

情
報

提
供

を
要

請
。

住
居

1
8
9

大
規

模
災

害
時

に
お

け
る

民
間

賃
貸

住
宅

の
被

災
者

へ
の

提
供

等
に

関
す

る
協

定
平

成
2
7
年

8
月

1
7
日

関
西

広
域

連
合

、
連

合
構

成
府

県
、

全
国

賃
貸

住
宅

経
営

者
協

会
連

合
会

県
の

要
請

→
会

員
に

対
し

，
民

間
賃

貸
住

宅
の

情
報

提
供

を
要

請
。

住
居

1
9
0

平
成

2
7
年

8
月

1
7
日

関
西

広
域

連
合

、
連

合
構

成
府

県
、

（
公

財
）
日

本
賃

貸
住

宅
管

理
協

会
県

の
要

請
→

会
員

業
者

に
対

し
，

民
間

賃
貸

住
宅

の
情

報
提

供
を

要
請

。
住

居

1
9
1

災
害

時
に

お
け

る
木

造
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

に
関

す
る

協
定

令
和

元
年

5
月

1
6
日

一
般

社
団

法
人

日
本

木
造

住
宅

産
業

協
会

会
員

で
あ

る
住

宅
建

設
事

業
者

が
県

の
要

請
に

基
づ

き
，

応
急

仮
設

住
宅

を
建

設
。

住
居

1
9
2

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
に

よ
る

災
害

時
応

援
協

定
書

平
成

8
年

4
月

1
日

一
般

社
団

法
人

日
本

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
連

盟
徳

島
県

支
部

県
の

要
請

（
公

衆
通

信
網

そ
の

他
の

手
段

に
よ

る
通

信
連

絡
が

困
難

又
は

不
可

能
な

場
合

）
→

情
報

の
収

集
伝

達
。

非
常

事
態

時
に

は
要

請
が

な
く
て

も
災

害
状

況
を

提
供

。
情

報
収

集
・
伝

達
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N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

1
9
3

災
害

時
に

お
け

る
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
昭

和
5
0
年

1
0
月

1
1
日

日
本

放
送

協
会

徳
島

放
送

局
県

の
要

請
（
災

対
法

５
７

条
に

基
づ

き
）
→

放
送

。
情

報
収

集
・
伝

達
（
放

送
）

1
9
4

災
害

時
に

お
け

る
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
昭

和
5
0
年

1
0
月

1
1
日

四
国

放
送

株
式

会
社

県
の

要
請

（
災

対
法

５
７

条
に

基
づ

き
）
→

放
送

。
情

報
収

集
・
伝

達
（
放

送
）

1
9
5

災
害

時
に

お
け

る
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
平

成
1
7
年

1
2
月

1
4
日

株
式

会
社

エ
フ

エ
ム

び
ざ

ん
県

の
要

請
（
災

対
法

５
７

条
に

基
づ

き
）
→

放
送

。
情

報
収

集
・
伝

達
（
放

送
）

1
9
6

災
害

時
に

お
け

る
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
平

成
4
年

3
月

1
9
日

株
式

会
社

エ
フ

エ
ム

徳
島

県
の

要
請

（
災

対
法

５
７

条
に

基
づ

き
）
→

放
送

。
情

報
収

集
・
伝

達
（
放

送
）

1
9
7

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

株
式

会
社

朝
日

新
聞

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

1
9
8

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

毎
日

新
聞

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

1
9
9

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

読
売

新
聞

徳
島

支
局

長
県

の
要

請
→

報
道

情
報

収
集

・
伝

達
（
報

道
）

2
0
0

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

産
経

新
聞

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

2
0
1

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

日
本

経
済

新
聞

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

2
0
2

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

一
般

社
団

法
人

共
同

通
信

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

2
0
3

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

3
月

1
8
日

株
式

会
社

時
事

通
信

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

2
0
4

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

1
1
月

2
0
日

朝
日

放
送

株
式

会
社

徳
島

支
局

長
県

の
要

請
→

報
道

情
報

収
集

・
伝

達
（
報

道
）

2
0
5

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

1
1
月

2
0
日

株
式

会
社

毎
日

放
送

徳
島

支
局

長
県

の
要

請
→

報
道

情
報

収
集

・
伝

達
（
報

道
）

2
0
6

災
害

時
等

に
お

け
る

報
道

要
請

に
関

す
る

協
定

平
成

9
年

1
1
月

2
0
日

関
西

テ
レ

ビ
放

送
株

式
会

社
徳

島
支

局
長

県
の

要
請

→
報

道
情

報
収

集
・
伝

達
（
報

道
）

2
0
7

災
害

に
係

る
情

報
発

信
等

に
関

す
る

協
定

平
成

2
5
年

2
月

1
8
日

ヤ
フ

ー
株

式
会

社
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

キ
ャ

ッ
シ

ュ
対

応
、

防
災

情
報

の
Ｈ

Ｐ
掲

載
な

ど
情

報
収

集
・
伝

達

2
0
8

災
害

発
生

時
に

お
け

る
物

資
輸

送
に

関
す

る
協

定
平

成
2
7
年

7
月

7
日

→
2
8
年

6
月

9
日

再
締

結
(企

業
名

の
変

更
)

ア
マ

ゾ
ン

ジ
ャ

パ
ン

合
同

会
社

ヤ
マ

ト
運

輸
株

式
会

社
ア

マ
ゾ

ン
の

「
ほ

し
い

物
リ

ス
ト

」
を

活
用

し
た

支
援

を
行

う
に

あ
た

り
、

県
、

ア
マ

ゾ
ン

と
、

そ
の

運
送

を
担

う
ヤ

マ
ト

運
輸

の
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
明

確
に

し
、

平
時

か
ら

そ
の

備
え

を
万

全
と

す
る

。
情

報
提

供
・
輸

送

2
0
9

防
災

へ
の

取
り

組
み

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

3
月

1
日

G
o
o
gl

e
 I
re

la
n
d
 L

im
it
e
d

災
害

対
応

サ
ー

ビ
ス

に
関

連
す

る
情

報
の

提
供

、
災

害
対

応
サ

ー
ビ

ス
に

関
連

す
る

技
術

的
な

協
力

な
ど

情
報

提
供

等

2
1
0

災
害

発
生

時
に

お
け

る
支

援
に

関
す

る
協

定
平

成
2
6
年

9
月

5
日

→
2
8
年

6
月

9
日

再
締

結
(企

業
名

の
変

更
)

ア
マ

ゾ
ン

　
ジ

ャ
パ

ン
合

同
会

社
避

難
生

活
の

長
期

化
が

予
想

さ
れ

る
避

難
所

に
お

い
て

、
必

要
と

な
る

物
資

の
情

報
を

「
ほ

し
い

物
リ

ス
ト

」
サ

ー
ビ

ス
を

介
し

て
迅

速
に

公
開

す
る

情
報

提
供

等

2
1
1

災
害

発
生

時
に

お
け

る
物

資
の

保
管

等
に

関
す

る
協

定
平

成
3
0
年

3
月

1
5
日

徳
島

県
倉

庫
協

会
救

援
物

資
の

保
管

、
入

出
庫

管
理

、
物

流
専

門
家

等
の

派
遣

、
物

資
の

保
管

等
に

必
要

と
な

る
資

機
材

の
提

供
・
手

配
に

つ
い

て
、

協
定

を
締

結
し

、
効

率
的

な
物

流
を

確
保

す
る

も
の

で
あ

る
。

物
流

2
1
2

災
害

等
緊

急
時

に
お

け
る

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
運

航
に

関
す

る
協

定
平

成
2
5
年

3
月

5
日

民
間

航
空

事
業

者
６

社
(近

畿
2
府

7
県

及
び

関
西

広
域

連
合

と
の

協
定

）
県

の
要

請
→

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

を
使

用
し

，
物

資
や

人
員

の
輸

送
輸

送

2
1
3

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

災
害

応
急

対
策

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

1
1
月

1
4
日

徳
島

県
水

難
救

済
会

県
の

要
請

→
会

員
が

保
有

す
る

船
舶

に
よ

る
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

等
輸

送

-1296-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

2
1
4

災
害

時
に

お
け

る
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
に

関
す

る
協

定
平

成
2
6
年

6
月

1
9
日

日
本

内
航

海
運

組
合

総
連

合
会

県
の

要
請

→
①

災
害

救
助

に
必

要
な

救
援

物
資

等
の

貨
物

輸
送

③
災

害
応

急
対

策
に

必
要

な
資

機
材

等
の

輸
送

④
そ

の
他

船
舶

に
よ

る
応

急
対

策
業

務
輸

送

2
1
5

船
舶

に
よ

る
災

害
時

の
輸

送
等

に
関

す
る

基
本

協
定

書
平

成
1
6
年

1
1
月

3
0
日

南
海

フ
ェ

リ
ー

株
式

会
社

県
の

要
請

→
①

被
災

者
の

輸
送

業
務

②
災

害
救

助
に

必
要

な
食

料
品

，
生

活
必

需
品

の
輸

送
③

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

要
員

・
資

機
材

の
輸

送
④

そ
の

他
船

舶
に

よ
る

支
援

業
務

輸
送

2
1
6

船
舶

に
よ

る
災

害
時

の
輸

送
等

に
関

す
る

基
本

協
定

書
平

成
2
0
年

3
月

2
1
日

オ
ー

シ
ャ

ン
ト

ラ
ン

ス
株

式
会

社
県

の
要

請
→

①
被

災
者

の
輸

送
業

務
②

災
害

救
助

に
必

要
な

食
料

品
，

生
活

必
需

品
の

輸
送

③
災

害
応

急
対

策
に

必
要

な
要

員
・
資

機
材

の
輸

送
④

そ
の

他
船

舶
に

よ
る

支
援

業
務

輸
送

2
1
7

緊
急

救
援

輸
送

等
に

関
す

る
協

定
書

平
成

1
9
年

9
月

1
1
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
ト

ラ
ッ

ク
協

会
県

の
要

請
→

緊
急

救
援

輸
送

（
物

資
等

）
輸

送

2
1
8

災
害

時
に

お
け

る
廃

棄
物

処
理

等
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
2
年

3
月

2
5
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
産

業
廃

棄
物

協
会

徳
島

県
市

長
会

，
徳

島
県

町
村

会
市

町
村

の
要

請
→

県
の

要
請

→
災

害
廃

棄
物

の
撤

去
，

災
害

廃
棄

物
の

収
集

・
運

搬
，

災
害

廃
棄

物
の

処
分

廃
棄

物

2
1
9

災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書

平
成

2
3
年

8
月

2
日

協
同

組
合

徳
島

県
解

体
工

事
業

協
会

市
町

村
の

要
請

→
県

の
要

請
→

災
害

廃
棄

物
の

撤
去

，
災

害
廃

棄
物

の
収

集
・
運

搬
，

災
害

廃
棄

物
の

処
分

廃
棄

物

2
2
0

災
害

時
に

お
け

る
し

尿
及

び
浄

化
槽

汚
泥

の
収

集
運

搬
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
6
年

3
月

2
0
日

徳
島

県
環

境
保

全
協

会
，

徳
島

県
環

境
整

備
事

業
協

同
組

合
市

町
村

の
要

請
→

県
の

要
請

→
災

害
し

尿
等

の
撤

去
、

収
集

・
運

搬
な

ど
廃

棄
物

2
2
1

災
害

時
に

お
け

る
警

察
車

両
の

一
時

避
難

駐
車

場
所

の
提

供
に

関
す

る
覚

書
平

成
2
7
年

9
月

1
日

株
式

会
社

ラ
ウ

ン
ド

ワ
ン

大
規

模
災

害
が

発
生

し
、

津
波

等
に

よ
り

警
察

車
両

の
被

害
が

予
想

さ
れ

る
場

合
に

お
い

て
、

警
察

車
両

の
一

時
避

難
場

所
と

し
て

ラ
ウ

ン
ド

ワ
ン

徳
島

万
代

店
立

体
駐

車
場

の
提

供
に

つ
い

て
定

め
る

。
一

時
避

難
所

（
車

両
）

2
2
2

災
害

時
に

お
け

る
一

時
避

難
場

所
及

び
災

害
復

旧
活

動
の

拠
点

に
関

す
る

協
定

書
平

成
2
5
年

7
月

1
2
日

大
鵬

薬
品

工
業

株
式

会
社

，
徳

島
市

，
北

島
町

県
の

要
請

→
一

時
避

難
場

所
の

提
供

、
公

園
用

地
の

災
害

復
旧

拠
点

と
し

て
の

提
供

　
な

ど
一

時
避

難
場

所
等

2
2
3

災
害

時
に

お
け

る
動

物
救

護
活

動
に

係
る

支
援

に
関

す
る

協
定

平
成

2
3
年

9
月

2
0
日

公
益

社
団

法
人

徳
島

県
獣

医
師

会
県

か
ら

の
要

請
に

対
し

，
動

物
の

福
祉

及
び

被
災

者
支

援
の

た
め

，
迅

速
な

動
物

救
護

活
動

を
行

う
。

動
物

愛
護

2
2
4

災
害

時
に

お
け

る
動

物
救

護
活

動
に

係
る

支
援

に
関

す
る

協
定

平
成

2
3
年

9
月

2
0
日

株
式

会
社

貴
志

商
店

県
か

ら
の

要
請

に
対

し
，

迅
速

な
動

物
救

護
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

飼
料

及
び

資
材

の
円

滑
な

確
保

を
行

う
。

動
物

愛
護

2
2
5

災
害

時
に

お
け

る
災

害
救

助
犬

の
出

動
に

関
す

る
協

定
書

令
和

元
年

1
2
月

1
9
日

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ド

ッ
グ

育
成

セ
ン

タ
ー

大
規

模
災

害
時

等
に

お
い

て
、

県
か

ら
の

要
請

に
対

し
、

捜
索

活
動

の
た

め
災

害
救

助
犬

を
出

動
さ

せ
る

。
人

的
支

援

2
2
6

徳
島

県
・
日

本
下

水
道

事
業

団
災

害
支

援
協

定
令

和
2
年

3
月

1
8
日

日
本

下
水

道
事

業
団

県
の

要
請

→
協

定
下

水
道

施
設

（
終

末
処

理
場

）
の

現
地

調
査

，
応

急
対

策
工

事
，

技
術

的
支

援
人

的
支

援
等

2
2
7

災
害

時
に

お
け

る
復

旧
支

援
協

力
に

関
す

る
協

定
令

和
2
年

3
月

1
8
日

公
益

社
団

法
人

日
本

下
水

道
管

路
管

理
業

協
会

県
の

要
請

→
協

定
下

水
道

施
設

（
幹

線
管

渠
）
の

現
地

調
査

，
応

急
対

策
人

的
支

援
等

2
2
8

災
害

時
に

お
け

る
電

力
供

給
設

備
等

の
復

旧
に

係
る

相
互

協
力

に
関

す
る

協
定

令
和

2
年

4
月

1
0
日

四
国

電
力

株
式

会
社

、
四

国
電

力
送

配
電

株
式

会
社

大
規

模
停

電
発

生
時

に
お

け
る

電
力

供
給

設
備

等
の

復
旧

に
係

る
相

互
協

力
人

的
支

援
等

2
2
9

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

令
和

2
年

6
月

2
4
日

一
般

社
団

法
人

日
本

石
材

産
業

協
会

徳
島

県
支

部
、

一
般

社
団

法
人

日
本

石
材

産
業

協
会

県
の

要
請

→
緊

急
輸

送
道

路
を

は
じ

め
と

す
る

道
路

、
河

川
、

港
湾

、
漁

港
、

学
校

等
の

県
管

理
　

施
設

等
に

残
置

さ
れ

る
「
墓

石
」
や

「
公

共
的

価
値

を
有

す
る

石
碑

・
モ

ニ
ュ

メ
ン

ト
」
　

等
の

石
材

構
造

物
の

撤
去

・
移

設
　

等
人

的
支

援
等

2
3
0

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

支
援

活
動

に
関

す
る

協
定

令
和

3
年

1
月

1
4
日

徳
島

県
ク

レ
ー

ン
協

同
組

合
県

の
要

請
→

ク
レ

ー
ン

等
の

派
遣

，
そ

の
他

必
要

と
な

る
業

務
（
協

議
）

資
機

材
・
人

的
支

援

2
3
1

中
四

国
サ

ミ
ッ

ト
ふ

る
さ

と
納

税
代

行
受

付
に

よ
る

災
害

時
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
令

和
元

年
9
月

1
日

鳥
取

県
，

島
根

県
，

岡
山

県
，

広
島

県
，

山
口

県
，

香
川

県
，

愛
媛

県
，

高
知

県
，

一
般

社
団

法
人

中
国

経
済

連
合

会
及

び
四

国
経

済
連

合
会

ふ
る

さ
と

納
税

代
行

受
付

自
治

体
間

協
定

2
3
2

災
害

時
に

お
け

る
物

資
の

調
達

及
び

供
給

に
関

す
る

協
定

書
令

和
3
年

3
月

2
9
日

株
式

会
社

フ
ァ

ー
ス

ト
リ

テ
イ

リ
ン

グ
県

の
要

請
→

物
資

（
衣

料
品

等
）

物
資

2
3
3

災
害

時
に

お
け

る
福

祉
用

具
等

物
資

の
供

給
等

協
力

に
関

す
る

協
定

平
成

3
1
年

1
月

2
1
日

一
般

社
団

法
人

日
本

福
祉

用
具

供
給

協
会

県
の

要
請

→
福

祉
用

具
等

物
資

の
優

先
供

給
及

び
運

搬
に

対
す

る
協

力
物

資

2
3
4

大
規

模
災

害
時

等
に

お
け

る
防

疫
業

務
の

協
力

に
関

す
る

協
定

平
成

3
1
年

2
月

2
5
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
ベ

ス
ト

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
会

件
の

要
請

→
防

疫
の

実
施

役
務

-1297-



N
O

.
協

定
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
の

相
手

方
協

定
の

内
容

分
野

１
５

－
３

　
　

災
害

時
に

備
え

た
協

定
一

覧
表

2
3
5

農
業

集
落

排
水

施
設

災
害

対
策

応
援

に
関

す
る

協
定

令
和

2
年

4
月

3
日

一
般

社
団

法
人

地
域

環
境

資
源

セ
ン

タ
ー

県
の

要
請

→
人

員
の

派
遣

，
必

要
な

諸
資

機
材

の
調

達
等

を
行

う
。

人
的

支
援

資
機

材
支

援
等

2
3
6

家
畜

伝
染

病
の

発
生

時
に

お
け

る
畜

産
関

係
車

両
消

毒
業

務
に

関
す

る
協

定
平

成
3
0
年

9
月

2
6
日

一
般

社
団

法
人

徳
島

県
ペ

ス
ト

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

協
会

県
の

要
請

→
県

が
設

置
し

た
消

毒
ポ

イ
ン

ト
で

の
畜

産
関

係
車

両
消

毒
　

等
役

務

-1298-
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